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こども家庭庁支援局障害児支援課 

 

 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う 

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、児童発達支援及び放課後等デイサー

ビスの基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価を行う観点から、極めて短時間

の支援（30分未満）は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の障

害児の支援時間に応じた評価が可能となるよう、時間区分を創設することとしました。あわ

せて、延長支援加算についても見直しを行い、５時間（放課後等デイサービスについては、

平日は３時間）を超える長時間の支援については、預かりニーズへの対応として、延長支援

加算により評価を行うこととなります（※）。 

また、適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、児

童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24年厚

生労働省令第 15号。以下「運営基準」という。）において、児童発達支援ガイドライン等に

基づく５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人

間関係・社会性」をいう。以下同じ。）の視点を全て含めた総合的な支援を提供することを

基本とし、支援内容について、個別支援計画等において５領域とのつながりを明確化した上

で支援を提供いただくこととなります。あわせて、支援については、インクルージョン（障

害児の地域社会への参加・包摂）の観点も踏まえた内容とし、この点についても個別支援計

画に記載していくことが求められます。 

そこで、令和６年４月以降の具体的な取扱いについて、下記のとおりお示しするとともに、

本改定の内容を踏まえた個別支援計画の参考様式について、別紙１「個別支援計画参考様式」

を、また、あわせて計画時間等の記載例を別紙２のとおりお示しいたします。（なお、別紙

１の１枚目の記載にあたっての留意点及び記載例についても、追ってお示しいたします。） 

都道府県におかれましては、御了知の上、市町村及び管内の児童発達支援及び放課後等デ

イサービスの事業者に周知をお願いいたします。 

 

（※） 時間区分の創設及び延長支援加算の見直しについては、主として重症心身障害児を通わせる児

童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所において重症心身障害児に対し支援を行う場合、共生型

又は基準該当の場合、旧主として重症心身障害児児童発達支援経過的給付費又は旧医療型児童発達支援

経過的給付費の場合を除く。 

 

各 障害児支援主管部(局) 御中 



記 

 

１．令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（時間区分の創設、延長支援加算の見直 

し、総合的支援の推進、インクルージョンの推進） 

 

（１）基本報酬における時間区分の創設について 

令和６年４月以降は、児童発達支援及び放課後等デイサービスの基本報酬において、

時間区分が創設される。 

 

（児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける時間区分） 

時間区分 計画時間 

時間区分１ 30分以上１時間 30分以下 

時間区分２ １時間 30分超３時間以下 

時間区分３ ３時間超５時間以下 

   ※ 放課後等デイサービスについては、学校休業日のみ時間区分３を算定可能。 

  

（改定後の基本報酬の取扱いについて） 

・個別支援計画に、個々の障害児の日々の支援について、支援に要する時間（以下「計

画時間」という。）を定め、当該計画の時間に応じて基本報酬を算定することを基本と

する。 

・計画時間よりも、実際に支援に要した支援時間（以下「実利用時間」という。）が短く

なった場合においては、 

  ① 利用者の都合により支援時間が短縮された場合については、計画時間により算 

定すること。 

② 事業所の都合により支援時間が短縮された場合については、実利用時間により

算定すること。 

・ 極めて短時間の支援（30分未満）は、算定対象から原則除外することとしているが、

周囲の環境に慣れるために支援を短時間にする必要がある等の理由により、市町村

（特別区を含む。）が認めた場合には、計画時間で 30分未満の支援についても算定を

可能とする。 

  ・ 実利用時間については、サービス提供実績記録票において記録することが必要であ

り、計画時間と実利用時間に乖離がある状態が継続する場合には、速やかに個別支援

計画の見直しを行うこと。 

 

（２）延長支援加算の見直しについて 

現行の延長支援加算については、事業所の運営規程に定める営業時間が８時間以上で

あり、当該営業時間の前後に支援を行った場合に算定するものとしているが、基本報酬



における時間区分の創設とあわせて、延長支援加算を見直し、５時間（放課後等デイサ

ービスについては、平日は３時間）を超える長時間の支援について、預かりニーズに対

応した延長支援として評価を行うこととなる。 

なお、基本報酬に時間区分を創設していない、主として重症心身障害児を通わせる事

業所において重症心身障害児に対し指定児童発達支援又は放課後等デイサービスを行

う場合等については、従前の延長支援加算と同様の取扱いとなるため留意すること。 

見直し後の延長支援加算の取扱い及び単位は以下のとおりである。 

 

 （改定後の延長支援加算の取扱い） 

・ 基本報酬において、上限となる５時間（放課後等デイサービスについては、平日は

３時間）の発達支援を行うのに加え、当該支援の前後に預かりニーズに対応した延長

支援を計画的に行った場合に、計画した時間に応じて算定できるものとするが、計画

時間よりも、実際に延長支援に要した時間が短くなった場合においては、基本報酬と

は異なり、その理由の如何に関わらず、実利用時間により算定すること。 

・ 延長支援の算定に当たっては、１時間以上の延長支援を行うことを前提とした体制

を設ける等、計画的な実施が求められることに留意すること。 

・ 計画時間の前後に延長支援加算を算定する場合には、前後いずれも１時間以上とな

るよう計画的に実施する必要があり、前後の時間を合算して１時間以上では算定でき

ないものであることに留意すること。 

・ 延長支援時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、２人以上（うち１人

以上は運営基準に定める人員を配置すること。児童発達支援管理責任者でも可。）の

配置をすること。 

  ・ 延長 30分以上１時間未満の単位は、利用者の都合により延長支援時間が計画よりも

短くなった場合に限り算定できるものとする。 

・ 延長支援時間については、個別支援計画に定めることを基本とするが、延長支援を

利用する中で、具体的な利用の計画にない、緊急的に生じた預かりニーズに対応する

ための延長支援については、急遽延長支援を必要とした理由等について記録を残すこ

とにより算定できるものとする。ただし、急遽延長支援を行うような状況が続く場合

については、速やかに個別支援計画の見直し・変更を求めるものとする。 

 

（改定後の延長支援加算の単位） 

 
障 害 児 

重症心身障害児 

医療的ケア児 

１時間以上２時間未満 92単位/日 192単位/日 

２時間以上 123単位/日 256単位/日 

30分以上１時間未満 61単位/日 128単位/日 

 



 

（３）総合的な支援の推進とインクルージョンの推進 

本改定においては、適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保

する観点から、運営基準において、児童発達支援ガイドライン等に基づく５領域の視点

を全て含めた総合的な支援を提供することを基本としたところであり、支援内容につい

て、個別支援計画等においても５領域とのつながりを明確化した上で支援を提供いただ

くこととなる。 

また、インクルージョンに向けた取組を推進する観点から、運営基準において、事業

所に対し、保育所等との併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組

を求めることとしたところであり、個別支援計画において、具体的な取組等について記

載し、実施いただくこととなる。 

 

２．令和６年４月以降の個別支援計画について 

（１）新たな記載事項と参考様式について 

令和６年４月以降は、１の改定事項を踏まえ、個別支援計画に、新たに以下の事項を

記載することが求められる。 

  ・時間区分の導入（１（１））に伴う、個々の障害児の日々の支援に係る計画時間等 

  ・延長支援加算の見直し（１（２））に伴う、個々の障害児の日々の延長支援時間等 

  ・個々の障害児の５領域との関連性を明確にした支援内容及びインクルージョンの観点

を踏まえた取組等（１（３）） 

令和６年４月以降の個別支援計画については、これらを盛り込んだ別紙１「個別支援

計画参考様式」を活用し、作成・見直しを行われたい。なお、記載にあたっての留意点

及び記載例について、追ってお示しする。 

また、別途、児童発達支援及び放課後等デイサービスガイドラインの改定を進めてお

り、個別支援計画の参考様式（別紙と同様）、総合的な支援の提供に関してのアセスメン

トや支援の実施における視点、インクルージョンの観点を踏まえた事業所の取組・支援

などについて、改めてお示しする予定である。 

 

（２）令和６年４月から 10月までの取扱いについて（経過措置） 

個別支援計画の見直し等については、通常の見直し期間（６ヶ月に１回以上）を踏ま

えると、一定の期間を要すると考えられることから、令和６年 10 月 31 日までの間は、

別紙「個別支援計画参考様式」の２枚目の「個別支援計画別表」を活用し、個々の障害

児の計画時間及び延長支援に要する時間等を定め、現行の個別支援計画とあわせること

により対応すること（支援内容の５領域との関連性の明確化及びインクルージョンの観

点からの記載は個別支援計画の見直しのタイミングで行うこととし、基本報酬と延長支

援加算の算定に必要な計画時間・延長支援時間等の記載のみを別表で追加すること）を

可能とする（記載例について別紙２参照）。計画時間については、あらかじめ保護者に説

明の上、同意を得ること。また、延長支援については、あらかじめ保護者に説明の上、



必要性について確認するとともに、延長支援時間について同意を得ること。 

この経過措置の対象となる障害児は、令和６年４月 30 日までに当該事業所の利用を

開始している障害児とする。令和６年５月以降に新規で利用する障害児については、２

（１）の全ての記載事項を踏まえた個別支援計画の作成が必要であることに留意するこ

と。 

なお、経過措置により対応を行う事業所において、当該経過措置の期限は 10月 31日

までとしているが、当該期限までに見直しのタイミングが訪れる個別支援計画について

は、順次、２（１）の全ての記載事項を踏まえた個別支援計画に見直していただくよう

お願いする。 

また、経過措置により対応を行う場合であっても、支援内容について総合的な支援を

基本とすること及びインクルージョンの観点も踏まえることに留意すること。 

 

３．その他 

   令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における各種加算の創設及び見直しに伴い、

事業所の運営規程や重要事項説明書等の変更も必要となると考えられるが、各種書類

の変更や利用者への説明等については一定の期間を要すると考えられる。そのため、

令和６年４月１日までに全て書類の変更や利用者への説明等が済んでいる必要はない

が、その場合であっても、令和６年４月以降、順次、速やかに手続を進めていただくよ

うお願いする。 

以上 

 

【本件担当】 

こども家庭庁支援局障害児支援課 障害児支援係 

ＴＥＬ：03－3539-8345 

E-mail：shougaishien.shougaijishien@cfa.go.jp 



別紙１

○⽀援⽬標及び具体的な⽀援内容等

項 ⽬
⽀援⽬標

（具体的な到達⽬標）

達成

時期

担当者

提供機関

留意事項

（本⼈の役割を含む）

優先

順位

提供する⽀援内容について、本計画書に基づき説明しました。

    年  ⽉  ⽇

参考様式

個別⽀援計画書

利⽤児及び家族の

⽣活に対する意向

総合的な⽀援の⽅針

⻑期⽬標

(内容・期間等)

⽀援の標準的な提供時間等

（曜⽇・頻度、時間）

短期⽬標

(内容・期間等)

⽀援内容

(内容・⽀援の提供上のポイント・5領域（※）との関連性等)

※５領域の視点 ｢健康・⽣活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・⾏動｣、｢⾔語・コミュニケーション｣、｢⼈間関係・社会性｣

本計画書に基づき⽀援の説明を受け、内容に同意しました。

児童発達⽀援管理責任者⽒名： （保護者署名）

作成年⽉⽇： 年 ⽉ ⽇利⽤児⽒名：

押印廃⽌



個別⽀援計画別表 参考様式

利⽤児⽒名 作成⽇

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

延⻑を必要とする

理由

特記事項

⽉ ⽕ ⽔ ⽊

提供時間

利⽤開始・終了時間 利⽤開始・終了時間 利⽤開始・終了時間 利⽤開始・終了時間

0時00分 0時00分

【⽀援後】延⻑⽀援時間 【⽀援後】延⻑⽀援時間

⼟ ⽇・祝⽇

利⽤開始・終了時間 利⽤開始・終了時間 利⽤開始・終了時間

⾦

延⻑⽀援時間

※ 延⻑⽀援時間は、

⽀援前・⽀援後

それぞれ１時間以上から

【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間

0時00分

【⽀援後】延⻑⽀援時間 【⽀援後】延⻑⽀援時間【⽀援後】延⻑⽀援時間 【⽀援後】延⻑⽀援時間

年  ⽉  ⽇

0時00分

0時00分

【⽀援後】延⻑⽀援時間

0時00分

【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間

0時00分 0時00分

0時00分 0時00分 0時00分

0時00分 0時00分 0時00分



別紙２

個別支援計画別表 記入例

利用児氏名

10時00分 ～ 15時00分 ～ 10時00分 ～ 15時00分 ～ 10時00分 ～ 15時00分 ～ ～

特記事項

9時00分 ～ 10時00分 ～ 9時00分 ～ 10時00分 ～ 9時00分 ～ 10時00分 ～ ～

15時00分 ～ 16時00分 ～ 15時00分 ～ 16時00分 ～ 15時00分 ～ 16時00分 ～ ～

延長を必要とする

理由及び時間

例①）月・水・金については、保護者の就労を理由に支援前・支援後それぞれ１時間ずつの延長支援を行う。

例②）保護者の職場の繁忙期（３月）については、月・水・金の支援後の延長支援時間が２時間になる日も生じることが想定されるため、保護者と連携を図りながら必要に応じて延長支援を行う。

2時00分

0時00分

0時00分 2時00分 0時00分 2時00分 0時00分

0時00分

【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間【支援前】延長支援時間

0時00分

【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間

土 日・祝日

提供時間

利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間

金

0時00分5時00分5時00分 0時00分 5時00分

月 火 水 木

延長支援時間

※ 延長支援時間は、

支援前・支援後

それぞれ１時間以上から

【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間

【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間

計画に定める支援時間を記入（利用時間と終了時間も記入）

・曜日ごとに提供時間が異なると考えられるため、曜日ごとに時間を定める

延長支援となる時間を記入

※支援前、支援後それぞれ１時間以上記載すること。合算での１時間は不可

・例①：保護者の就労、妊娠・出産、病気・負傷、介護・看護、レスパイト等、延長支援を必要とする理由と時間を記入

・例②：常時延長支援を必要としないが、個別の事情（※）で延長支援の必要が生じることが想定される場合には、想定される具体的な理由と必要となる時間を記入

※例えば、保育所や学校の都合（短縮授業等）で、支援の提供時間の変更が必要となり、延長支援が必要となる場合等を想定

・利用が確定している曜日以外に、事業所の空き状況等により利用が想定される場合には、その場合に想定される提供時間を記入

・市町村が認めるものとして、３０分未満の提供時間となる場合には、具体的理由を記入

・利用者や保育所・学校等の都合により、通常の計画時間とは異なる時間区分で算定するような状況が想定される場合（例えば、通常は１時間だが、学校の短縮授業等により３時間になる日が想定される場合等）には、想定される具体的な内容を記入

・その他特記事項がある場合には、その具体的な内容を記入



事 務 連 絡 

令和６年５月 17 日  

都道府県 

   指定都市       

中核市      

   児童相談所設置市 

 

こども家庭庁支援局障害児支援課 

 

 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う 

個別支援計画作成にあたっての留意点及び記載例について 

 

障害児支援行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、児童発達支援及び放課後等デイサー

ビスにおいて、適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点か

ら、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24

年厚生労働省令第 15号。以下「運営基準」という。）において、児童発達支援ガイドライン

等に基づく５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」

「人間関係・社会性」をいう。以下同じ。）の視点を全て含めた総合的な支援を提供するこ

とを基本とし、支援内容について、個別支援計画等において５領域とのつながりを明確化し

た上で支援を提供いただくこととしたところです。あわせて、支援については、インクルー

ジョン（障害児の地域社会への参加・包摂）の観点も踏まえた内容とし、この点についても

個別支援計画に記載していくことが求められることになり、「令和６年度障害福祉サービス

等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱い

の変更について」（令和６年３月 15日発出事務連絡）において、参考様式等をお示ししたと

ころです。 

本事務連絡では、本改定の内容を踏まえて作成いただく個別支援計画について、記載のポ

イント及び参考記載例をお示しいたします。これらの記載のポイントや参考記載例は、発達

支援の４つの支援内容（「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」）の具

体例や、「本人支援」と５領域との関連性の明確化、さらにインクルージョンの観点を盛り

込み、モデル例として示すものであり、実際の作成に当たっては、こどもと家族に必要と考

えられる支援について十分に検討し作成されるようお願いいたします。 

都道府県等におかれましては、御了知の上、市町村及び管内の事業所に周知をお願いいた

します。 

 

（別添資料） 

 別紙１ 個別支援計画の記載のポイント 

 別紙２ 個別支援計画の記載のポイント 参考様式版 

 別紙３ 個別支援計画（参考記載例） 

  

各 障害児支援主管部(局) 御中 



（別紙１） 

個別支援計画の記載のポイント 

 

【個別支援計画全般に係る留意点】 

〇 個別支援計画の作成に当たっては、こどもの意思の尊重（年齢及び発達の程度に応じた意

見の尊重等）及びこどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成することが必要であ

る。 

〇 それぞれの記載項目について、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながり

を持って作成していくことが必要である。「利用児及び家族の生活に対する意向」も踏まえて

「総合的な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」「短期目標」、それを達成する

ための「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定すること。 

〇 ５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関

係・社会性」以下同じ。）の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、５領域の視点を網

羅した支援を行うことが必要である。この際、５領域の視点を持ちながら、こどもと家族の

状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析してそのニーズや課題を捉え、そ

こから必要な支援を組み立てていくことが重要であり、単に５領域に対応する課題や支援へ

の当てはめを行うだけのアセスメント・計画作成にならないよう留意すること。 

なお、発達支援は個々のこどもへのアセスメントを踏まえたオーダーメイドの支援を行う

ものであり、支援目標や支援内容がそれぞれのこどもについて同一のものとなることは想定

されないこと。 

○ 「支援目標及び具体的な支援内容等」においては、発達支援の基本となる「本人支援」「家

族支援」「移行支援」について必ず記載すること。また、「地域支援・地域連携」（例：医療機

関との連携等）については、必要に応じて記載することとするが、関係者が連携しながらこ

どもと家族を包括的に支援していく観点から、当該事項についても積極的に取り組むことが

望ましい。 

〇 アセスメントに基づくこどもの状態像の把握を適時に行いながら、PDCA サイクル（Plan

（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）で構成されるプロセス）により支援

の適切な提供を進めることが必要である。個別支援計画の作成後も、こどもについての継続

的なアセスメントによりこどもの状況等について把握するとともに、計画に基づく支援の実

施状況等の把握を行い、モニタリングの際には、作成した個別支援計画に定めた支援目標に

対する達成状況等の評価を行い、これを踏まえて個別支援計画の見直しを行うこと。 

この観点からは、支援目標や支援内容の記載が長期にわたり同一であることは想定されな

いこと。 

 

 



【各記載項目の留意点】 

＜利用児及び家族の生活に対する意向＞ 

〇 こども本人や家族の意向を聴いた上で、家族より得た情報やこどもの発達段階や特性等を

踏まえて、整理して記載する。 

 

＜総合的な支援の方針＞ 

〇 1 年間を目途に（それ以上の期間も可）、以下の観点も踏まえながら、こどもや家族、関係

者が共通した状況や課題への認識と支援の見通しやイメージを持つことができるよう、事業

所としてのこども等の状況の見立てとどのように支援をしていくのかという方針を記載する。 

・障害児支援利用計画、障害児支援担当者会議（セルフプランの場合には、事業所間連携加

算等も活用し、複数の利用事業所を集めた支援の連携のための会議）で求められている事

業所の役割 

・支援場面のみではなく、家庭や通っている保育所や幼稚園、放課後児童クラブ等（以下「保

育所等」という。）、学校等での生活や育ちの視点 

・保育所等の併行利用や移行、同年代のこどもとの仲間づくり等のインクルージョン（地域

社会への参加・包摂）の視点 

・こどもが事業所を継続的に利用している場合には、個別支援計画のモニタリング結果を 

踏まえた PDCAサイクルによる支援の適切な提供の視点  
＜長期目標＞ 

〇 総合的な支援の方針で掲げた内容を踏まえ、概ね１年程度で目指す目標を設定して記載す

る。 

 

＜短期目標＞ 

〇 長期目標で掲げた内容を踏まえ、概ね６か月程度で目指す目標を設定して記載する。 

 

＜支援目標及び具体的な支援内容等＞ 

〇 こどもの利用頻度や発達の程度に応じて、欄の増減等のアレンジは適宜行うこととして差

し支えない。 

 

＜項目＞ 

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」を項目欄に記載する。 

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」については必ず記載する。「地域支援・地域連携」に

ついては、必要に応じて記載することとするが、各事業所において積極的に取り組むことが

望ましい。 

 

 



◎本人支援 

〇 アセスメントやモニタリングに基づき、こどもが将来、日常生活及び社会生活を円滑に

営めるようにする観点から、本人への発達支援について、５領域との関連性を含めて記載

する。 

〇 ５領域との関連性については、５つの領域全てが関連付けられるよう記載すること。相

互に関連する部分、重なる部分もあると考えられるため、５つの欄を設けて、個々に異な

る目標を設定する必要はないが、各領域との関連性についての記載は必ず行うこと。 

〇 保育所等との併行利用や複数の障害児通所支援事業所を組み合わせて利用している場合

は、保育所等や他の事業所での支援内容とお互いの役割分担を踏まえた上で、自事業所に

おける支援について記載する。 

 

◎家族支援 

〇 こどもの成長・発達の基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させる観点から、家

族支援について記載する。 

【家族支援の例】 

・こどもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助、講座やペアレントトレーニングの 

 実施 

・家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助 

・レスパイトや就労等の預かりニーズに対応するための支援 

・保護者同士の交流の機会の提供（ピアの取組） 

・きょうだいへの相談援助等の支援 

   ・子育てや障害等に関する情報提供 等 

    

◎移行支援 

〇 インクルージョン（地域社会への参加・包摂）を推進する観点から、支援の中に「移行」

という視点を取り入れ、こどもや家族の意向等も踏まえつつ、保育所等の他のこども施策

との併行利用や移行に向けた支援、同年代のこどもとの仲間づくり等の「移行支援」につ

いて記載する。 

〇 移行支援は、必ずしも保育所等への具体的な移行だけを念頭に置くものではなく、入園・

入学等のライフステージの切り替えを見据えた将来的な移行に向けた準備や、事業所以外

の生活や育ちの場である保育所等の併行利用先や学校等での生活や支援の充実、こどもが

地域で暮らす他のこどもと繋がりながら日常生活を送ることができるようにすること等、

利用児童の地域社会への参加・包摂に係る支援が含まれるものであること。 

【移行支援の例】 

・保育所等への移行に向けた、移行先との調整、移行先との支援内容等の共有や支援方法

の伝達、受入体制づくりへの協力や相談援助への対応等の支援 
・具体的な移行又は将来的な移行を見据えて支援目標や支援内容を設定しての本人への発



達支援（※） 
・進路や移行先の選択についての本人や家族への相談援助や移行に向けての様々な準備の

支援（※） 

・保育所等と併行利用を行っている場合や、就学児の場合に、こどもに対し障害特性等を

踏まえた一貫した支援を行うため、併行利用先や学校等とこどもの状態や支援内容等に

ついての情報共有や支援内容等（例：得意不得意やその背景の共有、声掛けのタイミン

グ、コミュニケーション手段等）の擦り合わせを行う等の連携・支援の取組 

・地域の保育所等や子育て支援サークル、地域住民との交流 等 

（※）移行支援の視点を持った本人支援や家族支援を行う場合、「項目」の欄は切り分ける

ことなく、「本人支援」「家族支援」と「移行支援」を併記することで差し支えない。 
 

◎地域支援・地域連携 

〇 こどもと家族を中心に、包括的な支援を提供する観点から、そのこども・家族の生活や

育ちの支援に関わる保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関や障害福祉サービス等事

業所等と連携した取組について、記載する。 

〇 個別支援計画であり、計画の対象であるこども・家族への支援に係る取組を記載するも

のであることに留意すること。 

【地域支援・地域連携の例】 

・こどもが通う保育所等や学校等との情報連携や調整、支援方法や環境調整等に関する相

談援助等の取組（※） 

・こどもを担当する保健師や、こどもが通う医療機関等との情報連携や調整等の取組 

・こどもに支援を行う発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センター、地域生活支

援拠点等との連携の取組 

・こどもが利用する相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、他の障害児通所支援事業

所との生活支援や発達支援における連携の取組 等 

（※）移行支援の取組として記載している場合は、再掲する必要はない。 

 

＜支援目標＞ 

〇 支援期間終了の際（モニタリング時）に、到達できているであろう「こども本人や家族の

状況」を具体的な到達目標として記載する。 

〇 こども本人や家族の意向等だけでなく、アセスメントの結果も踏まえて、必要と考えられ

る支援ニーズも含めて目標設定を行うこと。 

〇 到達目標については、主語はこども本人や家族となるよう記載することを基本とする。な

お、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」については、支援方針の立て方や連携体制のと

り方によって、主語が事業所・関係機関・関係者等にもなりうるため、柔軟に取り扱うこと。 

 

 



＜支援内容＞ 

〇 支援目標（具体的な到達目標）で設定した目標に向けて、事業所がどのような支援、工夫、

配慮を行うのかを具体的に記載する。 

〇 「本人支援」については、具体的に設定した支援内容と５領域との関連性を記載する。支  

援内容と関連する５領域が複数にまたがる場合には、関連する領域を全て記載する。 

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、家族や関係機関への具体的な

働きかけや取組等について記載する。なお、これらの項目については５領域との関連性の記

載は不要である。 

 

＜達成時期＞ 

〇 支援目標を達成するために必要となる期間を設定する。 

〇 個別支援計画については、6 か月に 1 回以上の見直しが求められているため、達成時期に

ついても最長６か月後までとする。１～３か月で達成する目標も積極的に検討していくこと。 

 

＜担当者・提供機関＞ 

〇 主として支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する。 

〇 「移行支援」や「地域支援・地域連携」において、関係機関との連携を行うことを支援内容

として設定している場合には、具体的な連携先である機関名等を記載する。 

 

＜留意事項＞ 

〇 支援内容に設定した取組が、加算の算定を想定している取組である場合には、算定する加

算や頻度等について記載する（例：子育てサポート加算、家族支援加算、関係機関連携加算

等）。 

〇 個別支援計画とは別途計画を作成することが必要な加算についても、個別支援計画との関

連性を記載する（例：専門的支援実施加算、自立サポート加算等）。 

〇 家族の役割、支援の進め方等、支援について補足事項があれば記載する。 

 

＜優先順位＞ 

〇 こどもや家族の意向も踏まえた上で、こどもの支援ニーズと課題、現在と当面の生活の状

況等を踏まえて、「本人支援」の各支援内容に関して取組の優先順位を設定する。こどもの発

達段階や特性等についてこどもや家族と共通理解を図り共に考えながら設定することが望ま

しい。 

〇 優先順位として番号を振ることのほか、二重丸や丸等で優先度を示すこととしても差し支

えない。また、優先度がつけられない又は判断できない場合には空欄にすることや、同一の

番号とすることとしても差し支えない。 

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、優先順位の記載は不要であ

る。 



○支援目標及び具体的な支援内容等

項目
支援目標

（具体的な到達目標）

達成

時期

担当者

提供機関
留意事項

優先

順位

本人支援

本人支援

本人支援

本人支援

本人支援

家族支援

移行支援

地域支援

・

地域連携

提供する支援内容について、本計画書に基づき説明しました。

　　　　年　　月　　日 （保護者署名）

（別紙２）

長期目標

(内容・期間等)

支援の標準的な提供時間等

（曜日・頻度、時間）

個別支援計画書

利用児及び家族の

生活に対する意向

総合的な支援の方針

児童発達支援管理責任者氏名：

短期目標

(内容・期間等)

支援内容

(内容・支援の提供上のポイント・5領域(※)との関連性等)

※ ｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣

本計画書に基づき支援の説明を受け、内容に同意しました。

作成年月日： 年 月 日利用児氏名：○○ ○○（生年月日：暦年齢）

押印廃止

こども本人や家族の意向を聴いた上で、家族より得た情報やこどもの発達段階や特性等を踏まえて、整理して記載する。

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」を項目欄に記載する。

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」については必ず記載する。「地域支援・地域

連携」については、必要に応じて記載することとするが、各事業所において積極的に取

り組むことが望ましい。

〇 1年間を目途に（それ以上の期間も可）、以下の観点も踏まえながら、こどもや家族、関係者が共通した状況や課題への認識と支援の見通しやイメージを持つこ

とができるよう、事業所としてのこども等の状況の見立てとどのように支援をしていくのかという方針を記載する。

・ 障害児支援利用計画、障害児支援担当者会議（セルフプランの場合には、事業所間連携加算等も活用し、複数の利用事業所を集めた支援の連携のための会

議）で求められている事業所の役割

・ 支援場面のみではなく、家庭や通っている保育所や幼稚園、放課後児童クラブ等（以下「保育所等」という。）、学校等での生活や育ちの視点

・ 保育所等の併行利用や移行、同年代のこどもとの仲間づくり等のインクルージョン（地域社会への参加・包摂）の視点

・ こどもが事業所を継続的に利用している場合には、個別支援計画のモニタリング結果を踏まえたPDCAサイクルによる支援の適切な提供の視点

〇 こどもや家族の意向も踏まえた上で、こどもの支援ニーズと課題、現在と当面の生活の状況等を

踏まえて、「本人支援」の各支援内容に関して取組の優先順位を設定する。こどもの発達段階や特

性等についてこどもや家族と共通理解を図り共に考えながら設定することが望ましい。

〇 優先順位として番号を振ることのほか、二重丸や丸等で優先度を示すこととしても差し支えない。

また、優先度がつけられない又は判断できない場合には空欄にすることや、同一の番号とすること

としても差し支えない。

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、優先順位の記載は不要である。

総合的な支援の方針で掲げた内容を踏まえ、概ね１年程度で目指す目標を設定して記載する。

長期目標で掲げた内容を踏まえ、概ね６か月程度で目指す目標を設定して記載する。
・利用曜日・提供時間等を記載。

・計画及び延長時間を別表で定めることも可。

○ 支援期間終了の際（モニタリング時）に、到達できているであろう「こども本人や家

族の状況」を具体的な到達目標として記載する。

〇 こども本人や家族の意向等だけでなく、アセスメントの結果も踏まえて、必要と考え

られる支援ニーズも含めて目標設定を行うこと。

〇 到達目標については、主語はこども本人や家族となるよう記載することを基本とする。

なお、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」については、支援方針の立て方や連

携体制のとり方によって、主語が事業所・関係機関・関係者等にもなりうるため、柔軟

に取り扱うこと。

〇 支援目標（具体的な到達目標）で設定した目標に向けて、事業所がどのような支援、

工夫、配慮を行うのかを具体的に記載する。

〇 「本人支援」については、具体的に設定した支援内容と５領域との関連性を記載する。

支援内容と関連する５領域が複数にまたがる場合には、関連する領域を全て記載する。

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、家族や関係機関への

具体的な働きかけや取組等について記載する。なお、これらの項目については５領域と

の関連性の記載は不要である。

〇 支援目標を達成するために必要となる期間を設定する。

〇 個別支援計画については、６か月に１回以上の見直しが求められているため、達成時期に

ついても最長６か月後までとする。１～３か月で達成する目標も積極的に検討していくこと。

〇 主として支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する。

〇 「移行支援」や「地域支援・地域連携」において、関係機関との連携を行うことを

支援内容として設定している場合には、具体的な連携先である機関名等を記載する。

〇 支援内容に設定した取組が、加算の算定を想定している取組である場合には、算定する加算や頻度等

について記載する（例：子育てサポート加算、家族支援加算、関係機関連携加算等）。

〇 個別支援計画とは別途計画を作成することが必要な加算についても、個別支援計画との関連性を記載

する（例：専門的支援実施加算、自立サポート加算等）。

〇 家族の役割、支援の進め方等、支援について補足事項があれば記載する。

【個別支援計画全般に係る留意点】

〇 個別支援計画の作成に当たっては、こどもの意思の尊重（年齢及

び発達の程度に応じた意見の尊重等）及びこどもの最善の利益の優

先考慮の観点を踏まえて作成することが必要である。

〇 それぞれの記載項目について、こどもと家族の意向とアセスメン

トを踏まえて、つながりを持って作成していくことが必要である。

「利用児及び家族の生活に対する意向」も踏まえて「総合的な支援

の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」「短期目標」、それ

を達成するための「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定する

こと。

〇 ５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・

コミュニケーション」「人間関係・社会性」）の視点等を踏まえた

アセスメントを行った上で、５領域の視点を網羅した支援を行うこ

とが必要である。この際、５領域の視点を持ちながら、こどもと家

族の状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析して

そのニーズや課題を捉え、そこから必要な支援を組み立てていくこ

とが重要であり、単に５領域に対応する課題や支援への当てはめを

行うだけのアセスメント・計画作成にならないよう留意すること。

なお、発達支援は個々のこどもへのアセスメントを踏まえたオー

ダーメイドの支援を行うものであり、支援目標や支援内容がそれぞ

れのこどもについて同一のものとなることは想定されないこと。

○ 「支援目標及び具体的な支援内容等」においては、発達支援の基

本となる「本人支援」「家族支援」「移行支援」について必ず記載

すること。

また、「地域支援・地域連携」（例：医療機関との連携等）につ

いては、必要に応じて記載することとするが、関係者が連携しなが

らこどもと家族を包括的に支援していく観点から、当該事項につい

ても積極的に取り組むことが望ましい。

〇 アセスメントに基づくこどもの状態像の把握を適時に行いながら、

PDCAサイクル（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action

（改善）で構 成されるプロセス）により支援の適切な提供を進め

ることが必要である。

個別支援計画の作成後も、こどもについての継続的なアセスメン

トによりこどもの状況等について把握するとともに、計画に基づく

支援の実施状況等の把握を行い、モニタリングの際には、作成した

個別支援計画に定めた支援目標に対する達成状況等の評価を行い、

これを踏まえて個別支援計画の見直しを行うこと。

この観点からは、支援目標や支援内容の記載が長期にわたり同一

であることは想定されないこと。

・ こどもの利用頻度や発達の状況に応じて欄の

増減等のアレンジは適宜行っていただいて差し支えない。



○支援目標及び具体的な支援内容等

項目
支援目標

（具体的な到達目標）

達成

時期

担当者

提供機関
留意事項

優先

順位

本人支援

「どうぞ」と言われてから活動に取

り組み、遊具に合わせた体の調整が

できるようになる。

・活動前に全体を指差しする等を行い、全体を見渡す機会を設け

てから声をかける。

・手の平、足の裏、お尻等体を支えたり、接地している感覚をつ

かみやすくするため、つかむ・支える・滑る等の要素を取り入れ

た遊具遊びを提供する。

人間関係・社会性

運動・感覚
６か月後

作業療法士

保育士
専門的支援実施加算については、別紙参照。 2

本人支援
嫌な時やお願いをする時に、身振り

やことばで伝えることができる。

・具体的な伝え方のモデルを大人が示す。

・簡単なやり取りを端的に都度促していく（本人がストレスをた

め込まないように、執拗な繰り返しは行わない）。

・本人からの表出や要求に可能な限り応え、伝わったことの楽し

さを伝えていく。

認知・行動

言語・コミュニケーション
６か月後 心理担当職員

・保護者に対して具体的な接し方の例を示す時間（５月

に心理担当職員による個別面談）を設ける。

・専門的支援実施加算については、別紙参照。

2

本人支援

「できた」という実感を持てるよ

う、以下の取組を行う。

・食事：スプーン、フォーク、箸を

使って、潰す、切る、混ぜる等の遊

びの要素を強調して行う。

・衣類の着脱：どのような形であ

れ、身にまとうことができる。

・道具の使用と手の操作性を強調して提供する。特に着脱は、外

遊びや水遊び等、本人が楽しめる活動の前に重点的に取り組む。

・服を頭上に掲げる程度の行動を促すところから、スモールス

テップで始めていく。

・身だしなみや整え方の観点は次のステップとし、大人がサポー

ト・仕上げを行う。

健康・生活 ３か月後
保育士

理学療法士

６月に予定している家庭訪問の時に、ご家庭で着替えて

いる場面を見させていただく。
3

短期目標

(内容・期間等)

・見える化された手順やスケジュールを大人と一緒に確認し、設定活動時に自分で動けるようになる。

・大人が介在する中で、絵カードやイラスト等を用いて、「これで遊びたい」等の具体的な意思を友達に表現できるよ

うになる。

・個別：毎週月曜日14:30-15:15  (空き状況によって週２回の利用有）

　          心理担当職員(月３回）、作業療法士担当（月１回）

・小集団：毎週水曜日　9:15-14:45（保護者都合により２時間の延長

　　　　　支援の可能性有）

支援内容

(内容・支援の提供上のポイント・５領域(※)との関連性等)

（別紙３）

長期目標

(内容・期間等)

・視覚的なスケジュールを手掛かりに指示を理解し、わからない時には様々なコミュニケーション手段を用いて、大人

に聞くことができる。

支援の標準的な提供時間等

（曜日・頻度、時間）

個別支援計画書（参考記載例）

利用児及び家族の

生活に対する意向

・楽しく遊びたい（本人）。

・場面に合った行動を自分で気付いて行えるようになってほしい（保護者）。

総合的な支援の方針

○○さんは、ことばよりも視覚的な手掛かりの方が理解しやすいと見立てています。このため、目の前の情報が動きに繋がりやすく、説明の理解が曖昧なまま活動に取り組む様子が見

られ、集団での活動等の流れに沿わない行動として捉えられることがあるようです。視覚的な情報処理が優位という特性を活かし、手順や活動の流れを視覚化・スケジュール化（構造

化）することで、より確実な理解を促していきます。また、本人の気持ちをタイムリーに表現できる手段（例：複数の絵カードや具体物の中から指差しをする、該当するカードや具体

物を大人に手渡す等）により、まずは大人とのやり取りの中で、「（言われていることが）わかったｰ（言いたいことが相手に）伝わった」経験を楽しみながら丁寧に積み重ねていき

ます。こうした取組を中心に保育園とも情報共有を行い、必要に応じて訪問等の方法により連携を図り、保育園での生活の中でも、より多くの「わかった」「できた」に繋がるように

支援していきます。

作成年月日： 年 月 日利用児氏名：○○ ○○（2019年４月30日生：５歳０か月）



本人支援

コミュニケーションのレパートリー

が拡がり、自らやり取りすることが

増える。

・自信を持って取り組める活動に担任以外の職員と参加する。

・活動内容を絵やシンボル等での紹介を通し、選択肢から選ぶこ

とや表現する機会を設ける。

言語・コミュニケーション ６か月後

心理担当職員

保育士

理学療法士

個別での取組が小集団でも行えるよう、小集団担当者と

定期的に（月に１回）情報共有を行う。
1

本人支援

日常的な場面で、同年代のこども

（クラスの友達）の行動を意識する

場面が増える。

・トイレで用を足す、着替える、食事の後や玩具の片付けを行

う。

・椅子を所定の位置に持ってくる場面において、見本になるこど

もの近くに誘う等の関わり・促しを行う。

人間関係・社会性 ６か月後
保育士

理学療法士
3

家族支援

日常生活において、本人の意思を大

切にしながら、やリ取りをする場面

を増やす。

・本人が自分で考えたり選んだりすることができるように、一呼

吸おいてから次の提案をしたり、具体的な選択肢を２つ提示して

選ぶ機会を設ける等、具体的な方法をお伝えし、実践していただ

く。

・本人のコミュケーションや判断する仕草等を、個別支援の場面

の観察や面談の機会などを通じてお伝えし、共有する。

６か月後
心理担当職員

保護者

・子育てサポート加算：月１回の頻度を想定し、担当者

との具体的なやり取りをモデルにしながら、家庭での実

践の様子を踏まえたフィードバックを行う。

・家族支援加算（Ⅱ）：月１回の頻度で子育てに関する

講座をグループワークにて実施。

移行支援

日常的な連携に加え、特に行事等の

際には、説明の方法や促し方につい

て共有を図る。

・必要に応じて保育園を訪問し、行事等、普段と異なる活動の際

のこどもとの関わりについて、具体的な関わり方のモデルを示

す。

・保育園の連絡と当事業所の連絡内容を相互に確認し、日々の様

子を交換する（保育園からの電子連絡については、お手数ですが

スクリーンショット等を送ってください）。

６か月後

児童発達支援管理責

任者、○○保育園△

△先生、保護者

保護者の意向も確認しながら三者で連携を図る点に留意

する（行事のスケジュールの共有も含む）。

地域支援

・

地域連携

関係機関で役割分担を行うと共に、

それぞれの機関で得られた情報を共

有し、日常的な生活や支援に活用す

るための具体策を提案する。

・連携会議を定期的に開催し、情報収集・役割分担について協議

する。

・各関係機関からの情報に基づき、具体的な場面でのこどもとの

関わり方の提案や関わり方のポイントについて助言を行う。

６か月後

児童発達支援管理責

任者、支援担当者、

○○保育園◇◇園長

先生、△△先生

関係機関連携加算（Ⅱ）：３ヶ月に１回程度の頻度で連

携会議の開催を予定。

提供する支援内容について、本計画書に基づき説明しました。

　　　　年　　月　　日 （保護者署名）児童発達支援管理責任者氏名：

※ ｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣

本計画書に基づき支援の説明を受け、内容に同意しました。

押印廃止



こ 支 障 第 168号 

令和６年７月４日 

 

 

各            殿 

 

 

こども家庭庁支援局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン 

及び保育所等訪問支援ガイドラインの改訂等について 

 

障害児支援行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の提供及び事業

所運営については、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）等の関係法令等に基

づき行われているところですが、今般、児童発達支援、放課後等デイサービス及

び保育所等訪問支援の質の向上を図るため、別紙１から別紙３までのとおり、

「児童発達支援ガイドライン」、 「放後等デイサービスガイドライン」を見直すと

ともに、「保育所等訪問支援ガイドライン」を新たに定めたので、より一層の支

援の質の向上に取り組まれるよう、各都道府県におかれては、貴管内の市町村及

び事業所に対して、各指定都市、中核市及び児童相談所設置市におかれては、貴

管内の事業所に対して、遺漏なく周知していただき、格段のご指導をお願いいた

します。 

なお、「児童発達支援ガイドラインについて」（平成 29 年７月 24 日障発第１

号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）及び 「放課後等デイサービス

ガイドラインについて」（平成 27 年４月１日障発第２号厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部長通知）は廃止します。 

 

 

 

 

 

 

都 道 府 県 知 事 

指 定 都 市 市 長 

中 核 市 市 長 

児童相談所設置市市長 



 

 

＜送付資料＞ 

 

（別紙１）児童発達支援ガイドライン 

【別添１】個別支援計画の記載のポイント 

【別添２】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ 

【別添３】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

（別紙２）放課後等デイサービスガイドライン 

【別添１】個別支援計画の記載のポイント 

【別添２】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ 

【別添３】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

（別紙３）保育所等訪問支援ガイドライン 

【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童発達支援ガイドライン 

 

（令和６年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

目次 

はじめに ................................................................................................................................................... 5 

第１章 総論 ............................................................................................................................................ 6 

１．ガイドラインの目的 .......................................................................................................................... 6 

２．こども施策全体の基本理念 ............................................................................................................... 6 

３．障害児支援の基本理念 ...................................................................................................................... 9 

（１） 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供 ........................................................ 9 

（２） 合理的配慮の提供 ................................................................................................................... 9 

（３） 家族支援の提供 ...................................................................................................................... 9 

（４） 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進 ...................................................... 10 

（５） 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供 ...................................................... 10 

第２章 児童発達支援の全体像 ............................................................................................................. 10 

１．定義 ................................................................................................................................................. 10 

２．役割 ................................................................................................................................................. 10 

（１） 児童発達支援の役割 ............................................................................................................. 10 

（２） 児童発達支援センターの中核的役割 ................................................................................... 11 

３．児童発達支援の原則 ........................................................................................................................ 12 

（１） 児童発達支援の目標 ............................................................................................................. 12 

（２） 児童発達支援の方法 ............................................................................................................. 13 

（３） 児童発達支援の環境 ............................................................................................................. 16 

（４） 児童発達支援の社会的責任 .................................................................................................. 16 

第３章 児童発達支援の提供すべき支援の具体的内容 ............................................................................ 17 

１．児童発達支援の提供に当たっての留意事項 ................................................................................... 17 

２．児童発達支援の内容 ........................................................................................................................ 17 

（１） 本人支援 ............................................................................................................................... 17 

（２） 家族支援 ............................................................................................................................... 26 

（３） 移行支援 ............................................................................................................................... 28 

（４） 地域支援・地域連携 ............................................................................................................. 29 

第４章 児童発達支援計画の作成及び評価 .............................................................................................. 30 

１.障害児支援利用計画の作成の流れ .................................................................................................... 31 

（１） 障害児相談支援事業所による障害児支援利用計画案の作成と市町村による支給決定 ...... 31 

（２） 担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定 ................................................................. 31 

（３） 児童発達支援計画に基づく児童発達支援の実施 ................................................................. 32 

（４） 障害児相談支援事業所によるモニタリングと障害児支援利用計画の見直し ..................... 32 

（５） その他の連携について ......................................................................................................... 32 

２．児童発達支援計画の作成の流れ ...................................................................................................... 33 

（１） こどもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント .................................... 33 



3 

 

（２） 児童発達支援計画の作成 ...................................................................................................... 34 

（３） タイムテーブルに沿った発達支援の実施 ............................................................................ 35 

（４） 児童発達支援計画の実施状況の把握（モニタリング） ...................................................... 36 

（５） モニタリングに基づく児童発達支援計画の見直し及び児童発達支援の終結 ..................... 36 

第５章 関係機関との連携 ........................................................................................................................ 37 

１．市町村との連携 ............................................................................................................................... 37 

２．医療機関等との連携 ........................................................................................................................ 37 

３．保育所や幼稚園等との連携 ............................................................................................................. 38 

４．他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所等との連携 ...................................................... 38 

５．学校や放課後等デイサービス事業所等との連携 ............................................................................ 39 

６．こども家庭センターや児童相談所との連携 ................................................................................... 39 

７. （自立支援）協議会等への参加や地域との連携 ............................................................................ 40 

第６章 児童発達支援の提供体制 ............................................................................................................. 40 

１．定員 ................................................................................................................................................. 40 

２．職員配置及び職員の役割................................................................................................................. 40 

（１） 適切な職員配置 .................................................................................................................... 40 

（２） 設置者・管理者の責務 ......................................................................................................... 41 

（３） 設置者・管理者による組織運営管理 ................................................................................... 41 

３．施設及び設備 ................................................................................................................................... 45 

４．衛生管理、安全管理対策等 ............................................................................................................. 45 

（１） 衛生管理・健康管理 ............................................................................................................. 45 

（２） 非常災害対策・防犯対策 ...................................................................................................... 47 

（３） 緊急時対応............................................................................................................................ 47 

（４） 安全管理対策 ........................................................................................................................ 48 

５．適切な支援の提供............................................................................................................................ 49 

６．保護者との関わり............................................................................................................................ 49 

（１） 保護者との連携 .................................................................................................................... 50 

（２） こどもや保護者に対する説明等 ........................................................................................... 50 

７．地域に開かれた事業運営................................................................................................................. 52 

８．秘密保持等 ...................................................................................................................................... 52 

９．職場倫理 .......................................................................................................................................... 52 

第７章 支援の質の向上と権利擁護 ........................................................................................................... 52 

１．支援の質の向上への取組................................................................................................................. 52 

（１） 職員の知識・技術の向上 ...................................................................................................... 53 

（２） 研修の受講機会等の提供 ...................................................................................................... 53 

（３） 児童発達支援センターによるスーパーバイズ・コンサルテーションの活用 ..................... 54 

２．権利擁護 .......................................................................................................................................... 54 

（１） 虐待防止の取組 .................................................................................................................... 54 



4 

 

（２） 身体拘束への対応 ................................................................................................................. 56 

（３） その他 ................................................................................................................................... 56 

 

  



5 

 

はじめに 

 

平成 24 年の児童福祉法改正において、障害のあるこどもが身近な地域で適切な支援が受けられ

るように、従来の障害種別に分かれていた施設体系が一元化され、この際、児童発達支援は、主に就

学前の障害のあるこどもを対象に発達支援を提供するものとして位置づけられた。 

 その後、約 10 年で児童発達支援等の事業所数、利用者数は飛躍的に増加した。身近な地域で障害

児通所支援を受けることができる環境は、都市部を中心に大きく改善したと考えられる一方、障害

児通所支援として求められる適切な運営や支援の質の確保が課題とされてきた。 

 さらに、全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいなが

ら共に生きていく共生社会の実現に向けて、障害のあるこどもの地域社会への参加・包摂（インク

ルージョン）が重要となる中で、その取組は十分に推進されてきたとは必ずしも言えない状況にあ

る。  

これらの現状も踏まえ、改めて、障害児通所支援が担うべき役割や機能等、今後の障害児通所支

援の在り方について検討するため、令和３年に「障害児通所支援の在り方に関する検討会」を開催

し、制度改正等も視野に議論がなされ、同年 10月には報告書がとりまとめられた。 

  同報告書でとりまとめられた内容については、社会保障審議会障害者部会においても議論がなさ

れ、令和３年 12 月に「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて 中間整理」において、

今後の障害児支援における検討の方向性が示された。 

同中間整理において示された内容を踏まえ、児童発達支援センターが地域における障害児支援の

中核的な役割を担う機関であることの明確化や、児童発達支援における「福祉型」と「医療型」 の

一元化等、法改正が必要な事項について、令和４年の通常国会に児童福祉法の改正法案が提出され、

同年６月に成立、令和６年４月に施行された。 

 同通常国会では、「こども基本法」「こども家庭庁設置法」等も成立した。また、令和４年に「障

害児通所支援に関する検討会」を開催し、改正児童福祉法の施行に向けて、その内容を具体化する

ための議論がなされ、同年３月に報告書が取りまとめられた。 

令和５年４月には、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、こども家庭庁が発足し、障害児支援

については、こども施策全体の中でより一層の推進が図られることとなった。 

また、同年 12 月には、「こども大綱」、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（は

じめの 100 か月の育ちビジョン）」、「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定された。 

 本ガイドラインは、これらの内容を踏まえ、平成 29 年７月に策定された「児童発達支援ガイドラ

イン」を全面改訂し、児童発達支援の内容や方法など基本的事項について示すものである。 

 事業所においては、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々のこどもの状況

に応じて不断に創意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めることが求められる。また、各事

業所の不断の努力による支援の質の向上とあいまって、今後も本ガイドラインの見直しを行い、本

ガイドラインの質も向上させていくものである。 
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第１章 総論 

 

１．ガイドラインの目的 

 

（１） この「児童発達支援ガイドライン」は、児童発達支援について、障害のあるこどもやその家

族に対して質の高い支援を提供するため、児童発達支援センター及び児童発達支援事業所（以

下単に「事業所等」という。）における児童発達支援の内容や運営及びこれに関連する事項を

定めるものである。 

 

（２） 各事業所等は、本ガイドラインにおいて示される障害児支援の基本理念や支援の内容等に

係る基本的な事項等を踏まえ、こども本人やその家族、地域の実情に応じて創意工夫を図り、

その機能及び質の向上を図らなければならない。 

 

（３） 各事業所等は、本ガイドラインの内容を踏まえながら、こども施策の基本理念等にのっと

り、特別な支援や配慮を要するこどもであるか否かにかかわらず、権利行使の主体であるこ

ども自身が、身体的・精神的・社会的に幸せな状態にあることを指すウェルビーイング1を主

体的に実現していく視点を持ってこどもとその家族に関わらなければならない。 

 

２．こども施策全体の基本理念 

 

令和５年４月１日に、こども家庭庁が発足し、障害児支援施策も同庁の下で、こども施策全

体の連続性の中で推進されていくこととなった。 

また、こども家庭庁の発足とあわせて、こども基本法（令和４年法律第 77 号）が施行された。

こども基本法は、日本国憲法、児童の権利に関する条約（以下「こどもの権利条約」という。）

の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自

立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にか

かわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現

を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本

理念を定め、国の責務等を明らかにし、こども施策の基本となる事項を定める等により、こども

施策を総合的に推進することを目的としている（第１条）。 

こども施策の基本理念としては、次の６点が掲げられている（第３条）。 

 

 

1 「ウェルビーイング」は、身体的・精神的・社会的（バイオサイコソーシャル）に幸せな状態にあることを指す。また、ウェルビーイングは、包括的な幸福とし

て、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など生涯にわたる持続的な幸福を含む。（「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」より引用） 
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また、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第１条においても、こどもの権利条約の精神に

のっとり、こどもが家族や社会の支えを受けながら自立した個人として自己を確立していく「主

体」として尊重されなければならないこと、第２条では、社会全体がこどもの意見を尊重し、そ

の最善の利益が優先して考慮されるべきことが規定されている。 

＜こども施策の基本理念＞ 

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。 

－ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、

差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平

等に教育を受けられること。 

－ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保

護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に

係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が

等しく与えられること。 

○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動

に参加できること。 

－ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての

事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 

○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにと

って最もよいことが優先して考えられること。 

－ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その

最善の利益が優先して考慮されること。 

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しい

こどもも、家庭と同様の環境が確保されること。 

－ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責

任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとと

もに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保すること

により、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。 

－ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
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特に、こどもの最善の利益の考慮については、こどもの権利条約及び障害者の権利に関する条

約（以下「障害者権利条約」という。）において、以下のとおり規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   障害児支援に携わる者は、障害のあるこどもも含め、全てのこどもに関わるこども施策の基

本理念をしっかりと理解した上で、こども施策全体の中での連続性を意識し、障害のあるこど

もや家族の支援に当たっていくことが重要である。 

また、乳幼児期については、全てのこどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」か

ら生涯にわたるウェルビーイングの向上を図ることを目的として、全ての人で共有したい理念

と基本的な考え方を示し、社会全体の認識共有を図りつつ、政府全体の取組を推進する羅針盤

として、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの100か月の育ちビジョ

ン）」（以下「はじめの100か月の育ちビジョン」という。）が、令和５年12月に閣議決定され

ており、「はじめの100か月の育ちビジョン」の内容も十分に理解し、障害の有無にかかわらず

全てのこどもの育ちをひとしく切れ目なく保障する視点を持ち、こどもや家族の支援に当たっ

ていくことが重要である。 

支援に当たる上では、障害の有無にかかわらず、全てのこどもが意見を表明する権利の主体

であることを認識し、こどもが意見を表明する機会が確保され、年齢及び発達の程度に応じて、

その意見が尊重され、こどもの最善の利益が優先考慮されるよう、取組を進めていくことが必

要である。その際には、言語化された意見だけではなく、こどもの障害の特性や発達の程度をよ

く理解した上で、その特性や発達の程度に応じたコミュニケーション手段により、例えば、目の

＜こどもの権利条約＞ 

○ 自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について

自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童

の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする（第 12 条）。 

○ 精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への

積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認め

る（第 23条の１）。 

○ 障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能

な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護してい

る他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護

について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する（第 23条の２）。 

＜障害者の権利に関する条約＞ 

○ 障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を完全に共

有することを確保するための全ての必要な措置を取ることとされ、措置にあたっては、児童

の最善の利益が主として考慮され、自己に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意

見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供され

る権利を有している（第７条）。 
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動きや顔の向き、声の出し方といった細やかな変化や行動を踏まえ、様々な形で発せられる思

いや願いについて、丁寧にくみ取っていくことが重要である。 

 

３．障害児支援の基本理念 

 

   障害児支援に携わる者は、２．の全てのこどもに関わるこども施策の基本理念に加え、障害

のあるこどもの育ちと個別のニーズを共に保障するため、次の基本理念を理解した上で、こど

もや家族への支援、関係機関や地域との連携に当たっていくことが重要である。 

 

 （１） 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供 

こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどもの発達及び生活の連続性

に配慮し、こどもの今の育ちの充実を図る観点と将来の社会参加を促進する観点から、こど

ものウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援を提供することが必要であ

る。 

また、障害の特性による二次障害を予防する観点も重要であることから、こどもの特性に

合わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した上で

支援を提供するとともに、こどもの支援に当たっては、こども自身が内在的に持つ力を発揮

できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすることが重要である。 

 

（２） 合理的配慮の提供 

障害者権利条約では、障害を理由とするあらゆる差別（「合理的配慮」の不提供を含む。）

の禁止等が定められている。 

障害のあるこどもの支援に当たっては、こども一人一人の障害の状態及び発達の過程・特

性等に応じ、合理的な配慮の提供が求められる。このため、事業所等は、障害のあるこども

や保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が障害のあるこど

もの活動を制限する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取り除くために必要な

対応はどのようなものがあるか、などについて検討していくことが重要である。 

 

（３） 家族支援の提供 

こどもは、家族やその家庭生活から大きな影響を受ける。家族がこどもの障害を含め、そ

のこども本人のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で

様々な葛藤に直面する。様々な出来事や情報で揺れ動く家族を、ライフステージを通じて、

しっかりとサポートすることにより、こどもの「育ち」や「暮らし」が安定し、こども本人

にも良い影響を与えることが期待できる。 

家族の支援に当たっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につなが

るよう取り組んでいくことが必要であり、家族自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エ

ンパワメントを前提とした支援をすることが重要である。 
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（４） 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進 

全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいなが

ら共に生きていく共生社会の実現に向けては、障害の有無にかかわらず、こどもたちが様々

な遊びなどの機会を通じて共に過ごし、学びあい、成長していくことが重要である。このた

め、事業所等は、障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、こども

の育ちと個別のニーズを共に保障した上で、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）

の推進の観点を常に持ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、保育所、認定こども園、幼

稚園等の一般のこども施策との併行利用や移行に向けた支援や、地域で暮らす他のこども

との交流などの取組を進めていくことが求められる。 

 

（５） 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供 

     こどもの現在、そして将来の豊かな育ちを保障していくためには、こどもと家族を中心

に据えて、包括的なアセスメント・支援を行うことが必要であり、各事業所や各関係機関そ

れぞれが、非連続な「点」として独自に支援を行うのではなく、子育て支援施策全体の連続

性の中で、地域で相互に関係しあい連携しながら「面」で支えていく必要がある。 

     こどものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養

護、就労支援等の関係機関や障害当事者団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一

貫した支援を提供する体制の構築を図る必要がある。 

 

第２章 児童発達支援の全体像 

 

１．定義 

児童福祉法において、「児童発達支援」及び「児童発達支援センター」は、以下のように規定さ

れている。 

 

２．役割 

（１） 児童発達支援の役割 

児童発達支援は、大別すると、「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地

＜児童福祉法＞ 

○ 児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に

通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための

支援を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療・・・を行うことをいう。

（第６条の２の２第２項）。 

○ 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関とし

て、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発

達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、

相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする（第 43条）。 
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域連携」からなる。 

事業所等は、主に就学前の障害のあるこども又はその可能性のあるこどもに対し、個々の障

害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援

（本人支援）を行うほか、こどもの発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うことが

求められる。また、全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、

地域の保育、教育等を受けられるように支援（移行支援）を行うほか、こどもや家庭に関わる

関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していく

ことも求められる。 

 

（２） 児童発達支援センターの中核的役割 

 

    児童発達支援を提供する事業所等の中でも、特に児童発達支援センターについては、令和

６年４月に施行された改正児童福祉法において、地域の障害児支援の中核的役割を担う機関

として位置づけられたことから、（１）の役割に加えて、地域の関係機関との連携を進め、地

域の支援体制の構築を図っていくことが求められる。 

    地域の関係機関との連携を進めるに当たっては、自治体や、障害福祉、母子保健、医療、子

育て支援、教育、社会的養護など、こどもの育ちや家庭の生活に支援に関わるさまざまな分

野の関係機関と連携を図ることが重要である。また、地域の支援体制の構築を進めるに当た

っては、児童発達支援センターを利用する個々のこどもの支援における課題や成功事例、困

難事例等について、地域の協議会や会議の場も活用しながら、地域全体の課題として取り組

んでいくことも重要である。 

    児童発達支援センターが、多様な障害のあるこどもや家庭環境等に困難を抱えたこども等  

に対し、適切な発達支援を提供するとともに、地域全体の障害児支援の質の底上げを図るな

ど、地域における障害児支援の中核的な役割を担うためには、次の４つの機能を備えること

が必要である。 
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なお、これらの４つの機能の具体的な内容や発揮の手法については、追って示す「地域に

おける児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」を参照するこ

と。 

 

３．児童発達支援の原則 

 

（１） 児童発達支援の目標 

乳幼児期は、障害の有無にかかわらず、こどもの生涯にわたる人間形成にとって極めて重要 

＜児童発達支援センターの４つの機能＞ 

ア 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 

こどもの発達全般や障害特性・行動特性等をアセスメントし適切なアプローチを行う

とともに、成人期を見据え乳幼児期から段階的に必要なアプローチを行う視点、障害の

有無にかかわらずこどもの育ちに大切な遊びを通じて支援する視点、子育て支援の観点

を持ちながら、幅広くどのようなこどもも受け入れることはもとより、地域の中で受入

れ先を確保するのが難しいなど、高度な専門性に基づく発達支援・家族支援が必要な障

害のあるこどもや家族にも、必要に応じ多職種で連携しながら適切な支援を提供する機

能。なお、未就学児に限らず、学齢児にも提供されるべき点に留意すること。 

イ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能（支

援内容等の助言・援 

 

＜児童発達支援センターの４つの機能＞ 

ア 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 

こどもの発達全般や障害特性・行動特性等をアセスメントし適切なアプローチを行う

とともに、成人期を見据え乳幼児期から段階的に必要なアプローチを行う視点、障害の

有無にかかわらずこどもの育ちに大切な遊びを通じて支援する視点、子育て支援の観点

を持ちながら、幅広くどのようなこどもも受け入れることはもとより、地域の中で受入

れ先を確保するのが難しいなど、高度な専門性に基づく発達支援・家族支援が必要な障

害のあるこどもや家族にも、必要に応じ多職種で連携しながら適切な支援を提供する機

能。なお、未就学児に限らず、学齢児にも提供されるべき点に留意すること。 

イ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能（支

援内容等の助言・援助機能） 

地域の障害児通所支援事業所に対して、地域の状況、地域で望まれている支援内容の把

握、事業所との相互理解・信頼関係の構築を進め、対応が困難なこども・家族をはじめと

する個別ケースへの支援を含めた事業所全体への支援を行っていく機能や、事業所向け

の研修・事例検討会等の開催、地域における事業所の協議会の開催や組織化等を通し、地

域の事業所の支援の質を高めていく機能。 

ウ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能 

保育所等訪問支援やスーパーバイズ・コンサルテーションにより、地域の保育所や放課

後児童クラブ等における障害のあるこどもの育ちの支援に協力するとともに、障害のあ

るこどもに対する保育所等の支援力の向上を図る等、保育所等への併行利用や移行を推

進したり、広報や会議、研修等の機会を活用したインクルージョンの重要性・取組の発

信・周知を進めていく機能。 

エ 地域の障害のあるこどもの発達相談の入口としての幅広い相談機能 

発達支援の入口として、幅広い相談に適切に対応し、必要に応じ適切な支援につなげる

観点から、障害児相談支援の指定又はそれに準ずる相談機能を有することを基本としつ

つ、乳幼児健診や親子教室等の各種施策及びその実施機関等とも適切に連携しながら、

家族がこどもの発達に不安を感じる等、「気付き」の段階にあるこどもや家族に対し、丁

寧に幅広い相談に対応していく機能。 
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な時期である。そのため、児童発達支援は、安全で安心して過ごすことができる居場所の提供

により、こどもが充実した毎日を過ごし、望ましい未来を作り出し、生涯にわたるウェルビー

イングを実現していく力の基礎を培うことが重要であることから、以下を目標として支援を

提供していくことが必要である。 

 

① アタッチメントの形成とこどもの育ちの充実 

安定したアタッチメント2（愛着）を形成していくことや、将来のこどもの発達・成長の

姿を見通しながら、日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、障害の状態や発達の状況、障

害の特性等に応じ、様々な遊びや多様な体験活動の機会を提供することを通じて、こどもの

自尊心や主体性を育てつつ、発達上のニーズに合わせて、こどもの育ちの充実を図ること。 

② 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定 

こどもの家族の意向を受け止め、こどもと家族の安定した関係に配慮し、きょうだいを含

めた家族をトータルに支援していくことを通じて、こどもの暮らしや育ちを支えること。 

③ こどもと地域のつながりの実現 

   こどもや家族の意向を踏まえながら、保育所、認定こども園、幼稚園等との併行利用や移

行を推進していくとともに、地域との交流を図るなど、地域において全てのこどもが共に成

長できるよう支援することを通じて、こどもと地域のつながりを作っていくこと。 

④ 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進 

   こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の関係機関や他の事業所等との連携を通

じて、こどものライフステージや家庭の状況に応じて、切れ目のない一貫した支援を提供す

ることにより、こどもと家族が包括的に支えられ、地域で安心して暮らすことができる基盤

を作っていくこと。 

 

（２） 児童発達支援の方法 

児童発達支援の主な対象は、成長が著しく、生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な乳

幼児時期のこどもであるため、こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズ

等を丁寧に把握し理解した上で、児童発達支援を利用する全てのこどもに総合的な支援を提

供することを基本としつつ、こどもの発達段階や障害特性など、個々のニーズに応じて、特定

の領域に重点を置いた支援を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧にオーダーメイドの支

援を行っていくことが重要である。 

こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズ等の把握に当たっては、本人

支援の５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、

｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要である。 

総合的な支援とは、本人支援の５領域の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、生活

 

2 こどもが怖くて不安なときに、身近なおとな（愛着対象）がそれを受け止め、こどもの心身に寄り添うことで、安心感を与えられる経験の繰り返しを通じて獲得さ

れる安心の土台。こどもに自らや社会への基本的な信頼感をもたらし、その基本的な信頼感は、自他の心の理解や共感、健やかな脳や身体の発達を促す。また、安定

した愛着は、非認知能力の育ちに影響を与える重要な要素でもあり、生きる力につながっていく。 
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や遊び等の中で、５領域の視点を網羅した個々のこどもに応じたオーダーメイドの支援が行

われるものである。 

また、特定の領域に重点を置いた支援とは、本人支援の５領域の視点等を踏まえたアセスメ

ントを行った上で、５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）を行うことに加え、理学療

法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、５領域のうち、特定（又は複数）の領域

に重点を置いた支援が計画的及び個別・集中的に行われるものであり、一対一による個別支援

だけでなく、個々のニーズに応じた配慮がされた上で、小集団等で行われる支援も含まれるも

のである。 

そのため、本人支援の５領域の視点を網羅したアセスメントが行われないことや、５領域の

うち特定の領域のみの支援のみを行うなど、本人支援の５領域の視点が網羅されていない状

況で支援を提供することは、総合的な支援としては相応しいとは言えないものである。 

さらに、こどもは家庭や地域社会における生活を通じて、様々な体験等を積み重ねながら育

っていくことが重要である。そのため、「本人支援」に加え、「家族支援」、「移行支援」、「地域

支援・地域連携」もあわせて行われることが基本である。 

なお、支援の提供に当たっては、こどものいまの育ちを充実させていくこととあわせて、短

期的及び長期的な視点をもって支援をしていくことが必要である。 

これらの基本的な考え方を踏まえながら、（１）の児童発達支援の目標を達成するために、

児童発達支援に携わる職員は、次の事項に留意して、障害のあるこどもに対し、児童発達支援

を提供しなければならない。 
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① 一人一人のこどもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態について、アセスメント

を適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で支援に当たる

とともに、こどもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、こどもの主体としての

思いや願いを受け止めること。 

② こどもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、

自己を十分に発揮できる環境を整えること。特に、３歳未満までのこどもの場合には、

健康状態や生活習慣の形成に十分な配慮を行いながら、こどもの心身の発達に即して

支援を行うこと。 

③ 一人一人のこどもの発達や障害の特性について理解し、障害の状態や発達の過程に応

じて、個別や集団における活動を通して支援を行うこと。その際、こどもの個人差に十

分配慮すること。 

④ こどもの相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あ

るものにするよう援助すること。特に、３歳以上のこどもの場合には、個の成長と、こ

ども同士の協同的な活動が促されるよう配慮しながら支援を行うこと。 

⑤ こどもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、こどもの主体的な活動やこ

ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるよ

うに支援を行うこと。 

⑥ こどもの成長は、「遊び」を通して促されることから、周囲との関わりを深めたり、

表現力を高めたりする「遊び」を通し、職員が適切に関わる中で、豊かな感性や表現す

る力を養い、創造性を豊かにできるように、具体的な支援を行うこと。 

⑦ 単に運動機能や検査上に表される知的能力にとどまらず、「育つ上での自信や意欲」、

「発話だけに限定されないコミュニケーション能力の向上」、「自由で多様な選択」等

も踏まえながら、こどものできること、得意なこと及び可能性に着目し可能性を拡げ

ることや、苦手なことにも挑戦できる支援を行うこと。 

⑧ 乳幼児期は、親子関係の形成期にあることを踏まえ、保護者のこどもの障害特性の理

解等に配慮するとともに、一人一人の保護者の状況やその意向を理解し、受容し、それ

ぞれの親子関係や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助する

こと。 

⑨ こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、地域社会への参加・包摂（インク

ルージョン）の推進の観点を常に念頭に置き、こどもと地域のつながりを意識しなが

ら支援を行うこと。 

⑩ こどもや家族を包括的に支援していくためには、事業所等において、多職種でそれぞ

れの専門性を発揮し、こどものニーズを多方面から総合的に捉えるとともに、互いに

協力しあいながらチームアプローチによる支援を行うこと。また、事業所等内にとど

まらず、地域の関係機関や他の事業所等との連携を通じて、こどもや家族を支えてい

く連携体制を構築すること。 
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（３） 児童発達支援の環境 

児童発達支援を提供する上では、児童発達支援に携わる職員やこども等の人的環境、施設

や遊具等の物的環境、さらには自然や社会の事象等の環境を考慮し、支援に当たる必要があ

る。 

事業所等は、こうした人、物、場等の環境が相互に関連しあい、こどもの生活が豊かなも

のとなるよう、次の事項に留意しつつ、計画的に環境を整え、工夫して、こどもに対し支援

を行わなければならない。 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 児童発達支援の社会的責任 

  児童発達支援を提供する事業所等には、次のような社会的責任がある。 

    

 

 

 

 

 

① こども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことにより、

興味関心を拡げ、こどもによる選択ができるよう配慮すること。 

② こどもの活動が豊かに安全・安心に展開されるよう、事業所等の設備や環境を整え

るとともに、事業所等の衛生管理や安全の確保等に努めること。 

③ こどもが生活する空間は、温かで、親しみやすく、くつろげる場となるようにすると

ともに、障害の特性を踏まえ、時間や空間を本人にわかりやすく構造化することや、不

安な気持ちを落ち着かせる環境を整えるなど、個々のニーズに配慮した環境の中で、

生き生きと活動できる場となるように配慮すること。 

④ こどもが人と関わる力を育てていくため、こども自らが周囲のこどもや大人と関わ

っていくことができる環境を整えること。 

① 事業所等は、障害の有無にかかわらず、権利行使の主体としてこどもの人権に十分

配慮することを徹底するとともに、こども一人ひとりの人格や意見を尊重して児童発

達支援を行わなければならない。 

② 事業所等は、通所するこどもの家族の意向を受け止め、支援に当たるとともに、家族

に対し、当該事業所等が行う児童発達支援の内容について適切に説明し、相談や申入

れ等に対し適切に対応しなければならない。 

③ 事業所等は、地域社会との交流や連携を図り、地域社会に、当該事業所等が行う児童

発達支援の内容等の情報を適切に発信しなければならない。  

④ 事業所等は、児童発達支援計画に基づいて提供される支援の内容や役割分担につい

て定期的に点検し、その質の向上が図られるようにするとともに、こどもが安心して

支援を受けられるよう、安全管理対策等を講じなければならない。 

⑤ 事業所等は、通所するこどもやその家族の個人情報を適切に取り扱わなければなら

ない。 
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第３章 児童発達支援の提供すべき支援の具体的内容 

 

１．児童発達支援の提供に当たっての留意事項 

  児童発達支援に携わる職員は、こどもの育ちの連続性を意識した支援が求められていることか

ら、保育所等との連携及び併行利用や移行に向けた支援を行うために、保育所保育指針（平成 29

年厚生労働省告示第 117 号）を理解するとともに、幼稚園教育要領（平成 29 年文部科学省告示

第 62 号）、特別支援学校幼稚部教育要領（平成 29 年文部科学省告示第 72 号）及び幼保連携型認

定こども園教育・保育要領（平成 29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）についても

理解し、支援に当たることが重要である。特に、特別支援学校幼稚部教育要領の「自立活動」は、

障害のある幼児がその障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服のための指導について示

していることに留意する必要がある。 

 

２．児童発達支援の内容 

児童発達支援は、障害のあるこどもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活

及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心

理的、教育的及び医療的な援助である。 

具体的には、障害のあるこどもの個々のニーズに応じて、「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」

及び「地域支援・地域連携」を総合的に提供していくものである。 

「本人支援」は、５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケー

ション｣、｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、個々のこどもに

応じて、オーダーメイドの支援を提供していくことが重要である。また、「本人支援」の各領域に

示すねらい及び支援内容は、こどもが家庭や地域社会における生活を通じ、様々な体験を積み重

ねる中で、相互に関連を持ちながら達成に向かうものである。このため、「本人支援」だけでなく、

「家族支援」や「移行支援」、「地域支援・地域連携」を通して、育ちの環境を整えていくことが極

めて重要である。 

さらに、「本人支援」により得られた、障害のあるこどもが健やかに育っていくための方法につ

いて、家庭や地域に伝えていくことも重要である。特に児童発達支援センターは、こうした役割を

担い、地域における連携・ネットワークの核となり、地域の関係機関との連携や保育所等訪問支援

の実施、地域障害児支援体制強化事業・障害児等療育支援事業の実施や地域支援体制の構築のた

めの会議の開催、地域集会等への積極的な参加等を通じて、地域においてこどもや家族を中心に

据えた包括的な支援を提供する地域づくりを進めていくことが期待される。 

 

（１） 本人支援 

   「本人支援」は、障害のあるこどもの発達の側面から、心身の健康や生活に関する領域

「健康・生活」、運動や感覚に関する領域「運動・感覚」、認知と行動に関する領域「認知・

行動」、言語・コミュニケーションの獲得に関する領域「言語・コミュニケーション」、人

との関わりに関する領域「人間関係・社会性」の５領域にまとめられるが、これらの領域

の支援内容は、お互いに関連して成り立っており、重なる部分もある。そのため、児童発
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達支援計画においては、「本人支援」について５つの欄を設けて、個々に異なる支援目標や

支援内容を設定する必要はないが、各領域との関連性については必ず記載することとして

いる。 

以下の（ア）から（オ）までに示す各領域における支援内容は、各領域におけるねらいを

踏まえて考えられる支援内容を仔細に記載したものであり、実際の支援の場面においては、

これらの要素を取り入れながら、こどもの支援ニーズや現在と当面の生活の状況等を踏ま

えて、こどもの育ち全体に必要な支援内容を組み立てていく必要がある。 

また、この「本人支援」の大きな目標は、障害のあるこどもが、将来、日常生活や社会生

活を円滑に営めるようにするものである。事業所等で行われる「本人支援」は、家庭や地域

社会での生活に活かしていくために行われるものであり、保育所等に引き継がれていくも

のである。 

 

（ア） 健康・生活 

ねらい ・健康状態の維持・改善 

・生活習慣や生活リズムの形成 

・基本的生活スキルの獲得 

支援内容 ＜健康状態の維持・改善＞ 

・健康状態の把握と対応 

健康な心と体を育て、健康で安全な生活を作り出すことを支援

する。また、こどもの心身の状態をきめ細やかに確認し、平常と

は異なった状態を速やかに見つけ出し、必要な対応をすることが

重要である。その際、意思表示が困難であるこどもの障害の特性

及び発達の過程・特性等に配慮し、小さなサインでも心身の異変

に気づけるよう、きめ細かな観察を行う。 

・リハビリテーションの実施 

日常生活や社会生活を営めるよう、それぞれのこどもが持つ機

能をさらに発達させながら、こどもに適した身体的、精神的、社

会的支援を行う。 

＜生活習慣や生活リズムの形成＞ 

睡眠、食事、排泄等の基本的な生活習慣を形成し、健康状態の維

持・改善に必要な生活リズムを身につけられるよう支援する。ま

た、健康な生活の基本となる食を営む力の育成に努めるとともに、

楽しく食事ができるよう、口腔内機能・感覚等に配慮しながら、咀

嚼・嚥下の接触機能、姿勢保持、手指の運動機能等の状態に応じた

自助具等に関する支援を行う。さらに、衣服の調節、室温の調節や

換気、病気の予防や安全への配慮を行う。 

＜基本的生活スキルの獲得＞ 
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 ・生活に必要な基本的技能の獲得 

こどもが食事、排泄、睡眠、衣類の着脱、身の回りを清潔にす

ること等の生活に必要な基本的技能を獲得できるよう、生活の場

面における環境の工夫を行いながら、こどもの状態に応じて適切

な時期に適切な支援をする。 

 ・構造化等による生活環境の調整 

生活の中で、様々な遊びを通した学びが促進されるよう環境を

整える。また、障害の特性に配慮し、時間や空間を本人に分かり

やすく構造化する。 

・医療的ケア児への適切なケアの実施 

   適切に医療的ケアを受けられるよう、こどもの医療濃度に応

じた医療的ケアの実施や医療機器の準備、環境整備を行う。 

 

 

（イ） 運動・感覚 

ねらい ・姿勢と運動・動作の基本的技能の向上 

・姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用 

・身体の移動能力の向上 

・保有する感覚の活用 

・感覚の補助及び代行手段の活用 

・感覚の特性への対応 

支援内容 ＜姿勢と運動・動作の基本的技能の向上＞ 

日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢の運

動・動作の改善及び習得、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・

強化を図る。 

＜姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用＞ 

姿勢の保持や各種の運動・動作が困難な場合、姿勢保持装置な

ど、様々な補助用具等の補助的手段を活用してこれらができるよ

う支援する。 

＜身体の移動能力の向上＞ 

自力での身体移動や歩行、歩行器や車椅子による移動など、日常

生活に必要な移動能力の向上のための支援を行う。 

＜保有する感覚の活用＞ 

保有する視覚、聴覚、触覚、嗅覚、固有覚、前庭覚等の感覚を十

分に活用できるよう、遊び等を通して支援する。 

＜感覚の補助及び代行手段の活用＞ 

障害の状態や発達の段階、興味関心に応じて、保有する感覚器官
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を用いて情報を収集し、状況を把握しやすくするよう、眼鏡や補聴

器等の各種の補助機器や ICT を活用することや、他の感覚や機器

による代行が的確にできるよう支援する。 

＜感覚の特性への対応＞ 

感覚の特性（感覚の過敏や鈍麻）を踏まえ、感覚の偏りに対する

環境調整等の支援を行う。 

 

（ウ) 認知・行動 

ねらい ・認知の特性についての理解と対応 

・対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得（感覚の活用や認

知機能の発達、知覚から行動への認知過程の発達、認知や行動の手

掛かりとなる概念の形成） 

・行動障害への予防及び対応 

支援内容 ＜認知の特性についての理解と対応＞ 

  一人一人の認知の特性を理解し、それらを踏まえ、自分に入って

くる情報を適切に処理できるよう支援する。また、こだわりや偏食

等に対する支援を行う。 

＜対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得＞ 

・感覚の活用や認知機能の発達 

視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分活用して、これらの感覚から

情報が適切に取得され、認知機能の発達を促す支援を行う。 

・知覚から行動への認知過程の発達 

取得した情報を過去に取得した情報と照合し、環境や状況を把

握・理解できるようにするとともに、これらの情報を的確な判断

や行動につなげることができるよう支援を行う。 

・認知や行動の手掛かりとなる概念の形成 

物の機能や属性、形、色、音が変化する様子、大小、数、重さ、

空間、時間等の概念の形成を図ることによって、それを認知や行

動の手掛かりとして活用できるよう支援する。 

＜行動障害への予防及び対応＞ 

感覚や認知の偏り、コミュニケーションの困難性から生ずる行

動障害の予防及び適切行動への対応の支援を行う。 

 

（エ） 言語・コミュニケーション 

ねらい ・コミュニケーションの基礎的能力の向上 

・言語の受容と表出 

・言語の形成と活用 
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・人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得 

・コミュニケーション手段の選択と活用 

・状況に応じたコミュニケーション 

・読み書き能力の向上 

支援内容 ＜コミュニケーションの基礎的能力の向上＞ 

  障害の種別や程度、興味関心等に応じて、言葉によるコミュニケ

ーションだけでなく、表情や身振り、各種の機器等を用いて意思の

やりとりが行えるようにするなど、コミュニケーションに必要な

基礎的な能力を身につけることができるよう支援する。 

＜言語の受容と表出＞ 

話し言葉や各種の文字・記号等を用いて、相手の意図を理解した

り、自分の考えを伝えたりするなど、言語を受容し表出することが

できるよう支援を行う。 

＜言語の形成と活用＞ 

具体的な事物や体験と言葉の意味を結びつけること等により、

自発的な発声を促し、体系的な言語を身につけることができるよ

う支援する。 

＜人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得＞ 

個々に配慮された場面における人との相互作用を通して、相手

と同じものに注意を向け、その行動や意図を理解・推測するといっ

た共同注意の獲得等を含めたコミュニケーション能力の向上のた

めの支援を行う。 

＜コミュニケーション手段の選択と活用＞ 

・指差し、身振り、サイン等の活用 

指差し、身振り、サイン等を用いて、環境の理解と意思の伝達

ができるよう支援する。 

・手話、点字、音声、文字等のコミュニケーション手段の活用 

手話、点字、音声、文字、触覚、平易な表現等による多様なコ

ミュニケーション手段を活用し、環境の理解と意思の伝達ができ

るよう支援する。 

・コミュニケーション機器の活用 

機器（パソコン・タブレット等の ICT 機器を含む。）等のコミ

ュニケーション手段を適切に選択、活用し、環境の理解と意思の

伝達が円滑にできるよう支援する。 

＜状況に応じたコミュニケーション＞ 

コミュニケーションを円滑に行うためには、伝えようとする側

と受け取る側との人間関係や、そのときの状況を的確に把握する



22 

 

ことが重要であることから、場や相手の状況に応じて、主体的にコ

ミュニケーションを展開できるよう支援する。 

＜読み書き能力の向上＞ 

発達障害のあるこどもなど、障害の特性に応じた読み書き能力

の向上のための支援を行う。 

 

（オ） 人間関係・社会性 

ねらい ・アタッチメント（愛着）の形成と安定 

・遊びを通じた社会性の発達 

・自己の理解と行動の調整 

・仲間づくりと集団への参加 

支援内容 ＜アタッチメント（愛着）の形成と安定＞ 

 ・アタッチメント（愛着）の形成 

こどもが基本的な信頼感を持つことができるように、環境に対

する安心感・信頼感、人に対する信頼感、自分に対する信頼感を

育む支援を行う。 

 ・アタッチメント（愛着）の安定 

自身の感情が崩れたり、不安になった際に、大人が相談にのる

ことで、安心感を得たり、自分の感情に折り合いをつけたりでき

るよう「安心の基地」の役割を果たせるよう支援する。 

＜遊びを通じた社会性の促進＞ 

・模倣行動の支援 

遊び等を通じて人の動きを模倣することにより、社会性や対人

関係の芽生えを支援する。 

・感覚・運動遊びから象徴遊びへの支援 

感覚機能を使った遊びや運動機能を働かせる遊びから、見立て

遊びやつもり遊び、ごっこ遊び等の象徴遊びを通して、徐々に社

会性の発達を支援する。 

・一人遊びから協同遊びへの支援 

周囲にこどもがいても無関心である一人遊びの状態から並行

遊びを行い、大人が介入して行う連合的な遊び、役割分担したり

ルールを守って遊ぶ協同遊びを通して、徐々に社会性の発達を支

援する。 

＜自己の理解と行動の調整＞ 

大人を介在して自分のできることや苦手なことなど、自分の行

動の特徴を理解するとともに、気持ちや情動の調整ができるよう

に支援する。 
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＜仲間づくりと集団への参加＞ 

集団に参加するための手順やルールを理解し、こどもの希望に

応じて、遊びや集団活動に参加できるよう支援するとともに、共に

活動することを通じて、相互理解や互いの存在を認め合いながら、

仲間づくりにつながるよう支援する。 

 

  （障害特性に応じた配慮事項） 

児童発達支援に携わる職員は、障害のあるこどもの発達の状態及び発達の過程・特性等を   

理解し、一人一人のこどもの障害の特性及び発達の状況に応じた支援を行うことが必要であ

る。 

また、それぞれの特性に応じて、設備・備品への配慮のほか、こどもや保護者との意思の疎

通、情報伝達のための手話等による配慮を行う等、様々な合理的配慮を行いながら環境を工夫

することなどが必要である。 

なお、ここでは、特に配慮すべき内容について以下のとおり示しているが、障害の特性だけ

で捉えられることばかりではないため、この内容だけに捉われることなく、こどもの状態像の

把握とアセスメントを行った上で、必要な配慮を行うことが必要である。 

 

○ 視覚に障害のあるこどもに対しては、聴覚、触覚及び保有する視覚等を十分に活用しな

がら、様々な体験を通して身近な物の存在を知り、興味・関心や意欲を育てていくこと等

を通じて、社会性を育て、生活経験を豊かにしていくことが必要である。また、ボディイ

メージを育て、身の回りの具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて基礎的な概念

の形成を図るようにすることが必要である。 

○ 聴覚に障害のあるこども（人工内耳を装用しているこどもを含む。）に対しては、聴こ

えない又は聴こえにくい特性や必要な配慮を理解した上で（ろう重複、盲重複の場合には、

特に配慮が必要）、保有する聴覚や視覚的な情報等を十分に活用して言葉の習得と概念の

形成を図る支援を行う必要がある。また、音声、文字、手話、指文字等を適切に活用して

人との関わりを深めたり、日常生活に必要な知識を広げたりする態度や習慣を育てる必要

がある。 

特に、乳幼児期のこどもの意思は多様な形で表れるため、こどもの年齢及び発達や障害

の程度に応じて、言葉だけでなく、手話や表情、行動も含めた様々なコミュニケーション

手段でこどもが発することに留意することも必要である。 

○ 知的障害のあるこどもに対しては、活動内容や環境の設定を創意工夫し、活動への意欲

を高めて、発達を促すようにすることが必要である。また、ゆとりや見通しをもって活動

に取り組めるよう配慮するとともに、周囲の状況に応じて安全に行動できるようにするこ

とが必要である。 



24 

 

 

 

○ 発達障害のあるこどもに対しては、予定等の見通しをわかりやすくすることや、感覚の

特性（感覚の過敏や鈍麻）に留意し、安心できる環境づくりが必要である。また、具体的

又は視覚的な手段を用いながら、活動や場面の理解を促すことや、人と関わる際の具体的

な方法や手段を個々の特性に応じて身に付けることが必要である。 

○ 精神的に強い不安や緊張を示すこどもに対しては、特定の人との関係性を軸に、周囲の

人との関わりを拡げていくとともに、活動内容や環境の設定を創意工夫し、情緒の程よい

表出を促すことが必要である。また、安心感のある肯定的な関わりを大切にするとともに、

少人数でゆったりと落ち着いた受容的な環境を用意することが必要である。 

○ 場面緘黙（選択性かん黙）のあるこどもに対しては、話さないということだけに着目し

て、話すことを強制したり、話さないこどもとみなしたりするのではなく、こどもの心理

的な要因や環境的な要因等により、他の場面では話せているにもかかわらず、場面によっ

ては話ができないという状態であることを理解した上で支援に当たることが必要である。

こどもの緊張や不安の緩和を目標にして、こどもの意思が表出しやすい場面を設け、指さ

しやカード、身振りなど言葉以外の方法でコミュニケーションを取れるよう工夫すること

が必要である。 

○ 肢体不自由のこどもに対しては、身体の動きや健康の状態等に応じ、可能な限り体験的

な活動を通して経験を拡げるようにすることが必要である。また、興味や関心をもって、

進んで身体を動かそうとしたり、表現したりするような環境を創意工夫して設定すること

が必要である。 

○ 病弱・身体虚弱のこどもに対しては、病気の状態等に十分に考慮し、活動と休息のバラ

ンスを取りながら、様々な活動が展開できるようにすることが必要である。心臓病等によ

り乳幼児期に手術等を受けているこどもは、治療過程で運動や日常生活上での様々な制限

を受けたり、同年代のこどもとの関わりが少なくなるなど、学びの基礎となる経験が不足

することがある。小児慢性特定疾病や難病等のこどもを含め、こどもが可能な限り体験的

な活動を経験できるよう、主治医からの指示・助言や保護者からの情報を三者で共有しな

がら支援を行うことが必要である。 

○ 医療的ケアが必要なこどもに対しては、医療的ケアの目的や具体的な手法等について十

分に情報を収集し、医師の指示に基づき、適切にケアを提供する体制をあらかじめ整えた

上で、心身や健康の状態、病気の状態等を十分に考慮し、活動と休息のバランスを取りな

がら、様々な活動が展開できるようにすることが必要である。また、健康状態の維持・改

善に必要な生活習慣を身に付けることができるようにすることが必要である。さらに、こ

どもが可能な限り体験的な活動を経験できるよう、主治医からの指示・助言や保護者から

の情報を三者で共有しながら支援を行うことが必要である。なお、医療的ケアが必要なこ

どもの中には、見た目では医療的ケアが必要であると分からないこどももいることに配慮

することが必要である。 
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（特に支援を要する家庭のこどもに対する支援に当たっての留意点） 

こどもが行動、態度や表情など気がかりな様子を見せる時は、その原因や背景を考える必要

がある。事業所等の支援環境や手立ての調整を行うことで改善できることもあれば、こどもの

生活環境全般を見渡し分析した上で、その環境上で発生している事象にアプローチしなけれ

ばならないこともある。ここでは、いくつかの気に留めておくべきこどもの行動や態度、表情

などを取り上げ、支援を行うに当たっての留意点として以下に示すが、これらの留意点に加

え、まずは日頃から保護者との関係づくりを丁寧に行うことで保護者の孤立を防ぐとともに

こどもの変化に気付きやすくしておくこと、さらには専門機関やボランティア・NPO 団体など

の地域資源についての情報を収集しておくことが重要である。 

○ 重症心身障害のあるこどもに対しては、重度の知的障害及び重度の肢体不自由があるた

め、意思表示の困難さに配慮し、こどもの小さなサインを読み取り、興味や関心に応じて

体験的な活動の積み重ねができるようにすることが必要である。これは、不快、苦痛、体

調不良時等の意思表示であっても同様であり、その表情等から変化に気づけるよう、心身

の状態を常にきめ細かく観察することが必要である。また、筋緊張を緩和する環境づくり

や遊び、姿勢管理により、健康状態の維持・改善を図ることが必要である。 

○ 複数の種類の障害のあるこどもに対しては、それぞれの障害の特性に配慮した支援が必

要である。 

○ 知的障害と発達障害のあるこどもに対しては、将来的な強度行動障害のリスクを把握

し、適切なアセスメントを踏まえ、それぞれの障害の特性に応じた支援の提供と、環境の

調整に取り組むなど、行動上の課題を誘発させないよう、予防的な観点をもって支援を行

っていくことが必要である。 

行動上の課題が顕在化した際には、現在の行動上の課題やその行動の意味等にも着目す

る機能的アセスメントを行い、それを踏まえて、こどもが安心して過ごせるための環境調

整や、自発的なコミュニケーションスキル等を身につけていくための「標準的な支援」が

必要である。 

○ 高次脳機能障害のあるこどもに対しては、障害による認知や行動上の特性等を理解する

とともに、障害を受ける前にできていたことができないといった悩みを抱えていることが

あるため、心のケアを心がけつつ支援を行うことが必要である。 
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（２） 家族支援 

こどもは、保護者や家庭生活から大きな影響を受けることから、こどもの成長や発達の

基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させることが、こどもの「育ち」や「暮らし」

の安定・充実につながる。このため、障害のあるこどもを育てる家族が安心して子育てを行

うことができるよう、家族（きょうだいを含む。）と日頃から信頼関係を構築し、障害の特

性に配慮し、丁寧な「家族支援」を行うことが必要である。 

特に、保護者がこどもの発達を心配する気持ちを出発点とし、こどもの障害を含むその 

子のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で様々な葛藤に

直面するものであり、障害があってもこどもの育ちを支えていけるような気持ちを持つこ

とができるようになるまでの過程においては、関係者が十分な配慮を行い、日々こどもを育

てている保護者の思いを尊重するとともに、様々な出来事や情報で揺れ動く保護者に寄り

添いながら、伴走した支援が必要である。 

家族支援においては、こども本人の状況や家庭の状況等を踏まえるとともに、保護者の気

持ちを受け止め、こども本人と保護者との相互の信頼関係を基本に保護者の意思を尊重す

る姿勢が重要である。 

 

ねらい ・アタッチメント（愛着）の形成 

・家族からの相談に対する適切な助言等 

・障害の特性に配慮した家庭環境の整備 

支援内容 ＜アタッチメント（愛着）の形成＞ 

◯ 不自然な傷がある、日常的に身なりが不衛生で放置が疑われるなど虐待を受けているこ

とが疑われるこどもについては、極度の緊張した表情や極度の甘えがみられるなどの様々

な反応に対する理解や、職員とのアタッチメント（愛着）の形成を含めた信頼関係の構築

が重要である。 

◯ サイズに合ってない衣類を着ている、朝食を食べていない、医療機関を受診しない、生

活リズムの乱れが見られるなど生活に困窮していることが疑われる家庭のこどもについ

ては、食事等の基本的な生活習慣や生活リズムの形成、食事、排泄、睡眠、衣類の着脱等

の基本的生活スキルの獲得などを基盤として、様々な豊かな経験を提供するとともに、保

護者やこどもの自尊心を傷つけないよう十分配慮することが必要である。 

◯ 近年増加傾向にある外国にルーツのあるこどもについては、日本語がうまく話せないこ

とで他のこどもとの関係を構築することが難しいこともあり、学習が進みにくい、あるい

は、文化の違いなどにより差別やいじめを受ける場合もあるなど、生活上の困難さを感じ

ているこどもも多いことから、支援に当たっては、まずはこどもが持つ困難さを把握し、

それぞれの困難さに対して具体的にどのような支援が必要かを「多文化共生」という視点

を入れながら考えていくことが重要である。 
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・こどもの信頼感を育み、家族や周囲の人と安定した関係を形成する

ための支援 

＜家族からの相談に対する適切な助言等＞ 

・家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助 

・こどもの発達上のニーズについての気づきの促しとその後の支援 

・こどもの抱き方や食事のとり方等の具体的な介助方法についての

助言・提案 

・家族のレスパイトの時間の確保や就労等による預かりニーズに対

応するための延長支援 

・心理的カウンセリングの実施 

・保護者同士の交流の機会の提供 

・きょうだい同士の交流の機会の提供やきょうだいに対する相談援

助 

＜障害の特性に配慮した家庭環境の整備＞ 

・こどもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助、講座、ペアレン

ト・トレーニングの実施 

・家族に対する支援場面を通じた学びの機会の提供 

 

（支援に当たっての配慮事項） 

     乳幼児期は、親が障害のあるこどもを育てる初期の不安な時期であり、孤立感を感じや

すい時期でもある。そのため、こどもと家族を早期から支援することで、孤立感を軽減でき

るようトータルに支援していくことが重要である。 

     以下は、家族のさまざまな不安や負担を軽減していく観点から特に配慮すべき内容を示

しており、「家族支援」の提供に当たり留意すること。 
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（３） 移行支援 

地域社会で生活する平等の権利の享受と、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）

の考え方に立ち、全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、

地域の保育、教育等を享受し、その中で適切な支援を受けられるようにしていくことや、同

年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくりを図っていくことが必要である。 

このため、事業所等における支援の中に「移行」という視点を取り入れ、具体的な移行先

が既にある場合は、その移行先への移行に向けた支援を、現時点で特段の具体的な移行先が

ない場合は、こどもが地域で暮らす他のこどもと繋がりながら日常生活を送ることができ

るように支援を提供するなど、「移行支援」を行うことが重要である。 

なお、特に入園・入学時等のライフステージの移行時における「移行支援」は、こどもを

取り巻く環境が大きく変化することも踏まえ、支援の一貫性の観点から、より丁寧な支援が

求められる。 

    

ねらい ・保育所等への移行支援 

・ライフステージの切替えを見据えた将来的な移行に向けた準備 

○ 「家族支援」は、大きなストレスや負担にさらされている母親が中心となる場合が

多いが、父親やきょうだい、さらには祖父母など、家族全体を支援していく観点が必

要である。 

○ 「家族支援」は、家族がこどもの障害の特性等を理解していくために重要な支援で

あるが、理解のプロセス及び態様は、それぞれの家族で異なることを理解することが

重要である。 

○ 特に、こどもの障害の特性等の理解の前段階として、「気づき」の支援も「家族支援」

の重要な内容であり、個別性に配慮して慎重に行うことが大切である。 

○ 「家族支援」において明らかとなってくる虐待（ネグレクトを含む。）の疑いや保護

者自身の精神的な状態、経済的な課題、ＤＶ等の家族関係の課題等に応じて心理カウ

ンセリング等、専門的な支援が必要な場合は、適切な関係機関につないでいく等の対

応が求められる。 

○ 「家族支援」は、必要に応じて、障害児相談支援事業所、他の児童発達支援センタ

ーや児童発達支援事業所、居宅介護（ホームヘルプ）や短期入所（ショートステイ）

等を実施する障害福祉サービス事業所、発達障害者支援センター、医療的ケア児支援

センターや医療的ケア児等コーディネーター、児童相談所、こども家庭センター、専

門医療機関、保健所等と緊密に連携を図り実施することが必要である。 

○ 社会的養護の状況にあるこどもの場合には、児童養護施設や里親、ファミリーホー

ム等、家族とは異なる場で生活をしている場合もあり、そのような場合には、こども

の暮らしを支える関係者と緊密な連携を図っていくことも必要である。 
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・保育所等と併行利用している場合における併行利用先との連携 

・同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくり 

支援内容 ＜保育所等への移行支援、ライフステージの切替えを見据えた将来

的な移行に向けた準備＞ 

・具体的な移行や将来的な移行を見据えたこどもの発達の評価・支援

（※） 

・具体的な移行先との調整 

・移行先との支援方針・支援内容の共有や、こどもの状態・親の意向・

支援方法についての伝達 

・家族への情報提供や移行先の見学調整 

・移行先の受け入れ体制づくりへの協力 

・移行先ヘの相談援助 

・進路や移行先の選択についての本人や家族への相談援助（※） 

＜保育所等と併行利用している場合における併行利用先との連携＞ 

・併行利用先とのこどもの状態や支援内容の共有（例：得意不得意や

その背景、声掛けのタイミングやコミュニケーション手段の共有） 

・併行利用の場合の利用日数や利用時間等の調整 

＜同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくり＞ 

・地域の保育所等や子育て支援サークル、児童館、地域住民との交流 

     （※）「移行」の視点を持った本人や家族に対する支援は、「本人支援」や「家族支援」と

内容が重なる場合もある。 

 

（４） 地域支援・地域連携 

事業所等において、障害のあるこどもや家族を中心に据えた包括的な支援を提供するた

めには、こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる保健・医療・福祉・教育・労働等の関係

機関や障害福祉サービス等事業所等と連携して、こどもや家族の支援を進めていく「地域支

援・地域連携」を行うことが必要である。 

「地域支援・地域連携」を行うに当たっては、こどものライフステージに応じた切れ目の

ない支援（縦の連携）と関係者間のスムーズな連携の推進（横の連携）の両方（縦横連携）

が重要である。 

なお、ここでいう「地域支援・地域連携」とは、こどもや家族を対象とした支援を指すも

のであり、地域の事業所への後方支援や、研修等の開催・参加等を通じた地域の支援体制の

構築に関するものではないことに留意すること。 

 

ねらい ・通所するこどもに関わる地域の関係者・関係機関と連携した支援 

支援内容 ＜通所するこどもに関わる地域の関係者・関係機関と連携した支援

＞ 
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・こどもが通う保育所等や通う予定の学校・放課後児童クラブとの情

報連携や調整、支援方法や環境調整等に関する相談援助、児童発達

支援計画の作成又は見直しに関する会議の開催 

・こどもを担当する保健師や、こどもが通う医療機関等との情報連携

や調整 

・こどもに支援を行う発達障害者支援センターや医療的ケア児支援

センター、地域生活支援拠点等との連携 

・こどもが利用する障害児相談支援事業所や障害福祉サービス事業

所、他の障害児通所支援事業所との生活支援や発達支援における

連携 

・虐待が疑われる場合には、児童相談所やこども家庭センターとの情

報連携 

・児童委員、主任児童委員等地域の関係者等との連携 

・個別のケース検討のための会議の開催 

 

（支援に当たっての配慮事項） 

  「地域支援・地域連携」を行うに当たっては、以下に留意すること。 

 

 

第４章 児童発達支援計画の作成及び評価  

児童発達支援の適切な実施に当たっては、障害児相談支援事業所が、障害のあるこどもや保護

者の生活全般における支援ニーズや解決すべき課題等を把握し、最も適切な支援の組み合わせに

ついて検討し、障害児支援利用計画を作成する。その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援

利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、当該事業所等が提供する具体的な支援内容等

について検討し、児童発達支援計画を作成し、これに基づき日々の支援が提供されるものである。 

なお、セルフプランにより児童発達支援を利用するこどもであって、複数の事業所等から継続

的に支援を受けている場合は、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等を行うなど、

障害児支援の適切な利用を進めることが重要であり、事業所間におけるこどもの状態像の認識や

必要な支援の見立て、支援内容等のバラつきにより、こどもに過度なストレスを与えることのな

いよう留意すること。 

また、障害児相談支援事業所と事業所等の関係性は、単に相談支援専門員が作成した障害児支

援利用計画に基づき、児童発達支援管理責任者が児童発達支援計画を作成し、支援を実施すると

いう上下の関係にはない。こどもや家族の生活全般のニーズに対応するため、事業所等からも障

○ 「地域支援・地域連携」は、児童発達支援を利用するこどもが地域の様々な場面で

適切な支援を受けられるよう関係機関等と連携することが重要であることから、普段

から、地域全体の子育て支援を活性化するためのネットワークを構築しておくという

視点が必要である。 
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害児相談支援事業所に積極的に働きかけるなど、双方向のやり取りを行う関係であることに留意

して連携する必要がある。 

 

１.障害児支援利用計画の作成の流れ 

 

（１） 障害児相談支援事業所による障害児支援利用計画案の作成と市町村による支給決定 

○ 障害児相談支援事業に従事する相談支援専門員は、事業所等の利用を希望するこどもや保

護者の求めに応じて障害児支援利用計画案の作成を行う。 

○ 相談支援専門員は、こどもや家族との面談により、こどもの心身の状況や置かれている環

境、日常生活の状況、現に受けている支援、支援の利用の意向等をこどもや家族から聴き取っ

た上で、それらに基づいたアセスメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針を提案

する。 

○ こどもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々のこどもの障害の状態や発達の状

況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに対応し、生活全般のニーズを充足するために、必

要な支援を検討する。 

○ 乳幼児期の障害のあるこどもへの支援には、児童福祉法に基づき、通所により発達支援を行

う「児童発達支援」のほか、重度の障害等により外出が著しく困難な障害のあるこどもに対

し、居宅を訪問して発達支援を行う「居宅訪問型児童発達支援」、保育所等を利用している障

害のあるこどもに対し支援を行う「保育所等訪問支援」がある。また、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」

という。）に基づき、居宅で入浴や排泄、食事の介護等を行う居宅介護（ホームヘルプ）や、

自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、施設で入浴や排泄、食事の介護等を行う短期入

所（ショートステイ）等の障害福祉サービスが利用できる。 

○ 障害児支援利用計画案は、これらの支援の中から、必要な支援を選択又は組み合わせ、個々

の支援の目的や内容及び量について検討し、こども又は保護者の同意のもと作成するもので

ある。 

○ 市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、事業所等の利用についての支給決定

を行うこととなる。 

 

（２） 担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定 

○ 相談支援専門員は、市町村による支給決定後、こどもや家族の希望を踏まえて、支援を提供

する事業所の調整を行い、それらの事業所等を集めた担当者会議を開催する。担当者会議に

は、こどもや家族、事業所等の児童発達支援管理責任者や職員、他の支援等を利用している場

合にはその担当者、その他必要に応じて、こどもや家族への支援に関係する者が招集される。 

○ 担当者会議では、障害児支援利用計画案の作成に至る経緯、こどもや家族の意向と総合的な

援助方針、ニーズと支援目標、支援内容等について共有する。 

○ 担当者会議の参加者は、障害児支援利用計画案の内容について意見交換を行うが、その際、

事業所等の担当者は、児童発達支援の専門的な見地からの意見を述べることが求められる。ま
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た、障害児支援利用計画案に位置づけられた当該事業所等に期待される役割を確認するとと

もに、障害のあるこどもが、地域の中で他のこどもと共に成長できるようにするため、こども

の最善の利益の観点から、支援の提供範囲にとどまらず、意見を述べることが重要である。 

○ 相談支援専門員は、担当者会議における参加者による意見交換を受けて、支援の提供の目的

や内容を調整し、各担当者の役割を明確にした上で、こども又は保護者の同意のもと障害児支

援利用計画を確定する。確定した障害児支援利用計画は、こどもや保護者をはじめ、支給決定

を担当する市町村、事業所等の支援を提供する者に配付され共有される。 

 

（３） 児童発達支援計画に基づく児童発達支援の実施 

○ 事業所等の児童発達支援計画は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における

総合的な援助方針や、当該事業所等に対応が求められるニーズを踏まえて、児童発達支援の具

体的な内容を検討し、作成する。児童発達支援計画の作成については、２．を参照すること。 

○ 事業所等は、障害児相談支援事業所と連携し、障害児支援利用計画との整合性のある児童発

達支援計画の作成と児童発達支援の提供を行うことが重要である。なお、障害児支援利用計画

と児童発達支援計画は、個々のこどもの支援における合理的配慮の根拠となるものである。 

○ 事業所等は、作成された児童発達支援計画に基づき児童発達支援を実施する。 

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画に代えてセルフプランにより児童発

達支援を利用するこどもであって、複数の事業所等から継続的に支援を受けている場合は、市

町村が選定するコア連携事業所（こどもの支援について適切なコーディネートを進める中核

となる事業所等）を中心として、事業所間で連携して児童発達支援を実施する。 

 

（４） 障害児相談支援事業所によるモニタリングと障害児支援利用計画の見直し 

○ 相談支援専門員は、一定期間毎に、こどもと家族に対する面談により、障害児支援利用計画

に基づいた支援の提供状況や効果、支援に対する満足度についてモニタリングを実施する。ま

た、各事業所から支援の提供状況や効果について確認した結果、現在の支援がニーズの充足の

ために適切でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していたり、新たなニーズが

確認された場合は、必要に応じて担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直す。 

○ 担当者会議において、事業所等の児童発達支援管理責任者は、その時点までの児童発達支援

の提供状況を踏まえて、目標の達成度や気づきの点等の情報を積極的に共有することが重要

である。そのためには、事業所等の設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者や職員のうち、

こどもの状況をよく理解した者を参画させなければならない。 

○ 障害児支援利用計画の内容が見直され、総合的な援助方針や事業所等に求められる役割が

変更された場合には、児童発達支援管理責任者は、必要に応じて児童発達支援計画を変更し、

適切な児童発達支援を実施する。 

 

（５） その他の連携について 

○ 事業所等による児童発達支援は、こどもや家族への生活全般における支援の一部を継続的

に実施するものである。日々の支援を担う事業所等は、こどもや家族のニーズの変化を細やか
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に把握することができる。また、継続的な関わりは、こどもや家族へのアセスメントを深め、

潜在的なニーズの把握にもつながる。 

○ しかし、それらのニーズは、事業所等のみで対応できるものばかりではなく、他の支援機関

による対応が必要な場合もある。その場合は適切な支援が調整され提供されるように、速やか

に障害児相談支援事業所などの関係機関と連絡を取り合う必要がある。 

 

 

２．児童発達支援計画の作成の流れ 

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援を利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し、

児童発達支援が提供すべき支援の内容を踏まえて児童発達支援計画を作成し、全ての職員が児童

発達支援計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。また、提供される支援のプロセス

を管理し、客観的な評価等を行う役割がある。 

 

（１） こどもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント 

○ 児童発達支援管理責任者は、こどもや家族への面談等により、本人支援の５領域（「健康・

生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」）

の視点等を踏まえたアセスメントを実施する。なお、「障害児通所給付費に係る通所給付決定

事務等について」（令和６年４月）において、市町村が、支給決定の際に、介助の必要性や障

害の程度の把握のために実施する「５領域 20 項目の調査」の結果について、保護者に対し、

利用する事業所等に交付するよう依頼することが望ましい旨示していることから、事業所等

は、保護者に対し、「５領域 20 項目の調査」の結果について確認の上、当該結果について、ア

セスメントを含め実際の支援の場面にも活用していくことが重要である。 

○ こどもと保護者及びその置かれている環境を理解するためには、こどもの障害の状態だけ

でなく、こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメント

や、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認する

必要がある。 

また、こどもの発育状況、自己理解、心理的課題、こどもの興味・関心、養育環境、これま

で受けてきた支援、現在関わっている関係機関、地域とのつながり、利用に当たっての希望、

将来の展望等について必要な情報を集め、こどもと保護者のニーズや課題を分析する必要が

ある。 

○ 保護者のニーズとこども本人のニーズは必ずしも一致するものではないため、まずはこど

ものニーズを明確化していくことが求められる。また、こどものニーズは変化しやすいため、

日頃から状況を適切に把握して対応していく必要がある。 

○ アセスメントの実施に当たっては、全てのこどもが権利の主体であることを認識し、個人と

して尊重するとともに、意見を形成・表明する手助けをするなど、こども本人のニーズをしっ

かりと捉えられるように対応することが必要である。 
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（２） 児童発達支援計画の作成 

○ 障害児相談支援事業所等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事業所でアセスメント

した情報について、課題整理表等を用いて整理しながら、児童発達支援におけるニーズを具体

化した上で、児童発達支援の具体的な内容を検討し、児童発達支援計画を作成する。 

○ 児童発達支援計画の作成に当たっては、将来に対する見通しを持った上で、障害種別や障害

の特性、こどもの発達の段階を丁寧に把握し、それらに応じた関わり方を考えていくととも

に、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成する

ことが必要である。 

○ 「最善の利益が優先して考慮」されるとは、「こどもにとって最も善いことは何か」を考慮

することをいい、こどもの意見がその年齢及び発達の程度に応じて尊重すべきものと認めら

れる場合であっても、別の考慮要素と比較衡量して合理的に判断した結果、こどもにとって最

善とは言い難いと認められる場合には、こどもの意見とは異なる結論が導かれることはあり

得るものである。その際は、こどもに対し、適切に説明することが必要である。 

○ 児童発達支援計画の作成に係る個別支援会議の開催に当たっては、こどもの支援に関わる

職員を積極的に関与させることが必要である。オンラインの活用も可能とされており、また、

予定が合わない等により個別支援会議を欠席する職員がいる場合は、個別支援会議の前後に

情報共有を行ったり意見を求めたりすることも必要である。いずれにしても、こどもの支援に

関わる様々な職員に意見を聴く機会を設けることが求められる。 

また、こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を考慮することが重要であることに鑑

み、当該こどもの年齢や発達の程度に応じて、こども本人や保護者の意見を聴くことが求めら

れる。そのため、例えば、会議の場にこどもと保護者を参加させることや、会議の開催前にこ

ども本人や保護者に直接会って意見を聴くことなどが考えられる。 

○ 児童発達支援計画には、「利用児と家族の生活に対する意向」、「総合的な支援の方針」、「長

期目標」、「短期目標」、「支援の標準的な提供時間等」、「支援目標及び具体的な支援内容等」

（「本人支援・家族支援・移行支援・地域支援・地域連携の項目」、「支援目標」、「支援内容（５

領域との関連性を含む。）」、「達成時期」、「担当者・提供機関」、「留意事項」）を記載する。そ

れぞれの記載項目については、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながりを持

って作成していくことが必要であり、「利用児と家族の生活に対する意向」を踏まえて「総合

的な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」と「短期目標」、それを達成するため

の「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定することが必要である。児童発達支援計画の参

考様式及び記載例については、別添１の「個別支援計画の記載のポイント」を参照すること。 

○ 児童発達支援計画に、こども本人のニーズに応じた「支援目標」を設定し、それを達成する

ために、本ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、

「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支

援に必要な項目を適切に設定し、その上で、具体的な支援内容を設定する。 

○ 「本人支援」においては、５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）を行うことが必要

であり、支援を組み立てていくに当たっては、（１）のアセスメントにおいて、５領域の視点

を持ちながら、こどもと家族の状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析して
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そのニーズや課題を捉え、そこから必要な支援を組み立てていくことが重要であり、単に５領

域に対応する支援への当てはめを行うだけの児童発達支援計画の作成にならないよう留意す

ることが必要である。 

○ 「本人支援」における５領域との関連性については、５領域全てが関連付けられるよう記載

することを基本とするが、相互に関連する部分や重なる部分もあると考えられるため、５領域

それぞれで、一対一対応で、異なる支援目標や支援内容を設定する必要はない。ただし、５領

域のうち相互に関連する部分や重なる部分を踏まえ、これらをまとめた上で支援目標や支援

内容を設定した場合であっても、各領域との関連性についての記載は必ず行い、「本人支援」

全体として５領域全てが関連付けられるようにする必要がある。 

○ 「本人支援」においては、計画期間内に、特に重点的に取り組むものとそうではないものな

ど、支援内容の実施頻度に差がある場合も想定される。しかしながら、計画期間内における実

施頻度が低いと見込まれる支援内容であっても、こどもの生活全般を通じて５領域との関連

性が担保できるよう、５領域全てとの関連において必要な支援内容を記載することが必要で

ある。 

○ 「本人支援」において、５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）に加え、特定の領域

に重点を置いた支援を行う場合についても、児童発達支援計画に記載することが必要である。 

○ 「移行支援」については、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）を推進する観点か

ら、支援の中に「移行」という視点を取り入れ、保育所等の他のこども施策との併行利用や移

行に向けた支援、同年代のこどもとの仲間づくり等の取組を記載する。 

○ 「支援目標及び具体的な支援内容等」においては、児童発達支援の基本となる「本人支援」、

「家族支援」及び「移行支援」について必ず記載することとする。「地域支援・地域連携」に

ついては必要に応じて記載することとするが、関係者が連携しながらこどもと家族を包括的

に支援していく観点から、当該事項についても積極的に取り組むことが望ましい。 

○ 支援内容については、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「どのように」、「どのくらい」支援する

かということが、児童発達支援計画において常に明確になっていることが必要である。 

○ こどもや保護者に対し、「児童発達支援計画」を示しながら説明を行い、こどもや家族の支

援として必要な内容になっているかについて同意を得ることが必要である。 

○ 将来に対する見通しを持った上で、障害種別、障害の特性やこどもの発達の段階を丁寧に把

握し、それらに応じた関わり方を考えていくことが必要である。 

○ 支援手法については、個別活動と集団活動をそのこどもに応じて適宜組み合わせることが

必要である。 

○ 事業所等において作成した児童発達支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付を行うこと

が必要である。 

 

（３） タイムテーブルに沿った発達支援の実施 

○ 事業所等における時間をどのようにして過ごすかについて、一人一人の児童発達支援計画

を考慮し、一日の時間と活動プログラムを組み合わせたタイムテーブルを作成する。タイムテ

ーブルは、こどもの生活リズムを大切にし、日常生活動作の習得や、こどもが見通しを持って
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自発的に活動できるよう促されることが期待される。 

○ 発達支援の時間は十分に確保されなければならず、送迎の都合で発達支援の時間が阻害さ

れることのないようタイムテーブルを設定しなければならない。 

○ 活動プログラムは、こどものニーズや状況、こどもの障害種別、障害の特性、発達の段階、

生活状況等に応じて、その内容を組み立て、職員も交えながらチームで検討していくことが必

要である。提供される活動プログラムを固定化することは、経験が限られてしまうことにもな

るため、活動プログラムの組合せについて、創意工夫が求められる。活動プログラムの内容

は、本ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の内容等を十分に踏まえたものでな

ければならない。 

○ 集団活動の場合は、対象となるこどもの年齢や障害の状態の幅の広さを考慮しながら、活動

プログラムを作成する必要がある。こどもの年齢や発達上のニーズが異なることも多いこと

から、年齢別、障害種別又は発達上のニーズ別に支援グループを分けることなどの工夫も必要

である。 

 

（４） 児童発達支援計画の実施状況の把握（モニタリング） 

○ 児童発達支援計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うことになっているが、こど

もの状態や家庭状況等に変化があった場合には、６か月を待たずしてモニタリングを行う必

要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して支援の効果を測定していくためのものであ

り、単に達成しているか達成していないかを評価するものではなく、提供した支援の客観的評

価を行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断する。 

○ 障害児支援利用計画との整合性のある児童発達支援計画の作成と児童発達支援の実施が重

要であることから、モニタリング時においても、障害児相談支援事業所と相互連携を図りなが

ら、情報共有を行うことが重要である。 

  

（５） モニタリングに基づく児童発達支援計画の見直し及び児童発達支援の終結 

○ モニタリングにより、児童発達支援計画の見直しが必要であると判断された場合は、児童 

発達支援計画の積極的な見直しを行う。その際、支援目標の設定が高すぎたのか、支援内容が

合っていなかったのか､別の課題が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容等を評

価し、今後もその支援内容を維持するのか ､ 変更するのかを判断していく。現在提供してい

る児童発達支援の必要性が低くなった場合は、児童発達支援計画の支援目標の大幅な変更や

児童発達支援の終結を検討する。 

○ 児童発達支援計画の支援目標の大幅な変更や児童発達支援の終結に当たっては、事業所等

から家族や障害児相談支援事業所、保育所等の関係機関との連絡調整を実施し、障害児支援利

用計画の変更等を促す。なお、保育所等に移行する場合など、他の機関・団体に支援を引き継

ぐ場合には、これまでの児童発達支援の支援内容等について、適切に情報提供することが必要

である。 
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第５章 関係機関との連携 

障害のあるこどもの発達支援は、こども本人を支援の輪の中心として考え、様々な関係者や関係

機関が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を密にし、適切に情報を共

有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要である。 

このため、事業所等は、日頃から、市町村の障害児支援担当部局、児童福祉担当部局、教育委員

会、こども家庭センター、保健所・保健センター、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児相

談支援事業所、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校（幼稚部及び小学部）、地域

の子育て支援機関、児童委員や主任児童委員等の地域の関係機関や障害当事者団体を含む関係者、

広域的に支援を行っている児童相談所、児童家庭支援センター、発達障害者支援センター、医療的

ケア児支援センター、里親支援センター等の関係機関との連携を図り、児童発達支援が必要なこど

もが、円滑に児童発達支援の利用に繋がるようにするとともに、その後も、こどもの支援が保育所

等や学校等に適切に移行され、支援が引き継がれていくことが必要である。また、セルフプランに

より複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する

全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共有等を行うなど、特に連携を図ることが重

要である。 

さらに、こども本人を中心に考える支援の輪の中において、事業所等に期待される役割を認識し、

こどもに対し適切な支援を提供することが必要である。 

加えて、障害のあるこどもが健全に発達していくためには、地域社会とのふれあいが必要であり、

そうした観点からは事業所等が地域社会から信頼を得ることが重要であるが、そのためには、地域

社会に対して、児童発達支援に関する情報発信を積極的に行うなど、地域に開かれた事業運営を心

がけることが求められる。 

 

１．市町村との連携 

○ 支援の必要なこどもと家族を地域全体で支えていくためには、地域のニーズや資源等を把握

し、地域全体の支援の体制整備を行う市町村と連携していくことが必要である。障害児支援担

当部局、母子保健やこども・子育て支援、社会的養護等の児童福祉担当部局、教育委員会など、

こどもと家族に関わる部局は様々であり、こどもと家族を中心として包括的に支援を行ってい

く観点からも、しっかりと連携体制を構築していくことが重要である。 

○ こどもの発達支援の必要性は、新生児聴覚検査、乳幼児健康診査、市町村保健センター等の 

発達相談、保育所等の利用など様々な機会を通して気づかれるものであり、気づきの段階から

継続的な支援を行うため、母子保健やこども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支

援が必要である。 

 

２．医療機関等との連携 

○ 医療的ケアが必要なこどもや重症心身障害のあるこどもが医療機関（ＮＩＣＵ等）から在宅

生活に移行し、その後も在宅生活を継続していくために、地域の保健、医療、保育、教育等の関

係機関と連携した支援が必要である。 

○ こどもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関をあらかじ
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め定めておく必要がある。協力医療機関は、緊急時の対応が生じた場合に相談をすることが想

定されることから、できるだけ近い場所であることや、事業所等の作成する緊急時の対応マニ

ュアルを、事前に協力医療機関や保護者と共有しておくことが望ましい。特に、医療的ケアが必

要なこどもや重症心身障害のあるこどもは、事前に協力医療機関を受診し、医師にこどもの状

態について理解しておいてもらうことも必要である。 

○ こどもが服薬をしている場合には、保護者と連携を図りながら、必要に応じて、こどもの主治

医等と情報共有を行うことが重要である。 

○ 医療的ケアが必要なこどもを受け入れる場合は、こどもの状態や障害の特性に応じた適切な

支援や必要な医療的ケアを提供するため、こどもの主治医等との連携体制を整えておくことに

加え、医療的ケア児支援センターや医療的ケア児等コーディネーター等とのネットワークを構

築しておくことが重要である。 

○ 人工内耳を装用しているこどもを受け入れる場合は、こどもの状態や障害の特性に応じた適

切な支援を提供するため、こどもの主治医等との連携体制を整えておくことが重要である。 

 

３．保育所や幼稚園等との連携 

○ こどもが成長し、事業所等から地域の保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校（幼稚

部）等に移行する際には、保護者の同意を得た上で、児童発達支援計画と個別の指導計画や教育

支援計画等を含め、こどもの発達支援の連続性を図るため、こども本人の発達の状況や障害の

特性、事業所等で行ってきた支援内容等について情報を共有しながら相互理解を図り、円滑に

支援が引き継がれるようにするとともに、移行後のフォローアップを行うことが必要である。 

また、この際は、引継ぎを中心とした会議において、障害児相談支援事業所と連携することが

重要である。さらに、児童発達支援センターにおいては、保育所等の職員が障害のあるこどもへ

の対応に不安を抱える場合等に、保育所等訪問支援や地域障害児支援体制強化事業、障害児等療

育支援事業等の積極的な活用を図ることにより、適切な支援を行っていくことが重要である。 

○ こどもが事業所等と地域の保育所等の併行利用をしている場合は、当該保育所等と支援内容

等を共有するなど連携して支援に当たるとともに、必要に応じて当該保育所等における障害の

あるこどもへの支援をバックアップしていくことが重要である。 

○ 加えて、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校（幼稚部）等との交流や、同年代の障

害のないこどもと活動する機会の確保も必要である。あわせて、こどもの状態や、こどもや家族

の希望に応じて、保育所等への併行利用や移行を行うことができるよう、日頃から、保育所等へ

の理解を求めるための啓発活動を行うことが必要である。 

 

４．他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所等との連携 

○ 様々なこどもや家族を地域で支えていくためには、地域の児童発達支援センターや児童発達

支援事業所が、障害種別や障害の特性の理解、障害種別や障害の特性に応じた活動や支援方法、

支援における成功事例や困難事例等について、合同で研修を行うことやそれぞれから助言をし

あうことなどにより、連携を図りながら適切な支援を行っていく必要がある。 

○ また、発達支援上の必要性により、複数の事業所等を併せて利用するこどもについては、こど
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もの状態像や必要な支援の見立てについて共通認識を持つとともに、支援内容を相互に理解し

ておくため、保護者の同意を得た上で、他の事業所との間で、こどもの日常生活動作の状況や留

意事項、相互の支援内容や児童発達支援計画の内容等について情報共有を図ることが必要であ

る。特にセルフプランの場合には、事業所間の連携及び情報共有を図っていくことが重要であ

る。 

○ 児童発達支援センターについては、地域における連携・ネットワーク構築の核として、自治体

や地域の事業所と積極的に連携を図りながら、地域の事業所へのスーパーバイズやコンサルテ

ーションの実施、研修や事例検討会の開催等を行うことも必要である。 

○ また、障害の特性を踏まえて、発達障害者支援センター、医療的ケア児支援センター、医療機

関等の専門性を有する専門機関や地域のセーフティーネット機能である障害児入所施設と連携

し、助言や研修等を受けることや、特定の分野に強みを有する事業所と連携して支援を進める

ことも必要である。 

 

５．学校や放課後等デイサービス事業所等との連携 

○ 小学校や特別支援学校（小学部）に進学する際には、児童発達支援計画と個別の教育支援計画

等を含め、こどもの発達支援の連続性を図るため、保護者の同意を得た上で、こども本人の発達

の状況や障害の特性、事業所等で行ってきた支援内容等について情報を共有しながら相互理解

を図り、円滑に支援が引き継がれるようにすることが必要である。 

○ 児童発達支援センターにおいては、小学校や特別支援学校（小学部）への保育所等訪問支援等

の実施により、進学先において、こどもの支援が継続できるようにしていくことも必要である。 

○ 放課後等デイサービスの利用を開始する場合についても、放課後等デイサービス計画の適切

な作成や、こどもの発達支援の連続性を踏まえた円滑な支援の提供を進める観点から、学校の

場合と同様に情報の共有が必要である。また、放課後等デイサービスの利用開始後も、より適切

な発達支援を実施するために連携体制を継続し、必要な情報提供や助言を行うことが望ましい。

なお、放課後児童クラブを利用する場合についても同様である。 

○ こうした支援の移行の際は、引継ぎを中心とした会議において、障害児相談支援事業所と連

携することが重要である。 

 

６．こども家庭センターや児童相談所との連携 

○ 特に支援を要する家庭（不適切な養育や虐待の疑い等）のこどもに対して支援を行うに当た

っては、日頃から、こどもの心身の状態、家庭での養育の状況等についての把握に努めるととも

に、障害児施策だけで完結するのではなく、障害福祉施策、母子保健施策、子ども・子育て支援

施策、社会的養護施策等の関係機関と連携し、課題に対応していく視点が必要である。 

○ 虐待が疑われる場合には、速やかに事業所等内で情報共有を行うとともに、市町村が設置す

る要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所やこども家庭センター、児童家庭

支援センター、市町村の児童虐待防止窓口、保健所等の関係機関と連携して対応を図る必要が

ある。 

○ こども家庭センターによる支援が必要な場合や既に支援が行われている場合には、こどもや
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家族への支援が切れ目なく包括的に行われるよう、こども家庭センターと連携を図っていくこ

とが必要である。 

○ 事業所等を利用するこどものきょうだいが、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に

行っている状況にあるなど、ヤングケアラーであると疑われる場合においても、速やかに事業

所等内で情報共有を行うとともに、こども家庭センターをはじめとした関係機関と連携して、

その家庭が必要とする支援につなげていくことが重要である。そのためには、各自治体のヤン

グケアラー担当部署等が実施する関係機関職員研修への参加等により、ヤングケアラーについ

て正しい理解を持つ必要がある。 

 

７. （自立支援）協議会等への参加や地域との連携 

○ 事業所等は、（自立支援）協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議、要保護児童対策地

域協議会等へ積極的に参加すること等により、関係機関・団体等と連携して、地域支援体制を構

築していく必要がある。 

○ 日頃から地域の行事や活動に参加できる環境をつくるため、自治会や地域の会合に参加する

ことや、地域のボランティア組織と連絡を密にすること等の対応が必要である。また、地域住民

との交流活動や地域住民も参加できる行事の開催など、地域との関わりの機会を確保すること

も重要である。 

 

第６章 児童発達支援の提供体制  

 

１．定員 

設置者・管理者は、設備、職員等の状況を総合的に勘案し、適切な支援の環境と内容を確保する

とともに、障害のあるこどもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、適切な利用定員を定

めることが必要である。  

   

２．職員配置及び職員の役割    

（１） 適切な職員配置 

○ 児童発達支援センターにおいては、管理者、嘱託医、児童発達支援管理責任者、児童指導

員及び保育士、機能訓練担当職員（機能訓練を行う場合）、看護職員（医療的ケアを行う場

合）の配置が必須である。また、幅広い発達段階や多様な障害の特性に応じた児童発達支援

を提供するためには、保育士、児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担

当職員、看護職員を配置するなど、多職種連携によるチームアプローチが可能な支援体制を

整えることが望ましい。 

○ 児童発達支援事業所においては、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育

士、機能訓練担当職員（機能訓練を行う場合）、看護職員（医療的ケアを行う場合）の配置

が必須であり、主に重症心身障害のあるこどもに対して児童発達支援を行う場合は、管理

者、児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士に加え、嘱託医、看護師、機能訓練担

当職員の配置を行い、医療的ケア等の体制を整える必要がある。 
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○ 常時見守りが必要なこどもや医療的ケアが必要なこども、重症心身障害のあるこども等

への支援のために、児童指導員又は保育士、看護師について、人員配置基準を上回って配置

することも考慮する必要がある。 

○ 児童発達支援管理責任者が個々のこどもについて作成する児童発達支援計画に基づき、

適切な知識と技術をもって活動等が行われるよう、支援に当たる職員を統括する指導的役

割の職員の配置など、支援の質の確保の観点から、適切な職員配置に留意する必要がある。 

 

（２） 設置者・管理者の責務 

○ 設置者・管理者は、事業所等の役割や社会的責任を遂行するために、法令等を遵守し、設

置者・管理者としての専門性等の向上を図るとともに、児童発達支援の質及び職員の資質向

上のために必要な環境の確保を図らなければならない。 

○ 設置者・管理者は、事業所等が適切な支援を安定的に提供することにより、障害のあるこ

どもの発達に貢献するとともに、こどもや家族の満足感、安心感を高めるために、組織運営

管理を適切に行わなければならない。 

○ 設置者・管理者は、職員一人一人の倫理観及び人間性を把握し、職員としての適性を的確

に判断するとともに、職員がキャリアパスに応じた研修等に参加することができるよう職

員の勤務体制等を工夫し、職員一人一人の資質及び専門性の向上の促進を図らなければな

らない。 

○ 設置者・管理者は、質の高い支援を確保する観点から、職員が心身ともに健康で意欲的に

支援を提供できるよう、労働環境の整備を図る必要がある。 

 

（３） 設置者・管理者による組織運営管理 

設置者・管理者は、事業所の運営方針や支援プログラム、児童発達支援計画、日々の活動

に関するタイムテーブルや活動プログラムについて、児童発達支援管理責任者及び職員の

積極的な関与のもとでＰＤＣＡサイクルを繰り返し、事業所が一体となって不断に支援の

質の向上を図ることが重要である。 

また、設置者・管理者は、ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことによって、継続的に事業運営

を改善する意識を持って、児童発達支援管理責任者及び職員の管理及び事業の実施状況の

把握その他の管理を行わなければならない。 

 

① 運営規程の設定・見直しと職員への徹底  

○ 設置者・管理者は、事業所ごとに、運営規程を定めておくとともに、児童発達支援管理

責任者及び職員に運営規程を遵守させなければならない。運営規程には以下の重要事項

を必ず定めておく必要がある。 
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○ 事業の目的及び運営方針は、本ガイドラインに記載されている児童発達支援の役割や

児童発達支援の提供すべき内容、地域でのこどもや家族の置かれた状況、児童発達支援が

公費により運営される事業であること等を踏まえ、適切に設定する。 

○ 事業の目的及び運営方針の設定や見直しに当たっては、児童発達支援管理責任者及び

職員が積極的に関与できるように配慮する。 

○ 児童発達支援管理責任者及び職員の採用に当たっては、事業所の目的及び運営方針を

はじめとした運営規程の内容を丁寧に説明するとともに、採用後も様々な機会を通じて

繰り返しその徹底を図ることが重要である。 

 

② 複数のサイクル（年・月等）での目標設定と振り返り 

○ ＰＤＣＡサイクルにより不断に業務改善を進めるためには、児童発達支援管理責任者及

び職員が参画して、複数のサイクル（年間のほか月間等）で事業所等としての業務改善の

目標設定とその振り返りを行うことが必要である。 

 

③ 自己評価の実施・公表・活用 

○ 運営基準において定められている自己評価については、別添２の「障害児通所支援事業所

における事業所全体の自己評価の流れ」を参考に、以下の項目について、「従業者向け児童

発達支援評価表」（別紙１）を活用した事業所等の職員による事業所の支援の評価（以下「従

業者評価」という。）及び「保護者向け児童発達支援評価表」（別紙２）を活用した保護者に

よる事業所評価（以下「保護者評価」）を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全

体として行う必要がある。 

【運営規程の重要事項】 

・事業の目的及び運営の方針 

・従業者の職種、職員数及び職務の内容 

・営業日及び営業時間 

・利用定員 

・児童発達支援の内容並びに保護者から受領する費用の種類及びその額 

・通常の事業の実施地域 

・支援の利用に当たっての留意事項 

・緊急時等における対応方法 

・非常災害対策 

・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

・虐待の防止のための措置に関する事項 

・その他運営に関する重要事項 
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○ 事業所等は、従業者評価及び保護者評価を踏まえた事業所全体としての自己評価の結

果、さらに強化・充実を図るべき点（事業所等の強み）や、課題や改善すべき点（事業所

等の弱み）を職員全員の共通理解の下で分析し、課題や改善すべき点と考えられる事項に

ついて、速やかにその改善を図る必要がある。 

○ 事業所等の自己評価の結果及び保護者評価の結果並びにこれらの評価を受けて行った

改善の内容については、「事業所における自己評価総括表（公表）」（別紙３）及び「保護者

からの事業所評価の集計結果（公表）」（別紙４）を含む「事業所における自己評価結果（公

表）」（別紙５）を用いて、概ね１年に１回以上、保護者に示すとともに、広く地域に向け

て、インターネットのホームページや会報等で公表しなければならない。保護者に示す方

法としては、園だよりなど事業所等で発行している通信に掲載したり、こどもの送迎時な

どの際に保護者の目につきやすい場所に掲示したりする方法が考えられる。 

○ 事業所等は、自己評価の結果及び保護者評価の結果並びにこれらの評価を受けて明ら

かになった事業所等の強みや弱みを踏まえ、全職員が一体となって、日々の支援の中で、

さらなる支援の充実や改善に向けて取組を進めていく必要がある。 

○ また、この事業所等による自己評価のほか、可能な限り、第三者による外部評価を導入

して、事業運営の一層の改善を図ることが必要である。 

    

   ④ 支援プログラムの作成・公表 

    ○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、５領域（｢健康・

生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣）

との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画（支援プログラム）を

作成する必要がある。支援プログラムの作成に当たっては、別添３の「児童発達支援等に

おける支援プログラムの作成及び公表の手引き」を参考にすること。 

○ 作成された支援プログラムについては、事業所等の職員に対し理解を促し、これに基づ

き適切な支援の提供を進めていくとともに、利用者や保護者等に向けて、重要事項説明書

や個別支援計画等の説明時に併せて丁寧に説明し、インターネットのホームページや会

報等で公表していくことが求められる。支援プログラムの公表については、令和６年度中

は努力義務とされているが、総合的な支援の推進と支援の見える化を進める観点から、取

【評価項目】 

・こども及び保護者の意向、こどもの適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支

援を提供するための体制の整備の状況 

・従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

・設備及び備品等の状況 

・関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

・こども及び保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況 

・緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

・業務の改善を図るための措置の実施状況 
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組を進めることが望ましい。なお、支援プログラムの内容に変更があった場合は、速やか

に変更後の支援プログラムを公表することが望ましい。 

 

⑤ 都道府県等への事業所等の情報の報告 

 ○ こどもの個々のニーズに応じた質の高い支援の選択や、事業所等が提供する支援の質

の向上に資することを目的として、障害福祉サービス等情報公表制度の仕組みがあり、事

業所等は、都道府県等に対し、事業所等の情報（所在地や従業員数、営業時間や支援内容

等）を報告する必要がある。 

 

⑥ 職場内のコミュニケーションの活性化等 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善が適切に効果を上げるには、現状の適切な認識・把握

と、事業所等における職員間の意思の疎通・情報共有が重要である。 

○ 支援の提供に関する日々の記録については、支援の質の向上の観点から、児童発達支援

管理責任者が把握する以外に、職員同士で情報共有を図ることも有用である。職場での何

でも言える雰囲気作りや職員同士のコミュニケーションの活性化も設置者・管理者の重

要な役割である。 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援計画の作成・モニタリング・変更の結果について、児

童発達支援管理責任者から報告を受けるなど、児童発達支援管理責任者や職員の業務の

管理及び必要な指揮命令を行う。 

○ 支援内容の共有や職員同士のコミュニケーションの活性化が、事業所内における虐待

の防止や保護者による虐待の早期発見に繋がるものであることも認識しておくとともに、

設置者・管理者も、職員による適切な支援が提供されているか、日々把握しておく必要が

ある。 

 

⑦ こどもや保護者の意向等の把握 ・活用 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善を進める上では、事業所等による従業者評価及び保

護者評価を踏まえた自己評価だけでなく、アンケート調査等を実施して、支援を利用する

こどもや保護者の意向や満足度を把握することも重要である。 

○ 特に、こどもや保護者の意向等を踏まえて行うこととした業務改善の取組については、

こども及び保護者に周知していくことが必要である。 

 

⑧ 支援の継続性 

○ 児童発達支援は、こどもや家族への支援の継続性の観点から、継続的・安定的に運営す

ることが必要である。やむを得ず事業を廃止し又は休止しようとする時は、その一月前ま

でに都道府県知事等に届け出なければならない。この場合、こどもや保護者に事業の廃止

又は休止しようとする理由を丁寧に説明するとともに、他の事業所等を紹介するなど、こ

どもや家族への影響が最小限に抑えられるように対応することが必要である。 
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３．施設及び設備 

○ 事業所等は、児童発達支援を提供するための設備及び備品を適切に備えた場所である必要が

ある。設置者・管理者は、様々な障害のあるこどもが安全に安心して過ごすことができるようバ

リアフリー化や情報伝達への配慮等、個々のこどもの障害の特性に応じた工夫が必要である。 

○ 児童発達支援事業所の発達支援室については、床面積の基準は定められていないが、児童発

達支援センターの場合は、こども一人当たり２．４７㎡の床面積が求められていることを参考

としつつ、適切なスペースの確保に努めることが必要である。 

○ こどもが生活する空間については、発達支援室のほか、おやつや昼食がとれる空間、静かな遊

びのできる空間、雨天等に遊びができる空間、こどもが体調の悪い時等に休息できる静養空間、

年齢に応じて更衣のできる空間等を工夫して確保することが必要である。 

また、遊具や室内のレイアウト・装飾にも心を配り、こどもが心地よく過ごせるように工夫す

ることが必要である。 

○ 屋外遊びを豊かにするため、屋外遊技場の設置や、近隣の児童遊園・公園等を有効に活用する

ことが必要である。 

○ 備品については、障害種別、障害の特性及び発達状況に応じて備えることが必要である。 

 

４．衛生管理、安全管理対策等 

設置者・管理者は、障害のあるこどもや保護者が安心して事業所等の支援を受け続けられるよ

うにするため、こどもの健康状態の急変や感染症の発生、非常災害や犯罪、事故の発生などに対応

するマニュアルの策定やその発生を想定した訓練、関係機関・団体との連携等により、事業所等を

運営する中で想定される様々なリスクに対し、日頃から十分に備えることが必要である。 

重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等に

ついては、追って示す「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」や、「教育・保育施設等に

おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参照すること。 

 

 （１） 衛生管理・健康管理 

設置者・管理者は、感染症の予防や健康維持のために、職員に対し常に清潔を心がけさせ、

手洗い、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要である。事業所等におけ

る感染症対策については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュア

ル」を参考にすること。 

 

① 感染症及び食中毒 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、事業所等における感染症や食中毒の予防・まん延の防

止のため、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施

が求められている。これらの実施に当たっては、「障害福祉サービス事業所等における感染対

策指針作成の手引き」を参考にすること。 

○ 設置者・管理者は、感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努める必要がある。感

染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じて、市町村、保健所等に連絡をし、必要な措置を
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講じて二次感染を防ぐことが重要である。 

○ 設置者・管理者は、活動や行事等で食品を提供する場合は、衛生管理を徹底し、食中毒の発

生を防止する必要がある。 

○ 設置者・管理者は、市町村や保健所等との連携のもと、感染症又は食中毒が発生した場合の

対応や、排泄物又は嘔吐物等に関する処理方法についての対応マニュアルを策定し、職員に周

知徹底を図るとともに、マニュアルに沿って対応できるようにすることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、こどもの健康状態の把握及び感染症発生の早期発見のために、こどもの

来所時の健康チェック及び保護者との情報共有の体制を構築しておくことが必要である。ま

た、感染症の発生動向に注意を払い、インフルエンザやノロウイルス等の感染症の流行時に

は、こどもの来所時の健康チェック及び保護者との情報共有体制を強化する必要がある。さら

に、新型コロナウイルスやインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症により集団感染の恐れが

ある場合は、こどもの安全確保のために、状況に応じて休所とする等の適切な対応を行うとも

に、保護者や関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。 

○ また、感染症が発生した場合であっても、重要な事業を継続又は早期に業務再開を図るた

め、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、ＢＣＰに従い、職員に対して必要な研修及

び訓練（シミュレーション）を実施することが必要である。特に、新興感染症の場合は、イン

フルエンザやノロウイルス等の感染症と異なる対応も想定されることを念頭に置きながら、

ＢＣＰの策定や研修及び訓練（シミュレーション）を実施することが必要である。ＢＣＰの策

定に当たっては、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業

務継続ガイドライン」を参考にすること。 

 

② アレルギー対策 

○ 設置者・管理者は、食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づき、食事や

おやつを提供する際に、除去食や制限食で対応できる体制を整えるとともに、保護者と協力し

て適切な配慮に努めることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、事業所等で飲食を伴う活動を実施する際は、事前に提供する内容につい

て具体的に示した上で周知を行い、誤飲事故や食物アレルギーの発生予防に努める必要があ

る。特に、食物アレルギーについては、こどもの命に関わる重大な事故を引き起こす可能性も

あるため、危機管理の一環として対応する必要がある。そのため、保護者と留意事項や緊急時

の対応等（「エピペン®」の使用や消防署への緊急時登録の有無等）についてよく相談し、職員

全員が同様の注意や配慮ができるようにしておくことが重要である。 

 

③ その他 

○ 職員は、事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しておくととも

に、こどもの健康管理に必要となる器械・器具の管理等を適正に行う必要がある。 

○ 設置者・管理者は、重症心身障害のあるこどもなど、全身性障害があるこどもについては、

常に骨折が起こりやすいことを念頭におき、適切な介助が行える体制を整えるとともに、誤嚥

性肺炎を起こさないよう、摂食時の姿勢や車椅子の角度等の調整、本人の咀嚼・嚥下機能に応
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じた適切な食事の介助を計画的・組織的に行えるようにすることが必要である。 

 

（２） 非常災害対策・防犯対策 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、非常災害に備えて消火設備等の必要な設備を設けると

ともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の避難方法や、関係機関・団体への

通報及び連絡体制を明確にし、それらを定期的に職員や保護者に周知することが求められて

いる。また、設置者・管理者や職員は、こどもの障害種別や障害の特性に応じた災害時対応に

ついて、日頃から理解しておくことが重要である。なお、聴こえない又は聴こえにくいこども

や職員、保護者がいる場合は、併せて、視覚で分かる緊急サイレンや合図など、事前に準備し

ておくことが必要である。 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行わなければならない。訓練を行うに当たっては、地震や火事、風水害など非常災害の内

容を明確にした上で、それぞれの災害に対する訓練を行うことが重要である。 

○ 設置者・管理者は、重大な災害の発生や台風の接近等により危険が見込まれる場合には、こ

どもの安全確保のために、状況に応じて事業所等を休所とする等の適切な対応を行う必要が

ある。このため、保護者と連絡体制や引き渡し方法等を確認しておくとともに、市町村の支援

の下、保育所等の関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。また、地震や風水

害等の緊急事態に対して、重要な事業を継続又は早期に業務再開を図るための事業継続計画

（ＢＣＰ）を策定するともに、ＢＣＰに従い、職員に対して必要な研修及び訓練（シミュレー

ション）を実施することが必要である。ＢＣＰの策定に当たっては、「障害福祉サービス事業

所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参考にすること。 

○ 障害のあるこどもについては、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされており、そ

の作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握する福祉専門職等の関係者の参画が極めて

重要であるとされていることから、保護者のほか、相談支援事業所や主治医の参画が想定さ

れるため、当該相談支援事業所等との間で、災害発生時の対応について綿密に意思疎通を図

っておくことが重要であり、設置者・管理者は、職員に徹底する必要がある。 

○ 医療的ケアが必要なこどもに関する災害時の対応については、事業所の周辺環境から災害

リスクを想定し、医療的ケアの内容やこどもの特性に応じて適切な災害対応を検討する必要

があり、対応の検討に当たっては、「保育所における医療的ケア児の災害時対応ガイドライン」

も参考にすること。 

○ 設置者・管理者は、外部からの不審者の侵入を含め、こどもが犯罪に巻き込まれないよう、

事業所として防犯マニュアルの策定や、地域の関係機関・団体等と連携しての見守り活動、こ

ども自身が自らの安全を確保できるような学びの機会など、防犯対策としての取組を行う必

要がある。 

 

（３） 緊急時対応 

○ 職員は、こどもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、速やかに保護者、協力医療

機関及び主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 
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○ 設置者・管理者は、緊急時における対応方法についてのマニュアルを策定するとともに、職

員が緊急時における対応方針について理解し、予め設定された役割を果たすことができるよ

うに訓練しておく必要がある。 

また、設置者・管理者は、例えば、てんかんのあるこどもが急な発作を起こした場合に速や

かに対応できるよう、個々のこどもの状況に応じて、緊急時の対応方法や搬送先等について個

別のマニュアルを策定し、職員間で共有することも必要である。 

○ 職員は、医療的ケアを必要とするこども等の支援に当たっては、窒息や気管出血等、生命に

関わる事態への対応を学び、実践できるようにしておく必要がある。 

○ 職員は、こどものケガや病気の応急処置の方法について、日頃から研修や訓練に参加し、救

急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、「エピペン®」等の使

用）に関する知識と技術の習得に努めることが必要である。また、緊急時の応急処置に必要な

物品についても常備しておくことが重要であり、設置者・管理者は、ＡＥＤを設置することが

望ましい。 

 

（４） 安全管理対策 

 ○  設置者・管理者は、運営基準により、設備の安全点検、職員やこども等に対する事業所外

での活動・取組等を含めた事業所等での生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓

練その他の安全に関する事項について、安全計画を策定するとともに、職員に周知し、安全

計画に従って研修及び訓練を定期的に行うことが求められている。また、保護者との連携が

図られるよう、保護者に対して安全計画に基づく取組の内容を周知することも必要である。 

○ 設置者・管理者は、支援の提供中に起きる事故やケガを防止するために、安全計画の内容も

踏まえ、事業所内や屋外の環境の安全性について、チェックリストを用いて点検するととも

に、活動や事業所等の実情に応じ、リスクの高い場面（例えば、食事、プール、移動、送迎、

屋外活動などの場面）において職員が気を付けるべき点や役割等を明確にした安全管理マニ

ュアルを作成することが重要である。作成後は、これらに基づき、毎日点検し、必要な補修等

を行い、危険を排除することが必要である。 

また、職員は、衝動的に建物から出てしまうこども等もいるため、こどもの特性を理解した

上で、必要な安全の確保を行うことが必要である。 

○ 活動場面によって注意すべき事項が異なるため、職員は、活動場所や内容等に留意した事故

の発生防止に取り組むことが必要である。例えば、送迎、睡眠中、プール活動・水遊び中、食

事・おやつ中など、それぞれの場面に応じて具体的な注意喚起を促す必要がある。 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることが求められている。設置者・管理者

は、指定権者である都道府県、支給決定の実施主体である市町村及び事業所等の所在する市町

村が、どのような事故の場合に報告を求めているかや、事故が発生した場合にどのような方法

により報告を求めているかについて、必ず都道府県や市町村のホームページ等で確認し、適切

な対応を行う必要がある。なお、事故の種類を問わず、家族には、事故が発生した場合は必ず

連絡を行い、こども本人や家族の気持ちを考え、誠意ある対応を行う必要がある。事業所等に
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おいては、こうしたことを踏まえ、事故発生直後の初期対応の手順の明確化や、必要となる連

絡先リストの作成等を行うことが必要となる。 

○ 設置者・管理者は、発生した事故事例の検証や、事故につながりそうなヒヤリ・ハット事例

の情報を収集し、検証を行う機会を設けるとともに、事故原因の共有と再発防止の取組につい

て、全ての職員に共有することが必要である。 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、送迎や事業所外での活動のために自動車を運行する場

合は、こどもの乗降時の際に点呼を行うなど、こどもの所在を確実に把握することができる方

法により所在を確認するとともに、自動車にブザー等の安全装置を装備することが求められ

ている。 

○ 医療的ケアを必要とするこどもについては、人工呼吸器や痰の吸引機等の医療機器の電源

の確保やバッテリー切れの防止、酸素ボンベや酸素チューブ、気管チューブ等の安全管理、ア

ラームへの即時対応などに常に留意する必要がある。また、職員の見守り等により、こども同

士の接触によるチューブの抜去などの事故の防止にも取り組む必要がある。 

 

５．適切な支援の提供 

○ 設置者・管理者は、設備や職員等の状況を総合的に勘案し、適切な支援の環境と内容が確保さ

れるよう、障害のあるこどもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、利用定員の規模や、

室内のレイアウトや装飾等に心を配り、必要に応じて改善を図ることが必要である。 

○ 職員は、支援プログラムや児童発達支援の提供すべき支援の内容等について理解するととも

に、児童発達支援計画に沿って、それぞれのこどもの障害種別、障害の特性、発達の段階、生活

状況に細やかに配慮しながら支援を行うことが必要である。 

○ 職員は常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケーションが取れるようにすることが必要で

ある。 

○ 支援開始前には職員間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内容や役割分担につい

て把握することが必要である。 

○ 支援終了後に職員間で打合せを実施し、その日の支援の振り返りをし、こどもや家族との関

わりで気づいた点や、気になった点について職員間で共有することも重要である。 

○ 職員は、その日行った支援の手順、内容、こどもの反応や気づきについて、記録をとらなけれ

ばならない。また、日々の支援が支援目標や児童発達支援計画に沿って行われているか、記録に

基づいて検証し、支援の改善や自らのスキルアップに繋げていく必要がある。 

○ なお、事業所等に通所しているこどもと保育所等に通園しているこどもが、一日の活動の中

で一緒に過ごす時間を持ち、それぞれの職員が混合して支援を行うなど、一体的な支援を提供

する場合は、障害のあるこどもの支援に支障がないように留意しながら取組を進める必要があ

る。詳細は、「保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等について」（令和４年

12 月 26 日事務連絡）を参照すること。 

 

６．保護者との関わり 

職員は、こどもや保護者の満足感、安心感を高めるために、提供する支援の内容を保護者ととも
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に考える姿勢を持ち、こどもや保護者に対する丁寧な説明を常に心がけ、こどもや保護者の気持

ちに寄り添えるように積極的なコミュニケーションを図る必要がある。 

 

（１） 保護者との連携  

○ 職員は、日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や発達上のニー

ズについて共通理解を持つことが重要である。このため、医療的ケアや介助の方法、適切な

姿勢、気になること等について、連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要であ

る。また、保護者の希望やニーズに応じて、こどもの行動変容を目的として、保護者がこど

もの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶペアレント・トレーニン

グ等を活用しながら、共にこどもの育ちを支えられるよう支援したり、環境整備等の支援を

行ったりすることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、送迎時の対応について、事前に保護者と調整しておくことが必要であ

る。また、事業所等内でのトラブルやこどもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に

保護者と調整し、その内容について職員間で周知徹底しておく必要がある。 

○ 設置者・管理者は、職員が行う保護者への連絡や支援について、随時報告を受けることや

記録の確認等により、把握・管理することが必要である。 

 

（２） こどもや保護者に対する説明等 

職員は、こどもや保護者が児童発達支援を適切かつ円滑に利用できるよう、適切な説明を

十分に行うとともに、必要な支援を行う責務がある。 

 

① 運営規程の周知 

○ 設置者・管理者は、運営規程について、事業所内の見やすい場所に掲示する等により、

その周知を図る必要がある。 

 

② こどもや保護者に対する運営規程や支援プログラム、児童発達支援計画の内容について

の丁寧な説明 

○ 設置者・管理者は、こどもや保護者に対し、利用申込時において、運営規程や支援プロ

グラム、支援の内容を理解しやすいように説明を行う必要がある。特に、支援の内容、人

員体制（資格等）、利用者負担、苦情解決の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項につい

ては文書化の上、対面で説明する。 

○ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の内容について、その作成時、変更時に

こどもと保護者に対して丁寧に説明を行う必要がある。 

○ 聴こえない又は聴こえにくいこどもや保護者の場合には、これらの説明に際して、どの

ような方法による説明を希望するか確認の上、丁寧に対応することが求められる。 

 

③ 家族に対する相談援助等 

○ 職員は、家族が相談しやすいような関係性や雰囲気をつくっていくことが必要である。
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そのためには、日頃から家族と意思疎通を図りながら、信頼関係を構築していくことが重

要である。 

○ 職員は、家族が悩みなどを自分だけで抱え込まないように、家族からの相談に適切に応

じ、信頼関係を築きながら、家族の困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行うこ

とも必要である。例えば、定期的な面談や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に関する

相談援助を行ったり、こどもの障害特性についての理解が促されるような支援を行った

りすることが必要である。 

○ 職員は、父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりすることにより、保護

者同士が交流して理解を深め、保護者同士のつながりを密にして、安心して子育てを行っ

ていけるような支援を行うことが必要である。また、「家族支援」は、対象を保護者に限

った支援ではなく、きょうだいや祖父母等への支援も含まれる。特にきょうだいは、心的

負担等から精神的な問題を抱える場合も少なくないため、例えば、きょうだい向けのイベ

ントを開催する等の対応を行っていくことも必要である。 

○ 設置者・管理者は、職員に対して、定期的な面談や家族に対する相談援助を通じた「家

族支援」について、その適切な実施を促すとともに、随時報告を受けることや記録の確認

等により、把握・管理する必要がある。 

 

④ 苦情解決対応  

○ 設置者・管理者は、児童発達支援に関するこどもや家族からの苦情（虐待に関する相談

を含む。）について、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口や苦

情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置、解決に向けた手順の整理等、迅速か

つ適切に解決が図られる仕組みを構築することが必要である。 

○ 設置者・管理者は、苦情受付窓口について、こどもや家族に周知するとともに、第三者

委員を設置している場合には、その存在についても、こどもや家族に周知する必要がある。 

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応する必要がある。 

○ 苦情が発生した場合の迅速かつ適切な対応は重要であるが、苦情につながる前にリス

クマネジメントをすることで防ぐことが可能な苦情もあることから、苦情になる前のリス

クマネジメントを行うことも重要である。 

○ 暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）

等についても、その対策について検討することが必要である。 

 

⑤ 適切な情報提供 

○ 事業所等は、定期的に通信等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこど

もや家族に対して発信することが必要である。 

○ こどもや家族に対する情報提供に当たっては、視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応

じて、手話等による情報伝達を行うなど丁寧な配慮が必要である。 
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７．地域に開かれた事業運営 

○ 設置者・管理者は、地域住民の事業所等に対する理解の増進や地域のこどもとしての温かい

見守り、地域住民との交流活動の円滑な実施等の観点から、ホームページや会報等を通じて、事

業所等の活動の情報を積極的に発信することや、事業所等の行事に地域住民を招待することな

ど、地域に開かれた事業運営を図ることが必要である。 

○ 実習生やボランティアの受入れは、事業所等と実習生やボランティア双方にとって有益であ

り、設置者・管理者は、積極的に対応することが望ましい。ただし、実習生やボランティアの受

入れに当たっては、事故が起きないよう適切な指導を行う等の対応が必要である。また、実習生

やボランティアが、事業所等の理念や支援の内容、障害のあるこどもに対する支援上の注意事

項等をしっかりと理解し、適切に対応できるよう、丁寧に説明することが必要である。 

 

８．秘密保持等  

○ 設置者・管理者は、職員等（実習生やボランティアを含む。以下同じ。）であった者が、その

業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、誓約書の提出や雇用契約に明記するなど、必要

な措置を講じなければならない。 

○ 職員は、関係機関・団体にこどもや家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により

保護者等の同意を得ておかなければならない。また、ホームページや会報等にこども又は家族

の写真や氏名を掲載する際には、保護者等の許諾を得ることが必要である。 

○ 職員等は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしては

ならない。  

 

９．職場倫理 

○ 職員は、倫理規範を尊重し、常に意識し、遵守することが求められる。また、支援内容の質の

向上に努めなければならない。これは、児童発達支援で活動する実習生やボランティアにも求

められることである。 

○ 職員に求められる倫理として、次のようなことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

○ 職員は、こどもに直接関わる大人として身だしなみに留意することが求められる。 

 

第７章 支援の質の向上と権利擁護 

 

１．支援の質の向上への取組 

児童福祉法第 21 条の５の 18 第２項の規定により、事業者は、その提供する障害児通所支援の

・ こどもの人権尊重と権利擁護、こどもの個人差ヘの配慮に関すること。 

・ 性別、国籍、信条又は社会的な身分による差別的な取扱の禁止に関すること。 

・ こどもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止に関すること。 

・ 個人情報の取扱いとプライバシーの保護に関すること。 

・ こどもや家族、地域住民への誠意ある対応と信頼関係の構築に関すること。 
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質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなけれ

ばならない。そのためには、設置者・管理者は、自己評価の実施と評価結果に基づく改善を行うと

ともに、「第三者評価共通基準ガイドライン（障害者・児福祉サービス解説版）」等により、第三者

による外部評価を活用することも有効である。 

また、適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質を向上させるためには、支援に関わる

人材の知識・技術を高めることが必要であり、そのためには、設置者・管理者は、様々な研修の機

会を確保するとともに、知識・技術の習得意欲を喚起することが重要である。 

さらに、職員が事業所等における課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることが

できる体制を構築するためには、日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢が重要である。その

ため、設置者・管理者は、事業所等において職場研修を実施し、職員は当該研修を通じて、常に自

己研鑽を図る必要がある。 

加えて、設置者・管理者は、職員が外部で行われる研修等へ積極的に参加できるようにし、職員

が必要な知識・技術の習得、維持及び向上を図ることができるようにする必要がある。 

 

（１） 職員の知識・技術の向上  

○ 職員の知識・技術の向上は、児童発達支援の内容の向上に直結するものであり、職員の知

識・技術の向上の取組は、設置者・管理者の重要な管理業務の一つである。 

○ 設置者・管理者は、職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、その計画に係る研修

の実施又は研修の機会を確保することが必要である。資質の向上の支援に関する計画の策定

に際しては、職員を積極的に参画させることが必要である。 

○ 児童発達支援を適切に提供する上で、児童発達支援に期待される役割、障害のあるこども

の発達の段階ごとの特性、障害種別・障害の特性、こどもと家族に対する適切なアセスメン

トと支援の内容・方法、関連する制度の仕組み、関係機関・団体の役割、児童虐待への対応、

障害者権利条約の内容等を理解することが重要であり、設置者・管理者は、職員に対してこ

うした知識の習得に向けた意欲を喚起する必要がある。 

○ 障害種別・障害の特性に応じた支援や発達の段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な

技術を職員が習得することが、こどもの発達支援や二次障害の予防、家庭養育を支えるとい

った視点から重要であり、設置者・管理者は、職員に対してこうした技術の習得に向けた意

欲を喚起する必要がある。 

 

（２） 研修の受講機会等の提供 

○ 設置者・管理者は、職員の資質の向上を図るため、研修の実施等を行う必要がある。具体

的には、自治体や児童発達支援センター、障害児支援関係団体が実施する研修等への職員の

参加、事業所等における研修会や勉強会の開催（本ガイドラインを使用した研修会や勉強会

等）、事業所等に講師を招いての研修会の実施、職員を他の事業所等に派遣しての研修、事業

所内における職員の自己研鑽のための図書の整備等が考えられる。また、医療的ケアが必要

なこどもや重症心身障害のあるこどもに対し、適切な支援が行われるよう、職員に喀痰吸引

等の研修を受講させることが必要である。さらに、強度度行動障害を有するこどもに対し、
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適切な支援が行われるよう、強度行動障害支援者養成研修や中核的人材養成研修を受講させ

ることも必要である。 

○ 児童発達支援管理責任者は、職員に対する技術指導及び助言を行うことも業務となってお

り、設置者・管理者は、事業所内における研修の企画等に当たっては、児童発達支援管理責任

者と共同して対応していくことが必要である。 

 

（３） 児童発達支援センターによるスーパーバイズ・コンサルテーションの活用 

○ 児童発達支援センターには、地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コン

サルテーション機能（支援内容等の助言・援助）を有することが求められており、対応が難

しいこどもや家族をはじめ、個別ケースへの支援も含めた障害児通所支援事業所全体への支

援が行われることが期待される。具体的には、直接個別の事業所に訪問して行うものや、事

業所が児童発達支援センターを来訪して行うものなど、様々な方法が考えられる。 

○ 地域の障害児通所支援事業所においては、児童発達支援センターとの連携を図りながら、

スーパーバイズ・コンサルテーションを受けることにより、支援の質の向上につなげていく

ことが望ましい。 

○ スーパーバイズ・コンサルテーションを効果的に活用するためには、提供する児童発達  

支援センターとこれを受ける事業所の相互理解や信頼関係の構築が重要であり、相互が理念

や支援の手法を明確にして取り組んでいくことが必要である。 

○ 詳細は、追って示す「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制

整備の手引き」を参照すること。 

 

２．権利擁護 

障害のあるこどもの支援に当たっては、こどもの権利条約、障害者権利条約、こども基本法、児

童福祉法等が求めるこどもの最善の利益が考慮される必要がある。特に、障害のあるこどもが、自

由に自己の意見を表明する権利及びこの権利を実現するための支援を提供される権利を有するこ

とを認識することが重要である。具体的には、職員は、こどもの意向の把握に努めること等によ

り、こども本人の意思を尊重し、こども本人の最善の利益を考慮した支援を日々行う必要があり、

詳細は、追って示す「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」

を参照すること。 

また、障害のあるこどもの権利擁護のために、虐待等のこどもの人権侵害の防止に関する次の

ような取組も積極的に行っていくことが必要である。 

 

（１） 虐待防止の取組 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について職員に周知徹底を図ること、職員に対する虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること、これらの措置を適切に実施するための担当者を置くことが求められている。 

○ 設置者・管理者は、職員によるこどもに対する虐待を防止するため、虐待防止委員会の設置

など、必要な体制の整備が求められる。 
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虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこととなる。虐待防止委員会を組織的に機

能させるために、苦情解決の第三者委員等の外部委員を入れてチェック機能を持たせるとと

もに、児童発達支援管理責任者等、虐待防止のリーダーとなる職員を虐待防止マネージャーと

して配置し、研修や虐待防止チェックリストの実施など、具体的な虐待防止への取組を進める

ことが必要である。 

○ 設置者・管理者は、職員に対し、虐待防止啓発のための定期的な研修を実施し、又は自治体

が実施する研修を受講させるほか、自らが虐待防止のための研修を積極的に受講すること等

により、児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号。以下「児童虐待防止法」と

いう。）及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年法律

第 79 号。以下「障害者虐待防止法」という。）について理解し、虐待防止の取組を進める必要

がある。特に、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読むよ

うにすること。 

また、自治体が実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、事業所等で

伝達研修を実施することが重要である。 

○ 職員からの虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こりやすいことから、設置者・管

理者は、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で

支援を実施できるようにする必要がある。実習生やボランティアの受入れや地域住民との交

流を図ることなどを通じて、第三者の目が入る職場環境を整えることも重要である。 

○ 児童対象性暴力等がこどもの権利を著しく侵害し、こどもの心身に生涯にわたって回復し

難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供す

る事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が、教員等及

び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止の措置を講じることを義務付ける「学校

設置者等及び民間教育保育事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法

律」（令和６年法律第 69号。以下「こども性暴力防止法」という。）が令和６年通常国会にお

いて成立し、公布の日（令和６年６月 26日）から起算して２年６月を超えない範囲において

政令で定める日より施行される。 

講ずべき措置について、具体的には、教員等の研修やこどもとの面談、こどもが相談を行い

やすくするための措置等及び教員等としてその業務を行わせる者についての特定性犯罪前科

の有無の確認等をしなければならず、これらの措置について、認可保育所等や障害児入所施設

のほか、指定障害児通所支援事業（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発

達支援及び保育所等訪問支援）は義務の対象とされ、児童福祉法上の届出対象の事業や認可外

保育施設、総合支援法に規定される障害児を対象とする事業（居宅介護、同行援護、行動援護、

短期入所及び重度障害者等包括支援事業）は、認定を受けた場合は、学校設置者等が講ずべき

措置と同等のものを実施しなければならない。今後、施行までに現場の声を聴きながら、対象

となる従事者や具体的な措置の内容等について検討していく。 

 

○ 職員から虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合（相談を受けて虐待と認識した場

合を含む。）、その者は、障害者虐待防止法第 16条に規定されている通報義務に基づき、児童
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発達支援の通所給付決定をした市町村の窓口に通報する必要がある。事業所等の中だけで事

実確認を進め、事態を収束させることなく、必ず市町村に通報した上で行政と連携して対応を

進める必要がある。 

○ 職員は、保護者による虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、こどもの状態の変化や

家族の態度等の観察、情報収集により、虐待の早期発見に努める必要がある。また、保護者に

対する相談支援やカウンセリング等により、虐待の未然防止に努めることが重要である。 

○ 職員は、保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条に規定されている通告

義務に基づき、市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告する

必要がある。虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が設置する

要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所やこども家庭センター、児童家庭支

援センター、市町村の児童虐待対応窓口、保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図って

いくことが求められる。 

 

（２） 身体拘束への対応 

○ 職員が自分の体でこどもを押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けること

のできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、運営基準により、障害のあるこども

や他の障害のあるこどもの生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、禁

止されている。 

○ 設置者・管理者は、身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適正

化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要がある。 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の３つの要件を全て満たすこ

とが必要となるが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等について慎

重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合には、

いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかについて、設置者・管理者は組織的に決定す

る必要がある。また、児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画に、身体拘束が必要とな

る状況、身体拘束の態様・時間等について、こどもや保護者に事前に十分に説明をし、了解を

得た上で記載することが必要である。 

○ 身体拘束を行った場合には、設置者・管理者は、身体拘束を行った職員又は児童発達支援管

理責任者から、その様態・時間、その際のこどもの心身の状況、緊急やむを得ない理由等につ

いて報告を受けるとともに、記録を行うことが必要である。なお、必要な記録がされていない

場合は、運営基準違反となることを認識しておく必要がある。 

 

（３） その他 

○ 設置者・管理者は、こどもの権利擁護に関する研修会を実施するなど、職員がこどもの人権

や意思を尊重した支援を行うために必要な取組を進めることが必要である。 



（別添１） 

個別支援計画の記載のポイント 

 

【個別支援計画全般に係る留意点】 

〇 個別支援計画の作成に当たっては、こどもの意思の尊重（年齢及び発達の程度に応じた意

見の尊重等）及びこどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成することが必要であ

る。 

〇 それぞれの記載項目について、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながり

を持って作成していくことが必要である。「利用児及び家族の生活に対する意向」も踏まえて

「総合的な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」「短期目標」、それを達成する

ための「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定すること。 

〇 ５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関

係・社会性」以下同じ。）の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、５領域の視点を網

羅した支援を行うことが必要である。この際、５領域の視点を持ちながら、こどもと家族の

状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析してそのニーズや課題を捉え、そ

こから必要な支援を組み立てていくことが重要であり、単に５領域に対応する課題や支援へ

の当てはめを行うだけのアセスメント・計画作成にならないよう留意すること。 

なお、発達支援は個々のこどもへのアセスメントを踏まえたオーダーメイドの支援を行う

ものであり、支援目標や支援内容がそれぞれのこどもについて同一のものとなることは想定

されないこと。 

○ 「支援目標及び具体的な支援内容等」においては、発達支援の基本となる「本人支援」「家

族支援」「移行支援」について必ず記載すること。また、「地域支援・地域連携」（例：医療機

関との連携等）については、必要に応じて記載することとするが、関係者が連携しながらこ

どもと家族を包括的に支援していく観点から、当該事項についても積極的に取り組むことが

望ましい。 

〇 アセスメントに基づくこどもの状態像の把握を適時に行いながら、PDCA サイクル（Plan

（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）で構成されるプロセス）により支援

の適切な提供を進めることが必要である。個別支援計画の作成後も、こどもについての継続

的なアセスメントによりこどもの状況等について把握するとともに、計画に基づく支援の実

施状況等の把握を行い、モニタリングの際には、作成した個別支援計画に定めた支援目標に

対する達成状況等の評価を行い、これを踏まえて個別支援計画の見直しを行うこと。 

この観点からは、支援目標や支援内容の記載が長期にわたり同一であることは想定されな

いこと。 

 

 



【各記載項目の留意点】 

＜利用児及び家族の生活に対する意向＞ 

〇 こども本人や家族の意向を聴いた上で、家族より得た情報やこどもの発達段階や特性等を

踏まえて、整理して記載する。 

 

＜総合的な支援の方針＞ 

〇 1 年間を目途に（それ以上の期間も可）、以下の観点も踏まえながら、こどもや家族、関係

者が共通した状況や課題への認識と支援の見通しやイメージを持つことができるよう、事業

所としてのこども等の状況の見立てとどのように支援をしていくのかという方針を記載する。 

・障害児支援利用計画、障害児支援担当者会議（セルフプランの場合には、事業所間連携加

算等も活用し、複数の利用事業所を集めた支援の連携のための会議）で求められている事

業所の役割 

・支援場面のみではなく、家庭や通っている保育所や幼稚園、放課後児童クラブ等（以下「保

育所等」という。）、学校等での生活や育ちの視点 

・保育所等の併行利用や移行、同年代のこどもとの仲間づくり等のインクルージョン（地域

社会への参加・包摂）の視点 

・こどもが事業所を継続的に利用している場合には、個別支援計画のモニタリング結果を 

踏まえた PDCA サイクルによる支援の適切な提供の視点  
＜長期目標＞ 

〇 総合的な支援の方針で掲げた内容を踏まえ、概ね１年程度で目指す目標を設定して記載す

る。 

 

＜短期目標＞ 

〇 長期目標で掲げた内容を踏まえ、概ね６か月程度で目指す目標を設定して記載する。 

 

＜支援目標及び具体的な支援内容等＞ 

〇 こどもの利用頻度や発達の程度に応じて、欄の増減等のアレンジは適宜行うこととして差

し支えない。 

 

＜項目＞ 

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」を項目欄に記載する。 

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」については必ず記載する。「地域支援・地域連携」に

ついては、必要に応じて記載することとするが、各事業所において積極的に取り組むことが

望ましい。 

 

 



◎本人支援 

〇 アセスメントやモニタリングに基づき、こどもが将来、日常生活及び社会生活を円滑に

営めるようにする観点から、本人への発達支援について、５領域との関連性を含めて記載

する。 

〇 ５領域との関連性については、５つの領域全てが関連付けられるよう記載すること。相

互に関連する部分、重なる部分もあると考えられるため、５つの欄を設けて、個々に異な

る目標を設定する必要はないが、各領域との関連性についての記載は必ず行うこと。 

〇 保育所等との併行利用や複数の障害児通所支援事業所を組み合わせて利用している場合

は、保育所等や他の事業所での支援内容とお互いの役割分担を踏まえた上で、自事業所に

おける支援について記載する。 

 

◎家族支援 

〇 こどもの成長・発達の基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させる観点から、家

族支援について記載する。 

【家族支援の例】 

・こどもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助、講座やペアレントトレーニングの 

 実施 

・家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助 

・レスパイトや就労等の預かりニーズに対応するための支援 

・保護者同士の交流の機会の提供（ピアの取組） 

・きょうだいへの相談援助等の支援 

   ・子育てや障害等に関する情報提供 等 

    

◎移行支援 

〇 インクルージョン（地域社会への参加・包摂）を推進する観点から、支援の中に「移行」

という視点を取り入れ、こどもや家族の意向等も踏まえつつ、保育所等の他のこども施策

との併行利用や移行に向けた支援、同年代のこどもとの仲間づくり等の「移行支援」につ

いて記載する。 

〇 移行支援は、必ずしも保育所等への具体的な移行だけを念頭に置くものではなく、入園・

入学等のライフステージの切り替えを見据えた将来的な移行に向けた準備や、事業所以外

の生活や育ちの場である保育所等の併行利用先や学校等での生活や支援の充実、こどもが

地域で暮らす他のこどもと繋がりながら日常生活を送ることができるようにすること等、

利用児童の地域社会への参加・包摂に係る支援が含まれるものであること。 

【移行支援の例】 

・保育所等への移行に向けた、移行先との調整、移行先との支援内容等の共有や支援方法

の伝達、受入体制づくりへの協力や相談援助への対応等の支援 
・具体的な移行又は将来的な移行を見据えて支援目標や支援内容を設定しての本人への発



達支援（※） 
・進路や移行先の選択についての本人や家族への相談援助や移行に向けての様々な準備の

支援（※） 

・保育所等と併行利用を行っている場合や、就学児の場合に、こどもに対し障害特性等を

踏まえた一貫した支援を行うため、併行利用先や学校等とこどもの状態や支援内容等に

ついての情報共有や支援内容等（例：得意不得意やその背景の共有、声掛けのタイミン

グ、コミュニケーション手段等）の擦り合わせを行う等の連携・支援の取組 

・地域の保育所等や子育て支援サークル、地域住民との交流 等 

（※）移行支援の視点を持った本人支援や家族支援を行う場合、「項目」の欄は切り分ける

ことなく、「本人支援」「家族支援」と「移行支援」を併記することで差し支えない。 
 

◎地域支援・地域連携 

〇 こどもと家族を中心に、包括的な支援を提供する観点から、そのこども・家族の生活や

育ちの支援に関わる保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関や障害福祉サービス等事

業所等と連携した取組について、記載する。 

〇 個別支援計画であり、計画の対象であるこども・家族への支援に係る取組を記載するも

のであることに留意すること。 

【地域支援・地域連携の例】 

・こどもが通う保育所等や学校等との情報連携や調整、支援方法や環境調整等に関する相

談援助等の取組（※） 

・こどもを担当する保健師や、こどもが通う医療機関等との情報連携や調整等の取組 

・こどもに支援を行う発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センター、地域生活支

援拠点等との連携の取組 

・こどもが利用する相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、他の障害児通所支援事業

所との生活支援や発達支援における連携の取組 等 

（※）移行支援の取組として記載している場合は、再掲する必要はない。 

 

＜支援目標＞ 

〇 支援期間終了の際（モニタリング時）に、到達できているであろう「こども本人や家族の

状況」を具体的な到達目標として記載する。 

〇 こども本人や家族の意向等だけでなく、アセスメントの結果も踏まえて、必要と考えられ

る支援ニーズも含めて目標設定を行うこと。 

〇 到達目標については、主語はこども本人や家族となるよう記載することを基本とする。な

お、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」については、支援方針の立て方や連携体制のと

り方によって、主語が事業所・関係機関・関係者等にもなりうるため、柔軟に取り扱うこと。 

 

 



＜支援内容＞ 

〇 支援目標（具体的な到達目標）で設定した目標に向けて、事業所がどのような支援、工夫、

配慮を行うのかを具体的に記載する。 

〇 「本人支援」については、具体的に設定した支援内容と５領域との関連性を記載する。支  

援内容と関連する５領域が複数にまたがる場合には、関連する領域を全て記載する。 

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、家族や関係機関への具体的な

働きかけや取組等について記載する。なお、これらの項目については５領域との関連性の記

載は不要である。 

 

＜達成時期＞ 

〇 支援目標を達成するために必要となる期間を設定する。 

〇 個別支援計画については、6 か月に 1 回以上の見直しが求められているため、達成時期に

ついても最長６か月後までとする。１～３か月で達成する目標も積極的に検討していくこと。 

 

＜担当者・提供機関＞ 

〇 主として支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する。 

〇 「移行支援」や「地域支援・地域連携」において、関係機関との連携を行うことを支援内容

として設定している場合には、具体的な連携先である機関名等を記載する。 

 

＜留意事項＞ 

〇 支援内容に設定した取組が、加算の算定を想定している取組である場合には、算定する加

算や頻度等について記載する（例：子育てサポート加算、家族支援加算、関係機関連携加算

等）。 

〇 個別支援計画とは別途計画を作成することが必要な加算についても、個別支援計画との関

連性を記載する（例：専門的支援実施加算、自立サポート加算等）。 

〇 家族の役割、支援の進め方等、支援について補足事項があれば記載する。 

 

＜優先順位＞ 

〇 こどもや家族の意向も踏まえた上で、こどもの支援ニーズと課題、現在と当面の生活の状

況等を踏まえて、「本人支援」の各支援内容に関して取組の優先順位を設定する。こどもの発

達段階や特性等についてこどもや家族と共通理解を図り共に考えながら設定することが望ま

しい。 

〇 優先順位として番号を振ることのほか、二重丸や丸等で優先度を示すこととしても差し支

えない。また、優先度がつけられない又は判断できない場合には空欄にすることや、同一の

番号とすることとしても差し支えない。 

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、優先順位の記載は不要であ

る。 



○支援目標及び具体的な支援内容等

項目
支援目標

（具体的な到達目標）

達成

時期

担当者

提供機関
留意事項

優先

順位

本人支援

本人支援

本人支援

本人支援

本人支援

家族支援

移行支援

地域支援

・

地域連携

提供する支援内容について、本計画書に基づき説明しました。

    年  月  日 （保護者署名）

長期目標

(内容・期間等)

支援の標準的な提供時間等

（曜日・頻度、時間）

個別支援計画書

利用児及び家族の

生活に対する意向

総合的な支援の方針

児童発達支援管理責任者氏名：

短期目標

(内容・期間等)

支援内容

(内容・支援の提供上のポイント・5領域(※)との関連性等)

※ ｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣

本計画書に基づき支援の説明を受け、内容に同意しました。

作成年月日： 年 月 日利用児氏名：○○ ○○（生年月日：暦年齢）

押印廃止

こども本人や家族の意向を聴いた上で、家族より得た情報やこどもの発達段階や特性等を踏まえて、整理して記載する。

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」を項目欄に記載する。

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」については必ず記載する。「地域支援・地域

連携」については、必要に応じて記載することとするが、各事業所において積極的に取

〇 1年間を目途に（それ以上の期間も可）、以下の観点も踏まえながら、こどもや家族、関係者が共通した状況や課題への認識と支援の見通しやイメージを持つこ

とができるよう、事業所としてのこども等の状況の見立てとどのように支援をしていくのかという方針を記載する。

・ 障害児支援利用計画、障害児支援担当者会議（セルフプランの場合には、事業所間連携加算等も活用し、複数の利用事業所を集めた支援の連携のための会

議）で求められている事業所の役割

・ 支援場面のみではなく、家庭や通っている保育所や幼稚園、放課後児童クラブ等（以下「保育所等」という。）、学校等での生活や育ちの視点

・ 保育所等の併行利用や移行、同年代のこどもとの仲間づくり等のインクルージョン（地域社会への参加・包摂）の視点

・ こどもが事業所を継続的に利用している場合には、個別支援計画のモニタリング結果を踏まえたPDCAサイクルによる支援の適切な提供の視点

〇 こどもや家族の意向も踏まえた上で、こどもの支援ニーズと課題、現在と当面の生活の状況等を

踏まえて、「本人支援」の各支援内容に関して取組の優先順位を設定する。こどもの発達段階や特

性等についてこどもや家族と共通理解を図り共に考えながら設定することが望ましい。

〇 優先順位として番号を振ることのほか、二重丸や丸等で優先度を示すこととしても差し支えない。

また、優先度がつけられない又は判断できない場合には空欄にすることや、同一の番号とすること

としても差し支えない。

総合的な支援の方針で掲げた内容を踏まえ、概ね１年程度で目指す目標を設定して記載する。

長期目標で掲げた内容を踏まえ、概ね６か月程度で目指す目標を設定して記載する。
・利用曜日・提供時間等を記載。

・計画及び延長時間を別表で定めることも可。

○ 支援期間終了の際（モニタリング時）に、到達できているであろう「こども本人や家

族の状況」を具体的な到達目標として記載する。

〇 こども本人や家族の意向等だけでなく、アセスメントの結果も踏まえて、必要と考え

られる支援ニーズも含めて目標設定を行うこと。

〇 到達目標については、主語はこども本人や家族となるよう記載することを基本とする。

なお、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」については、支援方針の立て方や連

携体制のとり方によって、主語が事業所・関係機関・関係者等にもなりうるため、柔軟

〇 支援目標（具体的な到達目標）で設定した目標に向けて、事業所がどのような支援、

工夫、配慮を行うのかを具体的に記載する。

〇 「本人支援」については、具体的に設定した支援内容と５領域との関連性を記載する。

支援内容と関連する５領域が複数にまたがる場合には、関連する領域を全て記載する。

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、家族や関係機関への

具体的な働きかけや取組等について記載する。なお、これらの項目については５領域と

の関連性の記載は不要である。

〇 支援目標を達成するために必要となる期間を設定する。

〇 個別支援計画については、６か月に１回以上の見直しが求められているため、達成時期に

ついても最長６か月後までとする。１～３か月で達成する目標も積極的に検討していくこと。

〇 主として支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する。

〇 「移行支援」や「地域支援・地域連携」において、関係機関との連携を行うことを

支援内容として設定している場合には、具体的な連携先である機関名等を記載する。

〇 支援内容に設定した取組が、加算の算定を想定している取組である場合には、算定する加算や頻度等

について記載する（例：子育てサポート加算、家族支援加算、関係機関連携加算等）。

〇 個別支援計画とは別途計画を作成することが必要な加算についても、個別支援計画との関連性を記載

する（例：専門的支援実施加算、自立サポート加算等）。

〇 家族の役割、支援の進め方等、支援について補足事項があれば記載する。

【個別支援計画全般に係る留意点】

〇 個別支援計画の作成に当たっては、こどもの意思の尊重（年齢及

び発達の程度に応じた意見の尊重等）及びこどもの最善の利益の優

先考慮の観点を踏まえて作成することが必要である。

〇 それぞれの記載項目について、こどもと家族の意向とアセスメン

トを踏まえて、つながりを持って作成していくことが必要である。

「利用児及び家族の生活に対する意向」も踏まえて「総合的な支援

の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」「短期目標」、それ

を達成するための「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定する

こと。

〇 ５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・

コミュニケーション」「人間関係・社会性」）の視点等を踏まえた

アセスメントを行った上で、５領域の視点を網羅した支援を行うこ

とが必要である。この際、５領域の視点を持ちながら、こどもと家

族の状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析して

そのニーズや課題を捉え、そこから必要な支援を組み立てていくこ

とが重要であり、単に５領域に対応する課題や支援への当てはめを

行うだけのアセスメント・計画作成にならないよう留意すること。

なお、発達支援は個々のこどもへのアセスメントを踏まえたオー

ダーメイドの支援を行うものであり、支援目標や支援内容がそれぞ

れのこどもについて同一のものとなることは想定されないこと。

○ 「支援目標及び具体的な支援内容等」においては、発達支援の基

本となる「本人支援」「家族支援」「移行支援」について必ず記載

すること。

また、「地域支援・地域連携」（例：医療機関との連携等）につ

いては、必要に応じて記載することとするが、関係者が連携しなが

らこどもと家族を包括的に支援していく観点から、当該事項につい

ても積極的に取り組むことが望ましい。

〇 アセスメントに基づくこどもの状態像の把握を適時に行いながら、

PDCAサイクル（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action

（改善）で構 成されるプロセス）により支援の適切な提供を進め

ることが必要である。

個別支援計画の作成後も、こどもについての継続的なアセスメン

トによりこどもの状況等について把握するとともに、計画に基づく

支援の実施状況等の把握を行い、モニタリングの際には、作成した

個別支援計画に定めた支援目標に対する達成状況等の評価を行い、

これを踏まえて個別支援計画の見直しを行うこと。

この観点からは、支援目標や支援内容の記載が長期にわたり同一

・ こどもの利用頻度や発達の状況に応じて欄の

増減等のアレンジは適宜行っていただいて差し支えない。



障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ

実 践 評 価

改 善計 画
○以下の観点で、事業所全体で改善・充実に向けた方策等の検討を

行う

・ 改善等に向けた今後の見通しの明確化

・ 改善等に向けた具体的な方策の検討

・ 役割分担や体制等の見直し 等

○ 日々の支援等への反映 等

○ 以下の観点で、事業所全体で把握と共有を行う

・ 事業所の強み（さらに強化・充実を図るべき点等）

・ 事業所の弱み（課題・改善すべき点等）

特に、事業所の弱みについては、改善に向けて現状の見直しや

理念や方針の再確認を含めた整理を行う

○ 保護者（客観的視点による）評価の実施

○ 従業者による自己評価の実施

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で自己

評価を実施

○ 事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を活用してアンケー

ト調査を行う。回答は集計し、特記事項欄の記述を含めてとりまとめる。

○ 保護者評価は、客観的視点による評価として自己評価の際に活用するべき

データであるため、回答率の向上に努めることが望ましい。

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で各項目ごとに自己評価を実施する。実施の際には、管理者等一部の者で自己評価を行うのではなく、

ミーティング等の機会を通じて、従業者同士で意見交換を行いながら自己評価を行うとともに、課題や改善が必要な事項の把握と共有（認識のすり合わせ）を行う

等、全従業者による共通理解の下で取組を進めていくことが望ましい。

○ 全ての項目について自己評価結果を行ったのち、その結果を踏まえ、自己評価総括表を活用し、事業所の「強み」と「弱み」について分析を行う。

○ 保護者評価は、客観的視点による評価であることから、事業所全体で自己評価及び分析を行う際には、保護者評価の結果も十分に活用し、事業所の提供している支

援等が、利用者側から見てニーズに応じたものになっているのかという視点も考慮して自己評価等を行うことが重要である。

○ 事業所全体の自己評価や整理した事業所の強み・弱み等の分析の結果を踏まえて、改善・充実に向けた今後の具体的な見通しや改善・充実に向けた具体的取組を検

討・整理する。ここで検討・整理された取組等は、改善・充実に向けて、日々の支援等へ反映されるべきものであることから、ミーティング等の機会を通じて、従業

者同士で意見交換を行いながら検討・整理を進めていくことが望ましい。

ステップ

①

○ 事業者の従業者が「事業者向け自己評価表」を活用して従業者評価を行う。

その際には、「はい」「いいえ」などに評価をチェックするだけでなく、各項

目について、「課題は何か」「工夫している点は何か」等についても記入する。

○ 従業者評価は、できる限り全従業者から提出を求めることが望ましい。

保護者等による評価の実施 従業者による評価の実施

事業所全体による自己評価（課題等の把握・分析含む）

改善・充実に向けた検討

ステップ

②

ステップ

③

○ 自己評価結果については、「はい」「いいえ」の集計結果を公表することが趣旨ではなく、自己評価の機会を通じて、全従業者による共通理解の下で、事業所の強

みや弱み等の分析や、課題の改善やさらなる充実に向けた取組を進めていきながら、事業所の質の向上を図っていく点が重要である。その観点も踏まえて、インター

ネットその他の方法による公表や保護者等にフィードバックをする必要があることに留意すること。

自己評価結果等の公表

○ 改善・充実に向けて検討・整理した内容を踏まえて、日々の支援等への反映を行っていく。

支援の改善に向けた取組等

ステップ

④

ステップ

⑤

手 順

全従業者による共通理解の下で取組を行うことが重要

※ 保育所等訪問支援においては、「保護者評価」及び「従業者評価」に加え、「訪問先施設評価」を実施

別添２



（別紙１）

チェック項目 はい いいえ 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である

か。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化

や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま

た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら

れる環境になっているか 。

6
業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、

広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか。 

9
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている

か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で

研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成

しているか。

13

児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけ

でなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最

善の利益を考慮した検討が行われているか。 

14
児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われ

ているか。 

15

こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ

ルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使用する等により確認しているか。

○ 本評価表は、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所に従事する従業者の方に、事業所の自己評価していただくものです。

「はい」又は「いいえ」のどちらかに〇を記入するとともに、従業者の視点で、「事業所が工夫していると思う点」や「改善が必要だと思われる点」などについて記入してくだ

さい。
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児童発達支援評価表従業者向け



16

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支

援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支

援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえな

がら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具

体的な支援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの立案をチームで行っているか。

18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児

童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。

20

支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行ってい

るか。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援

の振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に

つなげているか。

23
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性

を判断し、適切な見直しを行っているか。

24
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

25
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、

教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。

26

併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の

観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども

園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報

共有と相互理解を図っているか。

27
就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、

支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。

（28～30は、センターのみ回答）

地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携

を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。

29
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受け

たり、職員を外部研修に参加させているか。

30
(自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極

的に参加しているか。

（31は、事業所のみ回答）

地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスー

パーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。
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32
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど

もと活動する機会があるか。

33
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

34

家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ

ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を行っているか。

35
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を

行っているか。

36

児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊

重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家

族の意向を確認する機会を設けているか 。

37
「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者

から児童発達支援計画の同意を得ているか。

38
定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応

じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。

39

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま

た、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしている

か。

40

こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す

るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合

に迅速かつ適切に対応しているか。

41

定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ

り、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対

して発信しているか。

42 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

43
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

44
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。

45

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発生を想定した訓練を実施しているか。

46
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備

え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

47
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し

ているか。

48
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応

がされているか。

49
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。

保
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50
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全

計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

51
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について

検討をしているか。

52
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。

53

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児

童発達支援計画に記載しているか。

対

応



（別紙２）

bessi

チェック項目 はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意見

1 こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境（※1）になっている

と思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフ

リー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。

また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援

が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している支援プログラム（※2）は、事業所の提供する支援内

容と合っていると思いますか 。

7

こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、児童発達支援計画（個別支援計画）（※3）が作成されてい

ると思いますか。

8

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提

供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援

内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的

な支援内容が設定されていると思いますか。

9 児童発達支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラム（※4）が固定化されないよう工夫されていると思

いますか。

11
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと

活動する機会がありますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい

て丁寧な説明がありましたか。

13 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。

14

事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング

（※5）等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われてい

ますか。

15
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に

ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流

の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだ

い向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けら

れるなど、きょうだいへの支援がされていますか。

（保護者の皆さまへ）

　○ 本評価表は、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所を利用するお子さんの保護者等の方に、事業所の評価をしていただくものです。

　　「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」のいずれかに〇を記入していただくとともに、「ご意見」についてもご記入ください。
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児童発達支援評価表保護者向け



19

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

21

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制

等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ

れていますか。

22 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。

23

事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア

ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま

すか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓

練が行われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事

故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安心感をもって通所していますか 。

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の支援に満足していますか。

満

足

度

※1 「本人にわかりやすく構造化された環境」とは、こども本人がこの部屋で何をするのかがわかりやすいよう、机や本棚の配置などを工夫することです。

※2 「支援プログラム」とは、事業所における総合的な支援の推進と事業所が提供する支援の見える化を図るため、事業所で行われている取組等について示し、公表することが求められています。

※3 「児童発達支援計画（個別支援計画）」は、児童発達支援を利用する個々のこどもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援方針

や支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所

の児童発達支援管理責任者が作成し、保護者等への説明を行うとともに同意を得ることが義務付けられているものです。

※4 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。こどもの発達の状況や障害の特性等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されてい

ま。

※5 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶことにより、こどもの行動変容することを目標とします。

非

常

時

等

の

対

応



（別紙３）

～ 年　月　日

（対象者数） （回答者数）

～ 年　月　日

（対象者数） （回答者数）

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

2

3

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

1

2

3

事業所の弱み（※）だと思われること

※事業所の課題や改善が必要だと思われること
事業所として考えている課題の要因等

年　月　日

○従業者評価有効回答数

○事業者向け自己評価表作成日
年　月　日

事業所の強み（※）だと思われること

※より強化・充実を図ることが期待されること
工夫していることや意識的に行っている取組等

○従業者評価実施期間

○事業所名

○保護者評価実施期間
年　月　日

○保護者評価有効回答数

事業所における自己評価総括表公表



（別紙４）

公表日 　　　　　年　　　月　　　日

利用児童数 　　　　　年　　　月　　　日 回収数

チェック項目 はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意見

1 こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思い

ますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や

情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。

また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援

が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と

合っていると思いますか 。

7

こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、児童発達支援計画（個別支援計画）が作成されていると思

いますか。

8

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提

供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支

援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体

的な支援内容が設定されていると思いますか。

9 児童発達支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思います

か。

11
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと

活動する機会がありますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい

て丁寧な説明がありましたか。

13 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。

14

事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニン

グ等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われています

か。

15
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に

ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流

の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだ

い向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けら

れるなど、きょうだいへの支援がされていますか。

保
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ご意見を踏まえた対応

保護者等からの事業所評価の集計結果公表



19

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

21

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制

等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ

れていますか。

22 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。

23

事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア

ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま

すか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓

練が行われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事

故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安心感をもって通所していますか 。

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の支援に満足していますか。

非
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（別紙５）

公表日 　　　　　年　　月　　日

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である

か。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化

や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま

た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら

れる環境になっているか 。

6
業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、

広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか。 

9
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている

か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で

研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成

しているか。

13

児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけ

でなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最

善の利益を考慮した検討が行われているか。 

14
児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われ

ているか。 

15

こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ

ルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使用する等により確認しているか。

16

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支

援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支

援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえな

がら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具

体的な支援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの立案をチームで行っているか。

事業所名
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事業所における自己評価結果公表



18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児

童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。

20

支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行ってい

るか。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援

の振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に

つなげているか。

23
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性

を判断し、適切な見直しを行っているか。

24
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

25
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、

教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。

26

併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の

観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども

園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報

共有と相互理解を図っているか。

27
就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、

支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。

（28～30は、センターのみ回答）

地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携

を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。

29
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受け

たり、職員を外部研修に参加させているか。

30
(自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極

的に参加しているか。

（31は、事業所のみ回答）

地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスー

パーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。

32
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど

もと活動する機会があるか。

33
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

34

家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ

ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を行っているか。

35
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を

行っているか。

36

児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊

重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家

族の意向を確認する機会を設けているか 。

31
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37
「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者

から児童発達支援計画の同意を得ているか。

38
定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応

じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。

39

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま

た、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしている

か。

40

こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す

るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合

に迅速かつ適切に対応しているか。

41

定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ

り、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対

して発信しているか。

42 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

43
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

44
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。

45

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発生を想定した訓練を実施しているか。

46
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備

え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

47
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し

ているか。

48
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応

がされているか。

49
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。

50
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全

計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

51
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について

検討をしているか。

52
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。

53

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児

童発達支援計画に記載しているか。
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（別添３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童発達支援等における 

支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども家庭庁 支援局 障害児支援課 

 



児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提

供する支援の見える化を図るため、運営基準（※）において、５領域（「健康・生活」「運動・感

覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」）との関連性を明確にした、

事業所における支援の実施に関する計画（以下「支援プログラム」という。）を作成し、公表す

ることが求められることとなった。 

 本手引きは、支援プログラムの作成・公表において基本的な事項を示すものである。各事

業所は、本手引きの内容を踏まえつつ、創意工夫を図りながら、事業所が行う支援や取組等

の実施に関する支援プログラムの作成及び公表を行っていただきたい。 

 

（※） 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年 

厚生労働省令第 15 号） 

 

１．目的 

 支援プログラムの作成及び公表により、事業所における総合的な支援の推進と、事業所が

提供する支援の見える化を図ることを目的とする。 

 

２．対象事業 

 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援 

 

３． 支援プログラムの作成における留意点について 

・ 支援プログラムの作成に当たっては、支援プログラムで定める内容が、個々の個別支援計

画につながっていくものであることを踏まえ、管理者や児童発達支援管理責任者のみで作

成するのではなく、直接支援に従事する職員等の意見も聴きながら作成すること。 

・ 支援プログラムは、以下のような役割が期待されることから、これらの観点も踏まえて作成

すること。 

① 全職員が、自事業所の理念や支援方針、提供する支援等について、共通理解を深める

ための役割。 

② 事業所の提供する支援内容の見える化により、支援を必要とするこどもや家族のサー

ビス選択に資する役割。 

・ 複数の事業を一体的に行う多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プロ

グラムを作成すること。 

 

４．支援プログラムの記載項目について 

  支援プログラムの作成に当たっては、以下の項目を網羅した内容となるよう作成する。様

式については、別添資料１において、「支援プログラム参考様式」をお示しするが、支援プロ

グラムの趣旨を踏まえ、それぞれの事業所が創意工夫の上、様々な形式により作成して差



し支えない（書面による作成ではなく、事業所ホームページ等において必要な内容を示すこ

とでも可。）。なお、別添資料２「支援プログラムの様式パターンのイメージ」も参考にされた

い。 

 

（事業所における基本情報） 

① 事業所名 

② 作成年月日 

③ 法人（事業所）理念 

④ 支援方針 

⑤ 営業時間 

⑥ 送迎実施の有無 

 

（支援内容） 

⑦ 本人支援の内容と５領域の関連性 

⑧ 家族支援（きょうだいへの支援も含む。）の内容 

⑨ 移行支援の内容 

⑩ 地域支援・地域連携の内容 

⑪ 職員の質の向上に資する取組 

⑫ 主な行事等 

 

 以上①～⑫の項目を網羅した支援プログラムを作成すること。なお、これらの項目に加え

て、事業所の判断により別の項目を加えても差し支えないものとする。 

 

５．各項目における記載の内容 

 「４．支援プログラムの記載項目について」で示した各項目についての記載の内容は以下の

とおり。なお、「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」の各項目に係る記載の観点につ

いては、「個別支援計画記載のポイント」（令和 6 年５月 17 日こども家庭庁支援局障害児支

援課事務連絡）の内容も参考とすること。 

 

 （事業所における基本情報） 

① 事業所名 

  事業所名を記載すること。 

② 作成年月日 

  作成又は見直しを行った年月日を記載すること。 

③ 法人（事業所）理念 

  法人又は事業所理念を記載すること。 

④ 支援方針 

  事業所における支援方針を記載すること。 



⑤ 営業時間 

  事業所の運営規定に定める営業時間を記載すること。 

⑥ 送迎実施の有無 

  送迎実施の有無について記載すること。 

 

（支援内容） 

⑦ 本人支援の内容と５領域の関連性 

支援内容と５領域を関連付けて記載すること。 

なお、支援内容と５領域を関連付ける際の記載方法については、様々な形式が想定

され、その方法については問わないものとする。   

 （例）  

・領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を記載する方法 

     ・記載されている支援内容に対して、各領域を関連付ける方法 

⑧ 家族支援（きょうだいへの支援も含む。）の内容 

   事業所において取り組んでいる家族に対する支援について記載すること。 

⑨ 移行支援の内容 

   事業所において取り組んでいる移行に向けた支援について記載すること。 

なお、移行に向けた支援は、必ずしも保育所等への具体的な移行だけを念頭におい

たものではなく、ライフステージの切り替えを見据えた取組、事業所以外での生活や

育ちの場の充実に向けた取組、地域とつながりながら日常生活を送るための取組（地

域の保育所等や子育て支援サークル、児童館、地域住民との交流）等も含まれる。 

⑩ 地域支援・地域連携の内容 

 事業所において取り組んでいる地域支援・地域連携の取組について記載すること。 

 なお、児童発達支援センターや地域の中核的役割を担う事業所においては、地域

の保育所等や障害児通所支援事業所への後方支援（地域支援）の取組等を実施して

いる場合には、その取組についても記載をすること。 

⑪ 職員の質の向上に資する取組 

    事業所の提供する支援の質を確保するため、事業所内研修の実施や、外部研修へ

の派遣等、職員の質の向上に資する取組について記載すること。 

⑫ 主な行事等 

    事業所において実施している主な行事等について記載すること。 

    なお、行事形式の開催ではなく、通常の活動において季節に合わせた活動（例え

ば、節分、ひな祭り、クリスマス会、夏の水遊び等、季節に応じた活動など）を取り入

れている場合も想定されることから、記載については、行事に限定されるものではな

い。 

 

６．支援プログラムの公表について 

   令和６年４月 1 日より、運営基準において、支援プログラムの作成及び公表が求めてお



り、事業所においては、本手引きを参考にしながら、作成に取り組まれたい。支援プログラ

ムの作成後は、事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法

により広く公表するとともに、公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ること。 

なお、令和７年４月１日以降に、支援プログラムの公表及び都道府県への届出がされて

いない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されるため留意されたい。 

    

以上 



　　　　

年 月 日

時 分から 時 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念

事業所名 作成日支援プログラム（参考様式）

支援方針

営業時間 送迎実施の有無

主な行事等

（別添資料１）

家族支援 移行支援

地域支援・地域連携 職員の質の向上

支　援　内　容

本
人
支
援



支援プログラムの様式パターンのイメージ（参考①）

その他パターン①
例えば、児童発達支援センター等、クラス分けを行っている場合等には、５領域と
支援内容の関連性について、それぞれのクラスごとに記載する方法も考えられる。

作成日 〇年〇月〇日〇〇事業所 支援プログラム

法人理念

支援方針

送迎実施の有無営業時間

支援内容（５領域）プログラム

朝の会

リズム

散歩

サーキット

アート

給食

家族支援

移行支援

地域支援・地域連携

職員の質の向上

主な行事等

〇〇事業所 支援プログラム

送迎実施の有無営業時間

法人理念

支援方針

支援内容

ⅢⅡⅠ
対象児

３歳・４歳・５歳児（○〇クラス）３歳・４歳・５歳児（〇〇クラス）０歳・１歳・２歳児（〇〇クラス）項目

健康・生活

本
人
支
援

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係・社会性

地域支援・地域連携
（地域交流・園外活動）

移行支援

家族支援

職員の質の向上

主な行事等

作成日〇年〇月〇日

その他パターン②
事業所の提供する活動プログラムを記載の上、それぞれの活動の中で行われる支
援内容と5領域の関連性について記載する方法も考えられる。

※各様式は参考であり、実際の様式については、各事業所において、支援プログラムの作成の目的等を踏まえて作成されたい。

（別添資料２）



支援プログラムの様式パターンのイメージ（参考②）

その他パターン③
支援の見える化を図ることも目的であることから、イラストを活用することにより、支援内容と５領域の関連性や、支援の目的等がわかりやすく伝わるように工夫する等
して記載をする方法も考えられる。
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はじめに 

 

平成 24 年の児童福祉法改正において、障害のあるこどもが身近な地域で適切な支援が受けられ

るように、従来の障害種別に分かれていた施設体系が一元化され、この際、放課後等デイサービス

は、学齢期の障害のあるこどもを対象に発達支援を提供するものとして位置づけられた。 

 その後、約 10 年で放課後等デイサービス等の事業所数、利用者数は飛躍的に増加した。身近な地

域で障害児通所支援を受けることができる環境は、都市部を中心に大きく改善したと考えられる一

方、障害児通所支援として求められる適切な運営や支援の質の確保が課題とされてきた。 

 さらに、全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいなが

ら共に生きていく共生社会の実現に向けて、障害のあるこどもの地域社会への参加・包摂（インク

ルージョン）が重要となる中で、その取組は十分に推進されてきたとは必ずしも言えない状況にあ

る。  

 これらの現状も踏まえ、改めて、障害児通所支援が担うべき役割や機能等、今後の障害児通所支援

の在り方について検討するため、令和３年に「障害児通所支援の在り方に関する検討会」を開催し、

制度改正等も視野に議論がなされ、同年 10 月には報告書がとりまとめられた。 

  同報告書でとりまとめられた内容については、社会保障審議会障害者部会においても議論がなさ

れ、令和３年 12 月に「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて 中間整理」において、

今後の障害児支援における検討の方向性が示された。 

同中間整理において示された内容を踏まえ、児童発達支援センターが地域における障害児支援の

中核的な役割を担う機関であることの明確化や、児童発達支援における「福祉型」と「医療型」の一

元化等、法改正が必要な事項について、令和４年の通常国会に児童福祉法の改正法案が提出され、

同年６月に成立、令和６年４月に施行された。 

同通常国会では、「こども基本法」「こども家庭庁設置法」等も成立した。また、令和４年に「障害

児通所支援に関する検討会」を開催し、改正児童福祉法の施行に向けて、その内容を具体化するた

め議論がなされ、同年３月に報告書が取りまとめられた。 

令和５年４月には、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、こども家庭庁が発足し、障害児支援

については、こども施策全体の中でより一層の推進が図られることとなった。 

また、同年 12 月には、「こども大綱」、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（は

じめの 100 か月の育ちビジョン）」、「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定された。 

 本ガイドラインは、これらの内容を踏まえ、平成 27 年４月に策定された「放課後等デイサービス

ガイドライン」を全面改訂し、放課後等デイサービスの内容や方法など基本的事項について示すも

のである。 

 事業所においては、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々のこどもの状況

に応じて不断に創意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めることが求められる。また、各事

業所の不断の努力による支援の質の向上とあいまって、今後も本ガイドラインの見直しを行い、本

ガイドラインの質も向上させていくものである。 
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第１章 総論 

 

１．ガイドラインの目的 

 

（１） この「放課後等デイサービスガイドライン」は、放課後等デイサービスについて、障害の

あるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、放課後等デイサービスにおけ

る支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるものである。 

 

（２） 各放課後等デイサービス事業所は、本ガイドラインにおいて示される障害児支援の基本

理念や支援の内容等に係る基本的な事項等を踏まえ、こども本人やその家族、地域の実情に

応じて創意工夫を図り、その機能及び質の向上を図らなければならない。 

 

（３） 各放課後等デイサービス事業所は、本ガイドラインの内容を踏まえながら、こども施策

の基本理念等にのっとり、特別な支援や配慮を要するこどもであるか否かにかかわらず、権

利行使の主体であるこども自身が、身体的・精神的・社会的に幸せな状態にあることを指す

ウェルビーイング1を主体的に実現していく視点を持ってこどもとその家族に関わらなけれ

ばならない。 

 

２．こども施策の基本理念 

 

令和５年４月１日にこども家庭庁が発足し、障害児支援施策も同庁の下で、こども施策全体

の連続性の中で、こども施策として推進されていくこととなった。 

また、こども家庭庁の発足とあわせて、こども基本法（令和４年法律第 77号）が施行された。

こども基本法は、日本国憲法、児童の権利に関する条約（以下「こどもの権利条約」という。）

の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、

自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等

にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会

の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関

し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、こども施策の基本となる事項を定める等によ

り、こども施策を総合的に推進することを目的としている（第１条）。 

こども施策の基本理念としては、次の６点が掲げられている（第３条）。 

 

 

 

 

 

1 「ウェルビーイング」は、身体的・精神的・社会的（バイオサイコソーシャル）に幸せな状態にあることを指す。また、ウェルビーイングは、包括的な幸福とし

て、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など生涯にわたる持続的な幸福を含む。（「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」より引用） 



6 

 

 

また、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第１条においても、こどもの権利条約の精神に

のっとり、こどもが家族や社会の支えを受けながら自立した個人として自己を確立していく「主

体」として尊重されなければならないこと、第２条では、社会全体がこどもの意見を尊重し、

その最善の利益が優先して考慮されるべきことが規定されている。 

＜こども施策の基本理念＞ 

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。 

－ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、

差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平

等に教育を受けられること。 

－ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保

護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に

係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が

等しく与えられること。 

○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動

に参加できること。 

－ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての

事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 

○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにと

って最もよいことが優先して考えられること。 

－ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その

最善の利益が優先して考慮されること。 

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しい

こどもも、家庭と同様の環境が確保されること。 

－ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責

任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとと

もに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保すること

により、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。 

－ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
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特に、こどもの最善の利益の考慮については、こどもの権利条約及び障害者の権利に関する

条約（以下「障害者権利条約」という。）において、以下のとおり規定されている。 

 

 

障害児通所支援に携わる者は、障害のあるこどもも含め、全てのこどもに関わるこども施策

の基本理念をしっかりと理解した上で、こども施策全体の中での連続性を意識し、障害のある

こどもや家族の支援に当たっていくことが重要である。 

また、全てのこども・若者が、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な

学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な体験活動や外遊びの機会に接すること

ができ、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状

態で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮して社会で活躍していける

よう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現するため、「こどもの居場所づくりに関する指

針」（以下「居場所指針」という。）が、令和５年 12 月に閣議決定されている。「居場所指針」

は、こどもの居場所づくりに関する基本的事項や基本的な視点等について国としての考え方を

整理したものであることから、障害児通所支援に携わる者は、「居場所指針」の内容も十分に理

解し、「こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を聴きながら、居場所づくりを進める」

との視点も持ち、こどもや家族の支援に当たっていくことが重要である。同時に、障害の有無

にかかわらず、全てのこどもが地域社会で多様な居場所を持つことができるようにするという

観点から、「誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援」の重要性を認識し、こどもや家族

＜こどもの権利条約＞ 

○ 自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について

自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童

の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする（第 12 条）。 

○ 精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への

積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認め

る（第 23条の１）。 

○ 障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能

な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護してい

る他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護

について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する（第 23条の２）。 

＜障害者の権利に関する条約＞ 

○ 障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を完全に共

有することを確保するための全ての必要な措置を取ることとされ、措置にあたっては、児童

の最善の利益が主として考慮され、自己に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意

見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供され

る権利を有している（第７条）。 
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の支援に当たっていくことが重要である。 

支援に当たる上では、障害の有無にかかわらず、全てのこどもが意見を表明する権利の主体

であることを認識し、こどもが意見を表明する機会が確保され、年齢及び発達の程度に応じて、

その意見が尊重され、こどもの最善の利益が優先考慮されるよう、取組を進めていくことが必

要である。その際には、言語化された意見だけではなく、こどもの障害の特性や発達の程度を

よく理解した上で、その特性や発達の程度に応じたコミュニケーション手段により、例えば、

目の動きや顔の向き、声の出し方といった細やかな変化や行動を踏まえ、様々な形で発せられ

る思いや願いについて、丁寧にくみ取っていくことが重要である。 

 

３．障害児支援の基本理念  

 

障害児支援に携わる者は、２．の全てのこどもに関わるこども施策の基本理念に加え、障害

のあるこどもの育ちと個別のニーズを共に保障するため、次の基本理念を理解した上で、こど

もや家族への支援、関係機関や地域との連携に当たっていくことが重要である。 

 

（１） 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供 

     こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどもの発達及び生活の連続  

性に配慮し、こどもの今の育ちの充実を図る観点と将来の社会参加を促進する観点から、こ

どものウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援を提供することが必要で

ある。 

また、障害の特性による二次障害を予防する観点も重要であることから、こどもの特性に

合わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した上で

支援を提供するとともに、こどもの支援に当たっては、こども自身が内在的に持つ力を発揮

できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすることが重要である。 

 

（２） 合理的配慮の提供 

障害者権利条約では、障害を理由とするあらゆる差別（「合理的配慮」の不提供を含む。）

の禁止等が定められている。 

障害のあるこどもの支援に当たっては、こども一人一人の障害の状態及び発達の過程・

特性等に応じ、合理的な配慮の提供が求められる。このため、放課後等デイサービス事業所

は、障害のあるこどもや保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、

何が障害のあるこどもの活動を制限する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取

り除くために必要な対応はどのようなものがあるか、などについて検討していくことが重

要である。 

 

（３） 家族支援の重視 

     こどもは、家族やその家庭生活から大きな影響を受ける。家族がこどもの障害を含め、

そのこども本人のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で
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様々な葛藤に直面する。様々な出来事や情報で揺れ動く家族を、ライフステージを通じて、

しっかりとサポートすることにより、こどもの「育ち」や「暮らし」が安定し、こども本人

にも良い影響を与えることが期待できる。とりわけ放課後等デイサービスにおいては、学齢

期になってから障害特性が明確化したこどもが利用するケースも多いことに留意して、丁

寧に家族支援を行っていくことが必要である。 

家族の支援に当たっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につな

がるよう取り組んでいくことが必要であり、家族自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、

エンパワメントを前提とした支援をすることが重要である。 

 

（４） 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進 

全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいな

がら共に生きていく共生社会の実現に向けては、障害の有無にかかわらず、こどもたちが

様々な遊びなどの機会を通じて共に過ごし、学びあい、成長していくことが重要である。こ

のため、放課後等デイサービス事業所は、障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での

連続性を意識し、こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、地域社会への参加・包

摂（インクルージョン）の推進の観点を常に持ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、放

課後児童クラブ等の一般のこども施策との併行利用や移行に向けた支援や、地域で暮らす

他のこどもとの交流などの取組を進めていくことが求められる。 

 

（５） 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供 

こどもの現在、そして将来の豊かな育ちを保障していくためには、こどもと家族を中心

に据えて、包括的なアセスメント・支援を行うことが必要であり、各事業所や各関係機関そ

れぞれが、非連続な「点」として独自に支援を行うのではなく、子育て支援施策全体の連続

性の中で、地域で相互に関係しあい連携しながら「面」で支えていく必要がある。こどもの

ライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養護、就労支

援等の関係機関や障害当事者団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一貫した支援

を提供する体制の構築を図る必要がある。 
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第２章 放課後等デイサービスの全体像 

 

１．定義 

 児童福祉法において、「放課後等デイサービス」は、以下のように規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．役割 

   放課後等デイサービスは、大別すると、「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支 

援・地域連携」からなる。 

 放課後等デイサービス事業所は、学齢期の障害のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発

達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行

うほか、こどもの発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うことが求められる。 

また、全てのこどもが共に成長できるよう、学校、特別支援学校、専修学校等（以下「学校等」

という。）と連携を図りながら、小学生の年齢においては放課後児童クラブ等との併行利用や移

行に向けた支援を行うとともに、学齢期全般において地域の一員としての役割の発揮や地域の

社会活動への参加・交流を行うことができるよう支援（移行支援）を行うことも求められる。  

さらに、こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援

（地域支援・地域連携）していくことも求められる。 

 

３．放課後等デイサービスの原則 

    

（１） 放課後等デイサービスの目標 

     学齢期は、児童期から青年期へと向かう幅広い人格形成の時期である。そのため、放課

後等デイサービスは、一人一人の人間性の成長にしっかりと目を向けながら、こどもが安

全・安心で自分らしく過ごせる居場所として、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、多様

な遊びや体験活動等の機会を提供することにより、こどもが自己肯定感や自己有用感を高

め、ウェルビーイングを実現していく力を培うことが重要であることから、以下を目標と

して支援を提供していくことが必要である。 

 

＜児童福祉法＞ 

○ 放課後等デイサービスとは、学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園及び大学を除

く。）又は専修学校等（同法第 124 条に規定する専修学校及び同法第 134 条第１項に規

定する各種学校をいう。以下同じ。）に就学している障害児（専修学校等に就学している

障害児にあっては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援

の必要があると市町村長（特別区の区長を含む。）が認める者に限る。）につき、授業の

終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生

活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することを

いう（第６条の２の２第３項）。 
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① 生きる力の育成とこどもの育ちの充実 

  一人一人の人間性の成長にしっかりと目を向け、単に知識やスキルを身につけるのでは

なく、生きる力や自立心を育てていくとともに、将来のこどもの発達・成長の姿を見通し

ながら、日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、障害の状態や発達の状況、障害の特性

等に応じ、様々な遊びや多様な体験活動の機会を提供することを通じて、こどもの自尊心

や主体性を育てつつ、発達上のニーズに合わせて、こどもの育ちの充実を図ること。 

② 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定 

こどもの家族の意向を受け止め、こどもと家族の安定した関係に配慮し、きょうだいを

含めた家族をトータルに支援していくことを通じて、こどもの暮らしや育ちを支えること。 

③ こどもと地域のつながりの実現 

   こどもや家族の意向を踏まえながら、地域の学校等や放課後児童クラブ、児童館等の教

育や他の子育て支援施策、地域の活動等と連携し交流を進めていくとともに、こどもが放

課後児童クラブ等との併行利用をしている場合には、十分な連携を図り、協力しながら支

援に当たる体制づくりを進めていくことなどを通じて、こどもと地域のつながりを作って

いくこと。 

   ④ 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進 

     こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の関係機関や他の放課後等デイサービス

事業所、地域の障害児支援の中核的な役割を担う児童発達支援センター等との連携を通じ

て、こどものライフステージや家庭の状況に応じて、切れ目のない一貫した支援を提供す

ることにより、こどもと家族が包括的に支えられ、地域で安心して暮らすことができる基

盤を作っていくこと。 

 

（２） 放課後等デイサービスの方法 

放課後等デイサービスの対象は、身体も心も大きく成長する時期の小学生年代から高校生

年代までの幅広い年齢層のこどもであるため、それぞれの時期のこどもの発達の過程や障害

の特性等に応じた発達上のニーズ、適応行動の状況や特に配慮が必要な事項等を丁寧に把握

し理解した上で、放課後等デイサービスを利用する全てのこどもをありのままに受け止めて、

こどもが自分らしく過ごせる場であるという安全・安心の土台の上で、総合的な支援を提供

することを基本としつつ、こどもの発達段階や障害特性など、個々のニーズに応じて、特定

の領域に重点を置いた支援を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧にオーダーメイドの支

援を行っていくことが重要である。 

こどもの発達の過程やや障害の特性等に応じた発達上のニーズの把握に当たっては、本人

支援の５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、

｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要である。 

総合的な支援とは、本人支援の５領域の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、生

活や遊び等の中で、５領域の視点を網羅した個々のこどもに応じたオーダーメイドの支援が

行われるものである。 

また、特定の領域に重点を置いた支援とは、本人支援の５領域の視点等を踏まえたアセス
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メントを行った上で、５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）を行うことに加え、理

学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、５領域のうち、特定（又は複数）

の領域に重点を置いた支援が計画的及び個別・集中的に行われるものであり、一対一による

個別支援だけでなく、個々のニーズに応じた配慮がされた上で、小集団等で行われる支援も

含まれるものである。 

   そのため、本人支援の５領域の視点を網羅したアセスメントが行われないことや、５領域

のうち特定の領域のみの支援のみを行うなど、本人支援の５領域の視点が網羅されていない状

況で支援を提供することは、総合的な支援としては相応しいとは言えないものである。 

さらに、こどもは家庭や地域社会における生活を通じて、様々な体験等を積み重ねながら育

っていくことが重要である。そのため、「本人支援」に加え、「家族支援」、「移行支援」、「地域

支援・地域連携」もあわせて行われることが基本である。 

 なお、支援の提供に当たっては、こどものいまの育ちを充実させていくこととあわせて、

短期的及び長期的な視点をもって支援をしていくことが必要である。 

これらの基本的な考え方を踏まえながら、（１）の放課後等デイサービスの目標を達成する

ために、放課後等デイサービスに携わる職員は、次の事項に留意して、障害のあるこどもに

対し、支援を提供しなければならない。 
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① 一人一人のこどもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態について、アセスメン

トを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で支援に当た

るとともに、こどもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、こどもの主体として

の思いや願いを受け止めること。 

② こどもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、

自己を十分に発揮できる環境を整えること。 

③ 一人一人のこどもの発達や障害の特性について理解し、障害の状態や発達の過程に

応じて、個別や集団における活動を通して支援を行うこと。その際、こどもの個人差

に十分配慮すること。 

④ こどもの相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果

あるものにするよう援助すること。その際、個の成長と、こども同士の協同的な活動

が促されるよう配慮するとともに、社会的な行動や行為を意識ながら支援を行うこ

と。 

⑤ こどもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、こどもの主体的な活動や

こども相互の関わりを大切にすること。こどもが様々なことを考えながら自己選択・

自己決定する時間を意識的につくり、こどもが大人に見守られているという安心感の

中で体験できる機会を意図的に提供し、丁寧に見守る支援を行うこと。 

⑥ こどもの成長は、「遊び」を通して促されることから、周囲との関わりを深めたり、

表現力を高めたりする「遊び」を通し、職員が適切に関わる中で、豊かな感性や表現

する力を養い、創造性を豊かにできるように、具体的な支援を行うこと。 

⑦ 単に運動機能や検査上に表される知的能力にとどまらず、「育つ上での自信や意欲」、

「発話だけに限定されないコミュニケーション能力の向上」、「自由で多様な選択」等

も踏まえながら、こどものできること、得意なこと及び可能性に着目し可能性を拡げ

ることや、苦手なことにも挑戦できる支援を行うこと。 

⑧ こどもが他者との信頼関係の形成を経験できることが必要であり、この経験を起点

として、仲間とともに過ごすことの心地よさや楽しさを味わうことで、人と関わるこ

とへの関心が育ち、コミュニケーションをとることの楽しさを感じられるように支援

すること。また、仲間と関わることにより、葛藤を調整する力や主張する力、折り合

いをつける力が育つよう支援すること。 

⑨ 児童期から青年期は、年齢とともに発達上のニーズが変化したり、二次障害やメン

タルヘルスの課題を抱えたりするなど、様々な課題に直面するとともに、人格を形成

していく時期にあることから、自尊感情や自己効力感を育むことができるよう支援す

ること。 
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（３） 放課後等デイサービスの環境 

 放課後等デイサービスを提供する上では、支援に携わる職員やこども等の人的環境、施設

や遊具等の物的環境、さらには自然や社会の事象等の環境を考慮し、支援に当たる必要があ

る。 

放課後等デイサービス事業所は、こうした人、物、場等の環境が相互に関連しあい、こど

もの生活が豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつつ、計画的に環境を整え、工夫して、

こどもに対し支援を行わなければならない。 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

（４） 放課後等デイサービスの社会的責任 

    放課後等デイサービスを提供する事業者には、次のような社会的責任がある。 

① こども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことにより、

興味関心を拡げ、こどもによる選択ができるよう配慮すること。 

② こどもの活動が豊かに安全・安心に展開されるよう、放課後等デイサービス事業所

の設備や環境を整えるとともに、事業所の衛生管理や安全の確保等に努めること。 

③ こどもが生活する空間は、温かで、親しみやすく、くつろげる場となるようにする

とともに、障害の特性を踏まえ、時間や空間を本人にわかりやすく構造化することや、

不安な気持ちを落ち着かせる環境を整えるなど、個々のニーズに配慮した環境の中で、

生き生きと活動できる場となるように配慮すること。 

④ こどもが人と関わる力を育てていくため、こども自らが周囲のこどもや大人と関わ

っていくことができる環境を整えること。 

⑩ こどもが、年齢とともに変化する発達上のニーズや、二次障害、メンタルヘルスの

課題を乗り越えていくためには、自尊感情や自己効力感を育むことが重要であり、そ

のベースとなるのは保護者や家庭生活である。このことを踏まえ、保護者のこどもの

障害特性の理解等に配慮するとともに、一人一人の保護者の状況やその意向を理解

し、受容し、それぞれの親子関係や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、

適切に援助すること。 

⑪ こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、地域社会への参加・包摂（イン

クルージョン）の推進の観点を常に念頭に置き、こどもと地域のつながりを意識しな

がら支援を行うこと。 

⑫ こどもや家族を包括的に支援していくため、また、大人になる準備を含めた将来の

日常生活や社会生活に向けた準備を支援していくため、事業所において、多職種でそ

れぞれの専門性を発揮し、こどものニーズを多方面から総合的に捉えるとともに、互

いに協力しあいながらチームアプローチによる支援を行うこと。また、事業所内にと

どまらず、地域の関係機関や他の事業所等との連携を通じて、こどもや家族を支えて

いく連携体制を構築すること。 
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①  放課後等デイサービス事業者は、障害の有無にかかわらず、権利行使の主体として

こどもの人権に十分に配慮することを徹底するとともに、こども一人ひとりの人格や

意見を尊重して支援を行なわなければならない。 

②  放課後等デイサービス事業者は、通所するこどもの家族の意向を受け止め、支援に

当たるとともに、家族に対し、当該事業所が行う支援の内容について適切に説明し、

相談や申入れ等に対し適切に対応しなければならない。 

③ 放課後等デイサービス事業者は、地域社会との交流や連携を図り、地域社会に、当

該事業所が行う支援の内容等の情報を適切に発信しなければならない。 

④ 放課後等デイサービス事業者は、放課後等デイサービス計画に基づいて提供される

支援の内容や役割分担について定期的に点検し、その質の向上が図られるようにする

とともに、こどもが安心して支援を受けられるよう、安全管理対策等を講じなければ

ならない。 

⑤ 放課後等デイサービス事業者は、通所するこどもやその家族の個人情報を適切に取

り扱わなければならない。 
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第３章 放課後等デイサービスの提供すべき支援の具体的内容 

 

１．放課後等デイサービスの提供に当たっての留意事項 

   放課後等デイサービスに携わる職員は、こどもの育ちの連続性を意識した支援が求められて

いることから、放課後児童クラブ等との連携及び併行利用や移行に向けた支援を行うために、

放課後児童クラブ運営指針（平成 27年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の「育成支援

（放課後児童クラブにおけるこどもの健全な育成と遊び及び生活の支援）の内容」を理解する

とともに、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成 29 年文部科学省告示第 73 号）及

び特別支援学校高等部学習指導要領（平成 31 年文部科学省告示第 14 号）についても理解し、

支援に当たることが重要である。 

   放課後児童クラブ運営指針においては、その対象である６歳から 12 歳までの児童期のこども

の発達について、一人一人のこどもの発達過程を理解する目安が示されている。放課後等デイ

サービスでは、これに加えて 13 歳以降の思春期のこどもを対象としているところであり、本ガ

イドラインでは、放課後児童クラブ運営指針も参考に、目安として、おおむね「６歳～８歳（小

学校低学年）」、「９歳～10 歳（小学校中学年）」、「11 歳～12 歳（小学校高学年）」及び「13 歳以

降（思春期）」の４つの区分に分けて、留意事項を示す。障害のあるこどもは、保護者や他の大

人から、一定の年齢に達しても「こども」としてみられることも多いが、大人になる過程にある

一人の人間として対応していくことが重要である。 

なお、この区分は、同年齢のこどもの均一的な発達の基準ではなく、個人差や障害の特性等

によりその発達過程は様々であることを十分に理解した上で、あくまでも一人一人のこどもの

発達過程を理解する目安として捉えるべきものである。 

 

  （１）おおむね６歳～８歳（小学校低学年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ こどもは学校生活の中で、読み書きや計算の基本的技能を習得し、日常生活に必要

な概念を学習し、係や当番等の社会的役割を担う中で、自らの成長を自覚していく。

一方で、同時にまだ解決できない課題にも直面し、他者と自己とを比較し、葛藤も経

験する。 

○ 遊び自体の楽しさの一致によって群れ集う集団構成が変化し、そこから仲間関係や

友達関係に発展することがある。ただし、遊びへの参加がその時の気分に大きく影響

されるなど、幼児的な発達の特徴も残している。 

○ ものや人に対する興味が広がり、遊びの種類も多様になっていき、好奇心や興味が

先に立って行動することが多い。 

○ 大人に見守られることで、努力し、課題を達成し、自信を深めていくことができる。

その後の時期と比べると、大人の評価に依存した時期である。 
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（２）おおむね９歳～10 歳（小学校中学年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）おおむね 11 歳～12 歳（小学校高学年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）おおむね 13 歳以降（思春期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 論理的な思考や抽象的な言語を用いた思考が始まる。道徳的な判断も、結果だけに

注目するのではなく、動機を考慮し始める。また、お金の役割等の社会の仕組みにつ

いても理解し始める。 

○ 遊びに必要な身体的技能がより高まる。 

○ 同年代の集団や仲間を好み、大人に頼らずに活動しようとする。他者の視線や評価

に一層敏感になる。 

○ 言語や思考、人格等のこどもの発達諸領域における質的変化として表れる「９、10

歳の節」と呼ばれる大きな変化を伴っており、特有の内面的な葛藤がもたらされる。

この時期に自己の多様な可能性を確信することは、発達上重要なことである。 

○ 学校内外の生活を通じて、様々な知識が広がっていく。また、自らの得意不得意を

知るようになる。 

○ 日常生活に必要な様々な概念を理解し、ある程度、計画性のある生活を営めるよう

になる。 

○ 大人から一層自立的になり、少人数の仲間で「秘密の世界」を共有する。友情が芽

生え、個人的な関係を大切にするようになる。 

○ 身体面において第２次性徴が見られ、思春期・青年期の発達的特徴が芽生える。し

かし、性的発達には個人差が大きく、身体的発育に心理的発達が伴わない場合もある。 

○ 個々のこどもの性的な発達段階や性への興味・関心に応じ、心や身体の発育や発達

に関して正しく理解することができるよう、性に関して学ぶ機会を多く作ることが重

要である。 

○ 思春期は、こどもから大人へと心身ともに変化していく大切な時期であり、第二次

性徴などの身体的変化や精神的変化に戸惑いを感じる時期である。こうした戸惑いと

親からの自立を目指した一連の動きは、反抗的あるいは攻撃的な態度として表れる

ことも多く、家族を含め周囲の大人の対応によっては情緒的・精神的に不安定となる

危険性がある。 

○ この時期、共通の立場にある仲間とお互いに共感し心を通じ合わせることで、危機

を乗り越えていくことも可能となる。 

○ 一方で、同じ年齢や同性の仲間との間に生じるストレスや心理的ショックなどが「劣

等感」となって定着してしまうこともある。 

○ 思春期前に培われた自己有能感を基盤として、大人とだけではなく仲間との関係性

も重視し、進学や就労など次のステージに向かう力が生まれるようにサポートするこ
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２．放課後等デイサービスの内容 

放課後等デイサービスは、具体的には、障害のあるこどもの個々のニーズに応じて、「本人支

援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」を総合的に提供していくものであ

る。 

「本人支援」は、５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケ

ーション｣、｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、「自立支援

と日常生活の充実のための活動」、「多様な遊びや体験活動」、「地域交流の活動」及び「こども

が主体的に参画できる活動」の４つの基本活動を複数組み合わせながら、個々のこどもに応じ

て、オーダーメイドの支援を提供していくことが重要である。また、「本人支援」の各領域に示

すねらい及び支援内容は、こどもが家庭や地域社会における生活を通じ、様々な体験を積み重

ねる中で、相互に関連を持ちながら達成に向かうものである。このため、「本人支援」だけでな

く、「家族支援」や「移行支援」、「地域支援・地域連携」を通して、育ちの環境を整えていくこ

とが極めて重要である。 

さらに、「本人支援」により得られた、障害のあるこどもが健やかに育っていくための方法に

ついて、家庭や地域に伝えていくことも重要である。 

 

（１） 本人支援 

  「本人支援」は、障害のあるこどもの発達の側面から、心身の健康や生活に関する領域「健  

康・生活」、運動や感覚に関する領域「運動・感覚」、認知と行動に関する領域「認知・行動」、

言語・コミュニケーションの獲得に関する領域「言語・コミュニケーション」、人との関わり

に関する領域「人間関係・社会性」の５領域にまとめられるが、これらの領域の支援内容は、

お互いに関連して成り立っており、重なる部分もある。そのため、放課後等デイサービス計

画においては、「本人支援」について５つの欄を設けて、個々に異なる支援目標や支援内容を

設定する必要はないが、各領域との関連性については必ず記載することとしている。 

以下の（ア）から（オ）までに示す各領域における支援内容は、各領域におけるねらいを

踏まえて考えられる支援内容を仔細に記載したものであり、実際の支援の場面においては、

これらの要素を取り入れながら、こどもの支援ニーズや、現在と当面の生活の状況等を踏ま

えて、こどもの育ち全体に必要な支援内容を組み立てていく必要がある。 

 また、学齢期には、二次障害やメンタルヘルスの課題を抱える場合もあり、こどもがこれ

らの課題を乗り越えていくためには、自尊感情や自己効力感を育むことが重要である。 

この「本人支援」の大きな目標は、こどもが様々な遊びや学び、多様な体験活動を通じて

生きる力を育むとともに、将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにするものである。

とが求められる。 

○ 個々のこどもの性的な発達段階や性への興味・関心に応じ、心や身体の発育や発達

に関する正しい理解をもとに適切な行動をとることができるよう、性に関して学ぶ機

会を多く作ることが重要である。 
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放課後等デイサービス事業所で行われる「本人支援」は、家庭や地域社会での生活に活かし

ていくために行われるものであり、学校と連携を図りながら進めていくものである。 

 

 （ア） 健康・生活 

ねらい ・健康状態の維持・改善 

・生活習慣や生活リズムの形成 

・基本的生活スキルの獲得 

・生活におけるマネジメントスキルの育成 

支援内容 ＜健康状態の維持・改善＞ 

・健康状態の把握と対応 

   健康な心と体を育て、健康で安全な生活を作り出すことを支

援する。また、こどもの心身の状態をきめ細やかに確認し、平常

とは異なった状態を速やかに見つけ出し、必要な対応をするこ

とが重要である。その際、意思表示が困難であるこどもの障害の

特性及び発達の過程・特性等に配慮し、小さなサインでも心身の

異変に気づけるよう、きめ細かな観察を行う。 

・リハビリテーションの実施 

日常生活や社会生活を営めるよう、それぞれのこどもが持つ

機能をさらに発達させながら、こどもに適した身体的、精神的、

社会的支援を行う。 

＜生活習慣や生活リズムの形成＞ 

睡眠、食事、排泄等の基本的な生活習慣を形成し、健康状態の維

持・改善に必要な生活リズムを身につけられるよう支援する。ま

た、健康な生活の基本となる食を営む力の育成に努めるとともに、

楽しく食事ができるよう、口腔内機能・感覚等に配慮しながら、咀

嚼・嚥下の接触機能、姿勢保持、手指の運動機能等の状態に応じた

自助具等に関する支援を行う。さらに、衣服の調節、室温の調節や

換気、病気の予防や安全への配慮を行う。 

＜基本的生活スキルの獲得＞ 

・生活に必要な基本的技能の獲得 

こどもが食事、排泄、睡眠、衣類の着脱、身の回りを清潔にす

ること等の生活に必要な基本的技能を獲得できるよう、生活の

場面における環境の工夫を行いながら、こどもの状態に応じて

適切な時期に適切な支援をする。 

 ・構造化等による生活環境の調整 

生活の中で、様々な遊びや体験を通した学びが促進されるよ

う環境を整える。また、障害の特性に配慮し、時間や空間を本人

に分かりやすく構造化する。 
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・医療的ケア児への適切なケアの実施 

適切に医療的ケアを受けられるよう、こどもの医療濃度に応

じた医療的ケアの実施や医療機器の準備、環境整備を行う。 

＜生活におけるマネジメントスキルの育成＞ 

障害の特性や身体各部の状態について理解し、それらが及ぼす生

活上の困難や補助機器を用いる際の留意点等について理解を深め、

状況に応じて、自己の行動や感情を調整したり、他者に対して主体的

に働きかけたりしてより生活しやすい環境にしていくための支援を

する。また、自分で何をするかアイデアを出しながら、自分の生活を

マネジメントすることができるよう、こどもの意向を受け止めなが

ら、自分で組み立ててできる行動を増やしていけるよう支援する。 

 

（イ）運動・感覚 

ねらい ・姿勢と運動・動作の基本的技能の向上 

・姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用 

・身体の移動能力の向上 

・保有する感覚の活用 

・感覚の補助及び代行手段の活用 

・感覚の特性への対応 

支援内容 ＜姿勢と運動・動作の基本的技能の向上＞ 

日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢の運

動・動作の改善及び習得、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・

強化を図る。 

＜姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用＞ 

姿勢の保持や各種の運動・動作が困難な場合、姿勢保持装置な

ど、様々な補助用具等の補助的手段を活用してこれらができるよ

う支援する。 

＜身体の移動能力の向上＞ 

自力での身体移動や歩行、歩行器や車椅子による移動など、日常

生活に必要な移動能力や、事業所外での移動や交通機関の利用な

ど、社会的な場面における移動能力の向上のための支援を行う。 

＜保有する感覚の活用＞ 

保有する視覚、聴覚、触覚、嗅覚、固有覚、前庭覚等の感覚を十

分に活用できるよう、遊び等を通して支援する。 

＜感覚の補助及び代行手段の活用＞ 

障害の状態や発達の段階、興味関心に応じて、保有する感覚を用

いて情報を収集し、状況を把握しやすくするよう、眼鏡や補聴器等

の各種の補助機器や ICT を活用することや、他の感覚や機器によ
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る代行が的確にできるように支援する。 

＜感覚の特性への対応＞ 

感覚の特性（感覚の過敏や鈍麻）を踏まえ、感覚の偏りに対する

環境調整等の支援を行う。 

 

（ウ） 認知・行動 

ねらい ・認知の特性についての理解と対応 

・対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得（感覚の活用や認

知機能の発達、知覚から行動への認知過程の発達、認知や行動の手

掛かりとなる概念の形成） 

・行動障害への予防及び対応 

支援内容 ＜認知の特性についての理解と対応＞ 

一人一人の認知の特性を理解し、それらを踏まえ、自分に入って

くる情報を適切に処理できるよう支援する。また、こだわりや偏食

等に対する支援を行う。 

＜対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得＞ 

・感覚の活用や認知機能の発達 

視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分活用して、これらの感覚から情

報が適切に取得され、認知機能の発達を促す支援を行う。 

・知覚から行動への認知過程の発達 

取得した情報を過去に取得した情報と照合し、環境や状況を把

握・理解できるようにするとともに、これらの情報を的確な判断や

行動につなげることができるよう支援を行う。 

・認知や行動の手掛かりとなる概念の形成 

物の機能や属性、形、色、音が変化する様子、大小、数、重さ、

空間、時間等の概念の形成を図ることによって、それを認知や行動

の手掛かりとして活用できるよう支援する。 

＜行動障害への予防及び対応＞ 

感覚や認知の偏り、コミュニケーションの困難性から生ずる行

動障害の予防及び適切行動への対応の支援を行う。 

 

（エ）言語・コミュニケーション 

ねらい ・コミュニケーションの基礎的能力の向上 

・言語の受容と表出 

・言語の形成と活用 

・人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得 

・コミュニケーション手段の選択と活用 

・状況に応じたコミュニケーション 
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・読み書き能力の向上 

支援内容 ＜コミュニケーションの基礎的能力の向上＞ 

障害の種別や程度、興味・関心等に応じて、言葉によるコミュニ

ケーションだけでなく、表情や身振り、各種の機器等を用いて意思

のやりとりが行えるようにするなど、コミュニケーションに必要

な基礎的な能力を身に付けることができるよう支援する。 

＜言語の受容と表出＞ 

話し言葉や各種の文字・記号等を用いて、相手の意図を理解した

り、自分の考えを伝えたりするなど、言語を受容し表出することが

できるよう支援する。 

＜言語の形成と活用＞ 

コミュニケーションを通して、事物や現象、自己の行動等に対応

した言語の概念の形成を図り、体系的な言語を身に付けることが

できるよう支援する。 

＜人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得＞ 

個々に配慮された場面における人との相互作用を通して、相手

と同じものに注意を向け、その行動や意図を理解・推測するといっ

た共同注意の獲得や場面に応じた言動・対応など人との関わり方

についての学び等を含めたコミュニケーション能力の向上のため

の支援を行う。 

＜コミュニケーション手段の選択と活用＞ 

・指差し、身振り、サイン等の活用 

指差し、身振り、サイン等を用いて、環境の理解と意思の伝達

ができるよう支援する。 

・手話、点字、音声、文字等のコミュニケーション手段の活用 

手話、点字、音声、文字、触覚、平易な表現等による多様なコ

ミュニケーション手段を活用し、環境の理解と意思の伝達がで

きるよう支援する。 

・コミュニケーション機器の活用 

機器（パソコン・タブレット等の ICT 機器を含む。）等のコミ

ュニケーション手段を適切に選択、活用し、環境の理解と意思

の伝達が円滑にできるよう支援する。 

＜状況に応じたコミュニケーション＞ 

コミュニケーションを円滑に行うためには、伝えようとする側

と受け取る側との人間関係や、そのときの状況を的確に把握する

ことが重要であることから、場や相手の状況に応じて、主体的にコ

ミュニケーションを展開できるよう支援する。 

＜読み書き能力の向上＞ 
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発達障害のあるこどもなど、障害の特性に応じた読み書き能力

の向上のための支援を行う。 

 

（オ） 人間関係・社会性 

ねらい ・アタッチメント（愛着）の形成と安定 

・情緒の安定 

・他者との関わり（人間関係）の形成 

・遊びを通じた社会性の発達 

・自己の理解と行動の調整 

・仲間づくりと集団への参加 

支援内容 ＜アタッチメント（愛着）の形成と安定＞ 

・アタッチメント（愛着）の形成 

こどもが基本的な信頼感を持つことができるように、環境に

対する安心感・信頼感、人に対する信頼感、自分に対する信頼感

を育む支援を行う。 

 ・アタッチメント（愛着）の安定 

自身の感情が崩れたり、不安になった際に、大人が相談にの

ることで、安心感を得たり、自分の感情に折り合いをつけたり

できるよう「安心の基地」の役割を果たせるよう支援する。 

＜情緒の安定＞ 

自身の感情や気持ち、生理的な状態像に関心を持ち、その変化の

幅を安定させることに興味を持つことができるよう援助し、変化

の幅が小さく安定した情緒の下で生活ができるよう支援する。 

＜他者との関わり（人間関係）の形成＞ 

他者の気持ちや意図を理解し、他者からの働き掛けを受け止め、

それに応ずることや場に応じた適切な行動ができるように支援す

る。 

＜遊びを通じた社会性の促進＞ 

・模倣行動の支援 

遊び等を通じて人の動きを模倣することにより、社会性の発

達や対人関係の構築を支援する。 

・感覚・運動遊びから象徴遊びへの支援 

感覚機能を使った遊びや運動機能を働かせる遊びから、見立

て遊びやつもり遊び、ごっこ遊び等の象徴遊びを通して、徐々

に社会性の発達を支援する。 

・一人遊びから協同遊びへの支援 

周囲にこどもがいても無関心である一人遊びの状態から並行

遊びを行い、大人が介入して行う連合的な遊び、役割分担した
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りルールを守って遊ぶ協同遊びを通して、徐々に社会性の発達

を支援する。 

＜自己の理解と行動の調整＞ 

自分のできることや苦手なことなど、自分の行動の特徴を理解

し、自己を肯定的に捉えられる機会を通じて、気持ちや情動を調整

し、状況に応じた行動ができるように支援する。 

＜仲間づくりと集団への参加＞  

集団に参加するための手順やルールを理解し、こどもの希望に

応じて、遊びや集団活動に参加できるよう支援するとともに、共に

活動することを通じて、相互理解や互いの存在を認め合いながら、

仲間づくりにつながるよう支援する。 

 

 （４つの基本活動） 

   本人支援において、複数組み合わせて行うことが求められる４つの基本活動は、以下のとお

りである。 

なお、これらの基本活動を提供するに当たっては、こどもの意見を聴きながら自己選択や自

己決定を促すとともに、こども同士の関わりの中でこどもが主体性を発揮しながら参加できる

よう、支援していくことが求められる。 

 

（ア） 日常生活の充実と自立支援のための活動 

 

 

 

 

 

 

 

  （イ） 多様な遊びや体験活動 

 

 

 

こどもの発達に応じて必要となる日常生活における基本的な動作や自立を支援する

ための活動を行う。こどもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験の積み

増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立や地域生活を見据えた活動

を行う場合には、こどもが通う学校で行われている教育活動を踏まえ、その方針や役

割分担等を共有できるよう、学校と連携を図りながら支援を行う。 

遊び自体の中にこどもの発達を促す重要な要素が含まれていることから、挑戦や失

敗を含め、屋内外を問わず、自由な遊びを行う。また、体験したことや、興味を持った

ことに取り組めることは、新たにやってみたいと感じる機会につながることから、多

様な体験の機会を提供していく。こどもが望む遊びや体験、余暇等を自分で選択しな

がら取り組むことができるよう、多彩な活動プログラムを用意する。その際には、個

別性に配慮された環境やこどもがリラックスできる環境の中で行うことができるよう

工夫することが重要である。 
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（ウ） 地域交流の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （エ） こどもが主体的に参画できる活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （障害特性に応じた配慮事項） 

放課後等デイサービスに携わる職員は、障害のあるこどもの発達の状態及び発達の過程・特

性等を理解し、一人一人のこどもの障害の特性及び発達の状況に応じた支援を行うことが必要

である。 

また、それぞれの特性に応じて、設備・備品への配慮のほか、こどもや保護者との意思の疎

通、情報伝達のための手話等による配慮を行う等、様々な合理的配慮を行いながら環境を工夫

することなどが必要である。 

なお、ここでは、特に配慮すべき内容について以下のとおり示しているが、障害の特性だけ

で捉えられることばかりではないため、この内容だけにとらわれることなく、こどもの状態像

の把握とアセスメントを行った上で、必要な配慮を行うことが必要である。 

障害があるがゆえにこどもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないよう

に、地域の中にこどもの居場所をつくりながらこどもの社会経験の幅を広げていく。

他の社会福祉事業や地域において放課後等に行われている多様な学習・体験・交流活

動など地域資源も活かして、遊びや体験の機会を創出していくとともに、ボランティ

アの受入れ等により、積極的に地域との交流を図っていく。こうした取組は、こども

にとって、地域そのものが安全・安心な居場所となることにもつながる。 

こどもとともに活動を企画したり過ごし方のルールをつくったりするなど、こども

が主体的に参画できる機会を設け、こどもが意見を表明しやすい環境づくりを行いな

がら、こどもとともに活動を組み立てていく取組を行っていく。その際には、こども

の意思を受け止めつつ、一人一人の個別性に配慮するとともに、こどもに寄り添いな

がら進めていくことが重要である。こうした取組は、こどもにとって自分自身が権利

の主体であることを実感するとともに、こどもの権利を守ることにもつながる。 
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○ 視覚に障害のあるこどもに対しては、聴覚、触覚及び保有する視覚等を十分に活用

しながら、様々な体験を通して身近な物の存在を知り、興味・関心や意欲を育ててい

くこと等を通じて、社会性を育て、生活経験を豊かにしていくことが必要である。ま

た、ボディイメージを育て、身の回りの具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付

けて基礎的な概念の形成を図るようにすることが必要である。さらに、視覚補助具や

コンピューター等の情報機器、触角教材、拡大教材および音声教材等各種教材を効果

的に活用することも重要である。 

○ 聴覚に障害のあるこども（人工内耳を装用しているこどもを含む。）に対しては、聴

こえない又は聴こえにくい特性や必要な配慮を理解した上で（ろう重複、盲重複の場

合には、特に配慮が必要）、保有する聴覚や視覚的な情報等を十分に活用して言葉の習

得と概念の形成を図る支援を行う必要がある。また、音声、文字、手話、指文字等を

適切に活用して人との関わりを深めたり、日常生活に必要な知識を広げたりする態度

や習慣を育てる必要がある。 

○ 知的障害のあるこどもに対しては、活動内容や環境の設定を創意工夫し、活動への

意欲を高めて、発達を促すようにすることが必要である。また、ゆとりや見通しをも

って活動に取り組めるよう配慮するとともに、周囲の状況に応じて安全に行動できる

ようにすることが必要である。 

○ 発達障害のあるこどもに対しては、予定等の見通しをわかりやすくすることや、感

覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)に留意し、安心できる環境づくりが必要である。また、

具体的又は視覚的な手段を用いながら、活動や場面の理解を促すことや、人と関わる

際の具体的な方法や手段を個々の特性に応じて身に付けることが必要である。 

○ 精神的に強い不安や緊張を示すこどもに対しては、特定の人との関係性を軸に、周

囲の人との関わりを拡げていくとともに、活動内容や環境の設定を創意工夫し、情緒

の程よい表出を促すことが必要である。また、安心感のある肯定的な関わりを大切に

するとともに、少人数でゆったりと落ち着いた受容的な環境を用意することが必要で

ある。 

○ 場面緘黙（選択性かん黙）のあるこどもに対しては、話さないということだけに着

目して、話すことを強制したり、話さないこどもとみなしたりするのではなく、こど

もの心理的な要因や環境的な要因等により、他の場面では話せているにもかかわらず、

場面によっては話ができないという状態であることを理解した上で支援に当たること

が必要である。こどもの緊張や不安の緩和を目標にして、こどもの意思が表出しやす

い場面を設け、指さしやカード、身振りなど言葉以外の方法でコミュニケーションを

取れるよう工夫することが必要である。 

○ 肢体不自由のこどもに対しては、身体の動きや健康の状態等に応じ、可能な限り体

験的な活動を通して経験を拡げるようにすることが必要である。また、興味や関心を

もって、進んで身体を動かそうとしたり、表現したりするような環境を創意工夫する

ことが必要である。 
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○ 病弱・身体虚弱のこどもに対しては、病気の状態等に十分に考慮し、活動と休息の

バランスを取りながら、様々な活動が展開できるようにすることが必要である。心臓

病等により乳幼児期に手術等を受けているこどもは、治療過程で運動や日常生活上で

の様々な制限を受けたり、同年代のこどもとの関わりが少なくなるなど、学びの基礎

となる経験が不足することがある。小児慢性特定疾病や難病等のこどもを含め、こど

もが可能な限り体験的な活動を経験できるよう、主治医からの指示・助言や保護者か

らの情報を三者で共有しながら支援を行うことが必要である。 

○ 医療的ケアが必要なこどもに対しては、医療的ケアの目的や具体的な手法等につい

て十分に情報を収集し、医師の指示に基づき、適切にケアを提供する体制をあらかじ

め整えた上で、心身や健康の状態、病気の状態等を十分に考慮し、活動と休息のバラ

ンスを取りながら、様々な活動が展開できるようにすることが必要である。また、健

康状態の維持・改善に必要な生活習慣を身に付けることができるようにすることが必

要である。さらに、こどもが可能な限り体験的な活動を経験できるよう、主治医から

の指示・助言や保護者からの情報を三者で共有しながら支援を行うことが必要である。

なお、医療的ケアが必要なこどもの中には、見た目では医療的ケアが必要であると分

からないこどももいることに配慮することが必要である。 

○ 重症心身障害のあるこどもに対しては、重度の知的障害及び重度の肢体不自由があ

るため、意思表示の困難さに配慮し、こどもの小さなサインを読み取り、興味や関心

に応じて体験的な活動の積み重ねができるようにすることが必要である。これは、不

快、苦痛、体調不良時等の意思表示であっても同様であり、その表情等から変化に気

づけるよう、心身の状態を常にきめ細かく観察することが必要である。また、筋緊張

を緩和する環境づくりや遊び、姿勢管理により、健康状態の維持・改善を図ることが

必要である。 

○ 複数の種類の障害のあるこどもに対しては、それぞれの障害の特性に配慮した支援

が必要である。 

○ 知的障害と発達障害のあるこどもに対しては、将来的な強度行動障害のリスクを把

握し、適切なアセスメントを踏まえ、それぞれの障害の特性に応じた支援の提供と、

環境の調整に取り組むなど、行動上の課題を誘発させないよう、予防的な観点をもっ

て支援を行っていくことが必要である。 

特に、学童期や思春期になると、行動上の課題がより顕在化しやすくなるため、現

在の行動上の課題やその行動の意味等にも着目する機能的アセスメントを行い、それ

を踏まえて、こどもが安心して過ごせるための環境調整や、自発的なコミュニケーシ

ョンスキル等を身につけていくための「標準的な支援」を行うことが必要である。 

○ 高次脳機能障害のあるこどもに対しては、障害による認知や行動上の特性等を理解

するとともに、障害を受ける前にできていたことができないといった悩みを抱えてい

ることがあるため、心のケアを心がけつつ支援を行うことが必要である。 
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  （思春期のこどもに対する支援に当たっての留意点） 

思春期は、行動上の課題がより顕在化しやすくなることや、メンタルヘルスの課題や不登

校など様々な課題が増えてくる年代であり、また、この時期には高校卒業後の進路に向けた

準備も必要となる。ここでは、こうした様々な課題を持つ可能性のある思春期のこどもへの

支援に関して特に留意すべき内容について示す。 

 

 

 

  （不登校の状態にあるこどもに対する支援に当たっての留意点） 

不登校の状態にあるこどもへの支援については、放課後等デイサービスのみだけではなく、

学校等（校長、担任、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、養護教諭など）

や家庭を中心に、こどもを取り巻く関係者・関係機関間で支援の状況等を適宜共有し、連携

を図りながら支援を行っていくことが重要である。なお、支援にあたっては以下に留意する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 思春期は、他者との関わりや社会との関わりの中で、自分の存在の意味や価値、役

割を考え、アイデンティティを形成していく時期である。一方で、様々な葛藤を抱え

たり、家族・友人との関係などに悩んだりする繊細な時期でもある。思春期のこども

が、自己肯定感を高められるよう支援を行うことが重要であり、こどもの意思を受け

止めつつ、一人一人の悩みや葛藤、個別性に合わせて寄り添って支援を行っていくこ

とが重要である。 

○ 思春期は、メンタルヘルスの課題も顕在化してくる年代であり、こころの不調や病

気の兆し、症状やその特徴を理解して支援を行うことも重要であり、必要に応じて、

医療機関や地域の相談窓口となる機関（保健所、精神保健福祉センター等）とも連携

を図りながら支援を行うことが重要である。 

○ 不登校の状態にあるこどもに対しては、まずはこども本人の気持ちに寄り添い、共

感することで、こどもの自己肯定感を高めることが大切である。 

○ 学校等や家族からの情報も踏まえてアセスメントを行い、登校しないあるいはした

くてもできない状況が生じている要因や背景について把握・分析を行い、個々のニー

ズに応じて必要な支援（例えば、こども本人の抱える不安の解消、社会的コミュニケ

ーションを図るなど）を放課後等デイサービス計画に位置付けた上で、計画的に支援

を進めることが重要である。また、学校等や家庭と連携を図る際には、放課後等デイ

サービスでの支援の状況やこども本人の変化等を共有しながら支援を進めることが

重要である。 

○ 不登校の状態にある場合であっても、こどもの学びの場を確保し、学びたいと思っ

た時に学べる環境を整えることも重要である。そのため、こども本人の意思を尊重し、

学校等や家庭と連携を図りながら、必要な対応や方策の検討を行うことが重要であ
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 （特に支援を要する家庭のこどもに対する支援に当たっての留意点） 

こどもが行動、態度や表情など気がかりな様子を見せる時は、その原因や背景を考える必

要がある。事業所の支援環境や手立ての調整を行うことで改善できることもあれば、こども

の生活環境全般を見渡し分析した上で、その環境上で発生している事象にアプローチしなけ

ればならないこともある。ここでは、いくつかの気に留めておくべきこどもの行動や態度、

表情などを取り上げ、支援を行うに当たっての留意点として以下に示すが、これらの留意点

に加え、まずは日頃から保護者との関係づくりを丁寧に行うことで保護者の孤立を防ぐとと

もにこどもの変化に気付きやすくしておくこと、さらには専門機関やボランティア・NPO 団

体などの地域資源についての情報を収集しておくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 家族支援 

こどもは、保護者や家庭生活から大きな影響を受けることから、こどもの成長や発達の

基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させることが、こどもの「育ち」や「暮らし」

の安定・充実につながる。このため、障害のあるこどもを育てる家族が安心して子育てを

◯ 不自然な傷がある、日常的に身なりが不衛生で放置が疑われるなど虐待を受けてい

ることが疑われるこどもについては、極度の緊張した表情や極度の甘えがみられるな

どの様々な反応に対する理解や、職員とのアタッチメント（愛着）の形成を含めた信

頼関係の構築が重要である。 

◯ サイズに合ってない衣類を着ている、朝食を食べていない、医療機関を受診しない、

生活リズムの乱れが見られるなど生活に困窮していることが疑われる家庭のこども

については、食事等の基本的な生活習慣や生活リズムの形成、食事、排泄、睡眠、衣

類の着脱等の基本的生活スキルの獲得などを基盤として、様々な豊かな経験を提供す

るとともに、保護者やこどもの自尊心を傷つけないよう十分配慮することが必要であ

る。 

◯ 近年増加傾向にある外国にルーツのあるこどもについては、日本語がうまく話せな

いことで他のこどもとの関係を構築することが難しいこともあり、学習が進みにく

い、あるいは、文化の違いなどにより差別やいじめを受ける場合もあるなど、生活上

の困難さを感じているこどもも多いことから、支援に当たっては、まずはこどもが持

つ困難さを把握し、それぞれの困難さに対して具体的にどのような支援が必要かを

「多文化共生」という視点を入れながら考えていくことが重要である。 

る。その際には、学校等は、様々な制度や公的な支援により質の担保された教育機関

であり、学校教育を受ける機会を得られないことにより、将来にわたって社会的自立

を目指す上でリスクが存在することを踏まえ、安易に不登校の状態が継続することの

ないよう留意することが必要である。 
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行うことができるよう、家族（きょうだいを含む。）と日頃から信頼関係を構築し、障害の

特性に配慮し、丁寧な「家族支援」を行うことが必要である。 

特に、こどもが学齢期に診断を受ける場合や、年齢とともにこどもの発達上のニーズが

変化する場合には、保護者がこどもの障害や発達の過程を含むその子のありのままを受け

止め、肯定していくプロセスを支えていくことが重要である。また、学齢期には、二次障

害やメンタルヘルスの課題を抱える場合もあり、こどもがこれらの課題を乗り越えていく

ためには、自尊感情や自己効力感を育むことが重要であり、保護者や家庭生活はそのベー

スとなる。  

家族支援においては、こども本人の状況や家庭の状況等を踏まえるとともに、子育てに

困難さを感じているか、相談する人はいるか（孤立していないか）など、家族の困りごと

に寄り添いながら、気持ちを受け止め、こども本人と保護者との相互の信頼関係を基本に

保護者の意思を尊重する姿勢が重要である。 

 

ねらい ・アタッチメント（愛着）の安定 

・家族からの相談に対する適切な助言等 

・障害の特性に配慮した家庭環境の整備 

支援内容 ＜アタッチメント（愛着）の安定＞ 

・こどもの信頼感を育むとともに、こどもの感情や不安に寄り添い、

家族や周囲の人と安定した関係を継続するための支援 

＜家族からの相談に対する適切な助言等＞ 

・家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助 

・こどもの発達上のニーズについての気づきの促しとその後の支援 

・こどもの支え方や食事のとり方等の具体的な介助方法についての

助言・提案 

・家族のレスパイトの時間の確保や就労等による預かりニーズに対

応するための延長支援 

・心理的カウンセリングの実施 

・保護者同士の交流の機会の提供 

・きょうだい同士の交流の機会の提供やきょうだいに対する相談援

助 

＜障害の特性に配慮した家庭環境の整備＞ 

・こどもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助、講座、ペアレン

ト・トレーニングの実施 

・家族に対する支援場面を通じた学びの機会の提供 

 

（支援に当たっての配慮事項） 

     学齢期は、こどもが行動上の課題やメンタルヘルスの課題、不登校など様々な課題を抱

える年代にあることや、学齢期になってから障害特性が明確化する場合も多いことなども
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踏まえ、家族が様々な葛藤に直面する時期である。そのため、こどもと家族をトータルに支

援していくことが重要である。 

     以下は、家族のさまざまな不安や負担を軽減していく観点から特に配慮すべき内容を示

しており、「家族支援」の提供に当たり留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 移行支援 

   地域社会で生活する平等の権利の享受と、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）

の考え方に立ち、全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、

地域において放課後等に行われている多様な学習・体験・活動や居場所を享受し、その中

で適切な支援を受けられるようにしていくことや、同年代のこどもをはじめとした地域に

おける仲間づくりを図っていくことが必要である。 

このため、事業所における支援の中に「移行」という視点を取り入れ、具体的な移行先

が既にある場合は、その移行先への移行に向けた支援を、現時点で特段の具体的な移行先

がない場合は、こどもが地域で暮らす他のこどもと繋がりながら日常生活を送ることがで

きるように支援を提供するなど、「移行支援」を行うことが重要である。 

なお、特に入学・進学・就職時等のライフステージの移行時における「移行支援」は、

こどもを取り巻く環境が大きく変化することも踏まえ、支援の一貫性の観点から、より丁

寧な支援が求められる。 

 

ねらい ・放課後児童クラブ等への移行支援 

○ 「家族支援」は、大きなストレスや負担にさらされている母親が中心となる場合が

多いが、父親やきょうだい、さらには祖父母など、家族全体を支援していく観点が必

要である。 

○ 「家族支援」は、家族がこどもの障害の特性等を理解していくために重要な支援で

あるが、理解のプロセス及び態様は、それぞれの家族で異なることを理解することが

重要である。 

○ 特に、こどもの障害の特性等の理解の前段階として、「気づき」の支援も「家族支援」

の重要な内容であり、個別性に配慮して慎重に行うことが大切である。 

○ 「家族支援」において明らかとなってくる虐待（ネグレクトを含む。）の疑いや保護

者自身の精神的な状態、経済的な課題、ＤＶ等の家族関係の課題等に応じて心理カウ

ンセリング等、専門的な支援が必要な場合は、適切な関係機関につないでいく等の対

応が求められる。 

○ 「家族支援」は、必要に応じて、障害児相談支援事業所、児童発達支援センターや

他の放課後等デイサービス事業所、居宅介護（ホームヘルプ）や短期入所（ショート

ステイ）等を実施する障害福祉サービス事業所、発達障害者支援センター、医療的ケ

ア児支援センターや医療的ケア児等コーディネーター、児童相談所、こども家庭セン

ター、専門医療機関、保健所等と緊密に連携を図り実施することが必要である。 
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・ライフステージの切替えを見据えた将来的な移行に向けた準備 

・放課後児童クラブ等と併行利用している場合における併行利用先

との連携 

・同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくり 

支援内容 ＜放課後児童クラブ等への移行支援、ライフステージの切替えを見

据えた将来的な移行に向けた準備＞ 

・具体的な移行や将来的な移行を見据えたこどもの発達の評価・支

（※） 

・具体的な移行先との調整 

・移行先との支援方針・支援内容の共有や、こどもの状態・親の意向・

支援方法についての伝達 

・家族への情報提供や移行先の見学調整 

・移行先の受け入れ体制づくりへの協力 

・移行先ヘの相談援助 

・進路や移行先の選択についての本人や家族への相談援助（※） 

＜放課後児童クラブ等と併行利用している場合における併行利用先

との連携＞ 

・併行利用先とのこどもの状態や支援内容の共有（例：得意不得意や

その背景、声掛けのタイミングやコミュニケーション手段の共有） 

・併行利用の場合の利用日数や利用時間等の調整 

＜同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくり＞ 

・地域の学校や放課後児童クラブ、児童館、地域住民との交流 

（※）「移行」の視点を持った本人や家族に対する支援は、「本人支援」や「家族支援」と

内容が重なる場合もある。 

 

（４） 地域支援・地域連携 

事業所において、障害のあるこどもや家族を中心に据えた包括的な支援を提供するため

には、こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる保健・医療・福祉・教育・労働等の関係

機関や障害福祉サービス等事業所等と連携して、こどもや家族の支援を進めていく「地域

支援・地域連携」を行うことが必要である。 

「地域支援・地域連携」を行うに当たっては、こどものライフステージに応じた切れ目

のない支援（縦の連携）と関係者間のスムーズな連携の推進（横の連携）の両方（縦横連

携）が重要である。 

なお、ここでいう「地域支援・地域連携」とは、こどもや家族を対象とした支援を指す

ものであり、地域の事業所への後方支援や、研修等の開催・参加等を通じた地域の支援体

制の構築に関するものではないことに留意すること。 

 

ねらい ・通所するこどもに関わる地域の関係者・関係機関と連携した支援 



33 

 

支援内容 ＜通所するこどもに関わる地域の関係者・関係機関と連携した支援

＞ 

・こどもが通う学校や放課後児童クラブ等との情報連携や調整、支援

方法や環境調整等に関する相談援助、放課後等デイサービス計画

の作成又は見直しに関する会議の開催 

・こどもを担当する保健師や、こどもが通う医療機関等との情報連携

や調整 

・こどもに支援を行う発達障害者支援センターや医療的ケア児支援

センター、地域生活支援拠点等との連携・こどもが利用する障害児

相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、他の障害児通所支援

事業所との生活支援や発達支援における連携 

・虐待が疑われる場合には、児童相談所やこども家庭センターとの情

報連携 

・児童委員、主任児童委員等地域の関係者等との連携 

・個別のケース検討のための会議の開催 

 

（支援に当たっての配慮事項） 

  「地域支援・地域連携」を行うに当たっては、以下に留意すること。 

 

 

第４章 放課後等デイサービス計画の作成及び評価 

放課後等デイサービスの適切な実施に当たっては、障害児相談支援事業所が、障害のあるこど

もや保護者の生活全般における支援ニーズや解決すべき課題等を把握し、最も適切な支援の組み

合わせについて検討し、障害児支援利用計画を作成する。その後、児童発達支援管理責任者が、

障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、当該事業所が提供する具体的な支

援内容等について検討し、放課後等デイサービス計画を作成し、これに基づき日々の支援が提供

されるものである。 

なお、セルフプランにより放課後等デイサービスを利用するこどもであって、複数の事業所か

ら継続的に支援を受けている場合は、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等を行

うなど、障害児支援の適切な利用支援を進めることが重要であり、事業所間におけるこどもの状

態像の認識や必要な支援の見立て、支援内容等のバラつきにより、こどもに過度なストレスを与

えることのないよう留意すること。 

また、障害児相談支援事業所と放課後等デイサービス事業所の関係性は、単に相談支援専門員

○ 「地域支援・地域連携」は、放課後等デイサービスを利用するこどもが地域の様々

な場面で適切な支援を受けられ、地域の中に居場所を持つことができるよう、関係機

関等と連携することが重要であることから、普段から、地域全体の子育て支援を活性

化するためのネットワークを構築しておくという視点が必要である。 
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が作成した障害児支援利用計画に基づき、児童発達支援管理責任者が放課後等デイサービス計画

を作成し、支援を実施するという上下の関係にはない。こどもや家族の生活全般のニーズに対応

するため、放課後等デイサービス事業所からも障害児相談支援事業所に積極的に働きかけるなど、

双方向のやり取りを行う関係であることに留意して連携する必要がある。 

 

１．障害児支援利用計画の作成の流れ 

 

（１） 障害児相談支援事業所による障害児支援利用計画案の作成と市町村による支給決定 

○ 障害児相談支援事業に従事する相談支援専門員は、放課後等デイサービスの利用を希望す

るこどもや保護者の求めに応じて障害児支援利用計画案の作成を行う。 

○ 相談支援専門員は、こどもや家族との面談により、こどもの心身の状況や置かれている環

境、日常生活の状況、現に受けている支援、支援の利用の意向等をこどもや家族から聴き取

った上で、それらに基づいたアセスメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針を

提案する。 

○ こどもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々のこどもの障害の状態や発達の状

況、や障害の特性等に応じた発達上のニーズに対応し、生活全般のニーズを充足するために、

必要な支援を検討する。 

○ 学齢期の障害のあるこどもへの支援には、児童福祉法に基づき、通所により発達支援を行

う「放課後等デイサービス」のほか、重度の障害等により外出が著しく困難な障害のあるこ

どもに対し、居宅を訪問して発達支援を行う「居宅訪問型児童発達支援」、学校等に通学して

いる障害のあるこどもに対し支援を行う「保育所等訪問支援」がある。また、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総

合支援法」という。）に基づき、居宅で入浴や排泄、食事の介護等を行う居宅介護（ホームヘ

ルプ）や、自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、施設で入浴や排泄、食事の介護等

を行う短期入所（ショートステイ）等の障害福祉サービスが利用できる。 

○ 障害児支援利用計画案は、これらの支援の中から、必要な支援を選択又は組み合わせ、個々

の支援の目的や内容及び量について検討し、こども又は保護者の同意のもと作成するもので

ある。 

○ 市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、放課後等デイサービスの利用につ

いての支給決定を行うこととなる。 

 

（２） 担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定 

○ 相談支援専門員は、市町村による支給決定後、こどもや家族の希望を踏まえて、支援を提

供する事業所の調整を行い、それらの事業所等を集めた担当者会議を開催する。担当者会議

には、こどもや家族、事業所の児童発達支援管理責任者や職員、他の支援等を利用している

場合にはその担当者、その他必要に応じて、こどもや家族への支援に関係する者が招集され

る。 

○ 担当者会議では、障害児支援利用計画案の作成に至る経緯、こどもや家族の意向と総合的
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な援助方針、ニーズと支援目標、支援内容等について共有する。 

○ 担当者会議の参加者は、障害児支援利用計画案の内容について意見交換を行うが、その際、

事業所の担当者は、放課後等デイサービスの専門的な見地からの意見を述べることが求めら

れる。また、障害児支援利用計画案に位置づけられた当該事業所に期待される役割を確認す

るとともに、障害のあるこどもが、地域の中で他のこどもと共に成長できるようにするため、

こどもの最善の利益の観点から、支援の提供範囲にとどまらず、意見を述べることが重要で

ある。 

○ 相談支援専門員は、担当者会議における参加者による意見交換を受けて、支援の提供の目

的や内容を調整し、各担当者の役割を明確にした上で、こども又は保護者の同意のもと障害

児支援利用計画を確定する。確定した障害児支援利用計画は、こどもや保護者をはじめ、支

給決定を担当する市町村、事業所の支援を提供する者に配付され共有される。 

 

（３） 放課後等デイサービス計画に基づく放課後等デイサービスの実施 

○ 事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画

における総合的な援助方針や、当該事業所に対応が求められるニーズを踏まえて、放課後等

デイサービスの具体的な内容を検討し、作成する。放課後等デイサービス計画の作成につい

ては、２．を参照すること。 

○ 事業所は、障害児相談支援事業所と連携し、障害児支援利用計画との整合性のある放課後

等デイサービス計画の作成と支援の提供を行うことが重要である。なお、障害児支援利用計

画と放課後等デイサービス計画は、個々のこどもの支援における合理的配慮の根拠となるも

のである。 

○ 事業所は、作成された放課後等デイサービス計画に基づき支援を実施する。 

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画に代えてセルフプランにより放課後

等デイサービスを利用するこどもであって、複数の事業所から継続的に支援を受けている場

合は、市町村が選定するコア連携事業所（こどもの支援について適切なコーディネートを進

める中核となる事業所）を中心として、事業所間で連携して放課後等デイサービスを実施す

る。 

 

（４） 障害児相談支援事業所によるモニタリングと障害児支援利用計画の見直し 

○ 相談支援専門員は、一定期間毎に、こどもと家族に対する面談により、障害児支援利用計

画に基づいた支援の提供状況や効果、支援に対する満足度についてモニタリングを実施する。

また、各事業所から支援の提供状況や効果について確認した結果、現在の支援がニーズの充

足のために適切でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していたり、新たなニ

ーズが確認された場合は、必要に応じて担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直す。 

○ 担当者会議において、事業所の児童発達支援管理責任者は、その時点までの支援の提供状

況を踏まえて、目標の達成度や気づきの点等の情報を積極的に共有することが重要である。

そのためには、事業所の設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者や職員のうち、こども

の状況をよく理解した者を参画させなければならない。 
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○ 障害児支援利用計画の内容が見直され、総合的な援助方針や事業所に求められる役割が変

更された場合には、児童発達支援管理責任者は、必要に応じて放課後等デイサービス計画を

変更し、適切な支援を実施する。 

 

（５） その他の連携について 

○ 事業所による支援は、こどもや家族への生活全般における支援の一部を継続的に実施する

ものである。日々の支援を担う事業所は、こどもや家族のニーズの変化を細やかに把握する

ことができる。また、継続的な関わりは、こどもや家族へのアセスメントを深め、潜在的な

ニーズの把握にもつながる。 

○ しかし、それらのニーズは、事業所のみで対応できるものばかりではなく、他の支援機関

による対応が必要な場合もある。その場合は適切な支援が調整され提供されるように、速や

かに障害児相談支援事業所などの関係機関と連絡を取り合う必要がある。 

 

２．放課後等デイサービス計画の作成の流れ 

児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利用するこどもと家族のニーズを適切に

把握し、放課後等デイサービスが提供すべき支援の内容を踏まえて放課後等デイサービス計画を

作成し、すべての職員が放課後等デイサービス計画に基づいた支援を行っていけるように調整す

る。また、提供される支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う役割がある。 

 

（１） こどもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント 

○ 児童発達支援管理責任者は、こどもや家族への面談等により本人支援の５領域（「健康・生

活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」）の

視点等を踏まえたアセスメントを実施する。なお、「障害児通所給付費に係る通所給付決定事

務等について」（令和６年４月）において、市町村が、支給決定の際に、介助の必要性や障害

の程度の把握のために実施する「５領域 20 項目の調査」の結果について、保護者に対し、利

用する事業所に交付するよう依頼することが望ましい旨示していることから、事業所は、保

護者に対し、「５領域 20 項目の調査」の結果について確認の上、当該結果について、アセス

メントを含め実際の支援の場面にも活用していくことが重要である。 

○ こどもと保護者及びその置かれている環境を理解するためには、こどもの障害の状態だけ

でなく、こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメン

トや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認す

る必要がある。 

   また、こどもの発育状況、自己理解、心理的課題、こどもの興味・関心、養育環境、これ

まで受けてきた支援、現在関わっている関係機関、地域とのつながり、利用に当たっての希

望、将来展望等について必要な情報を収集し、こどもと保護者のニーズや課題を分析する必

要がある。 

○ 保護者のニーズとこども本人のニーズは必ずしも一致するものではないため、まずはこど

ものニーズを明確化していくことが求められる。また、こどものニーズは変化しやすいため、
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日頃から状況を適切に把握して対応していく必要がある。 

○ アセスメントの実施に当たっては、全てのこどもが権利の主体であることを認識し、個人

として尊重するとともに、意見を形成・表明する手助けをするなど、こども本人のニーズを

しっかりと捉えられるように対応することが必要である。 

 

（２） 放課後等デイサービス計画の作成 

○ 障害児相談支援事業所等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事業所でアセスメント

した情報について、課題整理表等を用いて整理しながら、放課後等デイサービスにおけるニ

ーズを具体化した上で、支援の具体的な内容を検討し、放課後等デイサービス計画を作成す

る。 

○  放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、将来に対する見通しを持った上で、障害

種別や障害の特性、こどもの発達の段階を丁寧に把握し、それらに応じた関わり方を考えて

いくとともに、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏ま

えて作成することが必要である。 

○ 「最善の利益が優先して考慮」されるとは、「こどもにとって最も善いことは何か」を考慮

することをいうが、こどもの意見がその年齢及び発達の程度に応じて尊重すべきものと認め

られる場合であっても、別の考慮要素と比較衡量して合理的に判断した結果、こどもにとっ

て最善とは言い難いと認められる場合には、こどもの意見とは異なる結論が導かれることは

あり得るものである。その際は、こどもに対し、適切に説明することが必要である。 

○ 放課後等デイサービス計画の作成に係る個別支援会議の開催に当たっては、こどもの支援

に関わる職員を積極的に関与させることが必要である。オンラインの活用も可能とされてお

り、予定が合わない等により個別支援会議を欠席する職員がいる場合は、個別支援会議の前

後に情報共有を行ったり意見を求めたりすることも必要である。いずれにしても、こどもの

支援に関わる様々な職員に意見を聴く機会を設けることが求められる。 

また、こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を考慮することが重要であることに鑑

み、当該こどもの年齢や発達の程度に応じて、こども本人や保護者の意見を聴くことが求め

られる。そのため、例えば、会議の場にこどもと保護者を参加させることや、会議の開催前

にこども本人や保護者に直接会って意見を聴くことなどが考えられる。 

○ 放課後等デイサービス計画には、「利用児と家族の生活に対する意向」、「総合的な支援の方

針」、「長期目標」、「短期目標」、「支援の標準的な提供時間等」、「支援目標及び具体的な支援

内容等」（「本人支援・家族支援・移行支援・地域支援・地域連携の項目」、「支援目標」、「支

援内容（５領域との関連性を含む。）」、「達成時期」、「担当者・提供機関」、「留意事項」）を記

載する。それぞれの記載項目については、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、

つながりを持って作成していくことが必要であり、「利用児と家族の生活に対する意向」を踏

まえて「総合的な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」と「短期目標」、それを

達成するための「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定することが必要である。児童発

達支援計画の参考様式及び記載例については、別添１の「個別支援計画の記載のポイント」、

を参照すること。 
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○ 放課後等デイサービス計画に、こども本人のニーズに応じた「支援目標」を設定し、それ

を達成するために、本ガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人

支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏ま

えながら、こどもの支援に必要な項目を適切に設定し、その上で、４つの基本活動をベース

とした具体的な支援内容を設定する。 

○ 「本人支援」においては、５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）を行うことが必

要であり、支援を組み立てていくに当たっては、（１）のアセスメントにおいて、５領域の視

点を持ちながら、こどもと家族の状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析

してそのニーズや課題を捉え、そこから必要な支援を組み立てていくことが重要であり、単

に５領域に対応する支援への当てはめを行うだけの児童発達支援計画の作成にならないよう

留意することが必要である。 

○ 「本人支援」における５領域との関連性については、５領域全てが関連付けられるよう記

載することを基本とするが、相互に関連する部分や重なる部分もあると考えられるため、５

領域それぞれで、一対一対応で、異なる支援目標や支援内容を設定する必要はない。ただし、

５領域のうち相互に関連する部分や重なる部分を踏まえ、これらをまとめた上で支援目標や

支援内容を設定した場合であっても、各領域との関連性についての記載は必ず行い、「本人支

援」全体として５領域全てが関連付けられるようにする必要がある。 

○ 「本人支援」においては、計画期間内に、特に重点的に取り組むものとそうではないもの

など、支援内容の実施頻度に差がある場合も想定される。しかしながら、計画期間内におけ

る実施頻度が低いと見込まれる支援内容であっても、こどもの生活全般を通じて５領域との

関連性が担保できるよう、５領域全てとの関連において必要な支援内容を記載することが必

要である。 

○ 「本人支援」において、５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）に加え、特定の領

域に重点を置いた支援を行う場合についても、放課後等デイサービス計画に記載することが

必要である。 

○ 「移行支援」については、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）を推進する観点

から、支援の中に「移行」という視点を取り入れ、放課後児童クラブ等の他のこども施策と

の併行利用や移行に向けた支援、同年代のこどもとの仲間づくり等の取組を記載する。 

○ 「支援目標及び具体的な支援内容等」においては、放課後等デイサービスの基本となる「本

人支援」、「家族支援」及び「移行支援」について必ず記載することとする。「地域支援・地域

連携」については必要に応じて記載することとするが、関係者が連携しながらこどもと家族

を包括的に支援していく観点から、当該事項についても積極的に取り組むことが望ましい。 

○ 支援内容については、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「どのように」、「どのくらい」支援する

かということが、放課後等デイサービス計画において常に明確になっていることが必要であ

る。 

○ こどもや保護者に対し、「放課後等デイサービス計画」を示しながら説明を行い、こどもや

家族の支援として必要な内容になっているかについて同意を得る必要がある。 

○ 将来に対する見通しを持った上で、障害種別、障害の特性やこどもの発達の段階を丁寧に
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把握し、それらに応じた関わり方を考えていくことが必要である。 

○ 支援手法については、個別活動と集団活動をそのこどもに応じて適宜組み合わせることが

必要である。 

○ 事業所において作成した放課後等デイサービス計画は、障害児相談支援事業所へ交付を行う

ことが必要である。 

 

（３） タイムテーブルに沿った発達支援の実施 

○ 事業所における時間をどのようにして過ごすかについて、一人一人の放課後等デイサービ

ス計画を考慮し、一日の時間と活動プログラムを組み合わせたタイムテーブルを作成する。

タイムテーブルは、こどもの生活リズムを大切にし、日常生活動作の習得や、こどもが見通

しを持って自発的に活動できるよう促されることが期待される。 

○ 発達支援の時間は十分に確保されなければならず、送迎の都合で発達支援の時間が阻害さ

れることのないようタイムテーブルを設定しなければならない。 

○ 活動プログラムは、こどものニーズや状況、こどもの障害種別、障害の特性、発達の段階、

生活状況等に応じて、その内容を組み立て、職員も交えながらチームで検討していくことが

必要である。提供される活動プログラムを固定化することは、経験が限られてしまうことに

もなるため、活動プログラムの組合せについて、創意工夫が求められる。活動プログラムの

内容は、本ガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の内容等を十分に踏

まえたものでなければならない。 

○ 集団活動の場合は、対象となるこどもの年齢や障害の状態の幅の広さを考慮しながら、活

動プログラムを作成する必要がある。こどもの年齢や発達上のニーズが異なることも多いこ

とから、年齢別、障害種別又は発達上のニーズ別に支援グループを分けることなどの工夫も

必要である。 

 

（４） 放課後等デイサービス計画の実施状況の把握（モニタリング） 

○ 放課後等デイサービス計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うことになっている

が、こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、６か月を待たずしてモニタリングを

行う必要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して支援の効果を測定していくためのも

のであり、単に達成しているか達成していないかを評価するものではなく、提供した支援の客

観的評価を行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断する。 

〇 障害児支援利用計画との整合性のある放課後等デイサービス計画の作成と支援の実施が重要

であることから、モニタリング時においても、障害児相談支援事業所と相互連携を図りながら、

情報共有を行うことが重要である。 

 

（５） モニタリングに基づく放課後等デイサービス計画の見直し及び支援の終結 

○ モニタリングにより、放課後等デイサービス計画の見直しが必要であると判断された場合

は、放課後等デイサービス計画の積極的な見直しを行う。その際、支援目標の設定が高すぎ

たのか、支援内容が合っていなかったのか､別の課題が発生しているのか等の視点で、これま
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での支援内容等を評価し、今後もその支援内容を維持するのか､変更するのかを判断してい

く。現在提供している放課後等デイサービスの必要性が低くなった場合は、放課後等デイサ

ービス計画の支援目標の大幅な変更や支援の終結を検討する。 

○ 放課後等デイサービス計画の支援目標の大幅な変更や支援の終結に当たっては、放課後等

デイサービス事業所から家族や障害児相談支援事業所、学校等の関係機関との連絡調整を実

施し、障害児支援利用計画の変更等を促す。なお、放課後児童クラブに移行する場合や学校

卒業後に障害福祉サービス事業所を利用する場合など、他の機関・団体に支援を引き継ぐ場

合には、これまでの放課後等デイサービスの支援内容等について、適切に情報提供すること

が必要である。 

 

第５章 関係機関との連携 

障害のあるこどもの発達支援は、こども本人を支援の輪の中心として考え、様々な関係者や関係

機関が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を密にし、適切に情報を共

有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要である。 

このため、事業所は、日頃から、市町村の障害児支援担当部局、児童福祉担当部局、教育委員会、

こども家庭センター、保健所・保健センター、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児相談支

援事業所、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校（小学部、中学部及び高

等部）等、放課後児童クラブや児童館など地域におけるこどもの放課後等の居場所、児童委員や主

任児童委員等の地域の関係機関や障害当事者団体を含む関係者、広域的に支援を行っている児童相

談所、児童家庭支援センター、発達障害者支援センター、医療的ケア児支援センター、里親支援セン

ター等の関係機関との連携を図り、放課後等デイサービスが必要なこどもが、円滑に支援の利用に

繋がるようにするとともに、こどもの支援が、こどもが通う学校や放課後児童クラブ等に適切に共

有され、連携して行われていくことが必要である。また、セルフプランにより複数の事業所を利用

するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、

こどもの状態や支援状況の共有等を行うなど、特に連携を図ることが重要である。 

さらに、こども本人を中心に考える支援の輪の中において、事業所に期待される役割を認識し、

こどもに対し適切な支援を提供することが必要である。 

加えて、障害のあるこどもが健全に発達していくためには、地域社会とのふれあいが必要であり、

そうした観点からは事業所が地域社会から信頼を得ることが重要であるが、そのためには、地域社

会に対して、放課後等デイサービスに関する情報発信を積極的に行うなど、地域に開かれた事業運

営を心がけることが求められる。 

 

１．市町村との連携 

○ 支援の必要なこどもと家族を地域全体で支えていくためには、地域のニーズや資源等を把握

し、地域全体の支援の体制整備を行う市町村と連携していくことが必要である。障害児支援担

当部局、母子保健やこども・子育て支援、社会的養護等の児童福祉担当部局、教育委員会など、

こどもと家族に関わる部局は様々であり、こどもと家族を中心として包括的に支援を行ってい

く観点からも、しっかりと連携体制を構築していくことが重要である。 
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２．医療機関との連携 

○ こどもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関をあらかじ

め定めておく必要がある。協力医療機関は、緊急時の対応が生じた場合に相談をすることが想

定されることから、できるだけ近い場所であることや、事業所の作成する緊急時の対応マニュ

アルを、事前に協力医療機関や保護者と共有しておくことが望ましい。特に、医療的ケアが必

要なこどもや重症心身障害のあるこどもは、事前に協力医療機関を受診し、医師にこどもの状

態について理解しておいてもらうことも必要である。 

○ こどもが服薬をしている場合には、保護者と連携を図りながら、必要に応じて、こどもの主

治医等と情報共有を行うことが重要である。 

○ 医療的ケアが必要なこどもを受け入れる場合は、こどもの状態や障害の特性に応じた支援や

医療的ケアを提供するため、こどもの主治医等との連携体制を整えておくことに加え、医療的

ケア児支援センターや医療的ケア児等コーディネーター等とのネットワークを構築していくこ

とが重要である。 

○ 人工内耳を装用しているこどもを受け入れる場合は、こどもの状態や障害の特性に応じた適

切な支援を提供するため、こどもの主治医等との連携体制を整えておくことが重要である。 

 

３．学校等との連携 

○ こどもに必要な支援を提供するに当たっては、事業所・学校等・家庭の三者の共通理解の下

で、役割分担を明確にし、連携を図りながら進めていくことが必要である。このため、あらか

じめ保護者の同意を得た上で、学校等から個別の教育支援計画をはじめとした支援内容の情報

提供を受けるとともに、事業所からも放課後等デイサービス計画をはじめとした支援内容の情

報を提供するなど、積極的に連携を図ることが必要である。この際、学校等と事業所それぞれ

の年間計画や行事予定等の交換を行うとともに、学校等の下校時刻の確認なども併せて行う必

要がある。 

 ○ 特に学校等の授業終了後の迎えに当たっては、他の事業所の車両の運行も想定されることか

ら、事故等が発生しないよう細心の注意を払う必要がある。安全かつ確実にこどもの送迎を行

うため、管理者や児童発達支援管理責任者は、送迎時の対応、トラブルや事故が発生した場合の

連絡体制や対応マニュアル等について、学校等と事前に共有・調整し、送迎を担当する職員を含

め事業所内で周知徹底しておくことが必要である。 

 ○ 通常学級から特別支援学級への変更や、特別支援学級から特別支援学校への変更など、こど

もの学校における所属先の変更が必要と考えられる場合には、事業所・学校等・家庭の三者で密

に連携を図り、こどもの意思を確認しながら対応を検討することが必要である。 

○ 教育と福祉の一層の連携については、「地域における教育と福祉の一層の連携等の推進につい

て」（令和６年４月 25日こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省課長通知）を参照すること。 

 

４．放課後児童クラブや児童館等との連携 

○ こどもが放課後等デイサービス事業所から放課後児童クラブ等に移行する際には、こどもの
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状況や意向を丁寧に把握した上で、円滑な移行に向けて連携を図る必要がある。その際、こども

の発達支援の連続性を図るため、保護者の同意を得た上で、放課後等デイサービス計画等を含

め、こども本人の発達の状況や障害の特性、事業所で行ってきた支援内容等について情報を共有

しながら相互理解を図り、円滑に支援が引き継がれるようにするとともに、移行後のフォローア

ップを行うことが必要である。 

また、この際は、引継ぎを中心とした会議において、障害児相談支援事業所と連携することが

重要である。さらに、放課後児童クラブ等の職員が障害のあるこどもへの対応に不安を抱える

場合等については、保育所等訪問支援や地域障害児支援体制強化事業、障害児等療育支援事業

等の積極的な活用を勧めることにより、適切な支援につなげていくことが重要である。 

   なお、こどもが放課後児童クラブ等から放課後等デイサービス事業所に移行する際も同様に、

円滑に支援が引き継がれるよう、連携を図ることが必要である。 

○ こどもが放課後等デイサービスと放課後児童クラブ等の併行利用をしている場合は、当該放

課後児童クラブ等と支援内容等を共有するなど連携して支援に当たるとともに、必要に応じて

当該放課後児童クラブ等における障害のあるこどもへの支援をバックアップしていくことが重

要である。 

○ 障害のあるこどもが、地域の中で様々な遊びや体験の機会等を通じて、可能な限り地域の他

のこどもと共に過ごす機会を得られるよう、地域の放課後児童クラブや放課後子供教室、児童

館等と連携し、そこで過ごす他のこどもとの交流を図ることや、他のこどもと共に参加できる

ような活動を企画することが期待される。 

 

５．他の放課後等デイサービス事業所との連携 

○ 発達支援上の必要性により、複数の放課後等デイサービス事業所を併せて利用するこどもに

ついては、こどもの状態像や必要な支援の見立てについて共通認識を持つとともに、支援内容

を相互に理解しておくため、保護者の同意を得た上で、他の事業所との間で、こどもの日常生

活動作の状況や留意事項、相互の支援内容や放課後等デイサービス計画の内容等について情報

共有を図ることが必要である。特に、セルフプランの場合には、事業所間の連携及び情報共有

をより図っていくことが重要である。 

 

６．児童発達支援センターとの連携 

○ 様々なこどもや家族を地域で支えていくためには、地域の児童発達支援センターや放課後等

デイサービス事業所が、障害種別や障害の特性の理解、障害種別や障害の特性に応じた活動や

支援方法、支援における成功事例や困難事例等について、合同で研修を行うことやそれぞれか

ら助言をしあうことなどにより、連携を図りながら適切な支援を行っていく必要がある。 

○ 児童発達支援センターは、地域における障害児支援の連携・ネットワークの核として、自治 

体や地域の事業所と積極的に連携を図りながら、地域の事業所へのスーパーバイズやコンサル

テーションの実施、研修や事例検討会の開催等を行う役割を担っており、放課後等デイサービ

ス事業所においても、児童発達支援センターが開催する研修会に参加するなど、日常的な連携

体制を構築することが重要である。 
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○ また、障害の特性を踏まえて、発達障害者支援センター、医療的ケア児支援センター、医療機

関等の専門性を有する専門機関や地域のセーフティーネット機能である障害児入所施設と連携

し、助言や研修等を受けることや、特定の分野に強みを有する事業所と連携して支援を進める

ことも必要である。 

 

７．ライフステージに応じた関係機関との連携 

○ こどもが就学に伴い放課後等デイサービスの利用を開始する場合には、こどもの発達支援の

連続性を図るため、保護者の同意を得た上で、就学前に利用していた保育所、幼稚園、認定こ

ども園、児童発達支援センター、児童発達支援事業所等と連携し、こども本人の発達の状況や

障害の特性、これまで行ってきた支援内容等について情報を共有しながら相互理解を図り、円

滑に支援を引き継ぐことができるようにすることが必要である。 

○ こどもが就職する場合や他の障害福祉サービス事業所等を利用する場合には、保護者の同意

を得た上で、放課後等デイサービス事業所で提供していた支援内容等について、就職先や新た

に利用する障害福祉サービス事業所等に情報共有を行うなど、積極的に連携を図ることが重要

である。 

 

８．こども家庭センターや児童相談所との連携 

○ 特に支援を要する家庭（不適切な養育や虐待の疑い等）のこどもに対して支援を行うに当た

っては、日頃から、こどもの心身の状態、家庭での養育の状況等についての把握に努めるとと

もに、障害児施策だけで完結するのではなく、障害福祉施策、母子保健施策、子ども・子育て支

援施策、社会的養護施策等の関係機関と連携し、課題に対応していく視点が必要である。特に、

思春期のこどもは、様々な葛藤を抱えたり、家族・友人との関係などに悩んだり、メンタルヘ

ルスの課題も顕在化してくるなど、支援の必要性が高まる場合も多いことから、こどもや家庭

に関わる関係機関とより緊密に連携をとって対応していくことが重要である。 

○ 虐待が疑われる場合には、速やかに事業所内で情報共有を行うとともに、市町村が設置する

要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所やこども家庭センター、児童家庭支

援センター、市町村の児童虐待防止窓口、保健所等の関係機関と連携して対応を図る必要があ

る。 

○ こども家庭センターによる支援が必要な場合や既に支援が行われている場合には、こどもや

家族への支援が切れ目なく包括的に行われるよう、こども家庭センターと連携を図っていくこ

とが必要である。 

○ 事業所を利用するこどものきょうだいが、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行

っている状況にあるなど、ヤングケアラーであると疑われる場合においても、速やかに事業所

内で情報共有を行うとともに、こども家庭センターをはじめとした関係機関と連携して、その

家庭が必要とする支援につなげていくことが重要である。そのためには、各自治体のヤングケ

アラー担当部署等が実施する関係機関職員研修への参加等により、ヤングケアラーについて正

しい理解を持つ必要がある。 
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９．（自立支援）協議会等への参加や地域との連携 

○ 事業所は、（自立支援）協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議、要保護児童対策地域

協議会等へ積極的に参加すること等により、関係機関・団体等と連携して、地域支援体制を構

築していく必要がある。 

○ 日頃から地域の行事や活動に参加できる環境をつくるため、自治会や地域の会合に参加する

ことや、地域のボランティア組織と連携を密にすること等の対応が必要である。また、地域住

民との交流活動や地域住民も参加できる行事の開催など、地域との関わりの機会を確保するこ

とも重要である。 

 

第６章 放課後等デイサービスの提供体制 

 

１． 定員  

  設置者・管理者は、設備、職員等の状況を総合的に勘案し、適切な支援の環境と内容を確保す

るとともに、障害のあるこどもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、適切な利用定員を

定めることが必要である。  

 

２．職員配置及び職員の役割  

 

（１） 適切な職員配置  

○ 放課後等デイサービス事業所においては、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員

又は保育士、機能訓練担当職員（機能訓練を行う場合）、看護職員（医療的ケアを行う場合）

の配置が必須であり、主に重症心身障害のあるこどもに対して支援を行う場合は、管理者、

児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士に加え、嘱託医、看護師、機能訓練担当職

員の配置を行い、医療的ケア等の体制を整える必要がある。 

○ 常時見守りが必要なこどもや医療的ケアが必要なこども、重症心身障害のあるこども等へ

の支援のために、児童指導員又は保育士、看護職員について、人員配置基準を上回って配置

することも考慮する必要がある。 

○ 児童発達支援管理責任者が個々のこどもについて作成する放課後等デイサービス計画に基

づき、適切な知識と技術をもって活動等が行われるよう、支援に当たる職員を統括する指導

的役割の職員の配置など、支援の質の確保の視点から、適切な職員配置に留意する必要があ

る。 

 

（２） 設置者・管理者の責務     

○ 設置者・管理者は、放課後等デイサービスの役割や社会的責任を遂行するために、法令等

を遵守し、設置者・管理者としての専門性等の向上を図るとともに、放課後等デイサービス

の質及び職員の資質向上のために必要な環境の確保を図らなければならない。  

○ 設置者・管理者は、事業所が適切な支援を安定的に提供することにより、障害のあるこど

もの発達に貢献するとともに、こどもや家族の満足感、安心感を高めるために、組織運営管
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理を適切に行わなければならない。 

○ 設置者・管理者は、各職員が目指すキャリアパスに応じた研修等に参加することができる

よう、職員の勤務体制等を工夫し、職員一人一人の資質及び専門性の向上の促進を図らなけ

ればならない。  

○ 設置者・管理者は、職員一人一人の倫理観及び人間性を把握し、職員としての適性を的確

に判断するとともに、職員がキャリアパスに応じた研修等に参加することができるよう職員

の勤務体制等を工夫し、職員一人一人の資質及び専門性の向上の促進を図らなければならな

い。 

○ 設置者・管理者は、質の高い支援を確保する観点から、職員が心身ともに健康で意欲的に

支援を提供できるよう、労働環境の整備を図る必要がある。  

 

 （３） 設置者・管理者による組織運営管理  

設置者・管理者は、事業所の運営方針や支援プログラム、放課後等デイサービス計画、日々

の活動に関するタイムテーブルや活動プログラムについて、児童発達支援管理責任者及び職

員の積極的な関与のもとでＰＤＣＡサイクルを繰り返し、事業所が一体となって不断に支援

の質の向上を図ることが重要である。 

また、設置者・管理者は、ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことによって、継続的に事業運営

を改善する意識を持って、児童発達支援管理責任者及び職員の管理及び事業の実施状況の把

握その他の管理を行わなければならない。 

  

① 運営規程の設定・見直しと職員への徹底  

○ 設置者・管理者は、事業所ごとに、運営規程を定めておくとともに、児童発達支援管

理責任者及び職員に運営規程を遵守させなければならない。運営規程には以下の重要事

項は必ず定めておく必要がある。 
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○ 事業の目的及び運営方針は、本ガイドラインに記載されている放課後等デイサービス

の役割や放課後等デイサービスの提供すべき内容、地域でのこどもや家族の置かれた状

況、放課後等デイサービスが公費により運営される事業であること等を踏まえ、適切に

設定する。 

○ 事業の目的及び運営方針の設定や見直しに当たっては、児童発達支援管理責任者及び

職員が積極的に関与できるように配慮する。 

○ 児童発達支援管理責任者及び職員の採用に当たっては、事業所の目的及び運営方針を

はじめとした運営規程の内容を丁寧に説明するとともに、採用後も様々な機会を通じて

繰り返しその徹底を図ることが重要である。  

 

② 複数のサイクル（年・月等）での目標設定と振り返り 

○ ＰＤＣＡサイクルにより不断に業務改善を進めるためには、児童発達支援管理責任者

及び職員が参画して、複数のサイクル（年間のほか月間等）で事業所としての業務改善

の目標設定とその振り返りを行うことが必要である。 

 

③ 自己評価結果の公表・活用 

○ 運営基準において定められている自己評価については、別添２の「障害児通所支援事

業所における事業所全体の自己評価の流れ」を参考に、以下の項目について、「従業者向

け放課後等デイサービス評価表」（別紙１）を活用した事業所の職員による事業所の支援

の評価（以下「従業者評価」という。）及び「保護者向け放課後等デイサービス評価表」

（別紙２）を活用した保護者による事業所評価（以下「保護者評価」）を踏まえ、全職員

による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。 

 

【運営規程の重要事項】 

・事業の目的及び運営の方針 

・従業者の職種、職員数及び職務の内容 

・営業日及び営業時間 

・利用定員 

・放課後等デイサービスの内容並びに保護者から受領する費用の種類及びその額 

・通常の事業の実施地域 

・支援の利用に当たっての留意事項 

・緊急時等における対応方法 

・非常災害対策 

・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

・虐待の防止のための措置に関する事項 

・その他運営に関する重要事項 
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○ 事業所は、従業者評価及び保護者評価を踏まえた事業所全体としての自己評価の結果、

さらに強化・充実を図るべき点（事業所の強み）や、課題や改善すべき点（事業所の弱

み）を職員全員の共通理解の下で分析し、課題や改善すべき点と考えられる事項につい

て、速やかにその改善を図る必要がある。 

○ 事業所の自己評価の結果及び保護者評価の結果並びにこれらの評価を受けて行った

改善の内容については、「事業所における自己評価総括表（公表）」（別紙３）及び「保護

者からの事業所評価の集計結果（公表）」（別紙４）を含む「事業所における自己評価結果

（公表）」（別紙５）を用いて、概ね１年に１回以上、保護者に示すとともに、広く地域に

向けて、インターネットのホームページや会報等で公表しなければならない。保護者に

示す方法としては、園だよりなど事業所で発行している通信に掲載したり、こどもの送

迎時などの際に保護者の目につきやすい場所に掲示したりする方法が考えられる。 

○ 事業所は、自己評価の結果及び保護者評価の結果並びにこれらの評価を受けて明らか

になった事業所の強みや弱みを踏まえ、全職員が一体となって、日々の支援の中で、さ

らなる支援の充実や改善に向けて取組を進めていく必要がある。 

○ また、この事業所による自己評価のほか、可能な限り、第三者による外部評価を導入

して、事業運営の一層の改善を図ることが必要である。  

 

④ 支援プログラムの作成・公表 

   ○ 総合的な支援の推進と事業所が提供する支援の見える化を図るため、５領域（｢健康・

生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会

性｣）との関連性を明確にした事業所における支援の実施に関する計画（支援プログラム）

を作成する必要がある。支援プログラムの作成に当たっては、別添３の「児童発達支援

等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」を参考にすること。 

○ 作成された支援プログラムについては、事業所の職員に対し理解を促し、これに基づ

き適切な支援の提供を進めていくとともに、利用者や保護者等に向けて、重要事項説明

書や個別支援計画等の説明時に併せて丁寧に説明し、インターネットのホームページや

会報等で公表していくことが求められる。支援プログラムの公表については、令和６年

【評価項目】 

・こども及び保護者の意向、こどもの適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支

援を提供するための体制の整備の状況 

・従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

・設備及び備品等の状況 

・関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

・こども及び保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況 

・緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

・業務の改善を図るための措置の実施状況 
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度中は努力義務とされているが、総合的な支援の推進と支援の見える化を進める観点か

ら、取組を進めることが望ましい。なお、支援プログラムの内容に変更があった場合は、

速やかに変更後の支援プログラムを公表することが望ましい。 

 

⑤ 都道府県等への事業所の情報の報告 

 ○ こどもの個々のニーズに応じた質の高い支援の選択や、事業所が提供する支援の質の

向上に資することを目的として、障害福祉サービス等情報公表制度の仕組みがあり、事

業所は、都道府県等に対し、事業所の情報（所在地や従業員数、営業時間や支援内容等）

を報告する必要がある。 

 

⑥ 職場内のコミュニケーションの活性化等 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善が適切に効果を上げるには、現状の適切な認識・把

握と、事業所における職員間の意思の疎通・情報共有が重要である。 

○ 支援の提供に関する日々の記録については、支援の質の向上の観点から、児童発達支

援管理責任者が把握する以外に、職員同士で情報共有を図ることも有用である。職場で

の何でも言える雰囲気作りや職員同士のコミュニケーションの活性化も設置者・管理者

の重要な役割である。 

○ 設置者・管理者は、放課後等デイサービス計画の作成・モニタリング・変更の結果に

ついて、児童発達支援管理責任者から報告を受けるなど、児童発達支援管理責任者や職

員の業務の管理及び必要な指揮命令を行う。 

○ 支援内容の共有や職員同士のコミュニケーションの活性化が、事業所内における虐待

の防止や保護者による虐待の早期発見に繋がるものであることも認識しておくととも

に、設置者・管理者も、職員による適切な支援が提供されているか、日々把握しておく

必要がある。  

 

⑦ こどもや保護者の意向等の把握 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善を進める上では、事業所による従業者評価及び保護者

評価を踏まえた自己評価だけでなく、アンケート調査等を実施して、支援を利用するこど

もや保護者の意向や満足度を把握することも必要である。 

○ 特にこどもや保護者の意向等を踏まえて行うこととした業務改善の取組については、こ

ども及び保護者に周知していくことが必要である。 

 

⑧ 支援の継続性 

○ 放課後等デイサービスは、こどもや家族への支援の継続性の観点から継続的・安定的に

運営することが必要である。やむを得ず事業を廃止し又は休止しようとする時は、その一

月前までに都道府県知事等に届け出なければならない。この場合、こどもや保護者に事業

の廃止又は休止しようとする理由を丁寧に説明するとともに、他の事業所を紹介するなど、

こどもや家族への影響が最小限に抑えられるように対応することが必要である。 
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３．施設及び設備等 

○ 事業所は、放課後等デイサービスを提供するための設備及び備品を適切に備えた場所である

必要がある。設置者・管理者は、様々な障害のあるこどもが安全に安心して過ごすことができ

るようバリアフリー化や情報伝達への配慮等、個々のこどもの障害の特性に応じた工夫が必要

である。 

○ 発達支援室については、床面積の基準は定められていないが、児童発達支援センターの場合

は、こども一人当たり２．４７㎡の床面積が求められていることを参考としつつ、適切なスペ

ースの確保に努めることが必要である。 

○ こどもが生活する空間については、発達支援室のほか、おやつや学校休業日に昼食がとれる

空間、静かな遊びのできる空間、雨天等に遊びができる空間、こどもが体調の悪い時等に休息

できる静養空間、年齢に応じて更衣のできる空間等を工夫して確保することが必要である。 

また、遊具や室内のレイアウト・装飾にも心を配り、こどもが心地よく過ごせるように工夫

することが必要である。 

○ 屋外遊びを豊かにするため、屋外遊技場の設置や、学校と連携して校庭等を利用したり、近

隣の児童遊園・公園等を有効に活用したりすることが必要である。 

○ 備品については、障害種別、障害の特性及び発達状況に応じて備えることが必要である。 

 

４．衛生管理、安全管理対策 

設置者・管理者は、障害のあるこどもや保護者が安心して放課後等デイサービスを受け続けら

れるようにするため、こどもの健康状態の急変や感染症の発生、非常災害や犯罪、事故の発生な

どに対応するマニュアルの策定やその発生を想定した訓練、関係機関・団体との連携等により、

事業所を運営する中で想定される様々なリスクに対し、日頃から十分に備えることが必要である。 

重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等に

ついては、追って示す「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」や、「教育・保育施設等に

おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参照すること。 

 

 （１） 衛生管理・健康管理 

設置者・管理者は、感染症の予防や健康維持のために、職員に対し常に清潔を心がけさ

せ、手洗い、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要である。事業所に

おける感染症対策については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニ

ュアル」を参考にすること。 

 

① 感染症及び食中毒 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、事業所における感染症や食中毒の予防・まん延の

防止のため、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的

な実施が求められている。これらの実施に当たっては、「障害福祉サービス事業所等におけ

る感染対策指針作成の手引き」を参考にすること。 
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○ 設置者・管理者は、感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努める必要がある。

感染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じて、市町村、保健所等に連絡をし、必要な

措置を講じて二次感染を防ぐことが重要である。 

○ 設置者・管理者は、活動や行事等で食品を提供する場合は、衛生管理を徹底し、食中毒

の発生を防止する必要がある。 

○ 設置者・管理者は、市町村や保健所等との連携のもと、感染症又は食中毒が発生した場

合の対応や、排泄物又は嘔吐物等に関する処理方法についての対応マニュアルを策定し、

職員に周知徹底を図るとともに、マニュアルに沿って対応できるようにすることが必要で

ある。 

○ 設置者・管理者は、こどもの健康状態の把握及び感染症発生の早期発見のために、こど

もの来所時の健康チェック及び保護者との情報共有の体制を構築しておくことが必要であ

る。また、感染症の発生動向に注意を払い、インフルエンザやノロウイルス等の感染症の

流行時には、こどもの来所時の健康チェック及び保護者との情報共有体制を強化する必要

がある。さらに、新型コロナウイルスやインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症により

集団感染の恐れがある場合は、こどもの安全確保のために、状況に応じて休所とする等の

適切な対応を行うともに、保護者や関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要があ

る。 

○ また、感染症が発生した場合であっても、重要な事業を継続又は早期に業務再開を図る

ため、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、ＢＣＰに従い、職員に対して必要な

研修及び訓練（シミュレーション）を実施することが必要である。特に、新興感染症の場

合は、インフルエンザやノロウイルス等の感染症と異なる対応も想定されることを念頭に

置きながら、ＢＣＰの策定や研修及び訓練（シミュレーション）を実施することが必要で

ある。ＢＣＰの策定に当たっては、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイル

ス感染症発生時の業務継続ガイドライン」を参考にすること。 

 

② アレルギー対策 

○ 設置者・管理者は、食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づき、食

事やおやつを提供する際に、除去食や制限食で対応できる体制を整えるとともに、保護者

と協力して適切な配慮に努めることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、事業所で飲食を伴う活動を実施する際は、事前に提供する内容につ

いて具体的に示した上で周知を行い、誤飲事故や食物アレルギーの発生予防に努める必要

がある。特に、食物アレルギーについては、こどもの命に関わる重大な事故を起こす可能

性もあるため、危機管理の一環として対応する必要がある。そのため、保護者と留意事項

や緊急時の対応等（「エピペン®」の使用や消防署への緊急時登録の有無等）についてよく

相談し、職員全員が同様の注意や配慮ができるようにしておくことが重要である。 

 

③ その他 

○ 職員は、事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しておくとと
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もに、こどもの健康管理に必要となる器械・器具の管理等を適正に行う必要がある。 

○ 設置者・管理者は、重症心身障害のあるこどもなど、全身性障害があるこどもについて

は、常に骨折が起こりやすいことを念頭におき、適切な介助が行える体制を整えるととも

に、誤嚥性肺炎を起こさないよう、摂食時の姿勢や車椅子の角度等の調整、本人の咀嚼・

嚥下機能に応じた適切な食事の介助を計画的・組織的に行えるようにすることが必要であ

る。 

 

（２） 非常災害対策・防犯対策  

○ 設置者・管理者は、運営基準により、非常災害に備えて消火設備等の必要な設備を設ける

とともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の避難方法や、関係機関・団体

への通報及び連絡体制を明確にし、それらを定期的に職員や保護者に周知することが求めら

れている。また、設置者・管理者や職員は、こどもの障害種別や障害の特性に応じた災害時

対応について、日頃から理解しておくことが重要である。なお、聴こえない又は聴こえにく

いこどもや職員、保護者がいる場合は、併せて、視覚で分かる緊急サイレンや合図など、事

前に準備しておくことが必要である。 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な

訓練を行わなければならない。訓練を行うに当たっては、地震や火事、風水害など非常災害

の内容を明確にした上で、それぞれの災害に対する訓練を行うことが重要である。 

○ 設置者・管理者は、重大な災害の発生や台風の接近等により危険が見込まれる場合には、

こどもの安全確保のために、状況に応じて事業所を休所とする等の適切な対応を行う必要が

ある。このため、保護者と連絡体制や引き渡し方法等を確認しておくとともに、市町村の支

援の下、保育所等の関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。また、地震や

風水害等の緊急事態に対して、重要な事業を継続又は早期に業務再開を図るための事業継続

計画（ＢＣＰ）を策定するともに、ＢＣＰに従い、職員に対して必要な研修及び訓練（シミ

ュレーション）を実施することが必要である。ＢＣＰの策定に当たっては、「障害福祉サービ

ス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参考にすること。 

○ 障害のあるこどもについては、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされており、そ

の作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握する福祉専門職等の関係者の参画が極めて

重要であるとされていることから、保護者のほか、相談支援事業所や主治医の参画が想定さ

れるため、当該相談支援事業所等との間で、災害発生時の対応について綿密に意思疎通を図

っておくことが重要であり、設置者・管理者は、職員に徹底する必要がある。 

○ 医療的ケアが必要なこどもに関する災害時の対応については、事業所の周辺環境から災害

リスクを想定し、医療的ケアの内容やこどもの特性に応じて適切な災害対応を検討する必要

があり、対応の検討に当たっては、「保育所における医療的ケア児の災害時対応ガイドライ

ン」も参考にすること。 

○ 設置者・管理者は、外部からの不審者の侵入を含め、こどもが犯罪に巻き込まれないよう、

事業所として防犯マニュアルの策定や、地域の関係機関・団体等と連携しての見守り活動、

こども自身が自らの安全を確保できるような学びの機会など、防犯対策としての取組を行う
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必要がある。 

 

（３） 緊急時対応  

○ 職員は、こどもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、速やかに保護者、協力医

療機関及び主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

○ 設置者・管理者は、緊急時における対応方法についてのマニュアルを策定するとともに、

職員が緊急時における対応方針について理解し、予め設定された役割を果たすことができる

ように訓練しておく必要がある。 

また、設置者・管理者は、例えば、てんかんのあるこどもが急な発作を起こした場合に速

やかに対応できるよう、個々のこどもの状況に応じて、緊急時の対応方法や搬送先等につい

て個別のマニュアルを策定し、職員間で共有することも必要である。 

○ 職員は、医療的ケアを必要とするこども等の支援に当たっては、窒息や気管出血等、生命

に関わる事態への対応を学び、実践できるようにしておく必要がある。 

○ 職員は、こどものケガや病気の応急処置の方法について、日頃から研修や訓練に参加し、

救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、「エピペン®」等の

使用）に関する知識と技術の習得に努めることが必要である。また、緊急時の応急処置に必

要な物品についても常備しておくことが重要であり、設置者・管理者は、ＡＥＤを設置する

ことが望ましい。 

 

（４） 安全管理対策 

○  設置者・管理者は、運営基準により、設備の安全点検、職員やこども等に対する事業所外

での活動・取組等を含めた事業所での生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練

その他の安全に関する事項について、安全計画を策定するとともに、職員に周知し、安全計

画に従って研修及び訓練を定期的に行うことが求められている。また、保護者との連携が図

られるよう、保護者に対して安全計画に基づく取組の内容を周知することも必要である。 

○ 設置者・管理者は、支援の提供中に起きる事故やケガを防止するために、安全計画の内容

も踏まえ、事業所内や屋外の環境の安全性について、チェックリストを用いて点検するとと

もに、活動や事業所の実情に応じ、リスクの高い場面（例えば、食事、プール、移動、送迎、

屋外活動などの場面）において職員が気を付けるべき点や役割等を明確にした安全管理マニ

ュアルを作成することが重要である。作成後は、これらに基づき、毎日点検し、必要な補修

等を行い、危険を排除することが必要である。 

また、職員は、衝動的に建物から出てしまうこども等もいるため、こどもの特性を理解し

た上で、必要な安全の確保を行うことが必要である。 

○ 活動場面によって注意すべき事項が異なるため、職員は、活動場所や内容等に留意した事

故の発生防止に取り組むことが必要である。例えば、送迎、睡眠中、プール活動・水遊び中、

食事・おやつ中など、それぞれの場面に応じて具体的な注意喚起を促す必要がある。 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることが求められている。設置者・管理者
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は、指定権者である都道府県、支給決定の実施主体である市町村及び事業所の所在する市町

村が、どのような事故の場合に報告を求めているかや、事故が発生した場合にどのような方

法により報告を求めているかについて、必ず都道府県や市町村のホームページ等で確認し、

適切な対応を行う必要がある。なお、事故の種類を問わず、家族には、事故が発生した場合

は必ず連絡を行い、こども本人や家族の気持ちを考え、誠意ある対応を行う必要がある。事

業所においては、こうしたことを踏まえ、事故発生直後の初期対応の手順の明確化や、必要

となる連絡先リストの作成等を行うことが必要となる。 

○ 設置者・管理者は、発生した事故事例の検証や、事故につながりそうなヒヤリ・ハット事

例の情報を収集し、検証を行う機会を設けるとともに、事故原因の共有と再発防止の取組に

ついて、全ての職員に共有することが必要である。 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、送迎や事業所外での活動のために自動車を運行する

場合は、こどもの乗降時の際に点呼を行うなど、こどもの所在を確実に把握することができ

る方法により所在を確認するとともに、自動車にブザー等の安全装置を装備することが求め

られている。 

○ 医療的ケアを必要とするこどもについては、人工呼吸器や痰の吸引機等の医療機器の電源

の確保やバッテリー切れの防止、酸素ボンベや酸素チューブ、気管チューブ等の安全管理、

アラームへの即時対応などに常に留意する必要がある。また、職員の見守り等により、こど

も同士の接触によるチューブの抜去などの事故の防止にも取り組む必要がある。 

 

５．適切な支援の提供  

○ 設置者・管理者は、設備、職員等の状況を総合的に勘案し、適切な支援の環境と内容が確保

されるよう、障害のあるこどもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、利用定員の規模

や、室内のレイアウトや装飾等に心を配り、必要に応じて改善を図ることが必要である。 

○ 職員は、支援プログラムや放課後等デイサービスの提供すべき支援の内容等について理解す

るとともに、放課後等デイサービス計画に沿って、それぞれのこどもの障害種別、障害の特性、

発達の段階、生活状況に細やかに配慮しながら支援を行うことが必要である。 

○ 職員は常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケーションが取れるようにすることが必要で

ある。 

○ 支援開始前には職員間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内容や役割分担につい

て把握することが必要である。 

○ 支援終了後に職員間で打合せを実施し、その日の支援の振り返りをし、こどもや家族との関

わりで気づいた点や、気になった点について職員間で共有するも重要である。 

○ 職員は、その日行った支援の手順、内容、こどもの反応や気づきについて、記録をとらなけ

ればならない。また、日々の支援が支援目標や放課後等デイサービス計画に沿って行われてい

るか、記録に基づいて検証し、支援の改善や自らのスキルアップに繋げていく必要がある。 

 

６．保護者との関わり  

職員は、こどもや保護者の満足感、安心感を高めるために、提供する支援の内容を保護者とと
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もに考える姿勢を持ち、こどもや保護者に対する丁寧な説明を常に心がけ、こどもや保護者の気

持ちに寄り添えるように積極的なコミュニケーションを図る必要がある。 

 

（１） 保護者との連携 

○ 職員は、日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や発達上のニー

ズについて共通理解を持つことが重要である。このため、医療的ケアや介助の方法、適切な

姿勢、気になること等について、連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要である。

また、保護者の希望やニーズに応じて、こどもの行動変容を目的として、保護者がこどもの

障害の特性やその特性を踏まえたこどもの関わり方を学ぶペアレント・トレーニング等を活

用しながら、共にこどもの育ちを支えられるよう支援したり、環境整備等の支援を行ったり

することが必要である。 

○ 設置者・管理者は、送迎時の対応について、事前に保護者と調整しておくことが必要であ

る。また、事業所内でのトラブルやこどもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に保

護者と調整し、その内容について職員間で周知徹底しておく必要がある。 

○ 設置者・管理者は、職員が行う保護者への連絡や支援について、随時報告を受けることや

記録の確認等により、把握・管理することが必要である。  

 

（２） こどもや保護者に対する説明等 

職員は、こどもや保護者が放課後等デイサービスを適切かつ円滑に利用できるよう、適

切な説明を十分に行うとともに、必要な支援を行う責務がある。 

 

① 運営規程の周知 

○ 設置者・管理者は、運営規程について、事業所内の見やすい場所に掲示する等により、

その周知を図る。 

 

② こどもや保護者に対する運営規程や支援プログラム、放課後等デイサービス計画の内容

についての丁寧な説明 

○ 設置者・管理者は、こどもや保護者に対し、利用申込時において、運営規程や支援プ

ログラム、支援の内容を理解しやすいように説明を行う必要がある。特に、支援の内容、

人員体制（資格等）、利用者負担、苦情解決の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項につ

いては文書化の上、対面で説明する。 

○ 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の内容について、その作成時、

変更時にこどもと保護者に対して丁寧に説明を行う必要がある。 

○ 聴こえない又は聴こえにくいこどもや保護者の場合には、これらの説明に際して、ど

のような方法による説明を希望するか確認の上、丁寧に対応することが求められる。 

  

③ 家族に対する相談援助等 

○ 職員は、家族が相談しやすいような関係性や雰囲気をつくっていくことが必要である。
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そのためには、日頃から家族と意思疎通を図りながら、信頼関係を構築していくことが

重要である。 

○ 職員は、家族が悩み等を自分だけで抱え込まないように、家族からの相談に適切に応

じ、信頼関係を築きながら、家族の困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行う

ことも必要である。例えば、定期的な面談や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に対

する相談援助を行ったり、こどもの障害特性の理解が促されるような支援を行ったりす

ることが必要である。 

○ 職員は、父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりすることにより、保

護者同士が交流して理解を深め、保護者同士のつながりを密にして、安心して子育てを

行っていけるような支援を行うことが必要である。また、「家族支援」は、対象を保護者

に限った支援ではなく、きょうだいや祖父母等への支援も含まれる。特にきょうだいは、

心的負担等から精神的な問題を抱える場合も少なくないため、例えば、きょうだい向け

のイベントを開催する等の対応を行っていくことも必要である。 

○ 設置者・管理者は、職員に対して、定期的な面談や家族に対する相談援助を通じた「家

族支援」について、その適切な実施を促すとともに、随時報告を受けることや記録の確

認等により、把握・管理する必要がある。 

 

④ 苦情解決対応 

○ 設置者・管理者は、放課後等デイサービスに対するこどもや家族からの苦情（虐待に

関する相談を含む。）について、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口や苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置、解決に向けた手順の整

理等、迅速かつ適切に解決が図られる仕組みを構築することが必要である。 

○ 設置者・管理者は、苦情受付窓口について、こどもや家族に周知するとともに、第三

者委員を設置している場合には、その存在についても、こどもや家族に周知する必要が

ある。 

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応する必要がある。 

○ 苦情が発生した場合の迅速かつ適切な対応は重要であるが、苦情につながる前にリス

クマネジメントをすることで防ぐことが可能な苦情もあることから、苦情になる前のリ

スクマネジメントを行うことも重要である。 

○  暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為 （カスタマーハラスメン

ト）等についても、その対策について検討することが必要である。 

 

⑤ 適切な情報提供 

○ 事業所は、定期的に通信等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこど

もや家族に対して発信することが必要である。 

○ こどもや家族に対する情報提供に当たっては、視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応

じて、手話等による情報伝達を行うなど丁寧な配慮が必要である。  
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７．地域に開かれた事業運営  

○ 設置者・管理者は、地域住民の事業所に対する理解の増進や地域のこどもとしての温かい

見守り、地域住民との交流活動の円滑な実施等の観点から、ホームページや会報等を通じて、

事業所の活動の情報を積極的に発信することや、事業所の行事に地域住民を招待することな

ど、地域に開かれた事業運営を図ることが必要である。  

○ 実習生やボランティアの受入れは、事業所と実習生やボランティア双方にとって有益であ

り、設置者・管理者は、積極的に対応することが望ましい。ただし、実習生やボランティア

の受入れに当たっては、事故が起きないよう適切な指導を行う等の対応が必要である。また、

実習生やボランティアが、事業所の理念や支援の内容、障害のあるこどもの支援上の注意事

項等をしっかりと理解し、適切に対応できるよう、丁寧に説明することが必要である。 

 

８．秘密保持等  

○  設置者・管理者は、職員等（実習生やボランティアを含む。以下同じ。）であった者が、そ

の業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、誓約書の提出や雇用契約に明記するなど、

必要な措置を講じなければならない。 

○ 職員は、関係機関・団体にこどもや家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書に

より保護者等の同意を得ておかなければならない。また、ホームページや会報等にこども又

は家族の写真や氏名を掲載する際には、保護者等の許諾を得ることが必要である。 

○ 職員等は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らして

はならない。 

 

９．職場倫理 

○ 職員は倫理規範を尊重し、常に意識し、遵守することが求められる。また支援内容の質の

向上に努めなければならない。これは、放課後等デイサービスで活動する実習生やボランテ

ィアにも求められることである。 

○ 職員に求められる倫理として、次のようなことが考えられる。 

 

 

 

 

○ 職員は、こどもに直接関わる大人として身だしなみに留意することが求められる。 

 

第７章 支援の質の向上と権利擁護 

 

１．支援の質の向上への取組 

児童福祉法第 21 条の５の 18 第２項の規定により、事業者は、その提供する障害児通所支援

・ こどもの人権尊重と権利擁護、こどもの性差・個人差ヘの配慮に関すること。 

・ 性別、国籍、信条又は社会的な身分による差別的な取扱の禁止に関すること。 

・ こどもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止に関すること。 

・ 個人情報の取扱いとプライバシーの保護に関すること。 

・ こどもや家族、地域住民への誠意ある対応と信頼関係の構築に関すること。 
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の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなけ

ればならない。そのためには、設置者・管理者は、自己評価の実施と評価結果に基づく改善を行

うとともに、 「第三者評価共通基準ガイドライン（障害者・児福祉サービス解説版）」 等によ

り、第三者による外部評価を活用することも有効である。 

また、適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質を向上させるためには、支援に関わ

る人材の知識・技術を高めることが必要であり、そのためには、設置者・管理者は、様々な研修

の機会を確保するとともに、知識・技術の取得意欲を喚起することが重要である。 

さらに、職員が事業所における課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることがで

きる体制を構築するためには、日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢が重要である。そのた

め、設置者・管理者は、事業所において職場研修を実施し、職員は当該研修を通じて、常に自己

研鑽を図る必要がある。 

加えて、設置者・管理者は、職員が外部で行われる研修等へ積極的に参加できるようにし、職

員が必要な知識・技術の習得、維持及び向上を図ることができるようにする必要がある。 

 

（１） 職員の知識・技術の向上 

○  職員の知識・技術の向上は、放課後等デイサービスの提供内容の向上に直結するもので

あり、職員の知識・技術の向上の取組は、設置者・管理者の重要な管理業務の一つである。 

○  設置者・管理者は、職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、その計画に係る研

修の実施又は研修の機会を確保することが必要である。資質の向上の支援に関する計画の

策定に際しては、職員を積極的に参画させることが必要である。 

○  支援を適切に提供する上で、放課後等デイサービスに期待される役割、障害のあるこど

もの発達の段階ごとの特性、障害種別・障害の特性、こどもと家族に対する適切なアセス

メントと支援の内容・方法、関連する制度の仕組み、関係機関・団体の役割、児童虐待へ

の対応、障害者権利条約の内容等を理解することが重要であり、設置者・管理者は、職員

に対してこうした知識の習得に向けた意欲を喚起する必要がある。 

○  障害種別・障害の特性に応じた支援や発達の段階に応じた支援、家族支援等に係る適切

な技術を職員が習得することが、こどもの発達支援や二次障害の予防、家庭養育を支える

といった視点から重要であり、設置者・管理者は、職員に対してこうした技術の習得に向

けた意欲を喚起する必要がある。 

 

（２） 研修の受講機会等の提供 

○  設置者・管理者は、職員の資質向上を図るため、研修の実施等を行う必要がある。具体

的には、自治体や児童発達支援センター、障害児支援関係団体が実施する研修等への職員

の参加、事業所における研修会や勉強会の開催(本ガイドラインを使用した研修会や勉強会

等)、事業所に講師を招いての研修会の実施、職員を他の事業所等に派遣しての研修、事業

所内における職員の自己研鑽のための図書の整備等が考えられる。また、医療的ケアが必

要なこどもや重症心身障害のあるこどもに対し、適切な支援が行われるよう、職員に喀痰

吸引等の研修を受講させることが必要である。さらに、強度度行動障害を有するこどもに
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対し、適切な支援が行われるよう、強度行動障害支援者養成研修や中核的人材養成研修を

受講させることも必要である。 

○  児童発達支援管理責任者は、職員に対する技術指導及び助言を行うことも業務となって

おり、設置者・管理者は、事業所内における研修の企画等に当たっては、児童発達支援管

理責任者と共同して対応していくことが必要である。 

 

（３） 児童発達支援センターによるスーパーバイズ・コンサルテーションの活用 

○ 児童発達支援センターには、地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コ

ンサルテーション機能（支援内容等の助言・援助）を有することが求められており、対応

が難しいこどもや家族をはじめ、個別ケースへの支援も含めた障害児通所支援事業所全体

への支援が行われることが期待される。具体的には、直接個別の事業所に訪問して行うも

のや、事業所が児童発達支援センターを来訪して行うものなど、様々な方法が考えられる。 

○ 地域の障害児通所支援事業所においては、児童発達支援センターとの連携を図りながら、

スーパーバイズ・コンサルテーションを受けることにより、支援の質の向上につなげてい

くことが望ましい。 

○ スーパーバイズ・コンサルテーションを効果的に活用するためには、提供する児童発達

支援センターとこれを受ける事業所の相互理解や信頼関係の構築が重要であり、相互が理

念や支援の手法を明確にして取り組んでいくことが必要である。 

○ 詳細は、追って示す「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制

整備の手引き」を参照すること。 

 

２．権利擁護 

障害のあるこどもの支援に当たっては、こどもの権利条約、障害者権利条約、こども基本法、

児童福祉法等が求めるこどもの最善の利益が考慮される必要がある。特に、障害のあるこどもが、

自由に自己の意見を表明する権利及びこの権利を実現するための支援を提供される権利を有する 

ことを認識することが重要である。具体的には、職員は、こどもの意向の把握に努めること等に

より、こども本人の意思を尊重し、こども本人の最善の利益を考慮した支援を日々行う必要があ

り、詳細は、追って示す「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手

引き」を参照すること。 

また、障害のあるこどもの権利擁護のために、虐待等のこどもの人権侵害の防止に関する次の

ような取組も積極的に行っていくことが重要である。 

 

（１） 虐待防止の取組 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について職員に周知徹底を図ること、職員に対する虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること、これらの措置を適切に実施するための担当者を置くことが求められている。 

○ 設置者・管理者は、職員によるこどもに対する虐待を防止するため、虐待防止委員会の設

置など、必要な体制の整備が求められる。 
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虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこととなる。虐待防止委員会を組織的に

機能させるために、苦情解決の第三者委員等の外部委員を入れてチェック機能を持たせると

ともに、児童発達支援管理責任者等、虐待防止のリーダーとなる職員を虐待防止マネージャ

ーとして配置し、研修や虐待防止チェックリストの実施など、具体的な虐待防止への取組を

進めることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、職員に対し、虐待防止啓発のための定期的な研修を実施し、又は自治

体が実施する研修を受講させるほか、自らが虐待防止のための研修を積極的に受講すること

等により、児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82号。以下「児童虐待防止法」

という。）及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年

法律第 79 号。以下「障害者虐待防止法」という。）について理解し、虐待防止の取組を進め

る必要がある。特に、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず

読むようにすること。 

また、自治体が実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、事業所で

伝達研修を実施することが重要である。 

○ 職員からの虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こりやすいことから、設置者・

管理者は、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範

囲で支援を実施できるようにする必要がある。実習生やボランティアの受入れや地域住民と

の交流を図ることなどを通じて、第三者の目が入る職場環境を整えることも重要である。 

○ 児童対象性暴力等がこどもの権利を著しく侵害し、こどもの心身に生涯にわたって回復し

難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、こどもに対して教育、保育等の役務を提供

する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が、教員等

及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止の措置を講じることを義務付ける「学

校設置者等及び民間教育保育事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する

法律」（令和６年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止法」という。）が令和６年通常国会に

おいて成立し、公布の日（令和６年６月 26日）から起算して２年６月を超えない範囲におい

て政令で定める日より施行される。 

講ずべき措置について、具体的には、教員等の研修やこどもとの面談、こどもが相談を行

いやすくするための措置等及び教員等としてその業務を行わせる者についての特定性犯罪前

科の有無の確認等をしなければならず、これらの措置について、認可保育所等や障害児入所

施設のほか、指定障害児通所支援事業（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型

児童発達支援及び保育所等訪問支援）は義務の対象とされ、児童福祉法上の届出対象の事業

や認可外保育施設、総合支援法に規定される障害児を対象とする事業（居宅介護、同行援護、

行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援事業）は、認定を受けた場合は、学校設置者

等が講ずべき措置と同等のものを実施しなければならない。今後、施行までに現場の声を聴

きながら、対象となる従事者や具体的な措置の内容等について検討していく。 

○ 職員から虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合（相談を受けて虐待と認識した場

合を含む。）、その者は、障害者虐待防止法第 16条に規定されている通報義務に基づき、児童

発達支援の通所給付決定をした市町村の窓口に通報する必要がある。事業所の中だけで事実
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確認を進め、事態を収束させることなく、必ず市町村に通報した上で行政と連携して対応を

進める必要がある。 

○ 職員は、保護者による虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、こどもの状態の変化や

家族の態度等の観察、情報収集により、虐待の早期発見に努める必要がある。また、保護者

に対する相談支援やカウンセリング等により、虐待の未然防止に努めることが重要である。 

○ 職員は、保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条に規定されている通

告義務に基づき、市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告

する必要がある。虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が設

置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所やこども家庭センター、児

童家庭支援センター、市町村の児童虐待対応窓口、保健所等の関係機関・団体と連携して対

応を図っていくことが求められる。 

 

（２） 身体拘束への対応 

○  職員が自分の体でこどもを押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けること

のできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、運営基準により、障害のあるこど

もや他の障害のあるこどもの生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、

禁止されている。 

○ 設置者・管理者は、身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適

正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要がある。 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の３つの要件を全て満たす

ことが必要となるが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等につい

て慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合

には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかについて、設置者・管理者は組織的

に決定する必要がある。また、児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画に、

身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、こどもや保護者に事前に十

分に説明をし、了解を得た上で記載することが必要である。 

○ 身体拘束を行った場合には、設置者・管理者は、身体拘束を行った職員又は児童発達支援

管理責任者から、その様態・時間、その際のこどもの心身の状況、緊急やむを得ない理由等

について報告を受けるとともに、記録を行うことが必要である。なお、必要な記録がされて

いない場合は、運営基準違反となることを認識しておく必要がある。 

 

（３） その他 

○  設置者・管理者は、こどもの権利擁護に関する研修会を実施するなど、 職員がこどもの人

権を尊重した支援を行うために必要な取組を進めることが必要である。 



（別添１） 

個別支援計画の記載のポイント 

 

【個別支援計画全般に係る留意点】 

〇 個別支援計画の作成に当たっては、こどもの意思の尊重（年齢及び発達の程度に応じた意

見の尊重等）及びこどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成することが必要であ

る。 

〇 それぞれの記載項目について、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながり

を持って作成していくことが必要である。「利用児及び家族の生活に対する意向」も踏まえて

「総合的な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」「短期目標」、それを達成する

ための「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定すること。 

〇 ５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関

係・社会性」以下同じ。）の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、５領域の視点を網

羅した支援を行うことが必要である。この際、５領域の視点を持ちながら、こどもと家族の

状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析してそのニーズや課題を捉え、そ

こから必要な支援を組み立てていくことが重要であり、単に５領域に対応する課題や支援へ

の当てはめを行うだけのアセスメント・計画作成にならないよう留意すること。 

なお、発達支援は個々のこどもへのアセスメントを踏まえたオーダーメイドの支援を行う

ものであり、支援目標や支援内容がそれぞれのこどもについて同一のものとなることは想定

されないこと。 

○ 「支援目標及び具体的な支援内容等」においては、発達支援の基本となる「本人支援」「家

族支援」「移行支援」について必ず記載すること。また、「地域支援・地域連携」（例：医療機

関との連携等）については、必要に応じて記載することとするが、関係者が連携しながらこ

どもと家族を包括的に支援していく観点から、当該事項についても積極的に取り組むことが

望ましい。 

〇 アセスメントに基づくこどもの状態像の把握を適時に行いながら、PDCA サイクル（Plan

（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）で構成されるプロセス）により支援

の適切な提供を進めることが必要である。個別支援計画の作成後も、こどもについての継続

的なアセスメントによりこどもの状況等について把握するとともに、計画に基づく支援の実

施状況等の把握を行い、モニタリングの際には、作成した個別支援計画に定めた支援目標に

対する達成状況等の評価を行い、これを踏まえて個別支援計画の見直しを行うこと。 

この観点からは、支援目標や支援内容の記載が長期にわたり同一であることは想定されな

いこと。 

 

 



【各記載項目の留意点】 

＜利用児及び家族の生活に対する意向＞ 

〇 こども本人や家族の意向を聴いた上で、家族より得た情報やこどもの発達段階や特性等を

踏まえて、整理して記載する。 

 

＜総合的な支援の方針＞ 

〇 1 年間を目途に（それ以上の期間も可）、以下の観点も踏まえながら、こどもや家族、関係

者が共通した状況や課題への認識と支援の見通しやイメージを持つことができるよう、事業

所としてのこども等の状況の見立てとどのように支援をしていくのかという方針を記載する。 

・障害児支援利用計画、障害児支援担当者会議（セルフプランの場合には、事業所間連携加

算等も活用し、複数の利用事業所を集めた支援の連携のための会議）で求められている事

業所の役割 

・支援場面のみではなく、家庭や通っている保育所や幼稚園、放課後児童クラブ等（以下「保

育所等」という。）、学校等での生活や育ちの視点 

・保育所等の併行利用や移行、同年代のこどもとの仲間づくり等のインクルージョン（地域

社会への参加・包摂）の視点 

・こどもが事業所を継続的に利用している場合には、個別支援計画のモニタリング結果を 

踏まえた PDCA サイクルによる支援の適切な提供の視点  
＜長期目標＞ 

〇 総合的な支援の方針で掲げた内容を踏まえ、概ね１年程度で目指す目標を設定して記載す

る。 

 

＜短期目標＞ 

〇 長期目標で掲げた内容を踏まえ、概ね６か月程度で目指す目標を設定して記載する。 

 

＜支援目標及び具体的な支援内容等＞ 

〇 こどもの利用頻度や発達の程度に応じて、欄の増減等のアレンジは適宜行うこととして差

し支えない。 

 

＜項目＞ 

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」を項目欄に記載する。 

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」については必ず記載する。「地域支援・地域連携」に

ついては、必要に応じて記載することとするが、各事業所において積極的に取り組むことが

望ましい。 

 

 



◎本人支援 

〇 アセスメントやモニタリングに基づき、こどもが将来、日常生活及び社会生活を円滑に

営めるようにする観点から、本人への発達支援について、５領域との関連性を含めて記載

する。 

〇 ５領域との関連性については、５つの領域全てが関連付けられるよう記載すること。相

互に関連する部分、重なる部分もあると考えられるため、５つの欄を設けて、個々に異な

る目標を設定する必要はないが、各領域との関連性についての記載は必ず行うこと。 

〇 保育所等との併行利用や複数の障害児通所支援事業所を組み合わせて利用している場合

は、保育所等や他の事業所での支援内容とお互いの役割分担を踏まえた上で、自事業所に

おける支援について記載する。 

 

◎家族支援 

〇 こどもの成長・発達の基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させる観点から、家

族支援について記載する。 

【家族支援の例】 

・こどもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助、講座やペアレントトレーニングの 

 実施 

・家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助 

・レスパイトや就労等の預かりニーズに対応するための支援 

・保護者同士の交流の機会の提供（ピアの取組） 

・きょうだいへの相談援助等の支援 

   ・子育てや障害等に関する情報提供 等 

    

◎移行支援 

〇 インクルージョン（地域社会への参加・包摂）を推進する観点から、支援の中に「移行」

という視点を取り入れ、こどもや家族の意向等も踏まえつつ、保育所等の他のこども施策

との併行利用や移行に向けた支援、同年代のこどもとの仲間づくり等の「移行支援」につ

いて記載する。 

〇 移行支援は、必ずしも保育所等への具体的な移行だけを念頭に置くものではなく、入園・

入学等のライフステージの切り替えを見据えた将来的な移行に向けた準備や、事業所以外

の生活や育ちの場である保育所等の併行利用先や学校等での生活や支援の充実、こどもが

地域で暮らす他のこどもと繋がりながら日常生活を送ることができるようにすること等、

利用児童の地域社会への参加・包摂に係る支援が含まれるものであること。 

【移行支援の例】 

・保育所等への移行に向けた、移行先との調整、移行先との支援内容等の共有や支援方法

の伝達、受入体制づくりへの協力や相談援助への対応等の支援 
・具体的な移行又は将来的な移行を見据えて支援目標や支援内容を設定しての本人への発



達支援（※） 
・進路や移行先の選択についての本人や家族への相談援助や移行に向けての様々な準備の

支援（※） 

・保育所等と併行利用を行っている場合や、就学児の場合に、こどもに対し障害特性等を

踏まえた一貫した支援を行うため、併行利用先や学校等とこどもの状態や支援内容等に

ついての情報共有や支援内容等（例：得意不得意やその背景の共有、声掛けのタイミン

グ、コミュニケーション手段等）の擦り合わせを行う等の連携・支援の取組 

・地域の保育所等や子育て支援サークル、地域住民との交流 等 

（※）移行支援の視点を持った本人支援や家族支援を行う場合、「項目」の欄は切り分ける

ことなく、「本人支援」「家族支援」と「移行支援」を併記することで差し支えない。 
 

◎地域支援・地域連携 

〇 こどもと家族を中心に、包括的な支援を提供する観点から、そのこども・家族の生活や

育ちの支援に関わる保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関や障害福祉サービス等事

業所等と連携した取組について、記載する。 

〇 個別支援計画であり、計画の対象であるこども・家族への支援に係る取組を記載するも

のであることに留意すること。 

【地域支援・地域連携の例】 

・こどもが通う保育所等や学校等との情報連携や調整、支援方法や環境調整等に関する相

談援助等の取組（※） 

・こどもを担当する保健師や、こどもが通う医療機関等との情報連携や調整等の取組 

・こどもに支援を行う発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センター、地域生活支

援拠点等との連携の取組 

・こどもが利用する相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、他の障害児通所支援事業

所との生活支援や発達支援における連携の取組 等 

（※）移行支援の取組として記載している場合は、再掲する必要はない。 

 

＜支援目標＞ 

〇 支援期間終了の際（モニタリング時）に、到達できているであろう「こども本人や家族の

状況」を具体的な到達目標として記載する。 

〇 こども本人や家族の意向等だけでなく、アセスメントの結果も踏まえて、必要と考えられ

る支援ニーズも含めて目標設定を行うこと。 

〇 到達目標については、主語はこども本人や家族となるよう記載することを基本とする。な

お、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」については、支援方針の立て方や連携体制のと

り方によって、主語が事業所・関係機関・関係者等にもなりうるため、柔軟に取り扱うこと。 

 

 



＜支援内容＞ 

〇 支援目標（具体的な到達目標）で設定した目標に向けて、事業所がどのような支援、工夫、

配慮を行うのかを具体的に記載する。 

〇 「本人支援」については、具体的に設定した支援内容と５領域との関連性を記載する。支  

援内容と関連する５領域が複数にまたがる場合には、関連する領域を全て記載する。 

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、家族や関係機関への具体的な

働きかけや取組等について記載する。なお、これらの項目については５領域との関連性の記

載は不要である。 

 

＜達成時期＞ 

〇 支援目標を達成するために必要となる期間を設定する。 

〇 個別支援計画については、6 か月に 1 回以上の見直しが求められているため、達成時期に

ついても最長６か月後までとする。１～３か月で達成する目標も積極的に検討していくこと。 

 

＜担当者・提供機関＞ 

〇 主として支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する。 

〇 「移行支援」や「地域支援・地域連携」において、関係機関との連携を行うことを支援内容

として設定している場合には、具体的な連携先である機関名等を記載する。 

 

＜留意事項＞ 

〇 支援内容に設定した取組が、加算の算定を想定している取組である場合には、算定する加

算や頻度等について記載する（例：子育てサポート加算、家族支援加算、関係機関連携加算

等）。 

〇 個別支援計画とは別途計画を作成することが必要な加算についても、個別支援計画との関

連性を記載する（例：専門的支援実施加算、自立サポート加算等）。 

〇 家族の役割、支援の進め方等、支援について補足事項があれば記載する。 

 

＜優先順位＞ 

〇 こどもや家族の意向も踏まえた上で、こどもの支援ニーズと課題、現在と当面の生活の状

況等を踏まえて、「本人支援」の各支援内容に関して取組の優先順位を設定する。こどもの発

達段階や特性等についてこどもや家族と共通理解を図り共に考えながら設定することが望ま

しい。 

〇 優先順位として番号を振ることのほか、二重丸や丸等で優先度を示すこととしても差し支

えない。また、優先度がつけられない又は判断できない場合には空欄にすることや、同一の

番号とすることとしても差し支えない。 

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、優先順位の記載は不要であ

る。 



○支援目標及び具体的な支援内容等

項目
支援目標

（具体的な到達目標）

達成

時期

担当者

提供機関
留意事項

優先

順位

本人支援

本人支援

本人支援

本人支援

本人支援

家族支援

移行支援

地域支援

・

地域連携

提供する支援内容について、本計画書に基づき説明しました。

    年  月  日 （保護者署名）

長期目標

(内容・期間等)

支援の標準的な提供時間等

（曜日・頻度、時間）

個別支援計画書

利用児及び家族の

生活に対する意向

総合的な支援の方針

児童発達支援管理責任者氏名：

短期目標

(内容・期間等)

支援内容

(内容・支援の提供上のポイント・5領域(※)との関連性等)

※ ｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣

本計画書に基づき支援の説明を受け、内容に同意しました。

作成年月日： 年 月 日利用児氏名：○○ ○○（生年月日：暦年齢）

押印廃止

こども本人や家族の意向を聴いた上で、家族より得た情報やこどもの発達段階や特性等を踏まえて、整理して記載する。

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」を項目欄に記載する。

〇 「本人支援」「家族支援」「移行支援」については必ず記載する。「地域支援・地域

連携」については、必要に応じて記載することとするが、各事業所において積極的に取

〇 1年間を目途に（それ以上の期間も可）、以下の観点も踏まえながら、こどもや家族、関係者が共通した状況や課題への認識と支援の見通しやイメージを持つこ

とができるよう、事業所としてのこども等の状況の見立てとどのように支援をしていくのかという方針を記載する。

・ 障害児支援利用計画、障害児支援担当者会議（セルフプランの場合には、事業所間連携加算等も活用し、複数の利用事業所を集めた支援の連携のための会

議）で求められている事業所の役割

・ 支援場面のみではなく、家庭や通っている保育所や幼稚園、放課後児童クラブ等（以下「保育所等」という。）、学校等での生活や育ちの視点

・ 保育所等の併行利用や移行、同年代のこどもとの仲間づくり等のインクルージョン（地域社会への参加・包摂）の視点

・ こどもが事業所を継続的に利用している場合には、個別支援計画のモニタリング結果を踏まえたPDCAサイクルによる支援の適切な提供の視点

〇 こどもや家族の意向も踏まえた上で、こどもの支援ニーズと課題、現在と当面の生活の状況等を

踏まえて、「本人支援」の各支援内容に関して取組の優先順位を設定する。こどもの発達段階や特

性等についてこどもや家族と共通理解を図り共に考えながら設定することが望ましい。

〇 優先順位として番号を振ることのほか、二重丸や丸等で優先度を示すこととしても差し支えない。

また、優先度がつけられない又は判断できない場合には空欄にすることや、同一の番号とすること

としても差し支えない。

総合的な支援の方針で掲げた内容を踏まえ、概ね１年程度で目指す目標を設定して記載する。

長期目標で掲げた内容を踏まえ、概ね６か月程度で目指す目標を設定して記載する。
・利用曜日・提供時間等を記載。

・計画及び延長時間を別表で定めることも可。

○ 支援期間終了の際（モニタリング時）に、到達できているであろう「こども本人や家

族の状況」を具体的な到達目標として記載する。

〇 こども本人や家族の意向等だけでなく、アセスメントの結果も踏まえて、必要と考え

られる支援ニーズも含めて目標設定を行うこと。

〇 到達目標については、主語はこども本人や家族となるよう記載することを基本とする。

なお、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」については、支援方針の立て方や連

携体制のとり方によって、主語が事業所・関係機関・関係者等にもなりうるため、柔軟

〇 支援目標（具体的な到達目標）で設定した目標に向けて、事業所がどのような支援、

工夫、配慮を行うのかを具体的に記載する。

〇 「本人支援」については、具体的に設定した支援内容と５領域との関連性を記載する。

支援内容と関連する５領域が複数にまたがる場合には、関連する領域を全て記載する。

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」については、家族や関係機関への

具体的な働きかけや取組等について記載する。なお、これらの項目については５領域と

の関連性の記載は不要である。

〇 支援目標を達成するために必要となる期間を設定する。

〇 個別支援計画については、６か月に１回以上の見直しが求められているため、達成時期に

ついても最長６か月後までとする。１～３か月で達成する目標も積極的に検討していくこと。

〇 主として支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する。

〇 「移行支援」や「地域支援・地域連携」において、関係機関との連携を行うことを

支援内容として設定している場合には、具体的な連携先である機関名等を記載する。

〇 支援内容に設定した取組が、加算の算定を想定している取組である場合には、算定する加算や頻度等

について記載する（例：子育てサポート加算、家族支援加算、関係機関連携加算等）。

〇 個別支援計画とは別途計画を作成することが必要な加算についても、個別支援計画との関連性を記載

する（例：専門的支援実施加算、自立サポート加算等）。

〇 家族の役割、支援の進め方等、支援について補足事項があれば記載する。

【個別支援計画全般に係る留意点】

〇 個別支援計画の作成に当たっては、こどもの意思の尊重（年齢及

び発達の程度に応じた意見の尊重等）及びこどもの最善の利益の優

先考慮の観点を踏まえて作成することが必要である。

〇 それぞれの記載項目について、こどもと家族の意向とアセスメン

トを踏まえて、つながりを持って作成していくことが必要である。

「利用児及び家族の生活に対する意向」も踏まえて「総合的な支援

の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」「短期目標」、それ

を達成するための「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定する

こと。

〇 ５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・

コミュニケーション」「人間関係・社会性」）の視点等を踏まえた

アセスメントを行った上で、５領域の視点を網羅した支援を行うこ

とが必要である。この際、５領域の視点を持ちながら、こどもと家

族の状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析して

そのニーズや課題を捉え、そこから必要な支援を組み立てていくこ

とが重要であり、単に５領域に対応する課題や支援への当てはめを

行うだけのアセスメント・計画作成にならないよう留意すること。

なお、発達支援は個々のこどもへのアセスメントを踏まえたオー

ダーメイドの支援を行うものであり、支援目標や支援内容がそれぞ

れのこどもについて同一のものとなることは想定されないこと。

○ 「支援目標及び具体的な支援内容等」においては、発達支援の基

本となる「本人支援」「家族支援」「移行支援」について必ず記載

すること。

また、「地域支援・地域連携」（例：医療機関との連携等）につ

いては、必要に応じて記載することとするが、関係者が連携しなが

らこどもと家族を包括的に支援していく観点から、当該事項につい

ても積極的に取り組むことが望ましい。

〇 アセスメントに基づくこどもの状態像の把握を適時に行いながら、

PDCAサイクル（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action

（改善）で構 成されるプロセス）により支援の適切な提供を進め

ることが必要である。

個別支援計画の作成後も、こどもについての継続的なアセスメン

トによりこどもの状況等について把握するとともに、計画に基づく

支援の実施状況等の把握を行い、モニタリングの際には、作成した

個別支援計画に定めた支援目標に対する達成状況等の評価を行い、

これを踏まえて個別支援計画の見直しを行うこと。

この観点からは、支援目標や支援内容の記載が長期にわたり同一

・ こどもの利用頻度や発達の状況に応じて欄の

増減等のアレンジは適宜行っていただいて差し支えない。



障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ

実 践 評 価

改 善計 画
○以下の観点で、事業所全体で改善・充実に向けた方策等の検討を

行う

・ 改善等に向けた今後の見通しの明確化

・ 改善等に向けた具体的な方策の検討

・ 役割分担や体制等の見直し 等

○ 日々の支援等への反映 等

○ 以下の観点で、事業所全体で把握と共有を行う

・ 事業所の強み（さらに強化・充実を図るべき点等）

・ 事業所の弱み（課題・改善すべき点等）

特に、事業所の弱みについては、改善に向けて現状の見直しや

理念や方針の再確認を含めた整理を行う

○ 保護者（客観的視点による）評価の実施

○ 従業者による自己評価の実施

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で自己

評価を実施

○ 事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を活用してアンケー

ト調査を行う。回答は集計し、特記事項欄の記述を含めてとりまとめる。

○ 保護者評価は、客観的視点による評価として自己評価の際に活用するべき

データであるため、回答率の向上に努めることが望ましい。

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で各項目ごとに自己評価を実施する。実施の際には、管理者等一部の者で自己評価を行うのではなく、

ミーティング等の機会を通じて、従業者同士で意見交換を行いながら自己評価を行うとともに、課題や改善が必要な事項の把握と共有（認識のすり合わせ）を行う

等、全従業者による共通理解の下で取組を進めていくことが望ましい。

○ 全ての項目について自己評価結果を行ったのち、その結果を踏まえ、自己評価総括表を活用し、事業所の「強み」と「弱み」について分析を行う。

○ 保護者評価は、客観的視点による評価であることから、事業所全体で自己評価及び分析を行う際には、保護者評価の結果も十分に活用し、事業所の提供している支

援等が、利用者側から見てニーズに応じたものになっているのかという視点も考慮して自己評価等を行うことが重要である。

○ 事業所全体の自己評価や整理した事業所の強み・弱み等の分析の結果を踏まえて、改善・充実に向けた今後の具体的な見通しや改善・充実に向けた具体的取組を検

討・整理する。ここで検討・整理された取組等は、改善・充実に向けて、日々の支援等へ反映されるべきものであることから、ミーティング等の機会を通じて、従業

者同士で意見交換を行いながら検討・整理を進めていくことが望ましい。

ステップ

①

○ 事業者の従業者が「事業者向け自己評価表」を活用して従業者評価を行う。

その際には、「はい」「いいえ」などに評価をチェックするだけでなく、各項

目について、「課題は何か」「工夫している点は何か」等についても記入する。

○ 従業者評価は、できる限り全従業者から提出を求めることが望ましい。

保護者等による評価の実施 従業者による評価の実施

事業所全体による自己評価（課題等の把握・分析含む）

改善・充実に向けた検討

ステップ

②

ステップ

③

○ 自己評価結果については、「はい」「いいえ」の集計結果を公表することが趣旨ではなく、自己評価の機会を通じて、全従業者による共通理解の下で、事業所の強

みや弱み等の分析や、課題の改善やさらなる充実に向けた取組を進めていきながら、事業所の質の向上を図っていく点が重要である。その観点も踏まえて、インター

ネットその他の方法による公表や保護者等にフィードバックをする必要があることに留意すること。

自己評価結果等の公表

○ 改善・充実に向けて検討・整理した内容を踏まえて、日々の支援等への反映を行っていく。

支援の改善に向けた取組等

ステップ

④

ステップ

⑤

手 順

全従業者による共通理解の下で取組を行うことが重要

※ 保育所等訪問支援においては、「保護者評価」及び「従業者評価」に加え、「訪問先施設評価」を実施

別添２



（別紙1）

チェック項目 はい いいえ 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切である

か。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化

や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま

た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら

れる環境になっているか。 

6
業務改善を進めるためのPDCA サイクル（目標設定と振り返り）

に、広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか。

9
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている

か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で

研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計

画を作成しているか。

13

放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責

任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こ

どもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 

14
放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援

が行われているか 。

15

こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ

ルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使用する等により確認しているか。

○ 本評価表は、放課後等デイサービスに従事する従業者の方に、事業所の自己評価していただくものです。

「はい」又は「いいえ」のどちらかに〇を記入するとともに、従業者の視点で、「事業所が工夫していると思う点」や「改善が必要だと思われる点」などについて記入してくだ

さい。
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放課後等デイサービス評価表従業者向け



16

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドライ

ンの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、

「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい

及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に

設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの立案をチームで行っているか。

18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放

課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。

20

支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行ってい

るか。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援

の振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に

つなげているか。

23
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直し

の必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。

24
放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組

み合わせて支援を行っているか。

25
こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決

定をする力を育てるための支援を行っているか。

26
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

27
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、

教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。

28

学校との情報共有（年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時

刻の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の連絡）

を適切に行っているか。

29
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支

援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。

30

学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所

等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等して

いるか。

31
地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスー

パーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。

32
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動す

る機会があるか。
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33 （自立支援）協議会等へ積極的に参加しているか。

34
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

35

家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ

ラム（ペアレント･トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を行っているか。 

36
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を

行っているか。

37

放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意

思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こど

もや家族の意向を確認する機会を設けているか。 

38
「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行

い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。

39
家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必

要な助言と支援を行っているか。

40

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま

た、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしている

か。

41

こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するととも

に、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に

対応しているか。

42

定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ

り、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対

して発信しているか。

43 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

44
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

45
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。

46

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発生を想定した訓練を実施しているか。

47
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備

え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

48
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し

ているか。

49
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応

がされているか。

50
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。
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51
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全

計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

52
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について

検討をしているか。

53
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。

54

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放

課後等デイサービス計画に記載しているか。

対

応



（別紙2）

チェック項目 はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意見

1 こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境（※1）になってい

ると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフ

リー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。

また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援

が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している支援プログラム（※2）は、事業所の提供する支援

内容と合っていると思いますか 。

7

こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、放課後等デイサービス計画（個別支援計画）（※3）が作

成されていると思いますか。

8

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの

「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支

援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切

に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思います

か。

9 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラム（※4）が固定化されないよう工夫されていると

思いますか。

11
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会

がありますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい

て丁寧な説明がありましたか。

13
「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされま

したか。

14

事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニン

グ（※5）等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われて

いますか。

15
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に

ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

（保護者の皆さまへ）

○本評価表は、放課後等デイサービスを利用するお子さんの保護者等の方に、事業所の評価をしていただくものです。

「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」のいずれかに〇を記入していただくとともに、「ご意見」についてもご記入ください。
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18

父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流

の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだ

い向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けら

れるなど、きょうだいへの支援がされていますか。

19

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

21

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制

等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ

れていますか。

22 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。

23

事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア

ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま

すか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓

練が行われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事

故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安心感をもって通所していますか。 

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の支援に満足していますか。

満

足

度

※1 「本人にわかりやすく構造化された環境」とは、こども本人がこの部屋で何をするのかがわかりやすいよう、机や本棚の配置などを工夫することです。

※2 「支援プログラム」とは、事業所における総合的な支援の推進と事業所が提供する支援の見える化を図るため、事業所で行われている取組等について示し、公表することが求められています。

※3 「放課後等デイサービス計画（個別支援計画）」は、放課後等デイサービスを利用する個々のこどもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、

総合的な支援方針や支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、放課後等デイサービス事業所

の児童発達支援管理責任者が作成し、保護者等への説明を行うとともに同意を得ることが義務付けられているものです。

※4 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。こどもの発達の状況や障害の特性等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されてい

ま。

※5 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶことにより、こどもの行動変容することを目標とします。
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（別紙３）

～ 年　月　日

（対象者数） （回答者数）

～ 年　月　日

（対象者数） （回答者数）

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

2

3

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

1

2

3

事業所の弱み（※）だと思われること

※事業所の課題や改善が必要だと思われること
事業所として考えている課題の要因等

年　月　日

○従業者評価有効回答数

○事業者向け自己評価表作成日
年　月　日

事業所の強み（※）だと思われること

※より強化・充実を図ることが期待されること
工夫していることや意識的に行っている取組等

○従業者評価実施期間

○事業所名

○保護者評価実施期間
年　月　日

○保護者評価有効回答数

事業所における自己評価総括表公表



（別紙４）

公表日 年月日

利用児童数 年月日 回収数

チェック項目 はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意見

1 こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思い

ますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や

情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。

また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援

が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と

合っていると思いますか 。

7

こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、放課後等デイサービス計画（個別支援計画）が作成されて

いると思いますか。

8

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの

「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支

援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適

切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思います

か。

9 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思います

か。

11
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会

がありますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい

て丁寧な説明がありましたか。

13
「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされま

したか。

14

事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニン

グ等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われています

か。

15
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に

ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流

の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだ

い向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けら

れるなど、きょうだいへの支援がされていますか。
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19

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

21

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制

等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ

れていますか。

22 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。

23

事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア

ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま

すか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓

練が行われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事

故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安心感をもって通所していますか。 

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の支援に満足していますか。
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（別紙５）

公表日 　　　　　年　　月　　日

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切である

か。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や

情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、

こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められ

る環境になっているか。 

6
業務改善を進めるためのPDCA サイクル（目標設定と振り返り）

に、広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けて

おり、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につ

なげているか。

9
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている

か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研

修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者の

ニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を

作成しているか。

13

放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任

者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こども

の最善の利益を考慮した検討が行われているか。 

14
放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が

行われているか 。

15

こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマル

なアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセ

スメントを使用する等により確認しているか。

16

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドライン

の「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家

族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支

援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定さ

れ、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの立案をチームで行っているか。

事業所名
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事業所における自己評価結果公表



18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課

後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。

20

支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内

容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っている

か。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の

振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につ

なげているか。

23
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの

必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。

24
放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組み

合わせて支援を行っているか。

25
こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定

をする力を育てるための支援を行っているか。

26
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、

そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

27
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、教

育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。

28

学校との情報共有（年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻

の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の連絡）を適

切に行っているか。

29
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援

事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。

30

学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等

へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している

か。

31
地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスー

パーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。

32
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する

機会があるか。

33 （自立支援）協議会等へ積極的に参加しているか。

34
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課

題について共通理解を持っているか。

35

家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラ

ム（ペアレント･トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機会

や情報提供等を行っているか。 

36
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っ

ているか。

37

放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思

の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや

家族の意向を確認する機会を設けているか。 

38
「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、

保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。
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39
家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要

な助言と支援を行っているか。

40

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、

保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、

きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。

41

こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するととも

に、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対

応しているか。

42

定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ

り、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対し

て発信しているか。

43 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

44
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮を

しているか。

45
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。

46

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染

症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発

生を想定した訓練を実施しているか。

47
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備え、

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

48
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認して

いるか。

49
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応が

されているか。

50
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置

を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。

51
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計

画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

52
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検

討をしているか。

53
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をし

ているか。

54

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決

定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後

等デイサービス計画に記載しているか。
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（別添３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童発達支援等における 

支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども家庭庁 支援局 障害児支援課 

 



児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提

供する支援の見える化を図るため、運営基準（※）において、５領域（「健康・生活」「運動・感

覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」）との関連性を明確にした、

事業所における支援の実施に関する計画（以下「支援プログラム」という。）を作成し、公表す

ることが求められることとなった。 

 本手引きは、支援プログラムの作成・公表において基本的な事項を示すものである。各事

業所は、本手引きの内容を踏まえつつ、創意工夫を図りながら、事業所が行う支援や取組等

の実施に関する支援プログラムの作成及び公表を行っていただきたい。 

 

（※） 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年 

厚生労働省令第 15 号） 

 

１．目的 

 支援プログラムの作成及び公表により、事業所における総合的な支援の推進と、事業所が

提供する支援の見える化を図ることを目的とする。 

 

２．対象事業 

 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援 

 

３． 支援プログラムの作成における留意点について 

・ 支援プログラムの作成に当たっては、支援プログラムで定める内容が、個々の個別支援計

画につながっていくものであることを踏まえ、管理者や児童発達支援管理責任者のみで作

成するのではなく、直接支援に従事する職員等の意見も聴きながら作成すること。 

・ 支援プログラムは、以下のような役割が期待されることから、これらの観点も踏まえて作成

すること。 

① 全職員が、自事業所の理念や支援方針、提供する支援等について、共通理解を深める

ための役割。 

② 事業所の提供する支援内容の見える化により、支援を必要とするこどもや家族のサー

ビス選択に資する役割。 

・ 複数の事業を一体的に行う多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プロ

グラムを作成すること。 

 

４．支援プログラムの記載項目について 

  支援プログラムの作成に当たっては、以下の項目を網羅した内容となるよう作成する。様

式については、別添資料１において、「支援プログラム参考様式」をお示しするが、支援プロ

グラムの趣旨を踏まえ、それぞれの事業所が創意工夫の上、様々な形式により作成して差



し支えない（書面による作成ではなく、事業所ホームページ等において必要な内容を示すこ

とでも可。）。なお、別添資料２「支援プログラムの様式パターンのイメージ」も参考にされた

い。 

 

（事業所における基本情報） 

① 事業所名 

② 作成年月日 

③ 法人（事業所）理念 

④ 支援方針 

⑤ 営業時間 

⑥ 送迎実施の有無 

 

（支援内容） 

⑦ 本人支援の内容と５領域の関連性 

⑧ 家族支援（きょうだいへの支援も含む。）の内容 

⑨ 移行支援の内容 

⑩ 地域支援・地域連携の内容 

⑪ 職員の質の向上に資する取組 

⑫ 主な行事等 

 

 以上①～⑫の項目を網羅した支援プログラムを作成すること。なお、これらの項目に加え

て、事業所の判断により別の項目を加えても差し支えないものとする。 

 

５．各項目における記載の内容 

 「４．支援プログラムの記載項目について」で示した各項目についての記載の内容は以下の

とおり。なお、「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」の各項目に係る記載の観点につ

いては、「個別支援計画記載のポイント」（令和 6 年５月 17 日こども家庭庁支援局障害児支

援課事務連絡）の内容も参考とすること。 

 

 （事業所における基本情報） 

① 事業所名 

  事業所名を記載すること。 

② 作成年月日 

  作成又は見直しを行った年月日を記載すること。 

③ 法人（事業所）理念 

  法人又は事業所理念を記載すること。 

④ 支援方針 

  事業所における支援方針を記載すること。 



⑤ 営業時間 

  事業所の運営規定に定める営業時間を記載すること。 

⑥ 送迎実施の有無 

  送迎実施の有無について記載すること。 

 

（支援内容） 

⑦ 本人支援の内容と５領域の関連性 

支援内容と５領域を関連付けて記載すること。 

なお、支援内容と５領域を関連付ける際の記載方法については、様々な形式が想定

され、その方法については問わないものとする。   

 （例）  

・領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を記載する方法 

     ・記載されている支援内容に対して、各領域を関連付ける方法 

⑧ 家族支援（きょうだいへの支援も含む。）の内容 

   事業所において取り組んでいる家族に対する支援について記載すること。 

⑨ 移行支援の内容 

   事業所において取り組んでいる移行に向けた支援について記載すること。 

なお、移行に向けた支援は、必ずしも保育所等への具体的な移行だけを念頭におい

たものではなく、ライフステージの切り替えを見据えた取組、事業所以外での生活や

育ちの場の充実に向けた取組、地域とつながりながら日常生活を送るための取組（地

域の保育所等や子育て支援サークル、児童館、地域住民との交流）等も含まれる。 

⑩ 地域支援・地域連携の内容 

 事業所において取り組んでいる地域支援・地域連携の取組について記載すること。 

 なお、児童発達支援センターや地域の中核的役割を担う事業所においては、地域

の保育所等や障害児通所支援事業所への後方支援（地域支援）の取組等を実施して

いる場合には、その取組についても記載をすること。 

⑪ 職員の質の向上に資する取組 

    事業所の提供する支援の質を確保するため、事業所内研修の実施や、外部研修へ

の派遣等、職員の質の向上に資する取組について記載すること。 

⑫ 主な行事等 

    事業所において実施している主な行事等について記載すること。 

    なお、行事形式の開催ではなく、通常の活動において季節に合わせた活動（例え

ば、節分、ひな祭り、クリスマス会、夏の水遊び等、季節に応じた活動など）を取り入

れている場合も想定されることから、記載については、行事に限定されるものではな

い。 

 

６．支援プログラムの公表について 

   令和６年４月 1 日より、運営基準において、支援プログラムの作成及び公表が求めてお



り、事業所においては、本手引きを参考にしながら、作成に取り組まれたい。支援プログラ

ムの作成後は、事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法

により広く公表するとともに、公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ること。 

なお、令和７年４月１日以降に、支援プログラムの公表及び都道府県への届出がされて

いない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されるため留意されたい。 

    

以上 



　　　　

年 月 日

時 分から 時 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語・
コミュニケーション

人間関係・社会性

事業所名 作成日支援プログラム（参考様式）

支援方針

営業時間 送迎実施の有無

法人（事業所）理念

支　援　内　容

本
人
支
援

主な行事等

家族支援 移行支援

地域支援・地域連携 職員の質の向上



支援プログラムの様式パターンのイメージ（参考①）

その他パターン①
例えば、児童発達支援センター等、クラス分けを行っている場合等には、５領域と
支援内容の関連性について、それぞれのクラスごとに記載する方法も考えられる。

作成日 〇年〇月〇日〇〇事業所 支援プログラム

法人理念

支援方針

送迎実施の有無営業時間

支援内容（５領域）プログラム

朝の会

リズム

散歩

サーキット

アート

給食

家族支援

移行支援

地域支援・地域連携

職員の質の向上

主な行事等

〇〇事業所 支援プログラム

送迎実施の有無営業時間

法人理念

支援方針

支援内容

ⅢⅡⅠ
対象児

３歳・４歳・５歳児（○〇クラス）３歳・４歳・５歳児（〇〇クラス）０歳・１歳・２歳児（〇〇クラス）項目

健康・生活

本
人
支
援

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係・社会性

地域支援・地域連携
（地域交流・園外活動）

移行支援

家族支援

職員の質の向上

主な行事等

作成日〇年〇月〇日

その他パターン②
事業所の提供する活動プログラムを記載の上、それぞれの活動の中で行われる支
援内容と5領域の関連性について記載する方法も考えられる。

※各様式は参考であり、実際の様式については、各事業所において、支援プログラムの作成の目的等を踏まえて作成されたい。



支援プログラムの様式パターンのイメージ（参考②）

その他パターン③
支援の見える化を図ることも目的であることから、イラストを活用することにより、支援内容と５領域の関連性や、支援の目的等がわかりやすく伝わるように工夫する等
して記載をする方法も考えられる。
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はじめに 

 

平成 24 年の児童福祉法改正において、障害のあるこどもが身近な地域で適切な支援が受けられ

るように、従来の障害種別に分かれていた施設体系が一元化され、この際、児童発達支援は、主に就

学前の障害のあるこどもを対象に発達支援を提供するものとして位置づけられるとともに、保育所

等訪問支援が創設された。 

 その後、約 10 年で児童発達支援等の事業所数、利用者数は飛躍的に増加した。身近な地域で障害

児通所支援を受けることができる環境は、都市部を中心に大きく改善したと考えられる一方、障害

児通所支援として求められる適切な運営や支援の質の確保が課題とされてきた。 

さらに、全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいなが

ら共に生きていく共生社会の実現に向けて、障害のあるこどもの地域社会への参加・包摂 （インク

ルージョン）が重要となる中で、その取組は十分に推進されてきたとは必ずしも言えない状況にあ

る。  

これらの現状も踏まえ、改めて、障害児通所支援が担うべき役割や機能等、今後の障害児通所支援

の在り方について検討するため、令和３年に「障害児通所支援の在り方に関する検討会」を開催し、

制度改正等も視野に議論がなされ、同年 10 月には報告書がとりまとめられた。 

  同報告書でとりまとめられた内容については、社会保障審議会障害者部会においても議論がなさ

れ、令和３年 12 月に「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて 中間整理」において、

今後の障害児支援における検討の方向性が示された。 

同中間整理において示された内容を踏まえ、児童発達支援センターが地域における障害児支援の

中核的な役割を担う機関であることの明確化や、児童発達支援における「福祉型」と「医療型」 の

一元化等、法改正が必要な事項について、令和４年の通常国会に児童福祉法の改正法案が提出され、

同年６月に成立、令和６年４月に施行された。  

同通常国会では、「こども基本法」「こども家庭庁設置法」等も成立した。また、令和４年に「障

害児通所支援に関する検討会」を開催し、改正児童福祉法の施行に向けて、その内容を具体化するた

め議論がなされ、同年３月に報告書が取りまとめられた。 

令和５年４月には、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、こども家庭庁が発足し、障害児支援

については、こども施策全体の中でより一層の推進が図られることとなった。 

また、同年 12月には、「こども大綱」、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（は

じめの 100 か月の育ちビジョン）」、「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定された。 

 本ガイドラインは、これらの内容を踏まえ、平成 28 年度障害者総合福祉推進事業において作成さ

れた「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」の内容をより深めるとともに、保育所

等訪問支援の内容や方法など基本的事項について示すものである。 

 事業所においては、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々のこどもの状況

に応じて不断に創意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めることが求められる。また、各事業

所の不断の努力による支援の質の向上とあいまって、今後も本ガイドラインの見直しを行い、本ガ

イドラインの質も向上させていくものである。 
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第１章 総論 

１．ガイドラインの目的 

 

（１） この「保育所等訪問支援ガイドライン」は、保育所等訪問支援について、障害のあるこども

やその家族に対して質の高い支援を提供するため、保育所等訪問支援事業所における保育所等

訪問支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるものである。 

 

（２） 各保育所等訪問支援事業所は、本ガイドラインにおいて示される障害児支援の基本理念や

支援の内容等に係る基本的な事項等を踏まえ、こども本人やその家族、地域の実情に応じて創

意工夫を図り、その機能及び質の向上を図らなければならない。 

 

（３） 保育所等訪問支援事業所は、本ガイドラインの内容を踏まえながら、こども施策の基本理念

等にのっとり、特別な支援や配慮を要するこどもであるか否かに関わらず、権利行使の主体で

あるこども自身が、身体的・精神的・社会的に幸せな状態にあることを指すウェルビーイング1

を主体的に実現していく視点を持ってこどもとその家族に関わらなければならない。 

 

２．こども施策の基本理念 

 

令和５年４月１日に、こども家庭庁が発足し、障害児支援施策も同庁の下で、こども施策全体

の連続性の中で、こども施策として推進されていくこととなった。 

また、こども家庭庁の発足とあわせて、こども基本法（令和４年法律第 77 号）が施行された。

こども基本法は、日本国憲法、児童の権利に関する条約（以下「こどもの権利条約」という。）の

精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立

した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかか

わらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を

目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理

念を定め、国の責務等を明らかにし、こども施策の基本となる事項を定める等により、こども施

策を総合的に推進することを目的としている（第１条）。  

こども施策の基本理念としては、次の６点が掲げられている（第３条）。 

  

 

1 「ウェルビーイング」は、身体的・精神的・社会的（バイオサイコソーシャル）に幸せな状態にあることを指す。また、ウェルビーイングは、包括的な幸福として、

短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など生涯にわたる持続的な幸福を含む。（「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」より引用） 
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また、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第１条においても、こどもの権利条約の精神に

のっとり、こどもが家族や社会の支えを受けながら自立した個人として自己を確立していく「主

体」として尊重されなければならないこと、第２条では、社会全体がこどもの意見を尊重し、

その最善の利益が優先して考慮されるべきことが規定されている。 

特に、こどもの最善の利益の考慮については、こどもの権利条約及び障害者の権利に関する

条約（以下「障害者権利条約」という。）において、以下のとおり規定されている。 

＜こども施策の基本理念＞ 

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。 

－ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるととも

に、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、

平等に教育を受けられること。 

－ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され

保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福

祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける

機会が等しく与えられること。 

○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活

動に参加できること。 

－ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全て

の事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されるこ

と。 

○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからに

とって最もよいことが優先して考えられること。 

－ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ

の最善の利益が優先して考慮されること。 

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難し

いこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。 

－ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的

責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行う

とともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保す

ることにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。 

－ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
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障害児支援に携わる者は、障害のあるこどもも含め、全てのこどもに関わるこども施策の基

本理念をしっかりと理解した上で、こども施策全体の中での連続性を意識し、障害のあるこど

もや家族の支援に当たっていくことが重要である。 

また、乳幼児期については、全てのこどもの誕生前から幼児期までの「はじめの 100 か月」

から生涯にわたるウェルビーイングの向上を図ることを目的として、全ての人で共有したい理

念と基本的な考え方を示し、社会全体の認識共有を図りつつ、政府全体の取組を推進する羅針

盤として、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの 100 か月の育ちビ

ジョン）」（以下「はじめの 100 か月の育ちビジョン」という。）が、令和５年 12月に閣議決

定されている。 

さらに、全てのこども・若者が、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々

な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な体験活動や外遊びの機会に接するこ

とができ、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな

状態で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮して社会で活躍していけ

るよう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現するため、「こどもの居場所づくりに関す

る指針」（以下「居場所指針」という。）が、令和５年 12月に閣議決定されている。 

障害児支援に携わる者は、「はじめの 100 か月の育ちビジョン」や「居場所指針」の内容も

十分に理解し、こどもや家族の支援に当たっていくことが重要である。 

＜こどもの権利条約＞ 

○ 自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について

自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児

童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする（第 12条）。 

○ 精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会へ

の積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認

める（第 23 条の１）。 

○ 障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可

能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護し

ている他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童

の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する（第 23 条の２）。 

＜障害者の権利に関する条約＞ 

○ 障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を完全に共

有することを確保するための全ての必要な措置を取ることとされ、措置にあたっては、児

童の最善の利益が主として考慮され、自己に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己

の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供

される権利を有している（第７条）。 
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支援に当たる上では、障害の有無にかかわらず、全てのこどもが意見を表明する権利の主体

であることを認識し、こどもが意見を表明する機会が確保され、年齢及び発達の程度に応じて、

その意見が尊重され、こどもの最善の利益が優先考慮されるよう、取組を進めていくことが必

要である。その際には、言語化された意見だけではなく、こどもの障害の特性や発達の程度を

よく理解した上で、その特性や発達の程度に応じたコミュニケーション手段により、例えば、

目の動きや顔の向き、声の出し方といった細やかな変化や行動を踏まえ、様々な形で発せられ

る思いや願いについて、丁寧にくみ取っていくことが重要である。 

 

３．障害児支援の基本理念 

 

   障害児支援に携わる者は、２．の全てのこどもに関わるこども施策の基本理念に加え、障害の

あるこどもの育ちと個別のニーズを共に保障するため、次の基本理念を理解した上で、こども

や家族への支援、関係機関や地域との連携に当たっていくことが重要である。 

 

（１） 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供 

こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどもの発達及び生活の連続

性に配慮し、こどもの今の育ちの充実を図る観点と将来の社会参加を促進する観点から、

こどものウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援を提供することが必要

である。 

また、障害の特性による二次障害を予防する観点も重要であることから、こどもの特性

に合わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した

上で支援を提供するとともに、こどもの支援に当たっては、こども自身が内在的に持つ力

を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすることが重要である。 

 

（２） 合理的配慮の提供 

障害者権利条約では、障害を理由とするあらゆる差別（「合理的配慮」の不提供を含む。）

の禁止等が定められている。 

障害のあるこどもの支援に当たっては、こども一人一人の障害の状態及び発達の過程・

特性等に応じ、合理的な配慮の提供が求められる。このため、事業所等は、障害のあるこ

どもや保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が障害のあ

るこどもの活動を制限する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取り除くため

に必要な対応はどのようなものがあるか、などについて検討していくことが重要である。 
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（３） 家族支援の提供 

こどもは、家族やその家庭生活から大きな影響を受ける。家族がこどもの障害を含め、

そのこども本人のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程

で様々な葛藤に直面する。様々な出来事や情報で揺れ動く家族を、ライフステージを通じ

て、しっかりとサポートすることにより、こどもの「育ち」や「暮らし」が安定し、こど

も本人にも良い影響を与えることが期待できる。 

家族の支援に当たっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につな

がるよう取り組んでいくことが必要であり、家族自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、

エンパワメントを前提とした支援をすることが重要である。 

 

（４） 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進 

全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいな

がら共に生きていく共生社会の実現に向けては、障害の有無にかかわらず、こどもたちが

様々な遊びなどの機会を通じて共に過ごし、学びあい、成長していくことが重要である。

このため、事業所等は、障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、

こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、インクルージョン推進の観点を常に持

ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、保育所、認定こども園、幼稚園等の一般のこど

も施策との併行利用や移行に向けた支援や、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組

を進めていくことが求められる。 

 

（５） 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供 

     こどもの現在、そして将来の豊かな育ちを保障していくためには、こどもと家族を中心

に据えて、包括的なアセスメント・支援を行うことが必要であり、各事業所や各関係機関そ

れぞれが、非連続な「点」として独自に支援を行うのではなく、子育て支援施策全体の連続

性の中で、地域で相互に関係しあい連携しながら「面」で支えていく必要がある。 

     こどものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養

護、就労支援等の関係機関や障害当事者団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一

貫した支援を提供する体制の構築を図る必要がある。 

 

第２章 保育所等訪問支援の全体像 

 

１．定義 

児童福祉法において、「保育所等訪問支援」は、以下のように規定されている。 
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なお、児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）の「市町村が認める施設」としては、

放課後児童クラブや児童館、中学校や高校などが想定される。 

 

 

２．役割 

保育所等訪問支援は、保育所・幼稚園・認定こども園、小学校・中学校・高等学校、特別支援学

校、乳児院、児童養護施設、放課後児童クラブ（以下「保育所等」という。）など、こどもが集団

生活を営む施設を訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行うものである。 

 

３．保育所等訪問支援の原則 

 （１） 保育所等訪問支援の目標 

  保育所等訪問支援は、保育所等において障害のあるこどもの育ちと個別のニーズを共に

保障した上で、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）を推進していくことが重要

であることから、以下を目標として支援を提供していくことが必要である。 

 

① こどもの集団生活への適応とこどもの育ちの充実 

こどもが保育や教育等の集団生活の場で安全・安心に過ごすことができるように支える

とともに、訪問先施設と共に将来のこどもの発達・成長の姿を見通しながら、日常生活や

社会生活を円滑に営めるよう、障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じ、様々な遊

びや多様な体験活動の機会を通じて、こどもの自尊心や主体性を育てつつ、発達上のニー

ズに合わせて、こどもの育ちの充実を図ること。 

   ② 成長を喜びあえる土台作りと家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定 

 こどもの成長や発達を心配する不安な気持ちや、少しでも保育所等に適応してほしいと

いう期待感など、家族の心情を理解した上で、家族がこどもの発達状況や特性を理解し、

その成長を喜びあうことができる土台を作るとともに、こどもの家族の意向を受け止め、

＜児童福祉法＞ 

〇 保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるもの

に通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所

する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応

のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう（第６条の２の２第５項）。 

＜児童福祉法施行規則＞ 

○ 法第６条の２の２第５項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、

学校教育法に規定する幼稚園、小学校及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律に規定する認定こども園（保育所又は幼稚園であるものを除く。）

その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする（第１条の２の５）。 
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きょうだいを含めた家族をトータルに支援していくことを通じて、こどもの暮らしや育ち

を支えること。 

   ③ 訪問先施設への支援を通じたこどもの育ちの安定 

      訪問先施設の意向を受け止め、こどもとの関わりの中で困っていること等を丁寧に把

握した上で、訪問先施設に対し、こどもの発達段階や特性を踏まえた関わり方や訪問先

施設の環境等について助言することなどを通じて、訪問先施設のこどもに対する支援力

を向上させ、こどもの育ちを支えること。 

   ④ 保育所等における全てのこどもの育ちの保障 

こどもや家族、訪問先施設の意向を踏まえながら、こどもが地域の中で安心して過ごす

ことができるよう、こどもが利用している保育や教育等の集団生活の場における環境等を

整えることを通じて、保育所等において全てのこどもが共に成長できるよう支援していく

こと。 

 

 （２） 保育所等訪問支援の方法 

保育所等訪問支援は、こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等によるアセスメント

により把握したニーズに基づき、訪問先施設の都合に合わせながら訪問日の日程調整を行っ

た上で、保育所等を訪問し、こどもの様子を丁寧に観察し、こども本人に対する支援（集団

生活への適応や日常生活動作の支援など）や訪問先施設の職員に対する支援（こどもへの理

解や特性を踏まえた支援方法や関わり方の助言など）、支援後のカンファレンス等における

フィードバック（支援の対象となるこどものニーズや今後の支援の進め方など）を提供する

ことを通じて、こどもの集団生活への適応を支援するとともに、こどもの特性を踏まえた関

わり方や環境の調整などについて助言していくものである。 

また、こどもは家庭や地域社会における生活を通じて、様々な体験等を積み重ねながら育

っていくことが重要であり、保育所等訪問支援事業所は、訪問支援の実施後は、家族への報

告を行い、家庭生活において、支援の内容を踏まえたこどもとの関わり方の改善や環境の調

整等を促していくとともに、こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の様々な関係者

や関係機関と連携して支援を進めていくことが重要である。 

これらの基本的な考え方を踏まえながら、（１）の保育所等訪問支援の目標を達成するた

めに、保育所等訪問支援に携わる職員は、次の事項に留意して、障害のあるこどもや訪問先

施設の職員に対し、その悩みや困りごとに寄り添いながら、保育所等訪問支援を行わなけれ

ばならない。 
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（３） 保育所等訪問支援の社会的責任 

     保育所等訪問支援を提供する事業所には、次のような社会的責任がある。 

① 一人一人のこどもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態について、アセスメント

を適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で支援に当たると

ともに、こどもが安心感と信頼感を持って訪問先の保育所等において活動できるよう、

こどもの主体としての思いや願いを受け止めること。 

② 一人一人のこどもの発達や障害の特性について理解し、障害の状態や発達の過程に応

じて支援を行うこと。その際、こどもの個人差に十分配慮すること。 

③ こどもの相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、保育や教育等の集団生活に

おける活動を効果あるものにするよう援助すること。 

④ こどもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、こどもの主体的な活動やこ

ども相互の関わりを大切にすること。 

⑤ こどもの成長は、「遊び」を通して促されることから、周囲との関わりを深めたり、

表現力を高めたりする「遊び」を通し、職員が適切に関わる中で、豊かな感性や表現す

る力を養い、創造性を豊かにできるように、具体的な支援を行うこと。 

⑥ 単に運動機能や検査上に表される知的能力にとどまらず、「育つ上での自信や意欲」、

「発話だけに限定されないコミュニケーション能力の向上」、「自由で多様な選択」等

も踏まえながら、こどものできること、得意なこと及び可能性に着目し可能性を拡げる

ことや、苦手なことにも挑戦できる支援を行うこと。 

⑦ 一人一人の保護者の状況やその意向を理解し、受容し、それぞれの親子関係や家庭生

活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助すること。 

⑧ こどもや家族を包括的に支援していくためには、事業所において、多職種でそれぞれ

の専門性を発揮し、こどものニーズを多方面から総合的に捉えるとともに、互いに協力

しあいながらチームアプローチによる支援を行うこと。また、事業所内にとどまらず、

地域の関係機関や他の事業所等との連携を通じて、こどもや家族を支えていく連携体制

を構築すること。 

⑨ 訪問先施設の職員が、障害のあるこどもへの対応力や支援力をつけることができるよ

う、エンパワメントの視点で支援を行うこと。 

⑩ こどもが利用している保育や教育等の集団生活の場におけるこどもの育ちと個別のニ

ーズを共に保障した上で、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進の観点

を常に念頭に置き、訪問先施設において全てのこどもが共に成長できるよう意識しなが

ら支援を行うこと。 
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① 事業所は、障害の有無にかかわらず、権利行使の主体としてこどもの人権に十分配慮

することを徹底するとともに、こども一人ひとりの人格や意見を尊重して保育所等訪問

支援を行わなければならない。 

② 事業所は、利用するこどもの家族の意向を受け止め、支援に当たるとともに、家族に

対し、当該事業所が行う保育所等訪問支援の内容について適切に説明し、相談や申入れ

等に対し適切に対応しなければならない。 

③ 事業所は、地域社会との交流や連携を図り、地域社会に、当該事業所が行う保育所等

訪問支援の内容等の情報を適切に発信しなければならない。  

④ 事業所は、保育所等訪問支援計画に基づいて提供される支援の内容や役割分担につい

て定期的に点検し、その質の向上が図られるようにするとともに、こどもが安心して支

援を受けられるよう、安全管理対策等を講じなければならない。 

⑤ 事業所は、通所するこどもやその家族の個人情報を適切に取り扱わなければならな

い。 
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第３章 保育所等訪問支援の提供すべき支援の具体的内容 

 

１．保育所等訪問支援の提供に当たっての留意事項 

保育所等訪問支援を行う訪問支援員は、保育所等において障害のあるこどもの育ちと個別のニ

ーズをともに保障した上で、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）を推進していく役割

が期待されている。また、訪問先の保育所等が大事にしている理念や支援方法を尊重しながら、

訪問支援を進めていくことが求められる。このため、児童発達支援ガイドラインや放課後等デイ

サービスガイドラインの内容を理解するとともに、これに加え、保育所保育指針（平成 29 年厚生

労働省告示第 117 号）、幼稚園教育要領（平成 29 年文部科学省告示第 62 号）、幼保連携型認定

こども園教育・保育要領（平成 29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）、小学校学習

指導要領（平成 29 年文部科学省告示第 63 号）、中学校学習指導要領（平成 29 年文部科学省告示

第 64 号）、高等学校学習指導要領（平成 30 年文部科学省告示第 68 号）、特別支援学校幼稚部教

育要領（平成 29 年文部科学省告示第 72 号）、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成

29 年文部科学省告示第 73 号）、特別支援学校高等部学習指導要領（平成 31 年文部科学省告示第

14 号）、放課後児童クラブ運営指針（平成 27 年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）、児童

館ガイドライン（平成 30 年厚生労働省子ども家庭局長通知）についても理解し、留意しながら、

支援に当たる必要がある。 

 

２．保育所等訪問支援の内容 

  保育所等訪問支援は、保育所等に通う障害のあるこどもについて、当該保育所等を訪問し、対象

となるこども以外のこどもとの集団生活への適応のために行う、専門的な支援である。支援の対

象となるこどもを集団生活に合わせるのではなく、こどもの特性等に応じた集団生活の環境の調

整や活動の流れの変更・工夫が行われるよう進めていくことが必要である。 

具体的には、「こども本人に対する支援（集団生活への適応や日常生活動作の支援など）」、

「訪問先施設の職員に対する支援（こどもへの理解や特性を踏まえた支援方法や関わり方の助言

など）」及び「家族に対する支援（こどもへの理解や特性を踏まえた関わり方の助言など）」から

なる。 

「こども本人に対する支援」に示すねらい及び支援内容は、こどもが訪問先施設や家庭におけ

る生活を通じ、様々な体験を積み重ねる中で、相互に関連を持ちながら達成に向かうものである。

このため、「障害のあるこども本人に対する支援」だけでなく、「訪問先施設の職員に対する支

援」や「家族に対する支援」を通して、総合的に育ちの環境を整えていくことが極めて重要であ

る。 
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（１） こども本人に対する支援 

     「こども本人に対する支援」の大きな目標は、将来、日常生活や社会生活を円滑に営める

ようにするものである。保育所等訪問支援事業所が行う「こども本人に対する支援」は、訪

問先施設や家庭での生活に活かしていくために行われるものであり、訪問先施設に引き継

がれていくものである。 

     このため、こどもが集団生活の場で安全・安心に過ごすことができるよう、訪問先施設に

おける生活の流れの中で、集団生活への適応や日常生活動作の支援を行うことが必要であ

る。 

 

（２） 訪問先施設の職員に対する支援 

     「訪問先施設の職員に対する支援」の大きな目標は、こどもが利用している保育や教育等

の集団生活の場において、全てのこどもが共に成長できるよう、こどもの育ちと個別のニ

ーズを共に保障した上で、こどもに対し適切な支援や関わりが行われるようにしていくこ

とであり、これらの支援がこどもの将来の円滑な生活の営みにつながっていくものである。 

     このため、訪問先施設のこどもに対する支援力を向上させることができるよう、こども

の発達段階や特性の理解を促すとともに、こどもの発達段階や特性を踏まえた関わり方や

訪問先施設の環境等について助言を行うことが必要である。 

     「訪問先施設の職員に対する支援」においては、訪問先施設の意向を踏まえるとともに、

訪問先施設の理念や支援方法を尊重する姿勢が重要である。 

 

（３） 家族に対する支援 

こどもは、保護者や家庭生活から大きな影響を受けることから、こどもの成長や発達の

基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させることが、こどもの「育ち」や「暮らし」

の安定・充実につながる。 

このため、障害のあるこどもを育てる家族が安心して子育てを行うとともに、安心して

こどもを保育所等に通わせることができるよう、保護者に対し、訪問先施設におけるこど

もの様子や、訪問先施設の職員のこどもへの関わり方などを含め、提供した保育所等訪問

支援の内容を伝えることが必要である。 

「家族に対する支援」においては、こども本人の状況や家庭の状況等を踏まえるととも

に、保護者の気持ちを受け止め、こども本人と保護者との相互の信頼関係を基本に保護者

の意思を尊重する姿勢が重要である。 

 

（４） 訪問頻度 

保育所等訪問支援は、市町村において、２週間に１回程度、ひと月に２回程度の支給量

を基本と想定して支給決定されている。 
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保育所等訪問支援事業所は、これを前提として訪問支援を行っていくが、必ず２週間に

１回、ひと月に２回などと機械的に行うのではなく、個々の障害のあるこどもの状態に応

じて柔軟に対応していく必要がある。 

例えば、初回の利用でこどもと訪問先施設との関係構築を進める必要がある場合や、環

境の変化などにより集団生活においてこどもの状態が安定するまで集中的に支援を行う

ことが必要な場合、こどもの状態が不安定で集団生活において不適応が生じているなど緊

急性が高い場合などについては、ニーズに応じて訪問頻度を高くすることが考えられ、ま

た、利用開始当初であっても、訪問先施設の受入れ状況や保護者の心情等を踏まえ、訪問

の頻度を少なくすることも考えられる。 

支援が進み、訪問先施設の環境整備や、職員や周囲のこどもたちの対応力が向上し、受

入れ状況が整ってきた際には、訪問の間隔を徐々に空けていくことが想定される。 

このように、あくまでも個々のニーズに応じた支援を行うことが基本であることから、

保育所等訪問支援の提供に当たっては、利用するこどもの状況に応じて適切な頻度で訪問

できるよう、支給量の適切な設定の観点から、障害児相談支援事業所や市町村と密に連携

していくことが重要である。 

 

（５） 訪問時間 

保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、こども本人に対する支援や訪問先施設の職員

に対する支援、支援後のカンファレンス等におけるフィードバックを行うものであり、支

援の提供時間については、保育所等訪問支援計画に定めた上で、30 分以上とすることが求

められている。 

ただし、保育所等訪問支援が、こども本人の行動観察や、集団生活への適応や日常生活

動作の支援、訪問先施設のこどもへの支援力向上のための支援を丁寧に行うものであるこ

とを踏まえると、こども本人や訪問先施設の職員に対する支援は１時間程度、訪問支援後

のカンファレンス等を通じた訪問先施設への報告は 30 分程度は行うことが基本になると

考えられる2。 

また、１回の訪問支援で、こども本人や訪問先施設の職員に対する支援と、訪問支援後

のカンファレンス等を通じた訪問先施設への報告の両方を行うことができれば効率的で

あるが、訪問先施設の都合により連続して時間を確保できないなどの場合には、例えば、

訪問先施設への報告については、保育所ではこどもの午睡の時間帯、学校では放課後の時

間帯など、訪問先施設の調整のしやすい時間帯に、オンラインを活用して実施するなど、

訪問とは異なる機会に実施することも考えられる。 

保育所等訪問支援は、あくまでも訪問先施設の活動の流れに沿って行われるものであり、

支援時間についても、訪問先施設と十分に調整した上で実施していく必要がある。 

 

2
 令和４年度障害者総合福祉推進事業「障害児の保育所等への移行支援の実態把握に係る調査研究」報告書の第４章「保育所等訪問支援の実施状況調査（タイムスタ

ディ調査）」では、訪問先での実施内容にかけた所要時間について、「60 分超 120 分以内」という回答が 40.4％と最も多く、中央値では 90 分となっている。 
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例えば、訪問先施設の都合やスケジュールの組み立て方に応じて、保育所等訪問支援事

業所と訪問先施設の両者にとって都合の良い時間の組み立てや調整を行うことが望まし

い。 

 

第４章 保育所等訪問支援計画の作成及び評価 

保育所等訪問支援の適切な実施に当たっては、障害児相談支援事業所が、障害のあるこどもや

保護者の生活全般における支援ニーズや解決すべき課題等を把握し、最も適切な支援の組み合わ

せについて検討し、障害児支援利用計画を作成する。その後、児童発達支援管理責任者が、障害

児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、当該事業所が提供する具体的な支援内

容等について検討し、保育所等訪問支援計画を作成し、これに基づく支援が提供されるものであ

る。 

  なお、セルフプランにより保育所等訪問支援を利用するこどもであって、複数の事業所等から

継続的に支援を受けている場合は、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等を行う

など、障害児支援の適切な利用を進めることが重要であり、事業所間におけるこどもの状態像の

認識や必要な支援の見立て、支援内容等のバラつきにより、こどもに過度なストレスを与えるこ

とのないよう留意すること。 

  また、障害児相談支援事業所と保育所等訪問支援事業所の関係性は、単に相談支援専門員が作

成した障害児支援利用計画に基づき、児童発達支援管理責任者が保育所等訪問支援計画を作成し、

支援を実施するという上下の関係にはない。こどもや家族の生活全般のニーズに対応するため、

保育所等訪問支援事業所からも障害児相談支援事業所に積極的に働きかけるなど、双方向のやり

取りを行う関係であることに留意して連携する必要がある。 

 

１．障害児支援利用計画の作成の流れ 

 

（１） 障害児相談支援事業所による障害児支援利用計画案の作成と市町村による支給決定 

○ 障害児相談支援事業に従事する相談支援専門員は、保育所等訪問支援の利用を希望するこど

もや保護者の求めに応じて障害児支援利用計画案の作成を行う。 

○ 相談支援専門員は、訪問先施設に連絡や訪問するなどして実態把握を行うとともに、こども

や家族との面談により、こどもの心身の状況や置かれている環境、日常生活の状況、現に受け

ている支援、支援の利用の意向等をこどもや家族から聴き取った上で、それらに基づいたアセ

スメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針を提案する。 

○ こどもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々のこどもの障害の状態や発達の状況、

障害の特性等に応じた発達上のニーズに対応し、生活全般のニーズを充足するために、必要な

支援を検討する。 
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○ 障害児支援利用計画案は、支援の目的や内容及び量について検討し、こども又は保護者の同

意のもと作成するものである。 

○ 市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、保育所等訪問支援の利用についての

支給決定を行うこととなる。 

 

（２） 担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定 

○ 相談支援専門員は、市町村による支給決定後、こどもや家族の希望を踏まえて、支援を提供

する事業所の調整を行い、それらの事業所等を集めた担当者会議を開催する。担当者会議には、

こどもや家族、保育所等訪問支援事業所の児童発達支援管理責任者や職員、他の支援等を利用

している場合にはその担当者、その他必要に応じて、訪問先の保育所等の職員、こどもや家族

への支援に関係する者が招集される。 

○ 担当者会議では、障害児支援利用計画案の作成に至る経緯、こどもや家族の意向と総合的な

援助方針、ニーズと支援目標、支援内容等について共有する。 

○ 担当者会議の参加者は、障害児支援利用計画案の内容について意見交換を行うが、その際、

保育所等訪問支援事業所の担当者は、保育所等訪問支援の専門的な見地からの意見を述べるこ

とが求められる。また、障害児支援利用計画案に位置づけられた当該事業所に期待される役割

を確認するとともに、障害のあるこどもが、地域の中で他のこどもと共に成長できるようにす

るため、こどもの最善の利益の観点から、支援の提供範囲にとどまらず、意見を述べることが

重要である。 

○ 相談支援専門員は、担当者会議における参加者による意見交換を受けて、支援の提供の目的

や内容を調整し、各担当者の役割を明確にした上で、こども又は保護者の同意のもと障害児支

援利用計画を確定する。確定した障害児支援利用計画は、こどもや保護者をはじめ、支給決定

を担当する市町村、保育所等訪問支援事業所に配付され共有される。 

 

（３） 保育所等訪問支援計画に基づく保育所等訪問支援の実施 

○ 保育所等訪問支援計画は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的

な援助方針や、当該事業所に対応が求められるニーズを踏まえて、保育所等訪問支援の具体的

な内容を検討し、作成する。保育所等訪問支援計画の作成については、２．を参照すること。 

○ そのためには、障害児相談支援事業所と連携し、障害児支援利用計画との整合性のある保育

所等訪問支援計画の作成と保育所等訪問支援の提供を行うことが重要である。なお、障害児支

援利用計画と保育所等訪問支援計画は、個々のこどもの支援における合理的配慮の根拠となる

ものである。 

○ 事業所は、作成された保育所等訪問支援計画に基づき保育所等訪問支援を実施する。 
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（４） 障害児相談支援事業所によるモニタリングと障害児支援利用計画の見直し 

○ 相談支援専門員は、一定期間毎に、こどもと家族に対する面談により、障害児支援利用計画

に基づいた支援の提供状況や効果、支援に対する満足度や支援の継続の要否についてモニタリ

ングを実施する。また、各事業所から支援の提供状況や効果について確認した結果、現在の支

援がニーズの充足のために適切でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していた

り、新たなニーズが確認された場合は、必要に応じて担当者会議を開催し、障害児支援利用計

画を見直す。 

○ 担当者会議において、保育所等訪問支援事業所の児童発達支援管理責任者は、その時点まで

の保育所等訪問支援の提供状況を踏まえて、目標への達成度や気づきの点等の情報を積極的に

共有することが重要である。そのためには、保育所等訪問支援事業所の設置者・管理者は、児

童発達支援管理責任者や職員のうち、こどもの状況をよく理解した者を参画させなければなら

ない。 

○ 障害児支援利用計画の内容が見直され、総合的な支援方針や保育所等訪問支援事業所に求め

られる役割が変更された場合には、児童発達支援管理責任者は、必要に応じて保育所等訪問支

援計画を変更し、適切な保育所等訪問支援を実施する。 

 

（５） その他の連携について 

○ 保育所等訪問支援は、こどもや家族への生活全般における支援の一部を継続的に実施するも

のである。支援を担う保育所等訪問支援事業所は、こどもや家族のニーズの変化を細やかに把

握することができる。また、継続的な関わりは、こどもや家族へのアセスメントを深め、潜在

的なニーズの把握にもつながる。 

○ しかし、それらのニーズは、保育所等訪問支援事業所のみで対応できるものばかりではなく、

他の支援機関による対応が必要な場合もある。その場合は適切な支援が調整され提供されるよ

うに、速やかに障害児相談支援事業所などの関係機関と連絡を取り合う必要がある。 

 

２．保育所等訪問支援計画の作成の流れ 

児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援を利用するこどもと家族のニーズを適切に把握

し、保育所等訪問支援が提供すべき支援の内容を踏まえて保育所等訪問支援計画を作成し、全て

の職員が保育所等訪問支援計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。また、提供され

る支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う役割がある。 

 

（１） こども、保護者及び訪問先施設に対するアセスメント 

○ 児童発達支援管理責任者は、こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等により専門的

な視点からのアセスメントを実施する。こどもが生活する場へ訪問し支援を行う保育所等訪

問支援の場合、こどもの状況や家族の意向に加え、訪問先施設の意向や理念、環境、こども
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の訪問先施設での生活の様子を把握することなど、より多くの側面からアセスメントを実施

する必要がある。 

  保育所等訪問支援が個別給付であることを踏まえ、申請者である保護者からその利用の理

由などについて丁寧に聴き取り、保護者の不安やニーズについて整理するとともに、訪問先

施設からも、対象となるこどもの支援に関するニーズについて丁寧に聴き取ることが必要で

あり、訪問先施設が大事にしている理念や支援方法を尊重し、こどもにとって安全・安心な

場づくりを意識しながら進めていくことが重要である。 

  また、可能な範囲で、個別の指導計画・教育支援計画等についても聴き取りを行い、保育・

教育等を行う際の困難さや課題について整理する必要がある。 

なお、「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」（令和６年４月）におい

て、市町村が、支給決定の際に、介助の必要性や障害の程度の把握のために実施する「５領

域 20 項目の調査」の結果について、保護者に対し、利用する事業所に交付するよう依頼する

ことが望ましい旨示していることから、事業所は、保護者に対し、「５領域 20 項目の調査」

の結果について確認の上、当該結果について、アセスメントを含め実際の支援の場面にも活

用していくことが重要である。 

○ こども、保護者及び訪問先施設のニーズを把握するためには、こどもの障害の状態だけで

なく、こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメント

や、行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認する必要が

ある。 

また、こどもの発育状況、自己理解、心理的課題、こどもの興味・関心、養育環境、これ

まで受けてきた支援、現在通っている保育所等や関わっている機関、地域とのつながり、利

用に当たっての希望、将来展望等について必要な情報を集め、こどもと保護者のニーズや課

題を分析する必要がある。 

○ こども本人のニーズ、保護者のニーズ、訪問先施設のニーズは必ずしも一致するものでは

ないので、まずはこどものニーズを明確化していくとともに、三者のニーズをすり合わせて

いくことが求められる。また、こどものニーズは変化しやすいため、日頃から状況を適切に

把握して対応していく必要がある。 

○ こども本人のニーズの把握に当たっては、全てのこどもが権利の主体であることを認識し、

個人として尊重するとともに、意見を形成・表明する手助けをするなど、ニーズをしっかり

と捉えられるように対応することが必要である。 

○ 保護者のニーズの多くは、集団の中でのこどもの発達の遅れや、集団参加ができないこと

への不安など、集団生活の場での適応に関するものや、訪問先施設の職員に対する障害の特

性に応じた介助方法の伝達を希望するものであると想定される。一方、こどもや保護者と訪

問先施設との間に何らかのトラブルが生じ、その間に入って何とかしてもらいたいというニ

ーズも考えられる。保育所等訪問支援事業所は、訪問先施設に対して、保護者の代弁者とな

らないよう、中立・公正な立場で、関係修復を含め支援を行う必要があることを認識し、保

護者の思いと訪問先施設の思いの相違についてもしっかりと把握することが重要である。 
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○ 訪問先施設のニーズの把握に当たっては、まずは訪問先施設の立場に立って、訪問先施設

の職員の困りごとやこども又は保護者との関係で感じている難しさを共有した上で、保育所

等訪問支援を行うことが訪問先施設にとってもメリットがある、ということを感じてもらう

ことが重要である。 

○ アセスメントの実施に当たっては、下記の項目を参考に、こども本人、保護者及び訪問先

施設から丁寧に聴き取りなどを行うことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

＜こどもに関する情報＞ 

【発達の状況】 

 生活リズムの把握 

 運動発達 

 日常生活動作の状況 

 過敏さなど感覚面の特徴 

 認知発達 

 対人・コミュニケーション 

 遊びの特徴 

 

【生活の状況】 

 登園（登校）・降園（下校）の時間 

 登園（登校）方法：保護者の送迎、送迎用バス（スクールバス）の利用等 

 他の支援サービスの利用状況 

□ 地域との交流の状況 

 

【保育所等での生活の様子】 

 日常生活動作：食事、排泄、着替え等 

 行動の様子：集中力、落ち着き、他者への関わり、パニック、こだわり、その他の

行動上の課題等 

 対人関係：友達との関係、先生との関係等 

 集団生活：集団参加、集団行動等 

 遊び：自由時間・休み時間の様子、自由遊び・設定遊びの様子、遊び相手、遊びの

内容等 

 

【こどもの意見】 

 こども自身の困りごと 

 自分の生活の場において訪問支援が行われることについて 

□ 保育所等への移行に関する意向 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 保育所等訪問支援計画の作成 

○ 障害児相談支援事業所等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事業所でアセスメント

した情報について、課題整理表等を用いて整理しながら、保育所等訪問支援におけるニーズ

を具体化した上で、保育所等訪問支援の具体的な内容を検討し、保育所等訪問支援計画を作

成する。 

○ 保育所等訪問支援計画の作成に当たっては、将来に対する見通しを持った上で、障害種別

や障害の特性、こどもの発達の段階を丁寧に把握し、それらに応じた関わり方を考えていく

とともに、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて

作成することが必要である。 

○ 「最善の利益が優先して考慮」されるとは、「こどもにとって最も善いことは何か」を考

慮することをいい、こどもの意見がその年齢及び発達の程度に応じて尊重すべきものと認め

＜保護者に関する情報＞ 

【こどもに関すること】 

 気になっていること：発達の遅れ等 

 困っていること：集団生活ができないことへの不安等 

 期待すること 

 

【家族に関すること】 

 自分や家族、きょうだいに関すること 

 家庭の状況 

 

【保育所等に関すること】 

 期待や不安 

 希望 

 こどもが通う施設や職員に対する思い 

□ 保育所等への移行に関する意向 

＜訪問先施設に関する情報＞ 

【保育所等の職員からの情報】 

 支援の対象となるこどもの特性への理解 

 こどもについて困っていること、課題と感じていること 

 現在行っている支援方法 

 こどもが成長してきていること 

 クラスの課題 

 保護者への思い 

 保育や授業内容などの特色、施設の方針 

 

【保育所等の環境】 

（物理的環境） 

 クラスの規模：こどもの人数、支援の対象となるこどもの有無・人数 

 担任の保育士や教師の人数、支援員の有無・人数 

 施設の作り、保育室や教室の位置 

 １日の流れ、時間割 

 日常の生活や遊び、特色のある取組、行事 

□ 地域との交流の状況 

 

（人的環境） 

 保育所等の雰囲気 

 保育・教育方針の特徴 

 他のこどもとの関わり、他のこどもの様子 

 他のクラスの担任等を含めた職員との関わり 
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られる場合であっても、別の考慮要素と比較衡量して合理的に判断した結果、こどもにとっ

て最善とは言い難いと認められる場合には、こどもの意見とは異なる結論が導かれることは

あり得るものである。その際は、こどもに対し、適切に説明することが必要である。 

○ 保育所等訪問支援計画の作成に係る個別支援会議の開催に当たっては、こどもの支援に関

わる職員及び訪問先施設の職員を関与させることが必要である。オンラインの活用も可能と

されており、また、予定が合わない等により個別支援会議を欠席する職員がいる場合は、個

別支援会議の前後に情報共有を行ったり意見を求めたりすることも必要である。いずれにし

ても、こどもの支援に関わる様々な職員に意見を聴く機会を設けることが求められる。 

また、こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を考慮することが重要であることに鑑

み、当該こどもの年齢や発達の程度に応じて、こども本人や保護者の意見を聴くことが求め

られる。そのため、例えば、会議の場にこどもと保護者を参加させることや、会議の開催前

にこども本人や保護者に直接会って意見を聴くことなどが考えられる。 

○ 保育所等訪問支援計画には、「利用児と家族の生活に対する意向」、「総合的な支援の方

針」、「長期目標」、「短期目標」、「支援目標及び具体的な支援内容等」（「支援目標」、

「支援内容」、「達成時期」、「担当者・提供機関」、「留意事項」）を記載する。それぞれ

の記載項目については、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながりを持って

作成していくことが必要であり、「利用児と家族の生活に対する意向」を踏まえて「総合的

な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」と「短期目標」、それを達成するため

の「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定することが必要である。 

○ 保育所等訪問支援計画に、こども本人のニーズに応じた「支援目標」を設定し、それを達

成するために、具体的な支援内容を設定する。「支援目標」及び「支援内容」については、

インクルージョンの観点を踏まえたものとする必要があり、保育所等訪問支援については、

当該支援そのものがインクルージョンを推進するものであることを踏まえ、こどもが訪問先

施設での生活に適応し、将来の日常生活及び社会生活を円滑に送ることができるよう、今の

生活と将来の生活の両方を充実させていく観点から組み立てていく必要がある。 

○ 支援内容については、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「どのように」、「どのくらい」

支援するかということが、保育所等訪問支援計画において常に明確になっていることが必要

であり、訪問先施設における生活環境を整えるとともに、こどもの特性を踏まえながら、こ

どもが訪問先施設において充実した生活を送ることができるよう、組み立てていくことが必

要である。 

○ 保育所等訪問支援は、訪問先施設での加配的な役割を担うことや人手不足を補うことが目

的ではないことから、保育所等訪問支援計画の作成時点から、目標の達成の目安（保育所等

訪問支援の終了時期の目安）について、保護者や訪問先施設と共有しておくことが重要であ

る。 

○ こどもや保護者に対し、「保育所等訪問支援計画」を示しながら説明を行い、こどもや家

族の支援として必要な内容になっているかについて同意を得ることが必要である。 
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○ 支援手法については、個別活動と集団活動をそのこどもに応じて適宜組み合わせることが

必要である。 

○ 事業所において作成した保育所等訪問支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付を行うこ

とが必要である。 

 

（３） 支援の実施 

   以下の流れに沿って支援を実施する。 

 

① 訪問先施設との日程調整 

○ 訪問日について、保育所等の訪問先施設と日程調整を行う。 

○ 訪問先施設の都合に合わせながら、訪問支援を行うに当たり優先度が高い場面やこども

に支援が必要な時間帯、訪問先施設の職員が対応の難しさ等を感じている時間に訪問でき

るようよう調整を行う。 

（例）未就学児の場合：集団での活動の場面、給食時間、登降園時等 

就学児の場合 ：教科学習、休み時間、移動教室等 

   ○ 訪問支援員は、訪問に当たっては、身分証明書の携帯が必要である。 

 

② 行動観察 

○ はじめは、こどもの様子を丁寧に観察することから始める。こどもの発達段階や障害特

性を踏まえながら、こども本人の訪問先施設の職員や他のこどもとの関わりの状況や集団

活動への参加の様子、訪問先施設の環境や職員のこどもに対する接し方など、丁寧に観察

を行い、発達の過程を捉え、何が課題となっているのか、どのような支援が適切なのか、

検討する。 

 

③ こども本人に対する支援 

○ 訪問先施設における生活の流れの中で、集団生活への適応や日常生活動作の支援などを

行う。保育・教育活動の妨げにならないよう十分に配慮しながら、集団活動に加わって支

援を行っていくことが必要である。 

○ また、自由遊びなどの時間に集団から抜き出して、訪問先施設の職員とともに、こども

の発達上のニーズにアプローチしていくなどの方法も想定される。その際には、集団生活

への適応につなげるための、個別的な支援であることを踏まえる必要がある。 

 

  ④ 訪問先施設の職員に対する支援 

○ こどもの訪問先施設における生活のしづらさや集団生活への不適応に対しては、その要

因を、こども本人の特性と環境の両面から推察し、こども本人に働きかけるだけではなく、

訪問先施設の職員に対してこどもへの理解を促し、こどもの特性を踏まえた関わり方を伝

えていくことが必要である。 
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○ このため、訪問先施設の職員に対し、こどもとの関わりの中で把握したこどもの強みや、

訪問支援員がこどもに対してどのような意図をもって支援を行ったのかなどについてしっ

かりと伝えていくことが重要である。また、周囲のこどもとの関係などを考慮した座る位

置の決め方、机や椅子、棚類の位置などを具体的に提案するなどの環境の整備や、活動の

組み立てなどの助言、学習発表会や運動会などの行事への参加方法や練習方法の検討等を

行うことも重要である。 

○ 訪問先施設の職員への指導という姿勢ではなく、訪問支援員がいない場面でどのように

こどもと関わればよいのか、こどもにとってより良い環境をどのように調整したらよいの

かなどを、訪問先施設が自律的に考えていくことができるように支援していく姿勢が求め

られる。 

 

⑤ カンファレンス（訪問先施設への報告等） 

○ 訪問先施設とは、なるべくその日のうちにカンファレンスを行い、支援の対象となるこ

どものニーズや今後の支援の進め方を共有する。カンファレンスは、業務効率化の観点か

ら、オンラインを活用することも可能である。 

○ 具体的には、保育所等訪問支援事業所から、今回訪問時における支援の内容のフィード

バックや、次回訪問時までに訪問先施設において取り組むべき課題、こどもとの関わりに

おいて留意すべき点などについて伝達することが重要である。 

○ 訪問先施設においては、カンファレンスの結果や、こどもの変化、訪問先施設における

こどもへの関わり方の変化などを踏まえ、必要に応じて、訪問先施設の個別の指導計画・

教育支援計画等を見直すなどといった対応を行うことも重要である。 

 

⑥ 保護者への報告 

○ 保育所等訪問支援の提供後は、保護者への報告を行う必要がある。報告に当たっては、

訪問先施設におけるこどもの様子や、訪問先施設の職員のこどもへの関わり方などを含め、

保育所等訪問支援事業所が提供した訪問支援の内容をしっかりと伝えることが重要である。

その際、こどもの育ちの安定につながるよう、保育所等訪問支援の中で家庭生活において

も活かすことができる内容についても丁寧に伝えていく視点が重要である。 

○ 保護者への報告に当たっては、保護者の負担に配慮しつつ、以下のような多様な方法の

中から、保護者と相談しながら、柔軟な方法で対応していく必要がある。なお、聴こえな

い又は聴こえにくい保護者の場合には、報告に際して、どのような方法を希望するか確認

の上、丁寧に対応することが求められる。 
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⑦ 訪問支援の記録 

○ 保育所等訪問支援計画に基づき提供した支援の内容やこどもの様子、訪問先施設の職員

に対する助言の内容などを具体的に記録する。保護者の承諾を得た上で、こどもの写真を

撮り、記録することも考えられる。 

○ 作成した記録については、必要に応じて、訪問先施設や保護者に共有することも考えら

れる。 

 

（４） 保育所等訪問支援計画の実施状況の把握（モニタリング） 

○ 保育所等訪問支援計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うことになっているが、

こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、６か月を待たずしてモニタリングを行

う必要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して支援の効果を測定していくためのも

のであり、単に達成しているか達成していないかを評価するものではなく、提供した支援の

客観的評価を行い、保育所等訪問支援計画の見直しの必要性を判断する。 

〇 障害児支援利用計画との整合性のある保育所等訪問支援計画の作成と保育所等訪問支援の

実施が重要であることから、モニタリング時においても、相談支援事業所と相互連携を図り

ながら、情報共有を行うことが重要である。 

  

・ 訪問支援への同席 

実際に支援している場面を保護者に見てもらえるため、理解と納得を得られやすい。

また、訪問支援員が、タイムリーに、こどもの様子や訪問先施設の取組を説明すること

も可能である。一方、保護者が支援の場にいることにより、こども本人や周囲のこども

への影響が生じるおそれがあることから、留意が必要である。 

・ オンラインの活用や対面による面談 

保護者と丁寧に話し合いをする時間を確保することができ、保護者のペースで話を

することができる。落ち着いた静かな環境を用意することも可能となる。 

・ 電話の活用 

  文字でのやり取りとは異なり、声色を含む微妙なニュアンスを伝えることができ、保

護者の反応もその場で確認することが可能となる。 

・ メールやチャットの活用 

就労等により、支援の場への同席や面談の時間がなかなか確保できない保護者にと

って利便性が高い。また、訪問直後に、支援内容や訪問先施設の様子などをタイムリー

に伝えることができるため、保護者との信頼関係につながることが期待できる。 

・ 記録の活用（ノートのやりとりや報告書の作成等） 

口頭のみの報告の場合、忘れてしまったり、聞き逃してしまったりする懸念がある

が、記録として残ることで、伝えたいことを正確に届けることができる。 
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（５） モニタリングに基づく保育所等訪問支援計画の見直し及び保育所等訪問支援の終結 

○ モニタリングにより、保育所等訪問支援計画の見直しが必要であると判断された場合は、

保育所等訪問支援計画の積極的な見直しを行う。その際、支援目標の設定が高すぎたのか、

支援内容が合っていなかったのか ､別の課題が発生しているのか等の視点で、これまでの支

援内容等を評価し、今後もその支援内容を維持するのか ､ 変更するのかを判断していく。現

在提供している保育所等訪問支援の必要性が低くなった場合は、保育所等訪問支援計画の支

援目標の大幅な変更や保育所等訪問支援の終結を検討する。 

○ 保育所等訪問支援計画の支援目標の大幅な変更や保育所等訪問支援の終結に当たっては、

保育所等訪問支援事業所から家族や障害児相談支援事業所、訪問先の保育所等との連絡調整

を実施し、障害児支援利用計画の変更等を促す。なお、他の機関・団体に支援を引き継ぐ場

合には、これまでの保育所等訪問支援の支援内容等について、適切に情報提供することが必

要である。 

○ 支援終了のポイントとしては、次のような例が挙げられる。ただし、以下に当てはまるか

らといって一律に終了と判断するのではなく、これらを参考にしながら、こどもや家族のニ

ーズを丁寧に把握した上で、支援の継続の要否を判断する必要があることに留意すること。 

 

 

 

 

 

第５章 関係機関との連携 

障害のあるこどもの発達支援は、こども本人を支援の輪の中心として考え、訪問先施設をはじ

めとした様々な関係者や関係機関が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は

連携を密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めること

が必要である。 

このため、保育所等訪問支援事業所は、日頃から、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中

学校、高校、特別支援学校等、放課後児童クラブや児童館、市町村の障害児支援担当部局、児童福

祉担当部局、教育委員会、こども家庭センター、保健所・保健センター、障害児相談支援事業所、

児童委員や主任児童委員等の地域の関係機関や障害当事者団体を含む関係者、広域的に支援を行

・ 目標が達成された場合 

  保育所等の職員のこどもの障害や特性に関する理解が深まり、保育所等においてこ

どもに適した環境や活動を設定でき、職員が安心して楽しみながらこどもと関われる

ようになったり、保護者が保育所等を信頼し安心してこどもを任せることができるよ

うになったりするなどの様子が見られた場合 

・ 状況が変化した場合 

就学や転園・転校など、現在通っている保育所等へ通うことがなくなった場合 

・ 当初から期間設定がされている場合 

あらかじめ「開始から１年間」等、利用当初より終了の期限を設けていた場合 
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っている児童相談所、児童家庭支援センター、発達障害者支援センター、医療的ケア児支援セン

ター、里親支援センター等の関係機関との連携を図り、保育所等訪問支援が必要なこどもが、円

滑に保育所等訪問支援の利用に繋がるようにするとともに、その後も、こどもの支援が保育所や

学校等に適切に移行され、支援が引き継がれていくことが必要である。また、セルフプランによ

り複数の事業所を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全

ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共有等を行うなど、特に連携を図ることが重

要である。なお、こどもが医療的ケアや服薬等が必要な場合は、訪問先の保育所等から、こども

の主治医等からの指示内容を共有してもらい、その内容を踏まえて支援に当たることが重要であ

る。 

また、こども本人を中心に考える支援の輪の中において、保育所等訪問支援事業所に期待され

る役割を認識し、こどもに対し適切な支援を提供することが必要である。 

 

１．保育所等（訪問の対象となる施設）との連携 

 ○ 保育所等訪問支援計画の作成に当たっては、効果的な訪問支援を確保・促進する観点から、こ

どもの支援に携わる保育所等訪問支援事業所の職員のほか、訪問先となる保育所等の職員を招

集して個別支援会議を開催することが求められている。 

○ 保育所等訪問支援を行う上では、訪問先となる保育所等との信頼関係を築くことが何よりも

重要である。保育所等訪問支援計画と個別の指導計画・教育支援計画等を含め、こどもの発達

支援の連続性を図るため、保護者の同意を得た上で、こども本人の発達の状況や障害の特性、

それぞれの支援内容等について情報を共有しながら相互理解を図り、訪問先の保育所等との共

通理解のもとで、保育所等訪問支援を行うことが必要である。 

 ○ また、現在、訪問支援を行っていない保育所等とも、日頃から、顔の見える関係づくりを行っ

たり、保育所等訪問支援の意義や目的などについて保育所等の理解が深まるよう啓発活動を行

ったりするなど、積極的に連携を図っていくことが重要である。 

 

２．市町村との連携 

○ 支援の必要なこどもと家族を地域全体で支えていくためには、地域のニーズや資源等を把握

し、地域全体の支援の体制整備を行う市町村と連携していくことが必要である。障害児支援担

当部局、母子保健やこども・子育て支援、社会的養護等の児童福祉担当部局、教育委員会など、

こどもと家族に関わる部局は様々であり、こどもと家族を中心として包括的に支援を行ってい

く観点からも、しっかりと連携体制を構築していくことが重要である。  

○ こどもの発達支援の必要性は、新生児聴覚検査、乳幼児健康診査、市町村保健センター等の 

発達相談、保育所等の利用等を通して気づかれる場合があり、気づきの段階から継続的な支援

を行うため、母子保健やこども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援が必要であ

る。 
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○ 保育所等訪問支援事業所が保育所等の訪問先施設に円滑に訪問し、支援の必要なこどもに対

して適切な支援を提供できるよう、市町村に対し、保育所等訪問支援の制度についての地域へ

の周知が効果的に行われるよう、具体的な提案をするなど働きかけていくことも重要である。 

 

３．児童発達支援センターとの連携 

 ○ 児童発達支援センターについては、地域における連携・ネットワークの構築の核として、自治

体や地域の事業所と積極的に連携を図りながら、地域の事業所へのスーパーバイズ・コンサル

テーションの実施により、保育所等の障害のあるこどもへの支援力の向上を図るとともに、保

育所等や放課後児童クラブ等における障害のあるこどもの育ちの支援に協力するなど、地域の

インクルージョン推進の中核としての機能を果たすことが期待されている。 

 ○ 保育所等訪問支援は、インクルージョンの推進に当たって重要な事業であり、保育所等訪問

支援事業所は、地域のインクルージョン推進の中核機能を担う児童発達支援センターとよく連

携を図りながら、地域全体の障害のあるこどもへの支援力の向上に努めることが重要である。 

○ 地域において中核的な役割を果たす児童発達支援センターについては、地域のインクルージ

ョン推進の観点から、保育所等訪問支援事業の指定を受けることが求められている。保育所等

訪問支援事業所は、児童発達支援センターと、日々の支援の中で把握した地域のニーズや得た

知見等を互いに共有するなど、児童発達支援センターによる保育所等訪問支援との連携を図り

ながら、地域全体の障害児支援の質の向上に努めることが望ましい。 

 

４．児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所との連携 

 ○ 発達支援上の必要性により、保育所等と児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所

を併せて利用するこどもや利用していたこどもも多いことから、こどもの状態像や必要な支援

の見立てについて共通認識を持つとともに、支援内容を相互に理解し、こどもの育ちや暮らし

の連続性を図り、円滑な移行や移行後の集団生活における適切な支援を進めることが重要であ

る。このため、保護者の同意を得た上で、こどもの日常生活動作の状況や留意事項、相互の支援

内容や個別支援計画の内容等について情報共有を図ることが必要である。 

 

５．こども家庭センターや児童相談所との連携 

○ 特に支援を要する家庭（不適切な養育や虐待の疑い等）のこどもに対して支援を行うに当た

っては、日頃から、こどもの心身の状態、家庭での養育の状況等について、訪問先の保育所等

と密に連携しながらその把握に努めるとともに、障害児施策だけで完結するのではなく、障害

福祉施策、母子保健施策、子ども・子育て支援施策、社会的養護施策等の関係機関と連携し、課

題に対応していく視点が必要である。 

○ 虐待が疑われる場合には、速やかに訪問先の保育所等及び事業所内で情報共有を行うととも

に、訪問先の保育所等と密に連携しながら市町村が設置する要保護児童対策地域協議会等を活



31 

 

用するなどして、児童相談所やこども家庭センター、児童家庭支援センター、市町村の児童虐

待防止窓口、保健所等の関係機関と連携して対応を図る必要がある。 

○ こども家庭センターによる支援が必要な場合や既に支援が行われている場合には、こどもや

家族への支援が切れ目なく包括的に行われるよう、こども家庭センターと連携を図っていくこ

とが必要である。 

 

６．（自立支援）協議会等への参加や地域との連携 

○ 事業所は、（自立支援）協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議、要保護児童対策地域

協議会等へ積極的に参加すること等により、関係機関・団体等と連携して、地域支援体制を構

築していく必要がある。  

○ 地域全体のインクルージョンを推進していくため、自治会の会合に参加することや、地域の

ボランティア組織と連絡を密にすること等の対応が必要である。 

 

７．保育所等訪問支援と類似する事業の実施機関との連携 

○ 保育所等訪問支援と同様、保育所等へ訪問して支援を行う事業として、都道府県や市町村が

実施する「地域障害児支援体制強化事業」や「障害児等療育支援事業」が挙げられる。 

○ これらの事業は、保護者との契約に基づき、対象となるこどもに対し支援を提供する保育所

等訪問支援とは異なり、保育所等から直接依頼を受けて訪問することが可能であり、保育所等

の職員の気づきにより支援を開始することや、保育所等の職員が気になるこどもについて広く

支援を提供することができる点が特徴である。 

○ 地域全体のインクルージョンと個別のニーズに応じたインクルージョンの両方を推進する観

点からも、保育所等訪問支援事業所は、それぞれ事業の特徴を踏まえ、これらの事業を提供す

る機関と連携を図りながら、役割分担を行い、取組を進めていくことが重要である。例えば、

「地域障害児支援体制強化事業」や「障害児等療育支援事業」を提供する機関が、保育所等に

対して助言等の支援を行う中で、障害のあるこどもの個別のニーズに十分に対応できないと判

断した場合には、保護者の承諾を得て、保育所等訪問支援につなぐことなどが考えられる。 

 

第６章 保育所等訪問支援の提供体制 

 

１．職員配置及び職員の役割 

（１） 適切な職員配置 

〇 保育所等訪問支援事業所においては、管理者、児童発達支援管理責任者、訪問支援員の

配置が必須である。 
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○ 訪問支援員の要件については、保育所等の訪問先施設に出向き、単独で支援を実施する

必要があることから、障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育

士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門

的な支援の技術を有する者とされている。なお、障害の特性やこどもの状態に応じて適切

な支援を行うことができるよう、必要に応じて、職種の異なる複数人のチームで訪問を行

うことも考えられる。 

（２） 設置者・管理者の責務 

○ 設置者・管理者は、保育所等訪問支援事業所の役割や社会的責任を遂行するために、法

令等を遵守し、設置者・管理者としての専門性等の向上を図るとともに、保育所等訪問支

援の質及び職員の資質向上のために必要な環境の確保を図らなければならない。 

○ 設置者・管理者は、保育所等訪問支援事業所が適切な支援を安定的に提供することによ

り、障害のあるこどもの発達に貢献するとともに、こどもや家族の満足感、安心感を高め

るために、組織運営管理を適切に行わなければならない。 

○ 設置者・管理者は、職員一人一人の倫理観及び人間性を把握し、職員としての適性を的

確に判断するとともに、職員が目指すキャリアパスに応じた研修等に参加することができ

るよう職員の勤務体制等を工夫し、職員一人一人の資質及び専門性の向上の促進を図らな

ければならない。 

○ 設置者・管理者は、質の高い支援を確保する観点から、職員が心身ともに健康で意欲的

に支援を提供できるよう、労働環境の整備を図る必要がある。  

 

（３） 設置者・管理者による組織運営管理 

設置者・管理者は、事業所の運営方針、保育所等訪問支援計画、日々の訪問支援に関して、

児童発達支援管理責任者及び職員の積極的な関与のもとでＰＤＣＡサイクルを繰り返し、事

業所が一体となって不断に支援の質の向上を図ることが重要である。 

また、設置者・管理者は、ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことによって、継続的に事業運営

を改善する意識を持って、児童発達支援管理責任者及び職員の管理及び事業の実施状況の把

握その他の管理を行わなければならない。 

  

① 運営規程の設定・見直しと職員への徹底 

○ 設置者・管理者は、事業所ごとに、運営規程を定めておくとともに、児童発達支援管理

責任者及び職員に運営規程を遵守させなければならない。運営規程には以下の重要事項を

必ず定めておく必要がある。 
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○ 事業の目的及び運営方針は、本ガイドラインに記載されている保育所等訪問支援の役割

や保育所等訪問支援の提供すべき内容、地域でのこどもや家族の置かれた状況、保育所等

訪問支援が公費により運営される事業であること等を踏まえ、適切に設定する。 

○ 事業の目的及び運営方針の設定や見直しに当たっては、児童発達支援管理責任者及び職

員が積極的に関与できるように配慮する。 

○ 児童発達支援管理責任者及び職員の採用に当たっては、事業所の目的及び運営方針をは

じめとした運営規程の内容を丁寧に説明するとともに、採用後も様々な機会を通じて繰り

返しその徹底を図ることが重要である。 

 

② 複数のサイクル（年・月等）での目標設定と振り返り 

○ ＰＤＣＡサイクルにより不断に業務改善を進めるためには、児童発達支援管理責任者及

び職員が参画して、複数のサイクル（年間のほか月間等）で事業所としての業務改善の目

標設定とその振り返りを行うことが必要である。 

 

③ 自己評価の実施・公表・活用 

○ 運営基準において定められている自己評価については、別添の「障害児通所支援事業所

における事業所全体の自己評価の流れ」を参考に、以下の項目について、「従業者向け保

育所等訪問支援評価表」（別紙１）を活用した事業所の職員による事業所の支援の評価（以

下「従業者評価」という。）、「保護者向け保育所等訪問支援評価表」（別紙２）を活用

した保護者による事業所評価（以下「保護者評価」）及び「訪問先施設向け保育所等訪問

支援評価表」（別紙３）を活用した訪問先の保育所等による事業所評価（以下「訪問先施

設評価」という。）を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要

がある。 

【運営規程の重要事項】 

・事業の目的及び運営の方針 

・従業者の職種、職員数及び職務の内容 

・営業日及び営業時間 

・保育所等訪問支援の内容並びに保護者から受領する費用の種類及びそ

の額 

・通常の事業の実施地域 

・支援の利用に当たっての留意事項 

・緊急時等における対応方法 

・虐待の防止のための措置に関する事項 

・その他運営に関する重要事項 
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○ 事業所は、従業者評価、訪問先施設評価及び保護者評価を踏まえた事業所全体としての

自己評価の結果、さらに強化・充実を図るべき点（事業所の強み）や、課題や改善すべき

点（事業所の弱み）を職員全員の共通理解の下で分析し、課題や改善すべき点と考えられ

る事項について、速やかにその改善を図る必要がある。 

○ 事業所の自己評価の結果、保護者評価の結果及び訪問先施設評価の結果並びにこれらの

評価を受けて行った改善の内容については、「事業所における自己評価総括表（公表）」

（別紙４）及び「保護者からの事業所評価の集計結果（公表）」（別紙５）及び「訪問先

施設からの事業所評価の集計結果（公表）」（別紙６）を含む「事業所における自己評価

結果（公表）」（別紙７）を用いて、概ね１年に１回以上、保護者及び訪問先施設に示す

とともに、広く地域に向けて、インターネットのホームページや会報等で公表しなければ

ならない。保護者に示す方法としては、園だよりなど事業所で発行している通信に掲載し

たり、事業所内の保護者の目につきやすい場所に掲示したりする方法が考えられる。訪問

先施設に示す方法としては、インターネットのホームページ等の掲載場所を案内したり、

園だよりなど事業所で発行している通信に掲載した場合は当該通信を渡したりする方法が

考えられる。 

○ 事業所は、自己評価の結果、保護者評価の結果及び訪問先施設評価の結果並びにこれら

の評価を受けて明らかになった事業所の強みや弱みを踏まえ、全職員が一体となって、日々

の支援の中で、さらなる支援の充実や改善に向けて取組を進めていく必要がある。 

○ また、この事業所による自己評価のほか、可能な限り、第三者による外部評価を導入し

て、事業運営の一層の改善を図ることが必要である。 

 

④ 都道府県等への事業所等の情報の報告 

○ こどもの個々のニーズに応じた質の高い支援の選択や、事業所が提供する支援の質の向

上に資することを目的として、障害福祉サービス等情報公表制度の仕組みがあり、事業所

は、都道府県等に対し、事業所の情報（所在地や従業員数、営業時間や支援内容等）を報告

する必要がある。 

【評価項目】 

・こども及び保護者の意向、こどもの適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支

援を提供するための体制の整備の状況 

・従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

・設備及び備品等の状況 

・関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

・こども及び保護者並びに訪問先施設に対する必要な情報の提供、助言その他の援

助の実施状況 

・緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

・業務の改善を図るための措置の実施状況 
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⑤ 職場内のコミュニケーションの活性化等 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善が適切に効果を上げるには、現状の適切な認識・把握

と、事業所における職員間の意思の疎通・情報共有が重要である。 

○ 支援の提供に関する日々の記録については、支援の質の向上の観点から、児童発達支援

管理責任者が把握する以外に、職員同士で情報共有を図ることも有用である。職場での何

でも言える雰囲気作りや職員同士のコミュニケーションの活性化も設置者・管理者の重要

な役割である。 

○ 設置者・管理者は、保育所等訪問支援計画の作成・モニタリング・変更の結果について、

児童発達支援管理責任者から報告を受けるなど、児童発達支援管理責任者や職員の業務の

管理及び必要な指揮命令を行う。 

 

⑥ こどもや保護者の意向等の把握・活用 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善を進める上では、事業所による従業者評価、保護者評

価及び訪問先施設評価を踏まえた自己評価だけでなく、アンケート調査等を実施して、支

援を利用するこどもや保護者の意向や満足度を把握することも重要である。 

○ 特に、こどもや保護者の意向等を踏まえて行うこととした業務改善の取組については、

こども及び保護者に周知していくことが必要である。 

 

⑦ 支援の継続性  

   ○ 保育所等訪問支援は、こどもや家族への支援の継続性の観点から、継続的・安定的に運営

することが必要である。やむを得ず事業を廃止し又は休止しようとする時は、その一月前

までに都道府県知事等に届け出なければならない。この場合、こどもや保護者に事業の廃

止又は休止しようとする理由を丁寧に説明するとともに、他の事業所を紹介するなど、こ

どもや家族への影響が最小限に抑えられるように対応することが必要である。 

 

３．施設及び設備 

○ 保育所等訪問支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専有の区画を設

けるほか、保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

○ 必要な設備としては、保護者や関係機関との面談（保育所等訪問支援の利用相談や保育所等

訪問支援計画の説明、支援の経過報告等）のためのプライバシーが確保された面接室、必要な

備品としては、衛生管理等のための備品や保育所等訪問支援の際に使用する可能性のある教具

教材がある。なお、面接室については、支援の提供に支障がなければ、保育所等訪問支援事業

以外に当該事業所が行う事業の面接室等を活用することも可能である。 
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４．衛生管理、安全管理対策等 

設置者・管理者は、障害のあるこどもや保護者が安心して保育所等訪問支援を受け続けられる

ようにするため、こどもの健康状態の急変や感染症の発生、犯罪や事故の発生などに対応するマ

ニュアルの策定やその発生を想定した訓練、関係機関・団体との連携等により、事業所を運営す

る中で想定される様々なリスクに対し、日頃から十分に備えることが必要である。 

なお、保育所等の訪問先施設に滞在している間は、保育所等の定める運営規程等に従うことが

必要であり、事前に訪問先施設に確認の上、ルールやマニュアル等も確認し、訪問する職員に周

知徹底しておく必要がある。 

重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等に

ついては、追って示す「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」や、「教育・保育施設等に

おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参照すること。 

 

（１） 衛生管理・健康管理 

○ 設置者・管理者は、感染症の予防や健康維持のために、職員に対し常に清潔を心がけさせ、

手洗い、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要である。事業所における

感染症対策については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」

を参考にすること。 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、事業所における感染症や食中毒の予防・まん延の防

止のため、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実

施が求められている。これらの実施に当たっては、「障害福祉サービス事業所等における感

染対策指針作成の手引き」を参考にすること。 

○ 設置者・管理者は、感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努める必要がある。

感染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じて、市町村、保健所等に連絡をし、必要な措

置を講じて二次感染を防ぐことが重要である。 

○ 設置者・管理者は、市町村や保健所等との連携のもと、感染症又は食中毒が発生した場合

の対応や、排泄物又は嘔吐物等に関する処理方法についての対応マニュアルを策定し、職員

に周知徹底を図るとともに、マニュアルに沿って対応できるようにすることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、感染症の発生動向に注意を払い、インフルエンザやノロウイルス等の

感染症の流行時には、訪問時の手洗いや手指消毒、訪問時間の短縮などの感染防止対策を強

化する必要がある。また、保護者や関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。 

○ また、感染症が発生した場合であっても、重要な事業を継続又は早期に業務再開を図るた

め、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、ＢＣＰに従い、職員に対して必要な研修

及び訓練（シミュレーション）を実施することが必要である。特に、新興感染症の場合は、

インフルエンザやノロウイルス等の感染症と異なる対応も想定されることを念頭に置きなが

ら、ＢＣＰの策定や研修及び訓練（シミュレーション）を実施することが必要である。ＢＣ
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Ｐの策定に当たっては、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発

生時の業務継続ガイドライン」を参考にすること。 

 

（２） 緊急時対応 

○ 職員は、こどもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、訪問先と連携し、速やか

に保護者、協力医療機関及び主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

○ 設置者・管理者は、訪問先施設に、緊急時における対応方法について事前に確認しておく

とともに、職員が緊急時における対応方針について理解しておく必要がある。 

○ 職員は、医療的ケアを必要とするこども等の支援に当たっては、窒息や気管出血等、生命

に関わる事態への対応を学び、訪問先施設の職員と連携して実践できるようにしておく必要

がある。 

○ 職員は、こどものケガや病気の応急処置の方法について、日頃から研修や訓練に参加し、

救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、「エピペン®」等

の使用）に関する知識と技術の習得に努めることが必要である。 

 

（３） 安全管理対策 

 ○  設置者・管理者は、運営基準により、設備の安全点検、職員に対する安全に関する指導、

職員の研修及び訓練その他の安全に関する事項について、安全計画を策定するとともに、職

員に周知し、安全計画に従って研修及び訓練を定期的に行うことが求められている。また、

保護者との連携が図られるよう、保護者に対して安全計画に基づく取組の内容を周知するこ

とも必要である。 

○ 設置者・管理者は、支援の提供中に起きる事故やケガを防止するために、訪問先とお互い

の安全計画を共有するなど訪問先と連携し、リスクの高い場面（例えば、食事、プール、移

動、送迎、屋外活動などの場面）において職員が気を付けるべき点や役割等を確認しておく

ことが重要である。 

○ 活動場面によって注意すべき事項が異なるため、職員は、活動場所や内容等に留意した事

故の発生防止に取り組むことが必要である。例えば、送迎、睡眠中、プール活動・水遊び中、

食事・おやつ中など、それぞれの場面に応じて具体的な注意喚起を促す必要がある。 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることが求められている。設置者・管理者

は、訪問先と連携し、事故が発生した場合における対応方法について事前に確認しておくと

ともに、指定権者である都道府県、支給決定の実施主体である市町村及び事業所等の所在す

る市町村が、どのような事故の場合に報告を求めているかや、事故が発生した場合にどのよ

うな方法により報告を求めているかについて、必ず都道府県や市町村のホームページ等で確

認し、適切な対応を行う必要がある。 
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○ 設置者・管理者は、発生した事故事例の検証や、事故につながりそうなヒヤリ・ハット事

例の情報を収集し、検証を行う機会を設けるとともに、事故原因の共有と再発防止の取組に

ついて、全ての職員に共有することが必要である。 

５．適切な支援の提供 

○ 職員は、保育所等訪問支援の提供すべき支援の内容等について理解するとともに、保育所等

訪問支援計画に沿って、それぞれのこどもの障害種別、障害の特性、発達の段階、生活状況に

細やかに配慮しながら支援を行うことが必要である。 

○ 職員は常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケーションが取れるようにすることが必要で

ある。 

○ 支援開始前には職員間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内容や役割分担につい

て把握することが必要である。 

○ 支援終了後に職員間で打合せを実施し、その日の支援の振り返りをし、こどもや家族、訪問

先施設との関わりで気づいた点や、気になった点について職員間で共有することも重要である。 

○ 職員は、その日行った支援の手順、内容、こどもの反応や気づきについて、記録をとらなけ

ればならない。また、日々の支援が支援目標や保育所等訪問支援計画に沿って行われているか、

記録に基づいて検証し、支援の改善や自らのスキルアップに繋げていく必要がある。 

 

６．保護者との関わり 

  職員は、こどもや保護者の満足感、安心感を高めるために、提供する支援の内容を保護者ととも

に考える姿勢を持ち、こどもや保護者に対する丁寧な説明を常に心がけ、こどもや保護者の気持

ちに寄り添えるように積極的なコミュニケーションを図る必要がある。 

 

（１） 保護者との連携 

○ 職員は、日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や発達上のニ

ーズについて共通理解を持つことが重要である。保育所等訪問支援が、保護者のいない場

所と時間帯に提供されるサービスであることも踏まえ、訪問支援の内容に加え、訪問先で

のこどもの様子や、周りのこどもや訪問先施設の職員等との関わりの状況を丁寧に伝える

ことが、保護者の不安を取り除くためにも重要である。 

○ 設置者・管理者は、職員が行う保護者への連絡や支援について、随時報告を受けること

や記録の確認等により、把握・管理することが必要である。 

 

（２） こどもや保護者に対する説明等 

職員は、こどもや保護者が保育所等訪問支援を適切かつ円滑に利用できるよう、適切な説明

を十分に行うとともに、必要な支援を行う責務がある。 
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① 運営規程の周知 

設置者・管理者は、運営規程について、事業所内の見やすい場所に掲示する等により、そ

の周知を図る。 

 

② こどもや保護者に対する運営規程や保育所等訪問支援計画の内容についての丁寧な説明 

○ 設置者・管理者は、こどもや保護者に対し、利用申込時において、運営規程や支援の内

容を理解しやすいように説明を行う必要がある。特に、支援の内容、人員体制（資格等）、

利用者負担、苦情解決の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項については文書化の上、対

面で説明する。 

○ また、児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の内容について、その作成時、

変更時にこどもと保護者に対して丁寧に説明を行う必要がある。なお、聴こえない又は聴

こえにくいこどもや保護者の場合には、これらの説明に際して、どのような方法による説

明を希望するか確認の上、丁寧に対応することが求められる。 

 

③ 家族に対する相談援助等 

○ 職員は、家族が相談しやすいような関係性や雰囲気をつくっていくことが必要である。

そのためには、日頃から家族と意思疎通を図りながら、信頼関係を構築していくことが重

要である。 

○ 職員は、家族が悩みなどを自分だけで抱え込まないように、家族からの相談に適切に応

じ、信頼関係を築きながら、家族の困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行うこ

とも必要である。例えば、定期的な面談や保育所等訪問支援の実施後の報告等を通じて、

子育ての悩み等に対する相談援助を行ったり、こどもの障害特性についての理解が促され

るような支援を行ったりすることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、職員に対して、保護者との定期的な面談や家族に対する相談援助に

ついて、その適切な実施を促すとともに、随時報告を受けることや記録の確認等により、

把握・管理する必要がある。 

 

④ 苦情解決対応  

○ 設置者・管理者は、保育所等訪問支援に対するこどもや家族からの苦情（虐待に関する

相談を含む。）について、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

や苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置、解決に向けた手順の整理等、迅

速かつ適切に解決が図られる仕組みを構築することが必要である。 

○ 設置者・管理者は、苦情受付窓口について、こどもや家族に周知するとともに、第三者

委員を設置している場合には、その存在についても、こどもや家族に周知する必要がある。 

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応する必要がある。 
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○ 苦情が発生した場合の迅速かつ適切な対応は重要であるが、苦情につながる前にリスク

マネジメントをすることで防ぐことが可能な苦情もあることから、苦情になる前のリスク

マネジメントを行うことも重要である。 

○ 暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）

等についても、その対策について検討することが必要である。 

 

⑤ 適切な情報提供 

○ 事業所は、定期的に通信等を発行し、活動概要や連絡体制等の情報をこどもや家族に対

して発信することが必要である。 

○ こどもや家族に対する情報提供に当たっては、視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じ

て、手話等による情報伝達を行うなど丁寧な配慮が必要である。 

 

７．訪問先施設との関わり 

  職員は、訪問先施設が、障害のあるこどもに対する理解を深め、安心して障害のあるこどもと関

わることができるようになるために、提供する支援の内容を訪問先施設とともに考える姿勢を持

ち、訪問先施設の職員に対する丁寧な説明を常に心がけ、訪問先施設の悩みや困りごとに寄り添

い、大事にしている理念や支援手法を尊重しながら、積極的なコミュニケーションを図る必要が

ある。 

 

（１） 訪問先施設との連携 

○ 職員は、こどもの状況を訪問先施設と伝え合い、こどもの発達の状況やニーズについて

共通理解を持つことが重要である。 

○ 設置者・管理者は、職員が行う訪問先施設への連絡や支援について、随時報告を受ける

ことや記録の確認等により、把握・管理することが必要である。 

 

（２） 訪問先施設に対する説明等 

職員は、訪問先施設が保育所等訪問支援を円滑に受け入れることができるよう、適切な説明

を十分に行うとともに、必要な支援を行う責務がある。 

 

① 運営規程の内容についての説明 

○ 設置者・管理者は、訪問先施設に対し、保育所等訪問支援計画の作成に当たっての個別

支援会議の開催時や初回訪問時において、運営規程の内容を理解しやすいように説明を行

う必要がある。特に、支援の内容、人員体制（資格等）、苦情解決の手順、緊急時の連絡

体制等の重要事項については文書化の上、対面で説明する。 
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  ② 保育所等訪問支援計画の内容についての説明 

○ 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成に当たっての個別支援会議に、

訪問先施設の職員を招集する必要があり、支援の内容について、ともに考えていくことが

必要である。 

○ 職員は、訪問先施設に対し、保育所等訪問支援計画を交付するとともに、初回訪問時等

の機会に、保育所等訪問支援計画の内容を理解しやすいように説明を行い、当該保育所等

訪問支援計画に基づき、今回の訪問においてどのような支援を行うのかについて丁寧に説

明を行う必要がある。 

 

③ 訪問先施設に対する相談援助等 

○ 職員は、訪問先施設が相談しやすいような関係性や雰囲気をつくっていくことが必要で

ある。そのためには、日頃から訪問先施設と意思疎通を図りながら、信頼関係を構築して

いくことが重要である。 

○ 職員は、訪問先施設からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きながら、専門的な助言を

行うことも必要である。例えば、保育所等訪問支援の実施後のカンファレンス等を通じて、

こどもの障害特性についての理解が促されるような助言を行ったり、こどもとの関わりに

関する相談援助を行ったりすることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、職員に対して、訪問先施設に対する相談援助について、その適切な

実施を促すとともに、随時報告を受けることや記録の確認等により、把握・管理する必要

がある。 

 

④ 苦情解決対応  

○ 設置者・管理者は、保育所等訪問支援に対する訪問先施設からの苦情受付窓口について

定め、訪問先施設に周知する必要がある。 

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応する必要がある。 

○ 苦情が発生した場合の迅速かつ適切な対応は重要であるが、苦情につながる前にリスク

マネジメントをすることで防ぐことが可能な苦情もあることから、苦情になる前のリスク

マネジメントを行うことも重要である。 

○ 暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）

等についても、その対策について検討することが必要である。 

 

⑤ 適切な情報提供 

○ 事業所は、定期的に通信等を発行し、活動概要や連絡体制等の情報をこどもや家族に対

して発信することが必要である。 
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８．地域に開かれた事業運営 

 ○ 設置者・管理者は、地域住民の事業所に対する理解の増進や地域のこどもとしての温かい見

守り、地域住民との交流活動の円滑な実施等の観点から、ホームページや会報等を通じて事業

所の活動の情報を積極的に発信することなど、地域に開かれた事業運営を図ることが必要であ

る。 

 

９．秘密保持等  

 ○ 設置者・管理者は、職員であった者が、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、誓

約書の提出や雇用契約に明記するなど、必要な措置を講じなければならない。 

○ 職員は、関係機関・団体にこどもや家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書によ

り保護者等の同意を得ておかなければならない。また、ホームページや会報等にこども又は家

族の写真や氏名を掲載する際には、保護者等の許諾を得ることが必要である。 

○ 職員等は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

 

10．職場倫理 

○ 職員は倫理規範を尊重し、常に意識し、遵守することが求められる。また、支援内容の質の

向上に努めなければならない。 

○ 職員に求められる倫理として、次のようなことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

○ 職員は、こどもに直接関わる大人として身だしなみに留意することが求められる。 

 

第７章 支援の質の向上と権利擁護 

 

１．支援の質の向上への取組  

児童福祉法第 21 条の５の 18 第２項の規定により、保育所等訪問支援事業者は、その提供する

障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の

向上に努めなければならない。そのためには、設置者・管理者は、自己評価の実施と評価結果に

・ こどもの人権尊重と権利擁護、こどもの個人差ヘの配慮に関すること。 

・ 性別、国籍、信条又は社会的な身分による差別的な取扱の禁止に関すること。 

・ こどもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止に関すること。 

・ 個人情報の取扱いとプライバシーの保護に関すること。 

・ こどもや家族、訪問先施設への誠意ある対応と信頼関係の構築に関すること。 
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基づく改善を行うとともに、「第三者評価共通基準ガイドライン（障害者・児福祉サービス解説

版）」等により、第三者による外部評価を活用することも有効である。 

また、適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質を向上させるためには、支援に関わ

る人材の知識・技術を高めることが必要であり、そのためには、設置者・管理者は、様々な研修の

機会を確保するとともに、知識・技術の習得意欲を喚起することが重要である。 

さらに、職員が事業所における課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることがで

きる体制を構築するためには、日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢が重要である。そのた

め、設置者・管理者は、事業所において職場研修を実施し、職員は当該研修を通じて、常に自己研

鑽を図る必要がある。 

加えて、設置者・管理者は、職員が外部で行われる研修等へ積極的に参加できるようにし、職

員が必要な知識・技術の習得、維持及び向上を図ることができるようにする必要がある。 

 

（１） 職員の知識・技術の向上  

○ 職員の知識・技術の向上は、保育所等訪問支援の内容の向上に直結するものであり、職員

の知識・技術の向上の取組は、設置者・管理者の重要な管理業務の一つである。 

○ 設置者・管理者は、職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、その計画に係る研修

の実施又は研修の機会を確保することが必要である。資質の向上の支援に関する計画の策定

に際しては、職員を積極的に参画させることが必要である。 

○ 保育所等訪問支援を適切に提供する上で、保育所等訪問支援に期待される役割、障害のあ

るこどもの発達の段階ごとの特性、障害種別・障害の特性、こどもと家族・訪問先施設に対

する適切なアセスメントと支援の内容・方法、関連する制度の仕組み、関係機関・団体の役

割、児童虐待への対応、障害者権利条約の内容等を理解することが重要であり、設置者・管

理者は、職員に対してこうした知識の習得に向けた意欲を喚起する必要がある。 

○ 障害種別・障害の特性に応じた支援や発達の段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な

技術を職員が習得することが、こどもの発達支援や二次障害の予防、家庭養育を支えるとい

った視点から重要であり、設置者・管理者は、職員に対してこうした技術の習得に向けた意

欲を喚起する必要がある。 

 

（２） 研修の受講機会等の提供 

○ 設置者・管理者は、職員の資質向上を図るため、研修の実施等を行う必要がある。具体的

には、自治体や児童発達支援センター、障害児支援関係団体が実施する研修等への職員の参

加、事業所における研修会や勉強会の開催（本ガイドラインを使用した研修会や勉強会等）、

事業所に講師を招いての研修会の実施、職員を他の事業所等に派遣しての研修、事業所内に

おける職員の自己研鑽のための図書の整備等が考えられる。また、強度度行動障害を有する

こどもに対し、適切な支援が行われるよう、強度行動障害支援者養成研修や中核的人材養成

研修を受講させることも必要である。 
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○ 児童発達支援管理責任者は、職員に対する技術指導及び助言を行うことも業務となってお

り、設置者・管理者は、事業所内における研修の企画等に当たっては、児童発達支援管理責

任者と共同して対応していくことが必要である。 

 

（３） 児童発達支援センター等によるスーパーバイズ・コンサルテーションの活用 

  ○ 児童発達支援センターには、地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コン

サルテーション機能（支援内容等の助言・援助）を有することが求められており、対応が難し

いこどもや家族をはじめ、個別ケースへの支援も含めた障害児通所支援事業所全体への支援

が行われることが期待される。具体的には、直接個別の事業所に訪問して行うものや、事業所

が児童発達支援センターを来訪して行うものなど、様々な方法が考えられる。 

○ 地域の障害児通所支援事業所においては、児童発達支援センター等との連携を図りながら、

スーパーバイズ・コンサルテーションを受けることにより、支援の質の向上につなげていく

ことが望ましい。 

○ スーパーバイズ・コンサルテーションを効果的に活用するためには、提供する児童発達支

援センターとこれを受ける事業所の相互理解や信頼関係の構築が重要であり、相互が理念や

支援の手法を明確にして取り組んでいくことが必要である。 

○ 詳細は、追って示す「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制

整備の手引き」を参照すること。 

 

 

２．権利擁護 

障害のあるこどもの支援に当たっては、こどもの権利条約、障害者権利条約、こども基本法、

児童福祉法等が求めるこどもの最善の利益が考慮される必要がある。特に、障害のあるこどもが、

自由に自己の意見を表明する権利及びこの権利を実現するための支援を提供される権利を有する

ことを認識することが重要である。具体的には、職員は、こどもの意向の把握に努めること等に

より、こども本人の意思を尊重し、こども本人の最善の利益を考慮した支援を日々行う必要があ

り、詳細は追って示す「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引

き」を参照すること。 

また、障害のあるこどもの権利擁護のために、虐待等のこどもの人権侵害の防止に関する次の

ような取組も積極的に行っていくことが必要である。 

 

（１） 虐待防止の取組 

○ 設置者・管理者は、運営基準により、虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について職員に周知徹底を図ること、職員に対する虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること、これらの措置を適切に実施するための担当者を置くことが求められている。 
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○ 設置者・管理者は、職員によるこどもに対する虐待を防止するため、虐待防止委員会の設置

など、必要な体制の整備が求められる。 

虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこととなる。虐待防止委員会を組織的に機

能させるために、苦情解決の第三者委員等の外部委員を入れてチェック機能を持たせるととも

に、児童発達支援管理責任者等、虐待防止のリーダーとなる職員を虐待防止マネージャーとし

て配置し、研修や虐待防止チェックリストの実施など、具体的な虐待防止への取組を進めるこ

とが必要である。 

○ 設置者・管理者は、職員に対し、虐待防止啓発のための定期的な研修を実施し、又は自治体

が実施する研修を受講させるほか、自らが虐待防止のための研修を積極的に受講すること等

により、児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号。以下「児童虐待防止法」と

いう。）及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年法

律第 79 号）について理解し、虐待防止の取組を進める必要がある。特に、「障害者福祉施設

等における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読むようにすること。 

また、自治体が実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、事業所等で

伝達研修を実施することが重要である。 

さらに、設置者・管理者は、訪問先施設と連携し、訪問先施設における虐待等に関する対応

についても理解しておくとともに、職員に対しても、当該対応について理解した上で支援の

提供に当たるよう、周知を図る必要がある。 

○ 職員からの虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こりやすいことから、設置者・

管理者は、訪問先施設において、密室化した場所での支援の提供の機会を極力作らないよう、

訪問先施設と連携し、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施できるようにする必要がある。 

○ 児童対象性暴力等がこどもの権利を著しく侵害し、こどもの心身に生涯にわたって回復し

難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、こどもに対して教育、保育等の役務を提供

する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が、教員等

及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止の措置を講じることを義務付ける「学

校設置者等及び民間教育保育事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する

法律」（令和６年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止法」という。）が令和６年通常国会

において成立し、公布の日（令和６年６月 26 日）から起算して２年６月を超えない範囲にお

いて政令で定める日より施行される。 

  児童対象性暴力等の防止の措置とは、具体的には、教員等の研修やこどもとの面談、こど

もが相談を行いやすくするための措置等及び教員等としてその業務を行わせる者についての

犯罪事実の確認等であり、当該児童対象性暴力等の防止の措置について、指定障害児通所支

援事業（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問

支援）は義務の対象とされ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成 17 年法律第 123 号）に規定される障害児を対象とする障害福祉サービス（居宅介護、

同行援護、行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援）は当該児童対象性暴力等の防止

の措置を講じている旨の認定を受けることができることとされている。 
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○ 職員は、保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条に規定されている通

告義務に基づき、市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告

する必要がある。その際は、訪問先施設とよく連携の上、虐待等により福祉的介入が必要と

されるケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、

児童相談所やこども家庭センター、児童家庭支援センター、市町村の児童虐待対応窓口、保

健所等の関係機関・団体と連携して対応を図っていくことが求められる。 

また、職員は、訪問先施設の職員による虐待を発見した場合は、訪問先施設の責任者や自

治体に相談するなど必要な対応を行うこと。 

 

（２） 身体拘束への対応 

○ 職員が自分の体でこどもを押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けること

のできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、運営基準により、障害のあるこど

もや他の障害のあるこどもの生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、

禁止されている。 

○ 設置者・管理者は、身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適

正化委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要がある。 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の３つの要件を全て満たす

ことが必要となるが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等につい

て慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合

には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかについて、設置者・管理者は組織的

に決定する必要がある。また、児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画に、身体

拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、こどもや保護者に事前に十分に

説明をし、了解を得た上で記載することが必要である。 

○ 身体拘束を行った場合には、設置者・管理者は、身体拘束を行った職員又は児童発達支援

管理責任者から、その様態・時間、その際のこどもの心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由等について報告を受けるとともに、記録を行うことが必要である。なお、必要な記録がさ

れていない場合は、運営基準違反となることを認識しておく必要がある。 

 

（３） その他 

   ○ 設置者・管理者は、こどもの権利擁護に関する研修会を実施するなど、職員がこどもの人

権を尊重した支援を行うために必要な取組を進めることが必要である。 



障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ

実 践 評 価

改 善計 画
○以下の観点で、事業所全体で改善・充実に向けた方策等の検討を

行う

・ 改善等に向けた今後の見通しの明確化

・ 改善等に向けた具体的な方策の検討

・ 役割分担や体制等の見直し 等

○ 日々の支援等への反映 等

○ 以下の観点で、事業所全体で把握と共有を行う

・ 事業所の強み（さらに強化・充実を図るべき点等）

・ 事業所の弱み（課題・改善すべき点等）

特に、事業所の弱みについては、改善に向けて現状の見直しや

理念や方針の再確認を含めた整理を行う

○ 保護者（客観的視点による）評価の実施

○ 従業者による自己評価の実施

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で自己

評価を実施

○ 事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を活用してアンケー

ト調査を行う。回答は集計し、特記事項欄の記述を含めてとりまとめる。

○ 保護者評価は、客観的視点による評価として自己評価の際に活用するべき

データであるため、回答率の向上に努めることが望ましい。

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で各項目ごとに自己評価を実施する。実施の際には、管理者等一部の者で自己評価を行うのではなく、

ミーティング等の機会を通じて、従業者同士で意見交換を行いながら自己評価を行うとともに、課題や改善が必要な事項の把握と共有（認識のすり合わせ）を行う

等、全従業者による共通理解の下で取組を進めていくことが望ましい。

○ 全ての項目について自己評価結果を行ったのち、その結果を踏まえ、自己評価総括表を活用し、事業所の「強み」と「弱み」について分析を行う。

○ 保護者評価は、客観的視点による評価であることから、事業所全体で自己評価及び分析を行う際には、保護者評価の結果も十分に活用し、事業所の提供している支

援等が、利用者側から見てニーズに応じたものになっているのかという視点も考慮して自己評価等を行うことが重要である。

○ 事業所全体の自己評価や整理した事業所の強み・弱み等の分析の結果を踏まえて、改善・充実に向けた今後の具体的な見通しや改善・充実に向けた具体的取組を検

討・整理する。ここで検討・整理された取組等は、改善・充実に向けて、日々の支援等へ反映されるべきものであることから、ミーティング等の機会を通じて、従業

者同士で意見交換を行いながら検討・整理を進めていくことが望ましい。

ステップ

①

○ 事業者の従業者が「事業者向け自己評価表」を活用して従業者評価を行う。

その際には、「はい」「いいえ」などに評価をチェックするだけでなく、各項

目について、「課題は何か」「工夫している点は何か」等についても記入する。

○ 従業者評価は、できる限り全従業者から提出を求めることが望ましい。

保護者等による評価の実施 従業者による評価の実施

事業所全体による自己評価（課題等の把握・分析含む）

改善・充実に向けた検討

ステップ

②

ステップ

③

○ 自己評価結果については、「はい」「いいえ」の集計結果を公表することが趣旨ではなく、自己評価の機会を通じて、全従業者による共通理解の下で、事業所の強

みや弱み等の分析や、課題の改善やさらなる充実に向けた取組を進めていきながら、事業所の質の向上を図っていく点が重要である。その観点も踏まえて、インター

ネットその他の方法による公表や保護者等にフィードバックをする必要があることに留意すること。

自己評価結果等の公表

○ 改善・充実に向けて検討・整理した内容を踏まえて、日々の支援等への反映を行っていく。

支援の改善に向けた取組等

ステップ

④

ステップ

⑤

手 順

全従業者による共通理解の下で取組を行うことが重要

※ 保育所等訪問支援においては、「保護者評価」及び「従業者評価」に加え、「訪問先施設評価」を実施

別 添



（別紙１）

チェック項目 はい いいえ 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など

1 訪問支援に使用する教具教材は適切であるか。

2 利用希望者に対して、職員の配置数は適切であるか。

3
業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、

広く職員が参画しているか。

4
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。

5
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか 。

6
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている

か。

7
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で

研修を開催する機会が確保されているか。

8

個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、保育所等訪問支援計画を

作成しているか。

9

保育所等訪問支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者

だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こども

の最善の利益を考慮した検討が行われているか 。

10
保育所等訪問支援計画を作成する際には、訪問先施設の担当者等と

連携し、訪問先施設や担任等の意向を盛り込んでいるか。

11
保育所等訪問支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行

われているか 。

12

こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ

ルなアセスメントや、行動観察なども含むインフォーマルなアセス

メントを使用する等により確認しているか。

13

保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保

育所等訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的

な支援内容が設定されているか。

14
保育所等訪問支援計画が職員間で共有され、計画に沿った支援が行

われているか。

15

支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行ってい

るか。

○ 本評価表は、保育所等訪問支援事業所に従事する従業者の方に、事業所の自己評価していただくものです。

○「はい」又は「いいえ」のどちらかに〇を記入するとともに、従業者の視点で、「事業所が工夫していると思う点」や「改善が必要だと思われる点」などについて記入してく

ださい。
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16
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援

の振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。

17
保育所等訪問支援を実施する際、訪問先の理念や支援手法を尊重し

て支援を行っているか。

18
毎回の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に

つなげているか。

19

定期的に保護者や訪問先の意向の確認やモニタリングを行い、保育

所等訪問支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っ

ているか。

20
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

21
地域の保健、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を

行う体制を整えているか。

22
就園・就学時の移行の際には、保育所等や学校との間で、支援内容

等の情報共有と相互理解を図っているか。

23
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受け

たり、職員を外部研修に参加させているか。

24
(自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極

的に参加しているか。

25
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

26

家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ

ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を行っているか。

27 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。

28
訪問先施設に対し、事業の趣旨や訪問支援の目的等について適切に

説明を行っているか。

29

保育所等訪問支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の

尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや

家族の意向を確認する機会を設けているか 。

30
「保育所等訪問支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保

護者から保育所等訪問支援計画の同意を得ているか。

31
定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応

じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。

32

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま

た、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしている

か。

33

こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す

るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合

に迅速かつ適切に対応しているか。
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34

定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ

り、活動概要や連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信し

ているか。

35 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

36
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

37
訪問支援に加え、訪問先からの相談等に適切に応じる体制を整え、

必要な助言や支援を行っているか。

38
保育所等訪問支援の実施後に、訪問先施設とカンファレンスを行っ

ているか。

39
保育所等訪問支援の実施後に、家族等へ適切に支援内容等の共有を

行っているか。

40 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

41
訪問先施設からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きながら、専門

的な助言を行っているか。

42

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発生を想定した訓練を実施しているか。

43
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。

44
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について

検討をしているか。

45
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。

46

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児

童発達支援計画に記載しているか。
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（別紙２）

チェック項目 はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意見

1 訪問支援に使用する教具教材が整えられていますか。

2 プライバシーに配慮された面接室等が整えられていますか。

3 事業の目的が適切に説明されていると思いますか。

4 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されていますか。

5
こどもの状態に応じた支援が提供できる職員（職種や人数）体制だと思い

ますか。

6
こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援

が受けられていると思いますか。 

7

こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、保育所等訪問支援計画（個別支援計画）（※１）が作成さ

れていると思いますか。

8
保育所等訪問支援計画（個別支援計画）には、訪問先施設や担任等の意向

が盛り込まれていると思いますか。

9

保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等

訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が

設定されていると思いますか。

10 保育所等訪問支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。

11
保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が行われてい

ると思いますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、利用者負担等について丁寧な説明があ

りましたか。

13
「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされました

か。

14

事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング

（※２）等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行なわれて

いますか。

15
必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状

況、課題について共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

（保護者の皆さまへ）

　○ 本評価表は、保育所等訪問支援事業所を利用するお子さんの保護者等の方に、事業所の評価をしていただくものです。

　　「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」のいずれかに〇を記入していただくとともに、「ご意見」についてもご記入ください。
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19
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

20
事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が行

われていると思いますか。

21
保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について

話し合いが行われていると思いますか。

22
保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされて

いると思いますか。

23

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や連絡体制等の情報や

業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されています

か。

24 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。

25
事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるよう

にしていると思いますか。

26
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。

27 こどもは訪問支援を嫌がっていませんか。

28 事業所の支援に満足していますか。

非

常

時

等

の

対

応

満

足

度

※1 「保育所等訪問支援計画（個別支援計画）」は、保育所等訪問支援を利用する個々のこどもについて、将来に対する見通しを持った上で、その有する能力、訪問先の日常生活全般の状況に関するアセスメ

ントを通じて、「利用児と家族の生活に対する意向」、「総合的な支援の方針」、「長期目標」、「短期目標」、「支援目標及び具体的な支援内容等」（「支援目標」、「支援内容」、「達成時期」、「担当

者・提供機関」、「留意事項」）を記載する計画のことです。これは、保育所等訪問支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成し、保護者等への説明を行うとともに同意を得ることが義務付けられているも

のです。

※２ 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶことにより、こどもの行動変容することを目標とします。

明

等



（別紙３）

チェック項目 はい
どちらとも

いえない
いいえ ご意見

1
訪問支援員からの助言や説明は、具体的でわかりやすく、取

り入れやすいものですか。

2
訪問支援員の支援に対する知識・技術等に満足しています

か。

3
訪問支援員は質問に対して、適時・適切に回答してくれてい

ますか。

4
保育所等訪問支援を利用したことで、課題や困りごとが解消

または軽減されましたか。

5 事業所からの支援に満足していますか。

その他、お気付きの点をご記入ください。

（訪問先施設の皆さまへ）

　○ 本評価表は、保育所等訪問支援事業所を受け入れている訪問先施設の方に、保育所等訪問支援事業所の評価をしていただくものです。

　　（詳細につきましては、別紙「保育所等訪問支援における評価制度（自己評価・保護者評価・訪問先施設評価）の導入について」をご参照ください。）

　○「はい」「どちらともいえない」「いいえ」のいずれかに〇を記入するとともに、「ご意見」についてもご記入ください。

保育所等訪問支援評価表訪問先施設向け



（別紙４）

～ 年　月　日

（対象者数） （回答者数）

～ 年　月　日

（対象者数） （回答者数）

～ 年　月　日

（対象数） （回答数）

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

2

3

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

1

2

3

○事業所名

○保護者評価実施期間 年　月　日

○保護者評価有効回答数

年　月　日

○従業者評価有効回答数

○事業者向け自己評価表作成日 年　月　日

事業所の強み（※）だと思われること

※より強化・充実を図ることが期待されること
工夫していることや意識的に行っている取組等

○従業者評価実施期間

○訪問先施設評価有効回答数

○訪問先施設評価実施期間 年　月　日

事業所の弱み（※）だと思われること

※事業所の課題や改善が必要だと思われること
事業所として考えている課題の要因等

事業所における自己評価総括表公表



（別紙５）

公表日 　　　　　年　　　月　　　日

利用児童数 　　　　　年　　　月　　　日 回収数

チェック項目 はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意見

1 訪問支援に使用する教具教材が整えられていますか。

2 プライバシーに配慮された面接室等が整えられていますか。

3 事業の目的が適切に説明されていると思いますか。

4 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されていますか。

5
こどもの状態に応じた支援が提供できる職員（職種や人数）体制だと思い

ますか。

6
こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援

が受けられていると思いますか。 

7

こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、保育所等訪問支援計画（個別支援計画）が作成されている

と思いますか。

8
保育所等訪問支援計画（個別支援計画）には、訪問先施設や担任等の意向

が盛り込まれていると思いますか。

9

保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等

訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が

設定されていると思いますか。

10 保育所等訪問支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。

11
保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が行われてい

ると思いますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、利用者負担等について丁寧な説明があ

りましたか。

13
「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされました

か。

14

事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニン

グ等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行なわれていま

すか。

15
必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状

況、課題について共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

19
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

20
事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が行

われていると思いますか。

事業所名

ご意見を踏まえた対応

保

護

者

へ

の

説

明

等

環

境

・

体

制

整

備

適

切

な

支

援

の

提

供

保護者からの事業所評価の集計結果公表



21
保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について

話し合いが行われていると思いますか。

22
保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされて

いると思いますか。

23

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や連絡体制等の情報や

業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されています

か。

24 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。

25
事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるよう

にしていると思いますか。

26
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。

27 こどもは訪問支援を嫌がっていませんか。

28 事業所の支援に満足していますか。

非

常

時

等

の

対

応

満

足

度



（別紙６）

公表日

利用児童数

チェック項目 はい
どちらとも

いえない
いいえ ご意見 ご意見を踏まえた対応

1
訪問支援員からの助言や説明は、具体的でわかりやすく、取

り入れやすいものですか。

2
訪問支援員の支援に対する知識・技術等に満足しています

か。

3
訪問支援員は質問に対して、適時・適切に回答してくれてい

ますか。

4
保育所等訪問支援を利用したことで、課題や困りごとが解消

または軽減されましたか。

5 事業所からの支援に満足していますか。

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日　　　回収数

その他のご意見 ご意見を踏まえた対応

事業所名

訪問先施設からの事業所評価の集計結果公表



（別紙７）

公表日 　　　　　年　　月　　日

チェック項目 はい いいえ
工夫していると思う点・改善が必要だと

思われる点など
課題や改善すべき点

1 訪問支援に使用する場合の教具教材は適切であるか。

2 利用希望者に対して、職員の配置数は適切であるか。

3
業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、

広く職員が参画しているか。

4
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。

5
従業者の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善

につなげているか 。

6
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている

か。

7
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で

研修を開催する機会が確保されているか。

8

個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、保育所等訪問支援計画を

作成しているか。

9

保育所等訪問支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者

だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こども

の最善の利益を考慮した検討が行われているか 。

10
保育所等訪問支援計画を作成する際には、訪問先施設の担当者等と

連携し、訪問先施設や担任等の意向を盛り込んでいるか。

11
保育所等訪問支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行

われているか 。

12

こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ

ルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使用する等により確認しているか。

13

保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保

育所等訪問支援の具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容

が設定されているか。

14
保育所等訪問支援計画が職員間で共有され、計画に沿った支援が行

われているか。

15

支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行ってい

るか。

16
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援

の振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。

17
保育所等訪問支援を実施する際、訪問先の理念や支援手法を尊重し

て支援を行っているか。

18
毎回の支援に関して、記録を取ることを徹底し、支援の検証・改善

に繋げているか。

事業所名

環

境

・

運
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・
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援
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事業所における自己評価結果公表



19

定期的に保護者や訪問先の意向の確認やモニタリングを行い、保育

所等訪問支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っ

ているか。

20
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

21
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、

教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。

22
就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、

支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。

23
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等に助言を受けた

り、職員を外部研修に参加させているか。

24
(自立支援)協議会子こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積

極的に参加しているか。

25
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

26

家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ

ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を行っているか。

27 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。

28
訪問先施設に対し、事業の趣旨や訪問支援の目的等について適切に

説明を行っているか。

29

保育所等訪問支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の

尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや

家族の意向を確認する機会を設けているか 。

30
「保育所等訪問支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保

護者から保育所等訪問支援計画の同意を得ているか。

31
定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応

じ、必要な助言と支援を行っているか。

32

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま

た、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしている

か。

33

こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す

るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合

に迅速かつ適切に対応しているか。

34

定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ

り、活動概要や連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信し

ているか。

35 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

36
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

37
訪問支援に加え、訪問先からの相談等に適切に応じる体制を整え、

必要な助言や支援を行っているか。

38
保育所等訪問支援の実施後に、訪問先施設とカンファレンスを行っ

ているか。

39
保育所等訪問支援の実施後に、家族等へ適切に支援内容等の共有を

行っているか。

保

護
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等
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携



40 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

41
訪問先施設からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きながら、専門

的な助言を行っているか。

42

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発生を想定した訓練を実施しているか。

43
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。

44
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について

検討をしているか。

45
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。

46

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児

童発達支援計画に記載しているか。

の

説

明

等

非

常

時

等

の
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応



児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（概要版①）

ガイドライン改訂の背景

〇 児童発達支援事業所は、平成24年の児童福祉法改正により位置づけられて以降、事業所数約１万2,000箇所、利用者数約15万人と飛躍的に増加（令和４年度）。
〇 令和３年から令和５年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和４年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うことが明
確化されたこと、令和５年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより一層図
るため、児童発達支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして示しているガイドラインを改訂。

ガイドラインの目的

〇 児童発達支援について、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、児童発達支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

こども施策の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守
られ、平等に教育を受けられること。

○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の
様々な活動に参加できること。

○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれ
からにとって最もよいことが優先して考えられること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つこと
が難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

障害児支援の基本理念

○ 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供（こどものウェルビーイン
グの向上、エンパワメントを前提とした支援）

〇 合理的配慮の提供（社会的なバリアを取り除くための対話・検討）
〇 家族支援の提供（家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした支
援）

〇 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進（一般のこども施策との併行
利用や移行に向けた支援、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組）

〇 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供（関係機関や関係者の連
携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築）

児童発達支援の役割

〇 主に就学前の障害のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行うほか、こ
どもの発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うこと。
○ 全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、地域の保育、教育等を受けられるように支援（移行支援）を行うほか、こどもや家庭に関わる関係機
関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していくこと。

児童発達支援の目標

〇 アタッチメントの形成とこどもの育ちの充実 ○ こどもと地域のつながりの実現
〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定 ○ 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

児童発達支援の方法
○ こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握（※１）し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援（※２）を提供することを基本としつつ、こ
どもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援（※３）を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧にオーダーメイドの支援を行っていくこ
とが重要。
※１ 本人支援の５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。
※２ 個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、５領域の視点を網羅した支援
※３ ５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、５領域のう
ち特定（又は複数）の領域に重点を置いた支援



児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（概要版②）

児童発達支援の内容

①本人支援
「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」
「言語・コミュニケーション」「人間関係・
社会性」の５領域の視点を網羅した
個々のこどもに応じたオーダーメイド
の支援

②家族支援
こどもの成長や発達の基盤となる親子
関係や家庭生活を安定・充実させる支
援

③移行支援
こどもが、可能な限り、地域の保育、教
育等を享受し、その中で適切な支援を
受けられるようにしていく支援、同年代
のこどもをはじめとした地域における
仲間づくりを図っていく支援

④地域支援・地域連携
こどもの育ちや家庭の生活の支援に関
わる保健・医療・福祉・教育・労働等の関
係機関や障害福祉サービス等事業所等
との連携によるこどもや家族の支援

児童発達支援の流れ

〇 障害児相談支援事業所が、障害児支援利用計画を作成し、その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、児童発達支
援計画を作成し、これに基づき日々の支援が提供される。
〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援を利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し（５領域の視点等を踏まえたアセスメント）、児童発達支援が提供すべき支援の
内容を踏まえて児童発達支援計画を作成し（将来に対する見通しを持ち、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成）、全ての職
員が児童発達支援計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。作成した児童発達支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付する。
〇 児童発達支援計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うこととなっており、モニタリングの結果に基づき、児童発達支援計画の見直しを行っていく。

関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関（※）が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を
密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要。
※ 市町村、医療機関、保育所や幼稚園、他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、学校や放課後等デイサービス事業所、こども家庭センターや児童相談所、（自立支
援）協議会等

〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共
有等を行うなど、特に連携を図ることが重要。

組織運営管理

〇 自己評価については、従業者評価及び保護者評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。
○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、５領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画（支援プログラム）を作
成する必要がある。

衛生管理・安全管理対策等

〇 衛生管理：感染症対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業務継続計画（BCP）の策定が必要。
〇 非常災害対策：非常災害に備えて、消火設備等の必要な設備、具体的計画の作成や周知、定期的な避難訓練、事業継続計画（BCP）の策定が必要。市町村が作成する個別避
難計画への協力（計画作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握している相談支援事業所等の参画が想定されることから、当該相談支援事業所等との間で災害時の対応
について意思疎通を図っておくこと）も重要。
〇 安全管理対策：安全計画の策定、事故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、緊急時における対応方法についてのマニュアルの策定・訓練、救急対応に関する知識と
技術の習得が必要。

権利擁護

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要。
〇 身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要。



放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月） （概要版①）

ガイドライン改訂の背景

〇 放課後等デイサービスは、平成24年の児童福祉法改正により位置づけられて以降、事業所数約２万箇所、利用者数約30万人と飛躍的に増加（令和４年度）。
〇 令和３年から令和５年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和４年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うことが明
確化されたこと、令和５年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより一層図
るため、放課後等デイサービスにおける支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして示しているガイドラインを改訂。

ガイドラインの目的

〇 放課後等デイサービスについて、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

こども施策の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守
られ、平等に教育を受けられること。

○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の
様々な活動に参加できること。

○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれ
からにとって最もよいことが優先して考えられること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つこと
が難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

障害児支援の基本理念

○ 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供（こどものウェルビーイン
グの向上、エンパワメントを前提とした支援）

〇 合理的配慮の提供（社会的なバリアを取り除くための対話・検討）
〇 家族支援の提供（家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした支
援）

〇 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進（一般のこども施策との併行
利用や移行に向けた支援、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組）

〇 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供（関係機関や関係者の連
携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築）

放課後等デイサービスの役割
〇 学齢期の障害のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行うほか、こども
の発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うこと。
○ 全てのこどもが共に成長できるよう、学校、特別支援学校、専修学校等と連携を図りながら、小学生の年齢においては放課後児童クラブ等との併行利用や移行に向けた支
援を行うとともに、学齢期全般において地域の一員としての役割の発揮や地域の社会活動への参加・交流を行うことができるよう支援（移行支援）を行うほか、こどもや家庭
に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していくこと。

放課後等デイサービスの目標

〇 生きる力の育成とこどもの育ちの充実 〇 こどもと地域のつながりの実現
〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定 〇 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

放課後等デイサービスの方法

○ こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握（※１）し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援（※２）を提供することを基本としつつ、こ
どもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援（※３）を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧にオーダーメイドの支援を行っていく
ことが重要。
※１ 本人支援の５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。
※２ 個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、５領域の視点を網羅した支援
※３ ５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、５領域のう
ち特定（又は複数）の領域に重点を置いた支援



放課後等デイサービスの内容

①本人支援
「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間
関係・社会性」の５領域の視点を網羅した個々のこどもに応じたオーダー
メイドの支援を４つの基本活動を組み合せて提供する。

②家族支援
こどもの成長や発達の
基盤となる親子関係や家
庭生活を安定・充実させ
る支援

③移行支援
こどもが、可能な限り、地域において放課後等
に行われている多様な学習・体験・活動や居場
所を享受し、その中で適切な支援を受けられる
ようにしていくことや、同年代のこどもをはじめ
とした地域における仲間づくりを図っていく支
援

④地域支援・地域連携
こどもの育ちや家庭の生活の支援
に関わる保健・医療・福祉・教育・労
働等の関係機関や障害福祉サービス
等事業所等との連携による支援

放課後等デイサービスの流れ

〇 障害児相談支援事業所が、障害児支援利用計画を作成し、その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、放課後等デ
イサービス計画を作成し、これに基づき日々の支援が提供される。
〇 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し（５領域の視点等を踏まえたアセスメント）、放課後等デイサービスが
提供すべき支援の内容を踏まえて放課後等デイサービス計画を作成し（将来に対する見通しを持ち、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を
踏まえて作成）、全ての職員が放課後等デイサービス計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。作成した放課後等デイサービス計画は、障害児相談支援事業所へ交
付する。
〇 放課後等デイサービス計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うこととなっており、モニタリングの結果に基づき、放課後等デイサービス計画の見直しを行っていく。

関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関（※）が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を
密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要。
※ 市町村、医療機関、学校等、他の放課後等デイサービスや児童発達支援事業所、放課後児童クラブ等、こども家庭センターや児童相談所、（自立支援）協議会等
〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共
有等を行うなど、特に連携を図ることが重要。

組織運営管理

〇 自己評価については、従業者評価及び保護者評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。
○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、５領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画（支援プログラム）を作
成する必要がある。

衛生管理・安全管理対策等

〇 衛生管理：感染症対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業務継続計画（BCP）の策定が必要。
〇 非常災害対策：非常災害に備えて、消火設備等の必要な設備、具体的計画の作成や周知、定期的な避難訓練、事業継続計画（BCP）の策定が必要。市町村が作成する個別避
難計画への協力（計画作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握している相談支援事業所等の参画が想定されることから、当該相談支援事業所等との間で災害時の対応
について意思疎通を図っておくこと）も重要。
〇 安全管理対策：安全計画の策定、事故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、緊急時における対応方法についてのマニュアルの策定・訓練、救急対応に関する知識と
技術の習得が必要。

権利擁護

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要。
〇 身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要。

放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月） （概要版②）

日常生活の充実と自立支援のための活動 多様な遊びや体験活動

地域交流の活動 こどもが主体的に参画できる活動



保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月） （概要版①）

ガイドライン策定の背景

〇 平成24年の児童福祉法改正以降、身近な地域で障害児通所支援を受けることができる環境は大きく改善した一方、インクルージョンの取組は十分に推進されてきたとは
必ずしも言えない状況にある。
〇 令和３年から令和５年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和４年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うことが明
確化されたこと、令和５年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより一層図
るため、保育所等訪問支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして、新たにガイドラインを策定。

ガイドラインの目的

〇 保育所等訪問支援について、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、保育所等訪問支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

こども施策の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守
られ、平等に教育を受けられること。

○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の
様々な活動に参加できること。

○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれ
からにとって最もよいことが優先して考えられること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つこと
が難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

障害児支援の基本理念

○ 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供（こどものウェルビーイン
グの向上、エンパワメントを前提とした支援）

〇 合理的配慮の提供（社会的なバリアを取り除くための対話・検討）
〇 家族支援の提供（家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした支
援）

〇 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進（一般のこども施策との併行
利用や移行に向けた支援、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組）

〇 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供（関係機関や関係者の連
携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築）

保育所等訪問支援の役割

〇 保育所・幼稚園・認定こども園、小学校・中学校・高等学校、特別支援学校、乳児院、児童養護施設、放課後児童クラブ（以下「保育所等」という。）など、こどもが集団生活を営
む施設を訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行うこと。

保育所等訪問支援の目標

〇 こどもの集団生活への適応とこどもの育ちの充実 〇 訪問先施設への支援を通じたこどもの育ちの安定
〇 成長を喜びあえる土台作りと家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定 〇 保育所等における全てのこどもの育ちの保障

保育所等訪問支援の方法

○ こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等によるアセスメントにより把握したニーズに基づき、訪問日の日程調整を行った上で、保育所等を訪問し、こどもの様子を
丁寧に観察し、こども本人に対する支援（集団生活への適応や日常生活動作の支援など）や訪問先施設の職員に対する支援（こどもへの理解や特性を踏まえた関わり方の伝
達など）、支援後のカンファレンス等におけるフィードバック（支援の対象となるこどものニーズや今後の支援の進め方など）を提供することを通じて、こどもの集団生活への
適応を支援するとともに、こどもの特性を踏まえた関わり方や環境の調整などについて助言していく。
○ こどもは家庭や地域社会における生活を通じて、様々な体験等を積み重ねながら育っていくことが重要であり、訪問支援の実施後は、家族への報告を行い、家庭生活にお
いて、支援の内容を踏まえたこどもとの関わり方の改善や環境の調整等を促していくとともに、こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の様々な関係者や関係機関と
連携して支援を進めていくことが重要。



保育所等訪問支援の内容

①こども本人に対する支援
こどもが集団生活の場で安全・安心に過ごすことができ
るよう、訪問先施設における生活の流れの中で、集団生
活への適応や日常生活動作の支援を行うこと

②訪問先施設の職員に対する支援
訪問先施設のこどもに対する支援力を向上させること
ができるよう、こどもの発達段階や特性の理解を促す
とともに、こどもの発達段階や特性を踏まえた関わり
方や訪問先施設の環境等について助言を行うこと

③家族支援
家族が安心して子育てを行うとともに、安心してこど
もを保育所等に通わせることができるよう、保護者に
対し、訪問先施設におけるこどもの様子や、訪問先施
設の職員のこどもへの関わり方などを含め、提供した
保育所等訪問支援の内容を伝えること

保育所等訪問支援の流れ

〇 障害児相談支援事業所が、障害児支援利用計画を作成し、その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、保育所等訪
問支援計画を作成し、これに基づき支援が提供される。
〇 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援を利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し、保育所等訪問支援が提供すべき支援の内容を踏まえて保育所等訪問支
援計画を作成し（将来に対する見通しを持ち、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成）、全ての職員が保育所等訪問支援計画
に基づいた支援を行っていけるように調整する。作成した保育所等訪問支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付する。
○ 保育所等訪問支援計画の「支援目標」及び「支援内容」については、保育所等訪問支援そのものがインクルージョンを推進するものであることを踏まえ、こどもが訪問先施設
での生活に適応し、今の生活と将来の生活の両方を充実させていく観点から組み立てていく必要がある。
〇 保育所等訪問支援計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うこととなっており、モニタリングの結果に基づき、保育所等訪問支援計画の見直しを行っていく。

関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人を支援の輪の中心として考え、様々な関係者や関係機関（※）が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連
携を密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要。
※ 訪問先施設、市町村、児童発達支援センター、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所、こども家庭センターや児童相談所、（自立支援）協議会、類似事業（地域
障害児支援体制強化事業や障害児等療育支援事業）の実施機関等

〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共
有等を行うなど、特に連携を図ることが重要。

組織運営管理

〇 自己評価については、従業者評価、保護者評価及び訪問先施設評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。

衛生管理・安全管理対策等

○ 訪問先施設に滞在する間は、訪問先施設の定める運営規程等に従うことが必要であり、事前に訪問先施設に確認の上、ルールやマニュアル等も確認し、訪問する職員に周
知徹底しておくことが必要。
〇 衛生管理：感染症対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業務継続計画（BCP）の策定が必要。
〇 安全管理対策：安全計画の策定・訪問先施設との共有、事故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、訪問先施設における事故発生時の対応方法の事前確認が必要。

権利擁護

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要。
〇 身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要。

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月） （概要版②）



第 1 章 総論

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版①）

１．ガイドラインの目的

児童発達支援について、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、児童発達支援センター及び児童発達支援事業所 （以下単に「事業所等 」とい
う。）における児童発達支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

２．こども施策全体の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加できること。
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられ
ること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保さ
れること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

こども施策の基本理念

３．障害児支援の基本理念

○ こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどものウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援
を提供すること。
○ こどもの特性に合わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した上で支援を提供すると
ともに、 こども自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

障害の特性を踏まえた
ニーズに応じた発達支援の提供

（１）

○ 障害のあるこどもや保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が障害のあるこどもの活動を制限
する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取り除くために必要な対応はどのようなものがあるか、などについて検討し
ていくこと。

合理的配慮の提供（２）

○ 家族の支援にあたっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につながるよう取り組んでいくこと。家族自身
が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

家族支援の提供（３）

○ 障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、インク
ルージョン推進の観点を常に持ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、保育所、認定こども園、幼稚園等の一般のこども施策と
の併行利用や移行に向けた支援や、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組を進めていくこと。

地域社会への
参加・包摂（インクルージョン）の推進

（４）

○ こどものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養護、就労支援等の関係機関や障害当事者
団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ること。

事業所や関係機関と連携した
切れ目ない支援の提供

（５）



第 ２ 章 児童発達支援の全体像

１．定義

２．役割

○ 主に就学前の障害のあるこども又はその可能性のあるこどもに対し、個々の障害の状態及や発達の状況、障害の特性等に応じた発
達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行うほか、こどもの発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うこと。

○ 全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、地域の保育、教育等を受けられるように支援（移行支援）を
行うほか、こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していくこと。

児童発達支援の役割（１）

○ 地域の障害児支援の中核的役割を担う機関として、（１）の役割に加えて、自治体や、障害福祉・母子保健・医療・子育て支援・教育・社
会的養護など、こどもの育ちや家庭の生活に関わる様々な分野の関係機関との連携を進め、地域の支援体制の構築を図っていくこと。

児童発達支援センターの
中核的役割

（２）

３．児童発達支援の原則

○ 児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活
への適応のための支援を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療・・・を行うことをいう。
○ 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を
必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的
とする施設とする。

こどもが充実した毎日を過ごし、望ましい未来を作り出し、ウェルビーイングを実現していく力の基礎を培うことが重要であることから、以下を目
標として支援を提供していくことが必要である。

乳幼児期は、障害の有無にかかわらず、こどもの生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であることから、安定したアタッチメント （愛
着） を形成していくこと。将来のこどもの発達・成長の姿を見通しながら、日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、障害の状態や発達の状況、障
害の特性等に応じ、様々な遊びや多様な体験活動の機会を提供することを通じて、こどもの自尊心や主体性を育てつつ、発達上のニーズに合わせ
て、こどもの育ちの充実を図ること。

こどもの家族の意向を受け止め、こどもと家族の安定した関係に配慮し、きょうだいを含めた家族をトータルに支援していくことを通じて、こど
もの暮らしや育ちを支えること。

こどもや家族の意向を踏まえながら、保育所、認定こども園、幼稚園等との併行利用や移行を推進していくとともに、地域との交流を図るなど、
地域において全てのこどもが共に成長できるよう支援することを通じて、こどもと地域のつながりを作っていくこと。

こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の関係機関や他の事業所等との連携を通じて、こどものライフステージや家庭の状況に応じて、
切れ目のない一貫した支援を提供することにより、こどもと家族が包括的に支えられ、地域で安心して暮らすことができる基盤を作っていくこと。

児童発達支援
の目標

（１）

〇 アタッチメントの形成とこどもの育ちの充実

〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定

〇 こどもと地域のつながりの実現

〇 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版②）



３．児童発達支援センターの原則（続き）

○ こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズ等を丁寧に把握し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援を提供することを
基本としつつ、こどもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧
にオーダーメイドの支援を行っていくことが重要である。

本人支援の５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメント
を行うことが必要

個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、５領域の視点を網羅したオーダーメイドの支援

５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集
中的に行う、５領域のうち特定（又は複数）の領域に重点を置いた支援

○ こどもは家庭や地域社会における生活を通じて、様々な体験等を積み重ねながら育っていくことが重要であることから、上記の「本人支援」に加
え、「家族支援」、「移行支援」、「地域支援・地域連携」もあわせて行われることが基本である。

児童発達支援
の方法

（２）

○ こどもが興味関心を拡げ、こどもによる選択ができるよう配慮すること。
○ こどもの活動が豊かに安全・安心に展開されるよう、設備や環境を整え、衛生管理や安全の確保等に努めること。
○ 温かで、親しみやすく、くつろげる場となるようにするとともに、個々のニーズに配慮した環境の中で、生き生きと活動できる場となるように配
慮すること。

○ こどもが人と関わる力を育てていくため、こども自らが周囲のこどもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。

児童発達支援
の環境

（３）

○ 権利行使の主体としてこどもの人権に十分配慮することを徹底するとともに、こども一人ひとりの人格や意見を尊重して児童発達支援を行うこ
と。

○ こどもの家族の意向を受け止め、支援に当たるとともに、家族に対し、児童発達支援の内容について適切に説明し、相談や申入れ等に対し適切
に対応すること。

○ 地域社会との交流や連携を図り、地域社会に、事業所等が行う児童発達支援の内容を適切に説明すること。
○ 支援の内容や役割分担について定期的に点検し、その質の向上が図られるようにするとともに、こどもが安心して支援を受けられるよう、安全
管理対策等を講じること。

○ 通所するこどもやその家族の個人情報を適切に取り扱うこと。

児童発達支援
の社会的責任

（４）

第 ３ 章 児童発達支援の提供すべき支援の具体的内容

１．児童発達支援の提供に当たっての留意事項

こどもの育ちの連続性を意識した支援が求められていることから、保育所等との連携及び併行利用や移行に向けた支援を行うために、「保育所保育指針」、「幼稚園教育要
領」、「特別支援学校幼稚部教育要領」及び「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の内容についても理解し、支援に当たることが重要である。

■ こどもの発達の過程や障害特性に応じた発達のニーズ等の把握

■ 総合的な支援

■ 特定の領域に重点を置いた支援

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版③）



①本人支援

実際の支援場面においては、下記の要素を取り入れながら、こどもの支援ニーズや、現在と当面の生活の状況等を踏まえて、こどもの育ち全体に必要な支援を組み立て
ていく必要。

④地域支援・地域連携③移行支援②家族支援

こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる保健・医療・福
祉・教育・労働等の関係機関や障害福祉サービス等事業所等
と連携して、こどもや家族の支援を進めていくことが必要。

支援の中に「移行」という視点を取り入れ、具体的な移行先
が既にある場合は、その移行先への移行に向けた支援を、現
時点で特段の具体的な移行先がない場合は、こどもが地域
で暮らす他のこどもと繋がりながら日常生活を送ることが
できるように支援を提供していくことが重要。

こどもの成長や発達の基盤となる親子関係や家庭生活を
安定・充実させることが、こどもの「育ち」や「暮らし」の安定・
充実につながる。

２．児童発達支援の内容

視覚障害、聴覚障害、知的障害、発達障害、精神的な強い不安等、場面緘黙（選択性かん黙）、肢体不自由、病弱・身体虚弱、医療的ケア、重症心身障害、
複数の種類の障害、強度行動障害、高次脳機能障害など、それぞれの障害特性や状態等に応じて必要な配慮を行うことが必要。

障害特性に応じた配慮事項

こどもの行動や態度、表情など、支援に当たって気に留めておくべき点（例：虐待が疑われるこども、生活困窮が疑われる家庭のこども、外国にルーツ
のあるこどもに応じた留意点）に加え、日頃から保護者との関係づくりを丁寧に行うことで保護者の孤立を防ぐとともにこどもの変化に気付きやすくし
ておくこと、さらには専門機関やボランティア・NPO団体などの地域資源についての情報を収集しておくことが重要。

特に支援を要する家庭のこども
に対する支援にあたっての留意点

〇健康状態の維持・改善

〇生活習慣や生活リズムの形成

〇基本的生活スキルの獲得

〇姿勢と運動・動作の基本的技

能の向上

〇姿勢保持と運動・動作の補助

的手段の活用

〇身体の移動能力の向上

〇保有する感覚の活用

〇感覚の補助及び代行手段の活

用

〇感覚の特性への対応

〇認知の特性についての理解と

対応

〇対象や外部環境の適切な認知

と適切な行動の習得
（感覚の活用や認知機能の発達、

知覚から行動への認知過程の発

達、認知や行動の手掛かりとな

る概念の形成）

〇行動障害への予防及び対応

〇コミュニケーションの基礎的

能力の向上

〇言語の受容と表出

〇言語の形成と活用

〇人との相互作用によるコミュ

ニケーション能力の獲得

〇コミュニケーション手段の選

択と活用

〇状況に応じたコミュニケー

ション 等

〇アタッチメント（愛着）の形

成と安定

〇遊びを通じた社会性の発達

〇自己の理解と行動の調整

〇仲間づくりと集団への参加

健康・生活 運動・感覚 認知・行動 言語・コミュニケーション 人間関係・社会性

〇アタッチメント（愛着）の形成

〇家族（きょうだいを含む。）からの相談に対する適切

な助言等

〇障害の特性に配慮した家庭環境の整備

〇保育所等への移行支援

〇ライフステージの切替えを見据えた将来的な移行に向け

た準備

〇保育所等と併行利用している場合における併行利用先と

の連携

〇同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくり

〇通所するこどもに関わる地域の関係者・関係機関と連

携した支援

５
領
域

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版④）



２．児童発達支援の内容

第 ４ 章 児童発達支援計画の作成及び評価
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保育所・認定こども園、幼稚園等

個別の教育支援計画等

① ②

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨ ⑩

⑪

児童発達支援計画の作成の流れ

③

⑪

⑪

⑩

相談支援専門員は、こどもや家族との面談により、こどもの心身の状況や置かれている環境、日常生活の状況、
現に受けている支援、支援の利用の意向等をこどもや家族から聞き取った上で、それらに基づいたアセスメント
によりニーズを明らかにし、総合的な援助方針を提案する。

相談支援専門員は、こどもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、障害児通所支援や障害福祉サービスの
中から、必要な支援を選択又は組み合わせ、個々の支援の目的や内容及び量について検討し、こども又は保護者
の同意のもと、障害児支援利用計画案を作成する。

障害児支援利用計画の作成の流れ

①

②

市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、事業所等の利用についての支給決定を行う。
③

相談支援専門員は、支援を提供する事業所等を集めた担当者会議を開催する。担当者会議には、こどもや家族、
事業所等の児童発達支援管理責任者や職員、他の支援等を利用している場合にはその担当者、その他必要に応じ
て、こどもや家族への支援に関係する者が招集される。

④

相談支援専門員は、担当者会議を踏まえ、こども又は保護者の同意のもと障害児支援利用計画を確定し、こども
や保護者をはじめ、支給決定を担当する市町村、事業所等の支援を提供する者に交付する。

⑤

児童発達支援管理責任者は、こどもや家族への面談等により、本人支援の５領域（「健康・生
活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」）の視点等
を踏まえたアセスメントを実施する。
※ 市町村による支給決定の際の「５領域20項目の調査」の活用が望ましい。

⑥

児童発達支援管理責任者は、障害児支援利用計画やアセスメントを踏まえ、児童発達支援
計画を作成する。
将来に対する見通しを持った上で、障害種別や障害の特性、こどもの発達の段階を丁寧に
把握し、それらに応じた関わり方を考えていくとともに、こどもや保護者の意思の尊重、こど
もの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成することが必要である。

⑦

個別支援会議の開催に当たっては、こどもの支援に関わる職員を積極的に関与させること
が必要である。オンラインの活用や、個別支援会議を欠席する職員がいる場合の会議の前後
での情報共有も可能である。いずれにしても、こどもの支援に関わる全ての職員に必ず意見
を聴く機会を設けることが求められる。
また、こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を保障することが重要であることに鑑み、
当該こどもの年齢や発達の程度に応じて、こども本人や保護者の意見を聴くことが求められ
る。そのため、例えば、会議の場にこどもと保護者を参加させることや、会議の開催前にこど
も本人や保護者に直接会って意見を聴くことなどが考えられる。

⑧

児童発達支援計画には、「利用児と家族の生活に対する意向」、「総合的な支援の方針」、
「長期目標」、「短期目標」、「支援の標準的な提供時間等」、「支援目標及び具体的な支援内容
等」（「本人支援・家族支援・移行支援・地域支援・地域連携の項目」、「支援目標」、「支援内容
（５領域との関連性を含む。）」、「達成時期」、「担当者・提供機関」、「留意事項」）を記載する。
それぞれの記載項目については、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながり
を持って作成していくことが必要であり、「利用児と家族の生活に対する意向」を踏まえて
「総合的な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」と「短期目標」、それを達成するた
めの「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定することが必要である。
児童発達支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付を行うことが必要である。

⑨

障害児支援利用計画は、一定期間毎に、モニタリングを行うことになっており、各事業所か
ら支援の提供状況や効果について確認した結果、現在の支援がニーズの充足のために適切
でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していたり、新たなニーズが確認され
た場合は、必要に応じて担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直す。

児童発達支援計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うことになっているが、こど
もの状態や家庭状況等に変化があった場合には、６か月を待たずしてモニタリングを行う必
要がある。
障害児支援利用計画との整合性のある児童発達支援計画の作成と児童発達支援の実施が
重要であることから、モニタリング時においても、障害児相談支援事業所と相互連携を図り
ながら、情報共有を行うことが重要である。
モニタリングにより、児童発達支援計画の見直しが必要であると判断された場合は、児童
発達支援計画の積極的な見直しを行う。

⑩

⑪

支
援
提
供
の
流
れ

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑤）



第 ５ 章 関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人を支援の輪の中心として考え、様々な関係者や関係機関が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を密にし、適切に情報
を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要である。
〇 このため、事業所等は、日頃から、関係機関との連携を図り、児童発達支援が必要なこどもが、円滑に児童発達支援の利用に繋がるようにするとともに、その後も、こどもの支援が保育所等や
学校等に適切に移行され、支援が引き継がれていくことが必要である。
〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共有等を行うなど、
特に連携を図ることが重要である。

市町村

支援の必要なこどもと家族を地域全体で支えていくため、
地域のニーズや資源等を把握し、地域全体の支援の体制整
備を行う市町村との連携が必要。

こども家庭センター・児童相談所

こども家庭センターによる支援が必要な場合や既に支援
が行われている場合、きょうだいがヤングケアラーである
と疑われる場合等には、こども家庭センターとの連携が重
要。また、虐待が疑われる場合には速やかに事業所内で情
報共有を行うとともに、児童相談所等と連携して対応を図
ることが必要。

医療機関等

こどもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合に備
え、近隣に協力医療機関を定めておく必要がある。また、こ
どもが服薬している場合等には、保護者と連携を図りなが
ら主治医との情報共有を行うとともに、医療ケア児に支援
を行う場合には、医療的ケア児支援センターや医療的ケア
児等コーディネーター等との連携が必要。

他の事業所等

合同の研修や相互の助言、複数事業所を利用するこども
の場合のこどもの状態像や必要な支援の見立てについて
の共通認識・支援内容の相互理解などの連携が必要。
児童発達支援センターの場合は、地域における連携・ネッ
トワーク構築の核として、地域の事業所へのスーパーバイ
ズ・コンサルテーションの実施や、研修・事例検討会の開催
等も必要。

（自立支援）協議会

自立支援協議会こども部会等へ積極的に参加による連
携が必要。
自治会の会合等への参加や地域のボランティア組織との
連絡、地域住民との交流活動や地域住民も参加できる行
事の開催などの地域との関わりの機会の確保が重要。

保育所や幼稚園等

保育所等への移行時の情報共有や移行後のフォローアッ
プ、保育所等との併行利用の場合の支援内容の共有や
バックアップ、保育所等との交流や同年代の障害のないこ
どもと活動する機会の確保などの連携が必要。

学 校

進学時におけるこどもの発達状況や障害特性、支援内容
の情報共有・相互理解などの連携が必要。

放課後等デイサービス事業所

放デイ利用開始時におけるこどもの発達状況や障害特性、
支援内容の情報共有・相互理解などの連携が必要。利用開
始後も連携体制を継続することが望ましい。

児童発達支援センター等

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑥）



第 ６ 章 児童発達支援の提供体制

〇 自己評価については、従業者評価及び保護者評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。
〇 事業所等は、従業者評価及び保護者評価を踏まえた事業所全体としての自己評価の結果、さらに強化・充実を図るべき点（事業所等の強み）や、課題や改善すべき点
（事業所等の弱み）を職員全員の共通理解の下で分析し、課題や改善すべき点と考えられる事項について、速やかにその改善を図る必要がある。
〇 事業所等の自己評価の結果及び保護者評価の結果並びにこれらの評価を受けて行った改善の内容については、概ね１年に１回以上、保護者に示すとともに、広く地域
に向けて、インターネットのホームページや会報等で公表しなければならない。保護者に示す方法としては、事業所等で発行している通信に掲載したり、保護者の目につ
きやすい場所に掲示したりする方法が考えられる。
○ 事業所等は、自己評価の結果及び保護者評価の結果並びにこれらの評価を受けて明らかになった事業所等の強みや弱みを踏まえ、全職員が一体となって、日々の支
援の中で、さらなる支援の充実や改善に向けて取組を進めていく必要がある。

自己評価の
実施・公表・活用

○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社
会性｣）との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画（支援プログラム）を作成する必要がある。
○ 作成された支援プログラムについては、事業所等の職員に対し理解を促し、これに基づき適切な支援の提供を進めていくとともに、利用者や保護者等に向けて、重要
事項説明書や個別支援計画等の説明時に併せて丁寧に説明し、インターネットのホームページや会報等で公表していくことが求められる。支援プログラムの公表について
は、令和６年度中は努力義務とされているが、総合的な支援の推進と支援の見える化を進める観点から、取組を進めることが望ましい。
なお、支援プログラムの内容に変更があった場合は、速やかに変更後の支援プログラムを公表することが望ましい。

支援プログラム
の作成・公表

１．組織運営管理

〇 感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のため、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施が必要である。
〇 こどもの健康状態の把握及び感染症発生の早期発見のために、こどもの来所持の健康チェック及び保護者との情報共有の体制を構築しておくことが必要である。
〇 感染症が発生した場合であっても、重要な事業を継続又は早期に業務再開を図るため、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、ＢＣＰに従い、職員に対して必要な
研修及び訓練（シミュレーション）を実施することが必要である。 ※新興感染症の場合は、インフルエンザ等の感染症とは異なる対応も想定されることを念頭に置く必要。
〇 アレルギー対策として、除去食や制限食で対応できる体制を整えることや、事業所等で飲食を伴う活動を実施する際に事前に提供する内容について周知すること等が
必要である。

衛生管理
健康管理

○ 非常災害に備えて、消火設備等の必要な設備、非常災害に関する具体的計画の作成や周知、定期的な避難訓練（地震や火事、風水害など非常災害の内容を明確にした
上で、それぞれの災害に対する訓練を行うことが重要）、事業継続計画（BCP）の策定が必要である。
〇 障害のあるこどもについては、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされており、その作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握する福祉専門職等の関係者
の参画が極めて重要であるとされていることから、保護者のほか、相談支援事業所や主治医の参画が想定されるため、当該相談支援事業所等との間で、災害発生時の対
応について綿密に意思疎通を図っておくことが重要である。

非常災害対策

２．衛生管理・安全管理対策等

〇 こどもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合の保護者、協力医療機関及び主治医への連絡や、緊急時における対応方法についてのマニュアルの策定・訓練、医
療的ケア児について生命に関わる事態が起きた場合の対応を学び実践できるようにしておくこと等が必要である。
○ こどものケガや病気の応急処置の方法について、日頃から研修や訓練に参加し、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、「エピペン®」
等の使用）に関する知識と技術の習得に努めることが必要である。

緊急時対応

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑦）



第 ６ 章 児童発達支援の提供体制

２．衛生管理・安全管理対策等（続き）

〇 安全計画の策定・周知、研修や訓練の定期的な実施、安全点検や安全管理マニュアル（リスクの高い場面において気を付けるべき点や職員の役割等を明確にしたもの）
の作成が必要である。
※ 送迎、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事・おやつ中など、それぞれの場面に応じて具体的な注意喚起を促す必要。
〇 事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることが求められていることから、指定権者である都道府県、支
給決定の実施主体である市町村及び事業所等の所在する市町村が、どのような事故の場合に報告を求めているかや、事故が発生した場合にどのような方法により報告
を求めているかについて、必ず都道府県や市町村のホームページ等で確認し、適切な対応を行う必要がある。
※ 事故事例の検証やヒヤリ・ハット事例の検証、事故原因の共有と再発防止の取組が必要。
○ 送迎や事業所外での活動のために自動車を運行する場合は、こどもの乗降時の際の点呼や自動車にブザー等の安全装置を装備することが必要である。
○ 医療的ケアを必要とするこどもについては、人工呼吸器や痰の吸引機等の医療機器の電源の確保やバッテリー切れの防止などに常に留意する必要がある。また、職員
の見守り等により、こども同士の接触によるチューブの抜去などの事故の防止にも取り組む必要がある。

安全管理

第 ７ 章 支援の質の向上と権利擁護

〇 職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、その計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保することが必要である。職員の知識・技術の向上

１．支援の質の向上の取組

〇 研修の実施・参加等のほか、喀痰吸引等の研修の受講（医療的ケア児や重症心身障害児への適切な支援のため）や、強度行動障害支援者養成研修や中核的人材
養成研修を受講（強度行動障害のあるこどもへの適切な支援のため）させることも重要である。

研修の受講機械等の提供

〇 児童発達支援センターによるスーパーバイズ・コンサルテーションを受けることにより、対応が難しいこどもや家族をはじめ、個別ケースへの支援も含め、支援の
質の向上につなげていくことが望ましい。

スーパーバイズ等の活用

〇 身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要がある。
〇 やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の３つの要件を全て満たすことが必要となる。身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がな
いか等について慎重に検討した上で、組織的に決定する必要があり、児童発達支援計画に、身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、こどもや保護
者に事前に十分に説明をし、了解を得た上で記載することが必要である。
○ 身体拘束を行った場合には、記録を行うことが必要である。

身体拘束への対応

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要で
ある。
〇 職員からの虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支
援を実施できるようにする必要がある。
〇 職員による虐待を発見した場合は市町村の窓口に、保護者による虐待を発見した場合は、市町村、福祉事務所又は児童相談所等へ通報する必要がある。

虐待防止の取組

２．権利擁護

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑧）



第 1 章 総論

放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月）（詳細版①）

１．ガイドラインの目的

放課後等デイサービスについて、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、放課後等デイサービスにおける支援の内容や運営及びこれに関連する
事項を定めるものである。

２．こども施策の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加できること。
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられ
ること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保さ
れること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

こども施策の基本理念

３．障害児支援の基本理念

○ こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどものウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援
を提供すること。
○ こどもの特性に合わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した上で支援を提供すると
ともに、 こども自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

障害の特性を踏まえた
ニーズに応じた発達支援の提供

（１）

○ 障害のあるこどもや保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が障害のあるこどもの活動を制限
する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取り除くために必要な対応はどのようなものがあるか、などについて検討し
ていくこと。

合理的配慮の提供（２）

○ 家族の支援にあたっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につながるよう取り組んでいくこと。家族自身
が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

家族支援の重視（３）

○ 障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、インク
ルージョン推進の観点を常に持ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、放課後児童クラブ等の一般のこども施策との併行利用
や移行に向けた支援や、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組を進めていくこと。

地域社会への
参加・包摂（インクルージョン）の推進

（４）

○ こどものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養護、就労支援等の関係機関や障害当事者
団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ること。

事業所や関係機関と連携した
切れ目ない支援の提供

（５）



第 ２ 章 放課後等デイサービスの全体像

１．定義

２．役割

３．放課後等デイサービスの原則

○ 放課後等デイサービスとは、学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）又は専修学校等（同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第１項に
規定する各種学校をいう。以下同じ。）に就学している障害児（専修学校等に就学している障害児にあっては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日におけ
る支援の必要があると市町村長（特別区の区長を含む。）が認める者に限る。）につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に
通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

一人一人の人間性の成長にしっかりと目を向けながら、こどもが安全・安心で自分らしく過ごせる居場所として、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、多様な遊
びや体験活動等の機会を提供することにより、こどもが自己肯定感や自己有用感を高め、ウェルビーイングを実現していく力を培うことが重要であることから、以
下を目標として支援を提供していくことが必要である。

一人一人の人間性の成長にしっかりと目を向け、単に知識やスキルを身につけるのではなく、生きる力や自立心を育てていくとともに、将来のこどもの発達・
成長の姿を見通しながら、日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、障害の状態や発達の状況・障害の特性等に応じ、様々な遊びや学び、多様な体験活動の機
会を提供することを通じて、こどもの自尊心や主体性を育てつつ、発達上のニーズに合わせて、こどもの育ちの従事を図ること。

こどもの家族の意向を受け止め、こどもと家族の安定した関係に配慮し、きょうだいを含めた家族をトータルに支援していくことを通じて、こどもの暮らしや育

ちを支えること。

こどもや家族の意向を踏まえながら、地域の学校等や放課後児童クラブ、児童館等の教育や子育て支援施策、地域の活動と連携し交流を進めるとともに、放課

後児童クラブを併用している場合には、十分な連携を図る等を通じて、こどもと地域のつながりを作っていくこと。

こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の関係機関や他の放課後等デイサービス事業所、地域の障害児支援の中核的な役割を担う児童発達支援セン
ター等との連携を通じて、こどものライフステージや家庭の状況に応じて、切れ目のない一貫した支援を提供することにより、こどもと家族が包括的に支えられ、
地域で安心して暮らすことができる基盤を作っていくこと。

放課後等デイ
サービスの目標

（１）

〇 生きる力の育成とこどもの育ちの充実

〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定

〇 こどもと地域のつながりの実現

〇 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

〇 学齢期の障害のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況・障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行うほか、こども
の発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うことが求められる。
また、全てのこどもが共に成長できるよう、学校、特別支援学校、専修学校等（以下「学校等」という。）と連携を図りながら、小学生の年齢においては放課後児童クラブ等

との併行利用や移行に向けた支援を行うとともに、学齢期全般において地域の一員としての役割の発揮や地域の社会活動への参加・交流を行うことができるよう支援（移
行支援）を行うことも求められる。
さらに、こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していくことも求められる。

放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月）（詳細版②）



３．放課後等デイサービスの原則（続き）

〇 それぞれの時期のこどもの発達の過程や特性等に応じた発達上のニーズ、適応行動の状況や特に配慮が必要な事項等を丁寧に把握し理解し
た上で、放課後等デイサービスを利用する全てのこどもをありのままに受け止めて、こどもが自分らしく過ごせる場であるという安全・安心の土
台の上で、総合的な支援を提供することを基本としつつ、こどもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支
援を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧にオーダーメイドの支援を行っていくことが重要である。

こどもの発達の過程や特性等に応じた、発達上のニーズの把握に当たっては、本人支援の５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、
｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要である。

総合的な支援とは、本人支援の５領域の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、生活や遊び等の中で、５領域の視点を網羅した個々の
こどもに応じたオーダーメイドの支援が行われるものである。

また、特定の領域に重点を置いた支援とは、本人支援の５領域の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、５領域の視点を網羅した支援
（総合的な支援）を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、５領域のうち、特定（又は複数）の領域に重点を
置いた支援が計画的及び個別・集中的に行われるものであり、一対一による個別支援だけでなく、個々のニーズに応じた配慮がされた上で、小
集団等で行われる支援も含まれるものである。

〇 こどもは家庭や地域社会における生活を通じて、様々な体験等を積み重ねながら育っていくことが重要である。そのため、「本人支援」に加え、
「家族支援」、「移行支援」、「地域支援・地域連携」もあわせて行われることが基本である。

放課後等デイ
サービスの方法

（２）

〇 こども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことにより、興味関心を拡げ、こどもによる選択ができるよう配慮するこ
と。

〇 こどもの活動が豊かに安全・安心に展開されるよう、放課後等デイサービス事業所の設備や環境を整えるとともに、事業所の衛生管理や安全の
確保等に努めること。

〇 こどもが生活する空間は、温かで、親しみやすく、くつろげる場となるようにするとともに、障害の特性を踏まえ、時間や空間を本人にわかりや
すく構造化することや、不安な気持ちを落ち着かせる環境を整えるなど、個々のニーズに配慮した環境の中で、生き生きと活動できる場となる
ように配慮すること。

〇 こどもが人と関わる力を育てていくため、こども自らが周囲のこどもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。

放課後等デイ
サービスの環境

（３）

○ 権利行使の主体として、こどもの人権に十分配慮することを徹底するとともに、こども一人ひとりの人格や意見を尊重して支援を行うこと。
○ こどもの家族の意向を受け止め、支援に当たるとともに、家族に対し、支援の内容について適切に説明し、相談や申入れ等に対し適切に対応す
ること。

○ 地域社会との交流や連携を図り、地域社会に、事業所等が行う支援の内容等の情報を適切に発信すること。
○ 支援の内容や役割分担について定期的に点検し、その質の向上が図られるようにするとともに、こどもが安心して支援を受けられるよう、安全
管理対策等を講じること。

○ 通所するこどもやその家族の個人情報を適切に取り扱うこと。

放課後等デイ
サービスの
社会的責任

（４）

■ こどもの発達の過程や特性等に応じた発達上のニーズの把握

■ 総合的な支援

■ 特定の領域に重点を置いた支援
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第 ３ 章 放課後等デイサービスの提供すべき支援の具体的内容

１．放課後等デイサービスの提供に当たっての留意事項

こどもの育ちの連続性を意識した支援が求められていることから、放課後児童クラブ等との連携及び併行利用や移行に向けた支援を行うために、放課後児童クラブ運営指針
の「育成支援（放課後児童クラブにおけるこどもの健全な育成と遊び及び生活の支援）の内容」を理解するとともに、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援
学校高等部学習指導要領についても理解し、支援に当たることが重要である。

○ こどもは学校生活の中で、読み書きや計算の基本的技能を習得し、日常生活に必要な概念を学習し、係や当番等の社会的役割を担う中
で、自らの成長を自覚していく。一方で、同時にまだ解決できない課題にも直面し、他者と自己とを比較し、葛藤も経験する。
○ 遊び自体の楽しさの一致によって群れ集う集団構成が変化し、そこから仲間関係や友達関係に発展することがある。ただし、遊びへの参
加がその時の気分に大きく影響されるなど、幼児的な発達の特徴も残している。
○ ものや人に対する興味が広がり、遊びの種類も多様になっていき、好奇心や興味が先に立って行動することが多い。
○ 大人に見守られることで、努力し、課題を達成し、自信を深めていくことができる。その後の時期と比べると、大人の評価に依存した時期
である。

おおむね６歳～８歳
（小学校低学年）

（１）

○ 論理的な思考や抽象的な言語を用いた思考が始まる。道徳的な判断も、結果だけに注目するのではなく、動機を考慮し始める。また、お
金の役割等の社会の仕組みについても理解し始める。
○ 遊びに必要な身体的技能がより高まる。
○ 同年代の集団や仲間を好み、大人に頼らずに活動しようとする。他者の視線や評価に一層敏感になる。
○ 言語や思考、人格等のこどもの発達諸領域における質的変化として表れる「９、10歳の節」と呼ばれる大きな変化を伴っており、特有の
内面的な葛藤がもたらされる。この時期に自己の多様な可能性を確信することは、発達上重要なことである。

おおむね９歳～10歳
（小学校中学年）

（２）

○ 学校内外の生活を通じて、様々な知識が広がっていく。また、自らの得意不得意を知るようになる。
○ 日常生活に必要な様々な概念を理解し、ある程度、計画性のある生活を営めるようになる。
○ 大人から一層自立的になり、少人数の仲間で「秘密の世界」を共有する。友情が芽生え、個人的な関係を大切にするようになる。
○ 身体面において第２次性徴が見られ、思春期・青年期の発達的特徴が芽生える。しかし、性的発達には個人差が大きく、身体的発育に心
理的発達が伴わない場合もある。
○ 個々のこどもの性的な発達段階や性への興味・関心に応じ、心や身体の発育や発達に関して正しく理解することができるよう、性に関し
て学ぶ機会を多く作ることが重要である。

おおむね11歳～12歳
（小学校高学年）

（３）

○ 思春期は、こどもから大人へと心身ともに変化していく大切な時期であり、第二次性徴などの身体的変化や精神的変化に戸惑いを感じ
る時期である。こうした戸惑いと親からの自立を目指した一連の動きは、反抗的あるいは攻撃的な態度として表れることも多く、家族を含
め周囲の大人の対応によっては情緒的・精神的に不安定となる危険性がある。
○ この時期、共通の立場にある仲間とお互いに共感し心を通じ合わせることで、危機を乗り越えていくことも可能となる。
○ 一方で、同じ年齢や同性の仲間との間に生じるストレスや心理的ショックなどが「劣等感」となって定着してしまうこともある。
○ 思春期前に培われた自己有能感を基盤として、大人とだけではなく仲間との関係性も重視し、進学や就労など次のステージに向かう力
が生まれるようにサポートすることが求められる。
○ 個々のこどもの性的な発達段階や性への興味・関心に応じ、心や身体の発育や発達に関する正しい理解をもとに適切な行動をとること
ができるよう、性に関して学ぶ機会を多く作ることが重要である。

おおむね13歳以降
（思春期）

（４）

放課後児童クラブ運営指針も参考に、目安として４つの区分に分けて、留意事項を示す。なお、この区分は、同年齢のこどもの均一的な発達の基準ではなく、個人差や障害の
特性等によりその発達過程は様々であることを十分に理解した上で、あくまでも一人一人のこどもの発達過程を理解する目安として捉えるべきものである。
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①本人支援

実際の支援場面においては、下記の要素を取り入れながら、こどもの支援ニーズや、現在と当面の生活の状況等を踏まえて、こどもの育ち全体に必要な支援を組み立て
ていく必要。また、学齢期には、二次障害やメンタルヘルスの課題を抱える場合もあり、こどもがこれらの課題を乗り越えていくためには、自尊感情や自己効力感を育むこと
が重要である。

２．放課後等デイサービスの内容

視覚障害、聴覚障害、知的障害、発達障害、精神的な強い不安等、場面緘黙（選択性かん黙）、肢体不自由、病弱・身体虚弱、医療的ケア、重症心身障害、
複数の種類の障害、強度行動障害、高次脳機能障害など、それぞれの障害特性や状態等に応じて必要な配慮を行うことが必要。また、思春期のこどもや
不登校状態にあるこどもに対しても必要な配慮を行うことが必要。

障害特性等に応じた配慮事項

こどもの行動や態度、表情など、支援に当たって気に留めておくべき点（例：虐待が疑われるこども、生活困窮が疑われる家庭のこども、外国にルーツ
のあるこどもに応じた留意点）に加え、日頃から保護者との関係づくりを丁寧に行うことで保護者の孤立を防ぐとともにこどもの変化に気付きやすくし
ておくこと、さらには専門機関やボランティア・NPO団体などの地域資源についての情報を収集しておくことが重要。

特に支援を要する家庭のこども
に対する支援に当たっての留意点

〇健康状態の維持・改善

〇生活習慣や生活リズムの形成

〇基本的生活スキルの獲得

〇生活におけるマネジメント

スキルの育成

〇姿勢と運動・動作の基本的技

能の向上

〇姿勢保持と運動・動作の補助

的手段の活用

〇身体の移動能力の向上

〇保有する感覚の活用

〇感覚の特性への対応 等

〇認知の特性についての理解と

対応

〇対象や外部環境の適切な認知

と適切な行動の習得

〇行動障害への予防及び対応等

〇コミュニケーションの基礎的

能力の向上

〇言語の受容と表出

〇コミュニケーション手段の選

択と活用

〇状況に応じたコミュニケー

ション 等

〇情緒の安定

〇他者との関わり（人間関係）

の形成

〇遊びを通じた社会性の発達

〇自己の理解と行動の調整

〇仲間づくりと集団への参加

健康・生活 運動・感覚 認知・行動 言語・コミュニケーション 人間関係・社会性

５
領
域

こどもの発達に応じて必要となる日常生活における基本的な動作や自立を支援するための活動を行う。こどもが意欲的に関われるような遊びを通し
て、成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立や地域生活を見据えた活動を行う場合には、こどもが通う学校で行われて
いる教育活動を踏まえ、その方針や役割分担等を共有できるよう、学校と連携を図りながら支援を行う。

日常生活の充実と
自立支援のための活動

４
つ
の
基
本
活
動

遊び自体の中にこどもの発達を促す重要な要素が含まれていることから、挑戦や失敗を含め、屋内外を問わず、自由な遊びを行う。また、体験したこと
や、興味を持ったことに取り組めることは、新たにやってみたいと感じる機会につながることから、多様な体験の機会を提供していく。こどもが望む遊び
や体験、余暇等を自分で選択しながら取り組むことができるよう、多彩な活動プログラムを用意する。その際には、個別性に配慮された環境やこどもが
リラックスできる環境の中で行うことができるよう工夫することが重要である。

多様な遊びや体験活動

障害があるがゆえにこどもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないように、地域の中にこどもの居場所をつくりながらこどもの社会経験の
幅を広げていく。他の社会福祉事業や地域において放課後等に行われている多様な学習・体験・交流活動など地域資源も活かして、遊びや体験の機会
を創出していくとともに、ボランティアの受入れ等により、積極的に地域との交流を図っていく。こうした取組は、こどもにとって、地域そのものが安全・
安心な居場所となることにもつながる。

地域交流の活動

こどもとともに活動を企画したり過ごし方のルールをつくったりするなど、こどもが主体的に参画できる機会を設け、こどもが意見を表明しやすい環
境づくりを行いながら、こどもとともに活動を組み立てていく取組を行っていく。その際には、こどもの意思を受け止めつつ、一人一人の個別性に配慮
するとともに、こどもに寄り添いながら進めていくことが重要である。こうした取組は、こどもにとって自分自身が権利の主体であることを実感すると
ともに、こどもの権利を守ることにもつながる。

こどもが主体的に
参画できる活動

本人支援において、複数組み合わせて行うことが求められる４つの基本活動を提供するに当たっては、こどもの意見を聴きながら自己選択や自己決定を促すとともに、こども同士の関わりの
中でこどもが主体性を発揮しながら参加できるよう、支援していくことが求められる。
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〇アタッチメント（愛着）の安定
〇家族（きょうだいを含む。）からの相談に対する適切な助言等
〇障害の特性に配慮した家庭環境の整備

〇放課後児童クラブ等への移行支援
〇ライフステージの切替えを見据えた将来的な移行に向けた準備
〇放課後児童クラブ等と併行利用している場合における併行利用先との連携
〇同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくり

〇通所するこどもに関わる地域の関係者・関係機関と連携した支援

２．放課後等デイサービスの内容（続き）

学齢期は、こどもが行動上の課題やメンタルヘルスの課題、不登校など様々な課題を抱える年代にあることや、学齢期になってから障害特性が明確化する場合も多いことなども踏まえ、家族が
様々な葛藤に直面する時期である。そのため、こどもと家族をトータルに支援していくことが重要である。
〇 父親やきょうだい、さらには祖父母など、家族全体を支援していく観点が必要である。
○ 家族支援は、家族がこどもの障害の特性等を理解していくために重要な支援であるが、理解のプロセス及び態様は、それぞれの家族で異なることを理解する。
○ こどもの障害の特性等の理解の前段階として、「気づき」の支援も「家族支援」の重要な内容であり、個別性に配慮して慎重に行う。
○ 虐待（ネグレクトを含む。）の疑いや保護者自身の精神的な状態、経済的な課題、ＤＶ等の家族関係の課題等に応じて心理カウンセリング等、専門的な支援が必要な場合は、適切な関係機関に
つないでいく等の対応を行う。
○ 必要に応じて、障害児相談支援事業所、児童発達支援センターや他の放課後等デイサービス事業所等、居宅介護（ホームヘルプ）や短期入所（ショートステイ）等の障害福祉サービス事業所、発
達障害者支援センター、医療的ケア児支援センター等、児童相談所、こども家庭センター、専門医療機関、保健所等と緊密に連携を図る。

地域社会で生活する平等の権利の享受と、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の考え方に立ち、全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、地域において放
課後等に行われている多様な学習・体験・活動や居場所を享受し、その中で適切な支援を受けられるようにしていくことや、同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくりを図っていく
ことが必要である。
特に入学・進学・就職時等のライフステージの移行時における「移行支援」は、こどもを取り巻く環境が大きく変化することも踏まえ、支援の一貫性の観点から、より丁寧な支援が求められる。

「地域支援・地域連携」を行うに当たっては、こどものライフステージに応じた切れ目のない支援（縦の連携）と関係者間のスムーズな連携の推進（横の連携）の両方（縦横連携）が重要である。
なお、ここでいう「地域支援・地域連携」とは、こどもや家族を対象とした支援を指すものであり、地域の事業所への後方支援や、研修等の開催・参加等を通じた地域の支援体制の構築に関する
ものではないことに留意すること。
「地域支援・地域連携」は、放課後等デイサービスを利用するこどもが地域の様々な場面で適切な支援を受けられ、地域の中に居場所を持つことができるよう、関係機関等と連携することが重
要であることから、普段から、地域全体の子育て支援を活性化するためのネットワークを構築しておくという視点が必要である。

こどもの成長や発達の基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させる
ことが、こどもの「育ち」や「暮らし」の安定・充実につながる。

家族支援②

支援の中に「移行」という視点を取り入れ、具体的な移行先が既にある場合
は、その移行先への移行に向けた支援を、現時点で特段の具体的な移行先
がない場合は、こどもが地域で暮らす他のこどもと繋がりながら日常生活を
送ることができるように支援を提供していくことが重要。

移行支援③

こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる保健・医療・福祉・教育・労働等
の関係機関や障害福祉サービス等事業所等と連携して、こどもや家族の支援
を進めていくことが必要。

地域支援
地域連携

④
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２．放課後等デイサービスの内容

第 ４ 章 放課後等デイサービス計画の作成及び評価
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保育所・認定こども園、幼稚園等

個別の教育支援計画等

① ②

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨ ⑩

⑪

放課後等デイサービス計画（個別支援計画）の作成の流れ

③

⑪

⑪

⑩

相談支援専門員は、こどもや家族との面談により、こどもの心身の状況や置かれている環境、日常生活の状況、
現に受けている支援、支援の利用の意向等をこどもや家族から聞き取った上で、それらに基づいたアセスメント
によりニーズを明らかにし、総合的な援助方針を提案する。

相談支援専門員は、こどもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、障害児通所支援や障害福祉サービスの
中から、必要な支援を選択又は組み合わせ、個々の支援の目的や内容及び量について検討し、こども又は保護者
の同意のもと、障害児支援利用計画案を作成する。

障害児支援利用計画の作成の流れ

①

②

市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、事業所等の利用についての支給決定を行う。
③

相談支援専門員は、支援を提供する事業所等を集めた担当者会議を開催する。担当者会議には、こどもや家族、
事業所等の児童発達支援管理責任者や職員、他の支援等を利用している場合にはその担当者、その他必要に応じ
て、こどもや家族への支援に関係する者が招集される。

④

相談支援専門員は、担当者会議を踏まえ、こども又は保護者の同意のもと障害児支援利用計画を確定し、こども
や保護者をはじめ、支給決定を担当する市町村、事業所等の支援を提供する者に交付する。

⑤

児童発達支援管理責任者は、こどもや家族への面談等により、本人支援の５領域（「健康・生
活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」）の視点等
を踏まえたアセスメントを実施する。
※ 市町村による支給決定の際の「５領域20項目の調査」の活用が望ましい。

⑥

児童発達支援管理責任者は、障害児支援利用計画やアセスメントを踏まえ、放課後等デイ
サービス計画を作成する。
将来に対する見通しを持った上で、障害種別や障害の特性、こどもの発達の段階を丁寧に
把握し、それらに応じた関わり方を考えていくとともに、こどもや保護者の意思の尊重、こど
もの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成することが必要である。

⑦

個別支援会議の開催に当たっては、こどもの支援に関わる職員を積極的に関与させること
が必要である。オンラインの活用や、個別支援会議を欠席する職員がいる場合の会議の前後
での情報共有も可能である。いずれにしても、こどもの支援に関わる全ての職員に必ず意見
を聴く機会を設けることが求められる。
また、こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を保障することが重要であることに鑑み、
当該こどもの年齢や発達の程度に応じて、こども本人や保護者の意見を聴くことが求められ
る。そのため、例えば、会議の場にこどもと保護者を参加させることや、会議の開催前にこど
も本人や保護者に直接会って意見を聴くことなどが考えられる。

⑧

放課後等デイサービス計画には、「利用児と家族の生活に対する意向」、「総合的な支援の
方針」、「長期目標」、「短期目標」、「支援の標準的な提供時間等」、「支援目標及び具体的な支
援内容等」（「本人支援・家族支援・移行支援・地域支援・地域連携の項目」、「支援目標」、「支
援内容（５領域との関連性を含む。）」、「達成時期」、「担当者・提供機関」、「留意事項」）を記載
する。
それぞれの記載項目については、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながり
を持って作成していくことが必要であり、「利用児と家族の生活に対する意向」を踏まえて
「総合的な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」と「短期目標」、それを達成するた
めの「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定することが必要である。
放課後等デイサービス計画は、障害児相談支援事業所へ交付を行うことが必要である。

⑨

障害児支援利用計画は、一定期間毎に、モニタリングを行うことになっており、各事業所か
ら支援の提供状況や効果について確認した結果、現在の支援がニーズの充足のために適切
でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していたり、新たなニーズが確認され
た場合は、必要に応じて担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直す。

放課後等デイサービス計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うことになっている
が、こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、６か月を待たずしてモニタリング
を行う必要がある。
障害児支援利用計画との整合性のある放課後等デイサービス計画の作成と支援の実施が
重要であることから、モニタリング時においても、障害児相談支援事業所と相互連携を図り
ながら、情報共有を行うことが重要である。
モニタリングにより、放課後等デイサービス計画の見直しが必要であると判断された場合
は、放課後等デイサービス計画の積極的な見直しを行う。

⑩

⑪

支
援
提
供
の
流
れ
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第 ５ 章 関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を密にし、適切に情報を
共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要である。
〇 このため、事業所等は、日頃から、関係機関との連携を図り、支援が必要なこどもが、円滑に放課後等デイサービスの利用に繋がるようにするとともに、こどもの支援が、こどもの通う学校等
に適切に共有され、連携して行われることが必要である。
〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共有等を行うなど、
特に連携を図ることが重要である。

市町村

支援の必要なこどもと家族を地域全体で支えていくため、
地域のニーズや資源等を把握し、地域全体の支援の体制整
備を行う市町村との連携が必要。

こども家庭センター・児童相談所

こども家庭センターによる支援が必要な場合や既に支援
が行われている場合、きょうだいがヤングケアラーである
と疑われる場合等には、こども家庭センターとの連携が重
要。また、虐待が疑われる場合には速やかに事業所内で情
報共有を行うとともに、児童相談所等と連携して対応を図
ることが必要。

医療機関等

こどもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合に備
え、近隣に協力医療機関を定めておく必要がある。また、こ
どもが服薬している場合等には、保護者と連携を図りなが
ら主治医との情報共有を行うとともに、医療的ケア児に支
援を行う場合には、医療的ケア児支援センターや医療的ケ
ア児等コーディネーター等との連携が必要。

他の事業所・児童発達支援センター等

こどもの状態像や必要な支援の見立てについて共通認
識を持つとともに、支援内容を相互に理解することが重要。
児童発達支援センターは、地域における連携・ネットワー
ク構築の核として、地域の事業所へのスーパーバイズ等の
実施や、研修・事例検討会の開催等を行う役割を担ってお
り、日常的な連携体制を構築することが重要。

（自立支援）協議会

自立支援協議会こども部会等へ積極的に参加すること等
の連携が必要。
自治会等への参加や地域のボランティア組織との連絡、地
域住民との交流活動や地域住民も参加できる行事の開催
などの地域との関わりの機会の確保が重要。

学校等

保護者の同意を得た上で、学校等から個別の教育支援計
画をはじめとした支援内容の情報提供を受けるとともに、
事業所からも放課後等デイサービス計画をはじめとした支
援内容の情報を提供するなど、積極的に連携を図ることが
必要。

放課後児童クラブ・児童館等

放課後児童クラブや児童館等に移行する際には、こども
の発達支援の連続性を図るため、保護者の同意を得た上
で、放課後等デイサービス計画等を含め、こども本人の発
達の状況や障害の特性、事業所で行ってきた支援内容等
について情報を共有し、移行後のフォローアップを行うこ
とが必要である。並行利用している場合は、支援内容等を
共有し、支援をバックアップしていくことが重要。

ライフステージに応じた関係機関

就学前に利用していた事業所等や、こどもが就職する場
合や他の障害福祉サービス事業所等を利用する場合には、
支援の連続性を図るため、保護者の同意を得た上で、情報
共有を行うなど、積極的に連携を図ることが重要である。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑧）



第 ６ 章 放課後等デイサービスの提供体制

〇 自己評価については、従業者評価及び保護者評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。
〇 事業所等は、従業者評価及び保護者評価を踏まえた事業所全体としての自己評価の結果、さらに強化・充実を図るべき点（事業所等の強み）や、課題や改善すべき点
（事業所等の弱み）を職員全員の共通理解の下で分析し、課題や改善すべき点と考えられる事項について、速やかにその改善を図る必要がある。
〇 事業所等の自己評価の結果及び保護者評価の結果並びにこれらの評価を受けて行った改善の内容については、概ね１年に１回以上、保護者に示すとともに、広く地域
に向けて、インターネットのホームページや会報等で公表しなければならない。保護者に示す方法としては、事業所等で発行している通信に掲載したり、保護者の目につ
きやすい場所に掲示したりする方法が考えられる。
○ 事業所等は、自己評価の結果及び保護者評価の結果並びにこれらの評価を受けて明らかになった事業所等の強みや弱みを踏まえ、全職員が一体となって、日々の支
援の中で、さらなる支援の充実や改善に向けて取組を進めていく必要がある。

自己評価の
実施・公表・活用

○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社
会性｣）との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画（支援プログラム）を作成する必要がある。
○ 作成された支援プログラムについては、事業所等の職員に対し理解を促し、これに基づき適切な支援の提供を進めていくとともに、利用者や保護者等に向けて、重要
事項説明書や個別支援計画等の説明時に併せて丁寧に説明し、インターネットのホームページや会報等で公表していくことが求められる。支援プログラムの公表について
は、令和６年度中は努力義務とされているが、総合的な支援の推進と支援の見える化を進める観点から、取組を進めることが望ましい。
なお、支援プログラムの内容に変更があった場合は、速やかに変更後の支援プログラムを公表することが望ましい。

支援プログラム
の作成・公表

１．組織運営管理

〇 感染症及び食中毒の予防・まん延防止のための対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施が必要である。
〇 こどもの健康状態の把握及び感染症発生の早期発見のために、こどもの来所持の健康チェック及び保護者との情報共有の体制を構築しておくことが必要である。
〇 感染症が発生した場合であっても、重要な事業を継続又は早期に業務再開を図るため、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、ＢＣＰに従い、職員に対して必要な
研修及び訓練（シミュレーション）を実施することが必要である。 ※新興感染症の場合は、インフルエンザ等の感染症とは異なる対応も想定されることを念頭に置く必要。
〇 アレルギー対策として、除去食や制限食で対応できる体制を整えることや、事業所等で飲食を伴う活動を実施する際に事前に提供する内容について周知すること等が
必要である。

衛生管理
健康管理

○ 非常災害に備えて、消火設備等の必要な設備、非常災害に関する具体的計画の作成や周知、定期的な避難訓練（地震や火事、風水害など非常災害の内容を明確にした
上で、それぞれの災害に対する訓練を行うことが重要）、事業継続計画（BCP）の策定が必要である。
〇 障害のあるこどもについては、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされており、その作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握する福祉専門職等の関係者
の参画が極めて重要であるとされていることから、保護者のほか、相談支援事業所や主治医の参画が想定されるため、当該相談支援事業所等との間で、災害発生時の対
応について綿密に意思疎通を図っておくことが重要である。

非常災害対策

２．衛生管理・安全管理対策等

〇 こどもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合の保護者、協力医療機関及び主治医への連絡や、緊急時における対応方法についてのマニュアルの策定・訓練、医
療的ケア児について生命に関わる事態が起きた場合の対応を学び実践できるようにしておくこと等が必要である。
○ こどものケガや病気の応急処置の方法について、日頃から研修や訓練に参加し、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、「エピペン®」
等の使用）に関する知識と技術の習得に努めることが必要である。

緊急時対応

放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑨）



第 ６ 章 放課後等デイサービスの提供体制

２．衛生管理・安全管理対策等（続き）

〇 安全計画の策定・周知、研修や訓練の定期的な実施、安全点検や安全管理マニュアル（リスクの高い場面において気を付けるべき点や職員の役割等を明確にしたもの）
の作成が必要である。
※ 送迎、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事・おやつ中など、それぞれの場面に応じて具体的な注意喚起を促す必要。
〇 事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることが求められていることから、指定権者である都道府県、支
給決定の実施主体である市町村及び事業所等の所在する市町村が、どのような事故の場合に報告を求めているかや、事故が発生した場合にどのような方法により報告
を求めているかについて、必ず都道府県や市町村のホームページ等で確認し、適切な対応を行う必要がある。
※ 事故事例の検証やヒヤリ・ハット事例の検証、事故原因の共有と再発防止の取組が必要。
○ 送迎や事業所外での活動のために自動車を運行する場合は、こどもの乗降時の際の点呼や自動車にブザー等の安全装置を装備することが必要である。
○ 医療的ケアを必要とするこどもについては、人工呼吸器や痰の吸引機等の医療機器の電源の確保やバッテリー切れの防止などに常に留意する必要がある。また、職員
の見守り等により、こども同士の接触によるチューブの抜去などの事故の防止にも取り組む必要がある。

安全管理

第 ７ 章 支援の質の向上と権利擁護

〇 職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、その計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保することが必要である。職員の知識・技術の向上

１．支援の質の向上の取組

〇 研修の実施・参加等のほか、喀痰吸引等の研修の受講（医療的ケア児や重症心身障害児への適切な支援のため）や、強度行動障害支援者養成研修や中核的人材
養成研修を受講（強度行動障害のあるこどもへの適切な支援のため）させることも必要である。

研修の受講機会等の提供

〇 児童発達支援センターによるスーパーバイズ・コンサルテーションを受けることにより、対応が難しいこどもや家族をはじめ、個別ケースへの支援も含め、支援の
質の向上につなげていくことが望ましい。

スーパーバイズ等の活用

〇 身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要がある。
〇 やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の３つの要件を全て満たすことが必要となる。身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がな
いか等について慎重に検討した上で、組織的に決定する必要があり、放課後等デイサービス計画に、身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、こど
もや保護者に事前に十分に説明をし、了解を得た上で記載することが必要である。
○ 身体拘束を行った場合には、記録を行うことが必要である。

身体拘束への対応

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要で
ある。
〇 職員からの虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支
援を実施できるようにする必要がある。
〇 職員による虐待を発見した場合は市町村の窓口に、保護者による虐待を発見した場合は、市町村、福祉事務所又は児童相談所等へ通報する必要がある。

虐待防止の取組

２．権利擁護

〇 こどもの権利擁護に関する研修会を実施するなど、こどもの人権や意思を尊重した支援を行うために必要な取組を進めることが必要である。その他

放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑩）



第 1 章 総論

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版①）

１．ガイドラインの目的

保育所等訪問支援について、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、保育所等訪問支援事業所における保育所等訪問支援の内容や運営及び
これに関連する事項を定めるもの。

２．こども施策全体の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加できること。
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられ
ること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保さ
れること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

こども施策の基本理念

３．障害児支援の基本理念

○ こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどものウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援
を提供すること。

○ こどもの特性に合わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した上で支援を提供すると
ともに、 こども自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

障害の特性を踏まえた
ニーズに応じた発達支援の提供

（１）

○ 障害のあるこどもや保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が障害のあるこどもの活動を制限
する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取り除くために必要な対応はどのようなものがあるか、などについて検討し
ていくこと。

合理的配慮の提供（２）

○ 家族の支援に当たっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につながるよう取り組んでいくこと。家族自身
が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

家族支援の提供（３）

○ 障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、インク
ルージョン推進の観点を常に持ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、保育所、認定こども園、幼稚園等の一般のこども施策と
の併行利用や移行に向けた支援や、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組を進めていくこと。

地域社会への
参加・包摂（インクルージョン）の推進

（４）

○ こどものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養護、就労支援等の関係機関や障害当事者
団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ること。

事業所や関係機関と連携した
切れ目ない支援の提供

（５）



第 ２ 章 保育所等訪問支援の全体像

１．定義

２．役割

〇 保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内
閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与
することをいう。
○ 「内閣府令で定める施設」は、乳児院、保育所、児童養護施設、幼稚園、小学校及び特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施
設とする。
○ 「市町村が認める施設」としては、放課後児童クラブや児童館、中学校や高校などが想定される。

○ 保育所・幼稚園・認定こども園、小学校・中学校・高等学校、特別支援学校、乳児院、児童養護施設、放課後児童クラブ（以下「保育所等」という。）など、こどもが集団生活を
営む施設を訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行うもの

保育所等において障害のあるこどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）を推進し
ていくことが重要であることから、以下を目標として支援を提供していくことが必要である。

こどもが保育や教育等の集団生活の場で安全・安心に過ごすことができるように支えるとともに、訪問先施設と共に将来のこどもの発達・成長の姿を
見通しながら、日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じ、様々な遊びや多様な体験活動の機会を通じて、
こどもの自尊心や主体性を育てつつ、発達上のニーズに合わせて、こどもの育ちの充実を図ること。

こどもの成長や発達を心配する不安な気持ちや、少しでも保育所等に適応してほしいという期待感など、家族の心情を理解した上で、家族がこどもの
発達状況や特性を理解し、その成長を喜びあうことができる土台を作るとともに、こどもの家族の意向を受け止め、きょうだいを含めた家族をトータル
に支援していくことを通じて、こどもの暮らしや育ちを支えること。

訪問先施設の意向を受け止め、こどもとの関わりの中で困っていること等を丁寧に把握した上で、訪問先施設に対し、こどもの発達段階や特性を踏ま
えた関わり方や訪問先施設の環境等について助言することなどを通じて、訪問先施設のこどもに対する支援力を向上させ、こどもの育ちを支えること。

こどもや家族、訪問先施設の意向を踏まえながら、こどもが地域の中で安心して過ごすことができるよう、こどもが利用している保育や教育等の集団生
活の場における環境等を整えることを通じて、保育所等において全てのこどもが共に成長できるよう支援していくこと。

保育所等訪問支援の目標

３．保育所等訪問支援の原則

〇 こどもの集団生活への適応とこどもの育ちの充実

〇 成長を喜びあえる土台作りと家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定

〇 訪問先施設への支援を通じたこどもの育ちの安定

〇保育所等における全てのこどもの育ちの保障

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版②）



○ こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等によるアセスメントにより把握したニーズに基づき、訪問先施設の都合に合わせなが
ら訪問日の日程調整を行った上で、保育所等を訪問し、こどもの様子を丁寧に観察し、こども本人に対する支援（集団生活への適応や
日常生活動作の支援など）や訪問先施設の職員に対する支援（こどもへの理解や特性を踏まえた支援方法や関わり方の助言など）、支
援後のカンファレンス等におけるフィードバック（支援の対象となるこどものニーズや今後の支援の進め方など）を提供することを通じ
て、こどもの集団生活への適応を支援するとともに、こどもの特性を踏まえた関わり方や環境の調整などについて助言していく。

○ こどもは家庭や地域社会における生活を通じて、様々な体験等を積み重ねながら育っていくことが重要であることから、訪問支援の
実施後は、家族への報告を行い、家庭生活において、支援の内容を踏まえたこどもとの関わり方の改善や環境の調整等を促していくと
ともに、こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の様々な関係者や関係機関と連携して支援を進めていくことが重要である。

保育所等訪問支援の方法

○ 権利行使の主体としてこどもの人権に十分配慮することを徹底するとともに、こども一人ひとりの人格や意見を尊重して保育所等訪
問支援を行うこと。

○ こどもの家族の意向を受け止め、支援に当たるとともに、家族に対し、保育所等訪問支援の内容等の情報を適切に発信し、相談や申入
れ等に対し適切に対応すること。

○ 地域社会との交流や連携を図り、地域社会に、事業所等が行う保育所等訪問支援の内容を適切に説明すること。
○ 支援の内容や役割分担について定期的に点検し、その質の向上が図られるようにするとともに、こどもが安心して支援を受けられる
よう、安全管理対策等を講じること。

○ 利用するこどもやその家族の個人情報を適切に取り扱うこと。

保育所等訪問支援の社会的責任

３．保育所等訪問支援の原則（続き）

○ 保育所等において障害のあるこどもの育ちと個別のニーズをともに保障した上で、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）を推進していく役割が期待されている。ま
た、訪問先の保育所等が大事にしている理念や支援方法を尊重しながら、訪問支援を進めていくことが求められる。
○ 「児童発達支援ガイドライン」や「放課後等デイサービスガイドライン」の内容を理解するとともに、これに加え、「保育所保育指針」、「幼稚園教育要領」、「幼保連携型認定こ
ども園教育・保育要領」、「小学校学習指導要領」、「中学校学習指導要領」、「高等学校学習指導要領」、「特別支援学校幼稚部教育要領」、「特別支援学校小学部・中学部学習指
導要領」、「特別支援学校高等部学習指導要領」、「放課後児童クラブ運営指針」、「児童館ガイドライン」の内容についても理解し、留意しながら、支援に当たる必要がある。

１．保育所等訪問支援の提供に当たっての留意事項

第 ３ 章 保育所等訪問支援の具体的内容

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版③）



２．保育所等訪問支援の内容

○ 「こども本人に対する支援」の大きな目標は、将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにするものである。
「こども本人に対する支援」は、訪問先施設や家庭での生活に活かしていくために行われるものであり、訪問先施設に引き継
がれていくものである。
○ このため、 こどもが集団生活の場で安全・安心に過ごすことができるよう、訪問先施設における生活の流れの中で、集団生
活への適応や日常生活動作の支援を行うことが必要である。

こども本人に対する支援（１）

○ 「訪問先施設の職員に対する支援」の大きな目標は、こどもが利用している保育や教育等の集団生活の場において、全てのこ
どもが共に成長できるよう、こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、こどもに対し適切な支援や関わりが行われるよ
うにしていくことであり、これらの支援がこどもの将来の円滑な生活の営みにつながっていくものである。
○ このため、訪問先施設のこどもに対する支援力を向上させることができるよう、こどもの発達段階や特性の理解を促すとと
もに、こどもの発達段階や特性を踏まえた関わり方や訪問先施設の環境等について助言を行うことが必要である。

訪問先施設の職員に対する
支援

（２）

○ こどもは、保護者や家庭生活から大きな影響を受けることから、こどもの成長や発達の基盤となる親子関係や家庭生活を安
定・充実させることが、こどもの「育ち」や「暮らし」の安定・充実につながる。
○ このため、家族が安心して子育てを行うとともに、安心してこどもを保育所等に通わせることができるよう、保護者に対し、訪
問先施設におけるこどもの様子や、訪問先施設の職員のこどもへの関わり方などを含め、提供した保育所等訪問支援の内容を
伝えることが必要である。

家族に対する支援（３）

○ 市町村において、２週間に１回程度、ひと月に２回程度の支給量を基本と想定して支給決定されている。
○ 保育所等訪問支援事業所は、これを前提として訪問支援を行っていくが、必ず２週間に１回、ひと月に２回などと機械的に行
うのではなく、個々の障害のあるこどもの状態に応じて柔軟に対応していくする必要がある。
○ 利用するこどもの状況に応じて適切な頻度で訪問できるよう、支給量の適切な設定の観点から、障害児相談支援事業所や市
町村と密に連携していくことが重要である。

訪問頻度（４）

○ 保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、こども本人に対する支援や訪問先施設の職員に対する支援、支援後のカンファレン
ス等におけるフィードバックを行うものであり、支援の提供時間については、保育所等訪問支援計画に定めた上で、30分以上
とすることが求められている。
○ ただし、保育所等訪問支援が、こども本人の行動観察や、集団生活への適応や日常生活動作の支援、訪問先施設のこどもへ
の支援力向上のための支援を丁寧に行うものであることを踏まえると、こども本人や訪問先施設の職員に対する支援は１時間
程度、訪問支援後のカンファレンス等を通じた訪問先施設への報告は30分程度は行うことが基本になると考えられる 。

訪問時間（５）

保育所等に通う障害のあるこどもについて、当該保育所等を訪問し、対象となるこども以外のこどもとの集団生活への適応のために行う、専門的な支援である。支援の対象
となるこどもを集団生活に合わせるのではなく、こどもの特性等に応じた集団生活の環境の調整や活動の流れの変更・工夫が行われるよう進めていくことが必要である。

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版④）



児 童 発 達 支 援 ガ イ ド ラ イ ン ～改訂の概要⑤～

第 ４ 章 保育所等訪問支援計画の作成及び評価
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④

⑤
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⑦
⑧

⑨ ⑩

⑪

保育所等訪問支援計画の作成の流れ

③

⑪

⑪

⑩

相談支援専門員は、訪問先施設に連絡や訪問するなどして実態把握を行うとともに、こどもや家族との面談によ
り、こどもの心身の状況や置かれている環境、日常生活の状況、現に受けている支援、支援の利用の意向等をこ
どもや家族から聴き取った上で、それらに基づいたアセスメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針
を提案する。

相談支援専門員は、こどもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々の支援の目的や内容及び量につい
て検討し、こども又は保護者の同意のもと、障害児支援利用計画案を作成する。

障害児支援利用計画の作成の流れ

①

②

市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、保育所等訪問支援の利用についての支給決定を行う。
③

相談支援専門員は、支援を提供する事業所等を集めた担当者会議を開催する。担当者会議には、こどもや家族、
保育所等訪問支援事業所の児童発達支援管理責任者や職員、他の支援等を利用している場合にはその担当者、そ
の他必要に応じて、訪問先の保育所等の職員、こどもや家族への支援に関係する者が招集される。

④

相談支援専門員は、担当者会議を踏まえ、こども又は保護者の同意のもと障害児支援利用計画を確定し、こども
や保護者をはじめ、支給決定を担当する市町村、事業所等の支援を提供する者に配付し、共有する。

⑤

児童発達支援管理責任者は、こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等により、こど
もの状況や家族の意向に加え、訪問先施設の意向や理念、環境、こどもの訪問先施設での生
活の様子を把握することなど、より多くの側面からアセスメントを実施する必要がある。
※ 可能な範囲で、個別の指導計画・教育支援計画等についても聴き取りを行い、課題を整理する必要。
※ 市町村による支給決定の際の「５領域20項目の調査」の活用が望ましい。

⑥

児童発達支援管理責任者は、障害児支援利用計画やアセスメントを踏まえ、保育所等訪問
支援計画を作成する。
将来に対する見通しを持った上で、障害種別や障害の特性、こどもの発達の段階を丁寧に
把握し、それらに応じた関わり方を考えていくとともに、こどもや保護者の意思の尊重、こど
もの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成することが必要である。

⑦

保育所等訪問支援計画の作成に係る個別支援会議の開催に当たっては、こどもの支援に
関わる職員及び訪問先施設の職員を関与させることが必要であり、オンラインの活用も可
能とされている。個別支援会議を欠席する職員がいる場合は、個別支援会議の前後に情報
共有を行ったり意見を求めたりするなど、必ず意見を聴く機会を設けることが重要である。
また、こども本人や保護者の意見を聴くことが求められる。

⑧

保育所等訪問支援計画には、「利用児と家族の生活に対する意向」、「総合的な支援の方
針」、「長期目標」、「短期目標」、「支援目標及び具体的な支援内容等」（「支援目標」、「支援内
容」、「達成時期」、「担当者・提供機関」、「留意事項」）を記載する。
それぞれの記載項目については、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながり
を持って作成していくことが必要であり、「利用児と家族の生活に対する意向」を踏まえて
「総合的な支援の方針」を設定し、それを受けた「長期目標」と「短期目標」、それを達成するた
めの「支援目標及び具体的な支援内容等」を設定することが必要である。
「支援目標」及び「支援内容」については、インクルージョンの観点を踏まえたものとする必
要があり、保育所等訪問支援そのものがインクルージョンを推進するものであることを踏ま
え、こどもが訪問先施設での生活に適応し、将来の日常生活及び社会生活を円滑に送ること
ができるよう、今の生活と将来の生活の両方を充実させていく観点から組み立てていく必
要がある。 ※ 保育所等訪問支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付を行うことが必要である。

⑨

障害児支援利用計画は、一定期間毎に、モニタリングを行うことになっており、各事業所か
ら支援の提供状況や効果について確認した結果、現在の支援がニーズの充足のために適切
でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していたり、新たなニーズが確認され
た場合は、必要に応じて担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直す。

保育所等訪問支援計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うことになっているが、
こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、６か月を待たずしてモニタリングを行
う必要がある。
障害児支援利用計画との整合性のある保育所等訪問支援計画の作成と保育所等訪問支援
の実施が重要であることから、モニタリング時においても、障害児相談支援事業所と相互連
携を図りながら、情報共有を行うことが重要である。
モニタリングにより、保育所等訪問支援計画の見直しが必要であると判断された場合は、
保育所等訪問支援計画の積極的な見直しを行う。

⑩

⑪

支
援
提
供
の
流
れ

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑤）



○ 訪問先施設の都合に合わせながら、訪問支援を行うに当たり優先度が高い場面やこどもに支援が必要な時間帯、訪問先施設の職員
が対応の難しさ等を感じている時間に訪問できるようよう調整を行う。

①訪問先施設との日程調整

○こどもの発達段階や障害特性を踏まえながら、こども本人の訪問先施設の職員や他のこどもとの関わりの状況や集団活動への参加の
様子、訪問先施設の環境や職員のこどもに対する接し方など、丁寧に観察を行い、発達の過程を捉え、何が課題となっているのか、ど
のような支援が適切なのか等、検討する。

②行動観察

○ 保育・教育活動の妨げにならないよう十分に配慮しながら、訪問先施設における生活の流れの中で、集団生活への適応や日常生活
動作の支援などを行う。
○ 自由遊びなどの時間に集団から抜き出して、訪問先施設の職員とともに、こどもの発達上のニーズにアプローチしていくなどの方法
も想定される。その際には、集団生活への適応につなげるための、個別的な支援であることを踏まえる必要がある。

③こども本人に対する支援

○ 訪問先施設の職員に対し、こどもとの関わりの中で把握したこどもの強みや、訪問支援員がこどもに対してどのような意図をもって
支援を行ったのかなどについてしっかりと伝えていくことが重要である。また、周囲のこどもとの関係などを考慮した座る位置の決め
方、机や椅子、棚類の位置などを具体的に提案するなどの環境の整備や、活動の組み立てなどの助言、学習発表会や運動会などの行
事への参加方法や練習方法の検討等を行うことも重要である。

④訪問先施設職員に対する支援

○ 訪問先施設とは、なるべくその日のうちにカンファレンスを行い、支援の対象となるこどものニーズや今後の支援の進め方を共有す
る（オンラインの実施でも可能）。
○ 具体的には、保育所等訪問支援事業所から、今回訪問時における支援の内容のフィードバックや、次回訪問時までに訪問先施設にお
いて取り組むべき課題、こどもとの関わりにおいて留意すべき点などについて伝達することが重要である。

⑤カンファレンス（訪問先施設への報告等）

○ 訪問先施設におけるこどもの様子や、訪問先施設の職員のこどもへの関わり方などを含め、提供した保育所等訪問支援の内容を
しっかりと伝えることに加え、家庭生活で活かせるような内容についても丁寧に伝えていく視点が重要である。
○ 保護者への報告に当たっては、保護者の負担に配慮しつつ、柔軟な方法で対応していく必要がある。

⑥保護者への報告

○ 保育所等訪問支援計画に基づき提供した支援の内容やこどもの様子、訪問先施設の職員に対する助言の内容などを具体的に記録す
る。保護者の承諾を得た上で、こどもの写真を撮り、記録することも考えられる。
○ 作成した記録については、必要に応じて、訪問先施設や保護者に共有することも考えられる。

⑦訪問支援の記録

支援の実施（支援実施の流れ）

モニタリングに基づく保育所等訪問支援計画の見直し及び保育所等訪問支援の終結

○ 保育所等訪問支援計画の支援目標の大幅な変更や保育所等訪問支援の終結に当たっては、保育所等訪問支援事業所から家族や障害児相談支援事業所、訪問先の保育所
等との連絡調整を実施し、障害児支援利用計画の変更等を促す。
○ 支援終了のポイントとしては、目標が達成された場合（※）や、就学や転園・転校など、現在通っている保育所等へ通うことがなくなった場合などが想定されるが、これに当
てはまるからといって一律に終了と判断するのではなく、こどもや家族のニーズを丁寧に把握した上で、支援の継続の要否を判断する必要がある。
（※） 保育所等の職員のこどもの障害や特性に関する理解が深まり、保育所等においてこどもに適した環境や活動を設定でき、職員が安心して楽しみながらこどもと関われるようになったり、
保護者が保育所等を信頼し安心してこどもを任せることができるようになったりするなどの様子が見られた場合

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑥）



～改訂の概要⑥～

第 ５ 章 関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人を支援の輪の中心として考え、訪問先施設をはじめとした様々な関係者や関係機関が関与して行われる必要があり、これらの
関係者や関係機関は連携を密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要である。
○ このため、保育所等訪問支援事業所は、日頃から、関係機関との連携を図り、保育所等訪問支援が必要なこどもが、円滑に保育所等訪問支援の利用に繋がるようにすると
ともに、その後も、こどもの支援が保育所や学校等に適切に移行され、支援が引き継がれていくことが必要である。
〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共
有等を行うなど、特に連携を図ることが重要である。

市町村

支援の必要なこどもと家族を地域全体で支えていくため、
地域のニーズや資源等を把握し、地域全体の支援の体制整
備を行う市町村との連携が必要。
市町村に対し、保育所等訪問支援の制度についての地域
への周知が効果的に行われるよう、具体的な提案をするな
ど働きかけていくことも重要。 こども家庭センター・児童相談所

こども家庭センターによる支援が必要な場合や既に支
援が行われている場合のこども家庭センターとの連携や、
虐待が疑われる場合の児童相談所等との連携が必要。

児童発達支援センター

地域のインクルージョン推進の中核機能を担う児童発達
支援センターとよく連携を図りながら、地域全体の障害の
あるこどもへの支援力の向上に努めることが重要。
日々の支援の中で把握した地域のニーズや得た知見等を
互いに共有するなど、児童発達支援センターによる保育所
等訪問支援との連携を図りながら、地域全体の障害児支援
の質の向上に努めることが望ましい。

児童発達支援・放課後等デイサービス

こどもの状態像や必要な支援の見立てについて共通認
識を持つとともに、支援内容を相互に理解し、こどもの育
ちや暮らしの連続性を図り、円滑な移行や移行後の集団生
活における適切な支援を進めることが重要。

（自立支援）協議会

（自立支援）協議会こども部会等への参加による連携が
必要。
自治会の会合等へ参加することや、地域のボランティア
組織と連絡を密にすること等の対応が必要。

保育所・学校等（訪問先施設）

保育所等訪問支援計画の作成に当たっての個別支援会
議における連携のほか、保育所等訪問支援計画と個別の
指導計画・教育支援計画等を含め、こどもの発達支援の連
続性を図るため、保護者の同意を得た上で、こども本人の
発達の状況や障害の特性、それぞれの支援内容等につい
て情報を共有しながら相互理解を図り、訪問先施設との共
通理解のもとで、保育所等訪問支援を行うことが必要。

保育所等訪問支援と類似する事業の実施機関

都道府県や市町村が実施する「地域障害児支援体制強化
事業」や「障害児等療育支援事業」を提供する機関と連携
を図りながら、役割分担を行い、取組を進めていくことが
重要。

保育所等訪問支援

児童発達支援ガイドライン（詳細版⑥）保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑦）



第 ７ 章 支援の質の向上と権利擁護

第 ６ 章 保育所等訪問支援の提供体制

○ 自己評価については、従業者評価、保護者評価及び訪問
先施設評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業
所全体で行う必要がある。

○ 事業所は、従業者評価、訪問先施設評価及び保護者評価
を踏まえた事業所全体としての自己評価の結果、さらに強
化・充実を図るべき点（事業所の強み）や、課題や改善すべ
き点（事業所の弱み）を職員全員の共通理解の下で分析し、
課題や改善すべき点と考えられる事項について、速やかに
その改善を図る必要がある。

○ 事業所の自己評価の結果、保護者評価の結果及び訪問先
施設評価の結果並びにこれらの評価を受けて行った改善
の内容については、概ね１年に１回以上、保護者及び訪問先
施設に示すとともに、広く地域に向けて、インターネットの
ホームページや会報等で公表しなければならない。保護者
に示す方法としては、事業所で発行している通信に掲載し
たり、事業所内の保護者の目につきやすい場所に掲示した
りする方法が、訪問先施設に示す方法としては、インター
ネットのホームページ等の掲載場所を案内したり、事業所で
発行している通信に掲載した場合は当該通信を渡したりす
る方法が考えられる。

○ 事業所は、自己評価の結果、保護者評価の結果及び訪問
先施設評価の結果並びにこれらの評価を受けて明らかに
なった事業所の強みや弱みを踏まえ、全職員が一体となっ
て、日々の支援の中で、さらなる支援の充実や改善に向け
て取組を進めていく必要がある。

自己評価の実
施・公表・活用

＜虐待防止の取組＞
○ 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周
知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を
適切に実施するための担当者の配置が必要である。

〇 職員からの虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こ
りやすいことから、設置者・管理者は、訪問先施設において、
密室化した場所での支援の提供の機会を極力作らないよう、
訪問先施設と連携し、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施
できるようにする必要がある。

○ 職員は、訪問先施設の職員による虐待を発見した場合は、
自治体に相談するなどの対応が考えられる。

＜身体拘束への対応＞
○ 身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②
身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研
修の実施）を講じる必要がある。

権利擁護

○ 訪問先施設に滞在する間は、訪問先施設の定める運営規
程等に従うことが必要であり、事前に訪問先施設に確認の
上、ルールやマニュアル等も確認し、訪問する職員に周知徹
底しておくことが必要である。
〇 衛生管理：感染症対応として、対策を検討する委員会の定
期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業
務継続計画（BCP）の策定が必要である。
〇 安全管理対策：安全計画の策定・訪問先施設との共有、事
故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、訪問先施設
における事故発生時の対応方法の事前確認が必要である。

衛生管理・
安全管理対策等

○ 訪問先施設が、障害のあるこどもに対する理解を深め、安心
して障害のあるこどもと関わることができるようになるため
に、提供する支援の内容を訪問先施設とともに考える姿勢を
持ち、訪問先施設の職員に対する丁寧な説明を常に心がけ、
訪問先施設の悩みや困りごとに寄り添い、大事にしている理
念や支援手法を尊重しながら、積極的なコミュニケーション
を図る必要がある。

○ 訪問先施設が相談しやすいような関係性や雰囲気をつくっ
ていくことが必要である。そのためには、日頃から訪問先施
設と意思疎通を図りながら、信頼関係を構築していくことが
重要である。

訪問先施設との
関わり

○ 職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、その計画
に係る研修の実施又は研修の機会を確保することが必要で
ある。

○ 研修の実施・参加等のほか、強度行動障害支援者養成研修
や中核的人材養成研修の受講（強度行動障害のあるこどもへ
の適切な支援のため）も必要である。

○ 児童発達支援センターによるスーパーバイズ・コンサルテー
ションを受けることにより、対応が難しいこどもや家族をはじ
め、個別ケースへの支援も含め、支援の質の向上につなげて
いくことが望ましい。

支援の質の向上の
取組

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版⑧）



事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 ７ 月 ４ 日 

都道府県   

指定都市       

 中核市 

   児童相談所設置市 

 

こども家庭庁支援局障害児支援課 

 

 

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における 

支援プログラムの作成・公表の手引きについて 

 

障害児支援行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年４月１日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支

援（以下「児童発達支援等」という。）の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の

見える化を図ることを目的として、新たに、５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・

行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」）との関連性を明確にした事業所

等における支援の実施に関する計画（以下「支援プログラム」という。）の作成及び公表が

求められております（令和７年４月 1日以降に、公表及び都道府県への届出がされていない

場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます）。 

これに伴い、「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」を作成

いたしましたので、お示しいたします。 

都道府県におかれましては、御了知の上、貴管内の市町村及び事業者に周知をお願いいた

します。 

 

各 障害児支援主管部(局) 御中 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童発達支援等における 

支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども家庭庁 支援局 障害児支援課 

 



児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提

供する支援の見える化を図るため、運営基準（※）において、５領域（「健康・生活」「運動・感

覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」）との関連性を明確にした、

事業所における支援の実施に関する計画（以下「支援プログラム」という。）を作成し、公表す

ることが求められることとなった。 

 本手引きは、支援プログラムの作成・公表において基本的な事項を示すものである。各事

業所は、本手引きの内容を踏まえつつ、創意工夫を図りながら、事業所が行う支援や取組等

の実施に関する支援プログラムの作成及び公表を行っていただきたい。 

 

（※） 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年 

厚生労働省令第 15 号） 

 

１．目的 

 支援プログラムの作成及び公表により、事業所における総合的な支援の推進と、事業所が

提供する支援の見える化を図ることを目的とする。 

 

２．対象事業 

 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援 

 

３． 支援プログラムの作成における留意点について 

・ 支援プログラムの作成に当たっては、支援プログラムで定める内容が、個々の個別支援計

画につながっていくものであることを踏まえ、管理者や児童発達支援管理責任者のみで作

成するのではなく、直接支援に従事する職員等の意見も聴きながら作成すること。 

・ 支援プログラムは、以下のような役割が期待されることから、これらの観点も踏まえて作成

すること。 

① 全職員が、自事業所の理念や支援方針、提供する支援等について、共通理解を深める

ための役割。 

② 事業所の提供する支援内容の見える化により、支援を必要とするこどもや家族のサー

ビス選択に資する役割。 

・ 複数の事業を一体的に行う多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プロ

グラムを作成すること。 

 

４．支援プログラムの記載項目について 

  支援プログラムの作成に当たっては、以下の項目を網羅した内容となるよう作成する。様

式については、別添資料１において、「支援プログラム参考様式」をお示しするが、支援プロ

グラムの趣旨を踏まえ、それぞれの事業所が創意工夫の上、様々な形式により作成して差



し支えない（書面による作成ではなく、事業所ホームページ等において必要な内容を示すこ

とでも可。）。なお、別添資料２「支援プログラムの様式パターンのイメージ」も参考にされた

い。 

 

（事業所における基本情報） 

① 事業所名 

② 作成年月日 

③ 法人（事業所）理念 

④ 支援方針 

⑤ 営業時間 

⑥ 送迎実施の有無 

 

（支援内容） 

⑦ 本人支援の内容と５領域の関連性 

⑧ 家族支援（きょうだいへの支援も含む。）の内容 

⑨ 移行支援の内容 

⑩ 地域支援・地域連携の内容 

⑪ 職員の質の向上に資する取組 

⑫ 主な行事等 

 

 以上①～⑫の項目を網羅した支援プログラムを作成すること。なお、これらの項目に加え

て、事業所の判断により別の項目を加えても差し支えないものとする。 

 

５．各項目における記載の内容 

 「４．支援プログラムの記載項目について」で示した各項目についての記載の内容は以下の

とおり。なお、「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」の各項目に係る記載の観点につ

いては、「個別支援計画記載のポイント」（令和 6 年５月 17 日こども家庭庁支援局障害児支

援課事務連絡）の内容も参考とすること。 

 

 （事業所における基本情報） 

① 事業所名 

  事業所名を記載すること。 

② 作成年月日 

  作成又は見直しを行った年月日を記載すること。 

③ 法人（事業所）理念 

  法人又は事業所理念を記載すること。 

④ 支援方針 

  事業所における支援方針を記載すること。 



⑤ 営業時間 

  事業所の運営規定に定める営業時間を記載すること。 

⑥ 送迎実施の有無 

  送迎実施の有無について記載すること。 

 

（支援内容） 

⑦ 本人支援の内容と５領域の関連性 

支援内容と５領域を関連付けて記載すること。 

なお、支援内容と５領域を関連付ける際の記載方法については、様々な形式が想定

され、その方法については問わないものとする。   

 （例）  

・領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を記載する方法 

     ・記載されている支援内容に対して、各領域を関連付ける方法 

⑧ 家族支援（きょうだいへの支援も含む。）の内容 

   事業所において取り組んでいる家族に対する支援について記載すること。 

⑨ 移行支援の内容 

   事業所において取り組んでいる移行に向けた支援について記載すること。 

なお、移行に向けた支援は、必ずしも保育所等への具体的な移行だけを念頭におい

たものではなく、ライフステージの切り替えを見据えた取組、事業所以外での生活や

育ちの場の充実に向けた取組、地域とつながりながら日常生活を送るための取組（地

域の保育所等や子育て支援サークル、児童館、地域住民との交流）等も含まれる。 

⑩ 地域支援・地域連携の内容 

 事業所において取り組んでいる地域支援・地域連携の取組について記載すること。 

 なお、児童発達支援センターや地域の中核的役割を担う事業所においては、地域

の保育所等や障害児通所支援事業所への後方支援（地域支援）の取組等を実施して

いる場合には、その取組についても記載をすること。 

⑪ 職員の質の向上に資する取組 

    事業所の提供する支援の質を確保するため、事業所内研修の実施や、外部研修へ

の派遣等、職員の質の向上に資する取組について記載すること。 

⑫ 主な行事等 

    事業所において実施している主な行事等について記載すること。 

    なお、行事形式の開催ではなく、通常の活動において季節に合わせた活動（例え

ば、節分、ひな祭り、クリスマス会、夏の水遊び等、季節に応じた活動など）を取り入

れている場合も想定されることから、記載については、行事に限定されるものではな

い。 

 

６．支援プログラムの公表について 

   令和６年４月 1 日より、運営基準において、支援プログラムの作成及び公表が求めてお



り、事業所においては、本手引きを参考にしながら、作成に取り組まれたい。支援プログラ

ムの作成後は、事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法

により広く公表するとともに、公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ること。 

なお、令和７年４月１日以降に、支援プログラムの公表及び都道府県への届出がされて

いない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されるため留意されたい。 

    

以上 



　　　　

年 月 日

時 分から 時 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等

（別添資料１）

家族支援 移行支援

地域支援・地域連携 職員の質の向上

支　援　内　容

本
人
支
援

支援方針

営業時間 送迎実施の有無

法人（事業所）理念

事業所名 作成日支援プログラム（参考様式）



支援プログラムの様式パターンのイメージ（参考①）

その他パターン①
例えば、児童発達支援センター等、クラス分けを行っている場合等には、５領域と
支援内容の関連性について、それぞれのクラスごとに記載する方法も考えられる。

〇〇事業所 支援プログラム 作成日 〇年〇月〇日

法人理念

支援方針

営業時間 送迎実施の有無

プログラム 支援内容（５領域）

朝の会

リズム

散歩

サーキット

アート

給食

家族支援

移行支援

地域支援・地域連携

職員の質の向上

主な行事等

〇〇事業所 支援プログラム

営業時間 送迎実施の有無

法人理念

支援方針

支援内容

対象児
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

項目 ０歳・１歳・２歳児（〇〇クラス） ３歳・４歳・５歳児（〇〇クラス） ３歳・４歳・５歳児（○〇クラス）

本
人
支
援

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係・社会性

地域支援・地域連携
（地域交流・園外活動）

移行支援

家族支援

職員の質の向上

主な行事等

作成日〇年〇月〇日

その他パターン②
事業所の提供する活動プログラムを記載の上、それぞれの活動の中で行われる支
援内容と5領域の関連性について記載する方法も考えられる。

※各様式は参考であり、実際の様式については、各事業所において、支援プログラムの作成の目的等を踏まえて作成されたい。

（別添資料２）



支援プログラムの様式パターンのイメージ（参考②）

その他パターン③
支援の見える化を図ることも目的であることから、イラストを活用することにより、支援内容と５領域の関連性や、支援の目的等がわかりやすく伝わるように工夫する等
して記載をする方法も考えられる。



事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 ７ 月 ４ 日 

 

 

各         児童支援主管部（局） 御中 

 

 

こども家庭庁支援局障害児支援課 

 

 

障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて 

 

 

障害児支援行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、 

・ 指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所については、

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成 24 年厚生労働省令第 15 号。以下「指定基準」という。）により、自

己評価及び保護者評価を行うとともに、自己評価及び保護者評価並びに評価

を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこと 

・ 指定保育所等訪問支援事業所については、指定基準により、自己評価、保護

者評価及び訪問先施設評価を行うとともに、自己評価、保護者評価及び訪問先

施設評価を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこと 

とされたところです。 

 これに伴い、自己評価等の具体的な手順、評価項目及び参考様式等を整理し、

「障害児通所支援事業所全体の自己評価の流れについて」を作成しましたので、

お示しいたします。 

 また、指定保育所等訪問支援事業所が訪問先施設に対し、保育所等訪問支援に

おける評価制度を説明するに当たっての説明資料も作成しましたので、各事業

所においてご活用いただきますようお願いします。 

 なお、指定保育所等訪問支援事業所においては、令和７年４月１日以降、自己

評価、保護者評価及び訪問先施設評価及びこれらの評価を受けて図った改善の

内容を公表していない場合には、未公表減算が適用されることとなるため、ご留

意いただくとともに、各都道府県におかれては、当該内容を十分御了知の上、貴

管内の市町村及び事業所に対して、各指定都市、中核市及び児童相談所設置市に

おかれては、当該内容を十分御了知の上、貴管内の事業所に対して、遺漏なく周

知していただくようお願いします。 

なお、本年度、既に自己評価、保護者評価及び訪問先評価を実施している場合

都 道 府 県 

指 定 都 市 

中 核 市 

児童相談所設置市 



 

 

においては、改めての実施を求めるものではありませんが、本事務連絡でお示し

する取組内容等を十分ご理解いただき、日頃の業務の見直しや改善・充実に向け

た取組に努めていただきますようお願いいたします。 

 

 

 

【送付資料】 

 

別添 「障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて」 

 

参考様式１ 児童発達支援関係 

「（別紙１）従業者向け評価実施シート」 

「（別紙２）保護者向け評価実施シート」 

「（別紙３）自己評価総括表」 

「（別紙４）保護者評価集計シート」 

「（別紙５）事業者用自己評価シート」 

 

参考様式２ 放課後等デイサービス関係 

「（別紙１）従業者向け評価実施シート」 

「（別紙２）保護者向け評価実施シート」 

「（別紙３）自己評価総括表」 

「（別紙４）保護者評価集計シート」 

「（別紙５）事業者用自己評価シート」 

 

参考様式３ 保育所等訪問支援関係 

「（別紙１）従業者向け評価実施シート」 

「（別紙２）保護者向け評価実施シート」 

「（別紙３）訪問先施設向け評価実施シート」 

「（別紙４）自己評価総括表」 

「（別紙５）保護者評価集計シート」 

「（別紙６）訪問施設先評価集計シート」 

「（別紙７）事業者用自己評価シート」 

 



障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ

実 践 評 価

改 善計 画
○以下の観点で、事業所全体で改善・充実に向けた方策等の検討を

行う

・ 改善等に向けた今後の見通しの明確化

・ 改善等に向けた具体的な方策の検討

・ 役割分担や体制等の見直し 等

○ 日々の支援等への反映 等

○ 以下の観点で、事業所全体で把握と共有を行う

・ 事業所の強み（さらに強化・充実を図るべき点等）

・ 事業所の弱み（課題・改善すべき点等）

特に、事業所の弱みについては、改善に向けて現状の見直しや

理念や方針の再確認を含めた整理を行う

○ 保護者（客観的視点による）評価の実施

○ 従業者による自己評価の実施

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で自己

評価を実施

○ 事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を活用してアンケー

ト調査を行う。回答は集計し、特記事項欄の記述を含めてとりまとめる。

○ 保護者評価は、客観的視点による評価として自己評価の際に活用するべき

データであるため、回答率の向上に努めることが望ましい。

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で各項目ごとに自己評価を実施する。実施の際には、管理者等一部の者で自己評価を行うのではなく、

ミーティング等の機会を通じて、従業者同士で意見交換を行いながら自己評価を行うとともに、課題や改善が必要な事項の把握と共有（認識のすり合わせ）を行う

等、全従業者による共通理解の下で取組を進めていくことが望ましい。

○ 全ての項目について自己評価結果を行ったのち、その結果を踏まえ、自己評価総括表を活用し、事業所の「強み」と「弱み」について分析を行う。

○ 保護者評価は、客観的視点による評価であることから、事業所全体で自己評価及び分析を行う際には、保護者評価の結果も十分に活用し、事業所の提供している支

援等が、利用者側から見てニーズに応じたものになっているのかという視点も考慮して自己評価等を行うことが重要である。

○ 事業所全体の自己評価や整理した事業所の強み・弱み等の分析の結果を踏まえて、改善・充実に向けた今後の具体的な見通しや改善・充実に向けた具体的取組を検

討・整理する。ここで検討・整理された取組等は、改善・充実に向けて、日々の支援等へ反映されるべきものであることから、ミーティング等の機会を通じて、従業

者同士で意見交換を行いながら検討・整理を進めていくことが望ましい。

ステップ

①

○ 事業者の従業者が「事業者向け自己評価表」を活用して従業者評価を行う。

その際には、「はい」「いいえ」などに評価をチェックするだけでなく、各項

目について、「課題は何か」「工夫している点は何か」等についても記入する。

○ 従業者評価は、できる限り全従業者から提出を求めることが望ましい。

保護者等による評価の実施 従業者による評価の実施

事業所全体による自己評価（課題等の把握・分析含む）

改善・充実に向けた検討

ステップ

②

ステップ

③

○ 自己評価結果については、「はい」「いいえ」の集計結果を公表することが趣旨ではなく、自己評価の機会を通じて、全従業者による共通理解の下で、事業所の強

みや弱み等の分析や、課題の改善やさらなる充実に向けた取組を進めていきながら、事業所の質の向上を図っていく点が重要である。その観点も踏まえて、インター

ネットその他の方法による公表や保護者等にフィードバックをする必要があることに留意すること。

自己評価結果等の公表

○ 改善・充実に向けて検討・整理した内容を踏まえて、日々の支援等への反映を行っていく。

支援の改善に向けた取組等

ステップ

④

ステップ

⑤

手 順

全従業者による共通理解の下で取組を行うことが重要

※ 保育所等訪問支援においては、「保護者評価」及び「従業者評価」に加え、「訪問先施設評価」を実施

別 添



（別紙１）

チェック項⽬ はい いいえ ⼯夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など

1 利⽤定員が発達⽀援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である

か。

3

⽣活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化

や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
⽣活空間は、清潔で、⼼地よく過ごせる環境になっているか。ま

た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使⽤することが認めら

れる環境になっているか 。

6
業務改善を進めるための PDCA サイクル(⽬標設定と振り返り)に、

広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか。 

9
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている

か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法⼈内等で

研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に⽀援プログラムが作成、公表されているか 。

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達⽀援計画を作成

しているか。

13

児童発達⽀援計画を作成する際には、児童発達⽀援管理責任者だけ

でなく、こどもの⽀援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最

善の利益を考慮した検討が⾏われているか。 

14
児童発達⽀援計画が職員間に共有され、計画に沿った⽀援が⾏われ

ているか。 

15

こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを⽤いたフォーマ

ルなアセスメントや、⽇々の⾏動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使⽤する等により確認しているか。

○ 本評価表は、児童発達⽀援センター⼜は児童発達⽀援事業所に従事する従業者の⽅に、事業所の⾃⼰評価していただくものです。

「はい」⼜は「いいえ」のどちらかに〇を記⼊するとともに、従業者の視点で、「事業所が⼯夫していると思う点」や「改善が必要だと思われる点」などについて記⼊してくだ

さい。
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児童発達⽀援評価表従業者向け



16

児童発達⽀援計画には、児童発達⽀援ガイドラインの「児童発達⽀

援の提供すべき⽀援」の「本⼈⽀援」、「家族⽀援」、「移⾏⽀

援」及び「地域⽀援・地域連携」のねらい及び⽀援内容も踏まえな

がら、こどもの⽀援に必要な項⽬が適切に設定され、その上で、具

体的な⽀援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか。

18 活動プログラムが固定化しないよう⼯夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児

童発達⽀援計画を作成し、⽀援が⾏われているか。

20

⽀援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われる⽀援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して⽀援を⾏ってい

るか。

21
⽀援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われた⽀援

の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

22
⽇々の⽀援に関して記録をとることを徹底し、⽀援の検証・改善に

つなげているか。

23
定期的にモニタリングを⾏い、児童発達⽀援計画の⾒直しの必要性

を判断し、適切な⾒直しを⾏っているか。

24
障害児相談⽀援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

25
地域の保健、医療（主治医や協⼒医療機関等）、障害福祉、保育、

教育等の関係機関と連携して⽀援を⾏う体制を整えているか。

26

併⾏利⽤や移⾏に向けた⽀援を⾏うなど、インクルージョン推進の

観点から⽀援を⾏っているか。また、その際、保育所や認定こども

園、幼稚園、特別⽀援学校(幼稚部)等との間で、⽀援内容等の情報

共有と相互理解を図っているか。

27
就学時の移⾏の際には、⼩学校や特別⽀援学校(⼩学部)との間で、

⽀援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。

（28〜30は、センターのみ回答）

地域の他の児童発達⽀援センターや障害児通所⽀援事業所等と連携

を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を⾏っているか。

29
質の向上を図るため、積極的に専⾨家や専⾨機関等から助⾔を受け

たり、職員を外部研修に参加させているか。

30
(⾃⽴⽀援)協議会こども部会や地域の⼦ども・⼦育て会議等へ積極

的に参加しているか。

（31は、事業所のみ回答）

地域の児童発達⽀援センターとの連携を図り、必要に応じてスー

パーバイズや助⾔等を受ける機会を設けているか 。
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32
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど

もと活動する機会があるか。

33
⽇頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

34

家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族⽀援プログ

ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を⾏っているか。

35
運営規程、⽀援プログラム、利⽤者負担等について丁寧な説明を

⾏っているか。

36

児童発達⽀援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊

重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家

族の意向を確認する機会を設けているか 。

37
「児童発達⽀援計画」を⽰しながら⽀援内容の説明を⾏い、保護者

から児童発達⽀援計画の同意を得ているか。

38
定期的に、家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応

じ、⾯談や必要な助⾔と⽀援を⾏っているか。

39

⽗⺟の会の活動を⽀援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の⽀援をしているか。ま

た、きょうだい同⼠で交流する機会を設ける等の⽀援をしている

か。

40

こどもや保護者からの相談や申⼊れについて、対応の体制を整備す

るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申⼊れがあった場合

に迅速かつ適切に対応しているか。

41

定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活⽤することによ

り、活動概要や⾏事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対

して発信しているか。

42 個⼈情報の取扱いに⼗分留意しているか。

43
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

44
事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。

45

事故防⽌マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発⽣を想定した訓練を実施しているか。

46
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、⾮常災害の発⽣に備

え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を⾏っているか。

47
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し

ているか。

48
⾷物アレルギーのあるこどもについて、医師の指⽰書に基づく対応

がされているか。

49
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が⼗分された中で⽀援が⾏われているか。
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50
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全

計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

51
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防⽌に向けた⽅策について

検討をしているか。

52
虐待を防⽌するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。

53

どのような場合にやむを得ず⾝体拘束を⾏うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、児

童発達⽀援計画に記載しているか。

対

応



（別紙２）

bessi

チェック項⽬ はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意⾒

1 こどもの活動等のスペースが⼗分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3

⽣活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境（※1）になっている

と思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフ

リー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
⽣活空間は、清潔で、⼼地よく過ごせる環境になっていると思いますか。

また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専⾨性のある⽀援

が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している⽀援プログラム（※2）は、事業所の提供する⽀援内

容と合っていると思いますか 。

7

こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、児童発達⽀援計画（個別⽀援計画）（※3）が作成されてい

ると思いますか。

8

児童発達⽀援計画には、児童発達⽀援ガイドラインの「児童発達⽀援の提

供すべき⽀援」の「本⼈⽀援」、「家族⽀援」、「移⾏⽀援 」で⽰す⽀援

内容からこどもの⽀援に必要な項⽬が適切に設定され、その上で、具体的

な⽀援内容が設定されていると思いますか。

9 児童発達⽀援計画に沿った⽀援が⾏われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラム（※4）が固定化されないよう⼯夫されていると思

いますか。

11
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと

活動する機会がありますか。

12
事業所を利⽤する際に、運営規程、⽀援プログラム、利⽤者負担等につい

て丁寧な説明がありましたか。

13 「児童発達⽀援計画」を⽰しながら、⽀援内容の説明がなされましたか。

14

事業所では、家族に対して家族⽀援プログラム(ペアレント・トレーニング

（※5）等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏われてい

ますか。

15
⽇頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に

ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助⾔等の⽀援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に⽀援をされていると思いますか。

18

⽗⺟の会の活動の⽀援や、保護者会等の開催等により、保護者同⼠の交流

の機会が設けられるなど、家族への⽀援がされているか。また、きょうだ

い向けのイベントの開催等により、きょうだい同⼠の交流の機会が設けら

れるなど、きょうだいへの⽀援がされていますか。

（保護者の皆さまへ）

 ○ 本評価表は、児童発達⽀援センター⼜は児童発達⽀援事業所を利⽤するお⼦さんの保護者等の⽅に、事業所の評価をしていただくものです。

  「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」のいずれかに〇を記⼊していただくとともに、「ご意⾒」についてもご記⼊ください。
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19

こどもや家族からの相談や申⼊れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申⼊れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

21

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や⾏事予定、連絡体制

等の情報や業務に関する⾃⼰評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ

れていますか。

22 個⼈情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

23

事業所では、事故防⽌マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア

ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま

すか。また、発⽣を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、⾮常災害の発⽣に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓

練が⾏われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が⼗分に⾏われた上で⽀援が⾏われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発⽣した際に、事業所から速やかな連絡や事

故が発⽣した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安⼼感をもって通所していますか 。

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の⽀援に満⾜していますか。

満

⾜

度

※1 「本⼈にわかりやすく構造化された環境」とは、こども本⼈がこの部屋で何をするのかがわかりやすいよう、机や本棚の配置などを⼯夫することです。

※2 「⽀援プログラム」とは、事業所における総合的な⽀援の推進と事業所が提供する⽀援の⾒える化を図るため、事業所で⾏われている取組等について⽰し、公表することが求められています。

※3 「児童発達⽀援計画（個別⽀援計画）」は、児童発達⽀援を利⽤する個々のこどもについて、その有する能⼒、置かれている環境や⽇常⽣活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な⽀援⽅針

や⽀援⽬標及び達成時期、⽣活全般の質を向上させるための課題、⽀援の具体的内容、⽀援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、児童発達⽀援センター⼜は児童発達⽀援事業所

の児童発達⽀援管理責任者が作成し、保護者等への説明を⾏うとともに同意を得ることが義務付けられているものです。

※4 「活動プログラム」は、事業所の⽇々の⽀援の中で、⼀定の⽬的を持って⾏われる個々の活動のことです。こどもの発達の状況や障害の特性等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されてい

ま。

※5 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり⽅を学ぶことにより、こどもの⾏動変容することを⽬標とします。
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（別紙３）

〜 年 ⽉ ⽇

（対象者数） （回答者数）

〜 年 ⽉ ⽇

（対象者数） （回答者数）

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

2

3

改善に向けて必要な取組や⼯夫が必要な点等

1

2

3

○事業所名

○保護者評価実施期間
年 ⽉ ⽇

○保護者評価有効回答数

年 ⽉ ⽇

○従業者評価有効回答数

○事業者向け⾃⼰評価表作成⽇
年 ⽉ ⽇

事業所の強み（※）だと思われること

※より強化・充実を図ることが期待されること
⼯夫していることや意識的に⾏っている取組等

○従業者評価実施期間

事業所の弱み（※）だと思われること

※事業所の課題や改善が必要だと思われること
事業所として考えている課題の要因等

事業所における⾃⼰評価総括表公表



（別紙４）

公表⽇      年   ⽉   ⽇

利⽤児童数      年   ⽉   ⽇ 回収数

チェック項⽬ はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意⾒

1 こどもの活動等のスペースが⼗分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3

⽣活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思い

ますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や

情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
⽣活空間は、清潔で、⼼地よく過ごせる環境になっていると思いますか。

また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専⾨性のある⽀援

が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している⽀援プログラムは、事業所の提供する⽀援内容と

合っていると思いますか 。

7

こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、児童発達⽀援計画（個別⽀援計画）が作成されていると思

いますか。

8

児童発達⽀援計画には、児童発達⽀援ガイドラインの「児童発達⽀援の提

供すべき⽀援」の「本⼈⽀援」、「家族⽀援」、「移⾏⽀援 」で⽰す⽀

援内容からこどもの⽀援に必要な項⽬が適切に選択され、その上で、具体

的な⽀援内容が設定されていると思いますか。

9 児童発達⽀援計画に沿った⽀援が⾏われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラムが固定化されないよう⼯夫されていると思います

か。

11
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと

活動する機会がありますか。

12
事業所を利⽤する際に、運営規程、⽀援プログラム、利⽤者負担等につい

て丁寧な説明がありましたか。

13 「児童発達⽀援計画」を⽰しながら、⽀援内容の説明がなされましたか。

14

事業所では、家族に対して家族⽀援プログラム(ペアレント・トレーニン

グ等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏われています

か。

15
⽇頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に

ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助⾔等の⽀援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に⽀援をされていると思いますか。

18

⽗⺟の会の活動の⽀援や、保護者会等の開催等により、保護者同⼠の交流

の機会が設けられるなど、家族への⽀援がされているか。また、きょうだ

い向けのイベントの開催等により、きょうだい同⼠の交流の機会が設けら

れるなど、きょうだいへの⽀援がされていますか。

19

こどもや家族からの相談や申⼊れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申⼊れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。
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保護者等からの事業所評価の集計結果公表



20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

21

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や⾏事予定、連絡体制

等の情報や業務に関する⾃⼰評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ

れていますか。

22 個⼈情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

23

事業所では、事故防⽌マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア

ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま

すか。また、発⽣を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、⾮常災害の発⽣に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓

練が⾏われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が⼗分に⾏われた上で⽀援が⾏われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発⽣した際に、事業所から速やかな連絡や事

故が発⽣した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安⼼感をもって通所していますか 。

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の⽀援に満⾜していますか。
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度



（別紙５）

公表⽇      年  ⽉  ⽇

チェック項⽬ はい いいえ ⼯夫している点 課題や改善すべき点

1 利⽤定員が発達⽀援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利⽤定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である

か。

3

⽣活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化

や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
⽣活空間は、清潔で、⼼地よく過ごせる環境になっているか。ま

た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使⽤することが認めら

れる環境になっているか 。

6
業務改善を進めるための PDCA サイクル(⽬標設定と振り返り)に、

広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか。 

9
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている

か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法⼈内等で

研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に⽀援プログラムが作成、公表されているか 。

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達⽀援計画を作成

しているか。

13

児童発達⽀援計画を作成する際には、児童発達⽀援管理責任者だけ

でなく、こどもの⽀援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最

善の利益を考慮した検討が⾏われているか。 

14
児童発達⽀援計画が職員間に共有され、計画に沿った⽀援が⾏われ

ているか。 

15

こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを⽤いたフォーマ

ルなアセスメントや、⽇々の⾏動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使⽤する等により確認しているか。

16

児童発達⽀援計画には、児童発達⽀援ガイドラインの「児童発達⽀

援の提供すべき⽀援」の「本⼈⽀援」、「家族⽀援」、「移⾏⽀

援」及び「地域⽀援・地域連携」のねらい及び⽀援内容も踏まえな

がら、こどもの⽀援に必要な項⽬が適切に設定され、その上で、具

体的な⽀援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか。
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18 活動プログラムが固定化しないよう⼯夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児

童発達⽀援計画を作成し、⽀援が⾏われているか。

20

⽀援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われる⽀援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して⽀援を⾏ってい

るか。

21
⽀援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われた⽀援

の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

22
⽇々の⽀援に関して記録をとることを徹底し、⽀援の検証・改善に

つなげているか。

23
定期的にモニタリングを⾏い、児童発達⽀援計画の⾒直しの必要性

を判断し、適切な⾒直しを⾏っているか。

24
障害児相談⽀援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

25
地域の保健、医療（主治医や協⼒医療機関等）、障害福祉、保育、

教育等の関係機関と連携して⽀援を⾏う体制を整えているか。

26

併⾏利⽤や移⾏に向けた⽀援を⾏うなど、インクルージョン推進の

観点から⽀援を⾏っているか。また、その際、保育所や認定こども

園、幼稚園、特別⽀援学校(幼稚部)等との間で、⽀援内容等の情報

共有と相互理解を図っているか。

27
就学時の移⾏の際には、⼩学校や特別⽀援学校(⼩学部)との間で、

⽀援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。

（28〜30は、センターのみ回答）

地域の他の児童発達⽀援センターや障害児通所⽀援事業所等と連携

を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を⾏っているか。

29
質の向上を図るため、積極的に専⾨家や専⾨機関等から助⾔を受け

たり、職員を外部研修に参加させているか。

30
(⾃⽴⽀援)協議会こども部会や地域の⼦ども・⼦育て会議等へ積極

的に参加しているか。

（31は、事業所のみ回答）

地域の児童発達⽀援センターとの連携を図り、必要に応じてスー

パーバイズや助⾔等を受ける機会を設けているか 。

32
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど

もと活動する機会があるか。

33
⽇頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

34

家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族⽀援プログ

ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を⾏っているか。

35
運営規程、⽀援プログラム、利⽤者負担等について丁寧な説明を

⾏っているか。

36

児童発達⽀援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊

重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家

族の意向を確認する機会を設けているか 。
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37
「児童発達⽀援計画」を⽰しながら⽀援内容の説明を⾏い、保護者

から児童発達⽀援計画の同意を得ているか。

38
定期的に、家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応

じ、⾯談や必要な助⾔と⽀援を⾏っているか。

39

⽗⺟の会の活動を⽀援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の⽀援をしているか。ま

た、きょうだい同⼠で交流する機会を設ける等の⽀援をしている

か。

40

こどもや保護者からの相談や申⼊れについて、対応の体制を整備す

るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申⼊れがあった場合

に迅速かつ適切に対応しているか。

41

定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活⽤することによ

り、活動概要や⾏事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対

して発信しているか。

42 個⼈情報の取扱いに⼗分留意しているか。

43
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

44
事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。

45

事故防⽌マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発⽣を想定した訓練を実施しているか。

46
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、⾮常災害の発⽣に備

え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を⾏っているか。

47
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し

ているか。

48
⾷物アレルギーのあるこどもについて、医師の指⽰書に基づく対応

がされているか。

49
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が⼗分された中で⽀援が⾏われているか。

50
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全

計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

51
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防⽌に向けた⽅策について

検討をしているか。

52
虐待を防⽌するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。

53

どのような場合にやむを得ず⾝体拘束を⾏うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、児

童発達⽀援計画に記載しているか。
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（別紙1）

チェック項⽬ はい いいえ ⼯夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など

1 利⽤定員が発達⽀援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切である

か。

3

⽣活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化

や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
⽣活空間は、清潔で、⼼地よく過ごせる環境になっているか。ま

た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使⽤することが認めら

れる環境になっているか。 

6
業務改善を進めるためのPDCA サイクル（⽬標設定と振り返り）

に、広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか。

9
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている

か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法⼈内等で

研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に⽀援プログラムが作成、公表されているか。 

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計

画を作成しているか。

13

放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達⽀援管理責

任者だけでなく、こどもの⽀援に関わる職員が共通理解の下で、こ

どもの最善の利益を考慮した検討が⾏われているか。 

14
放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った⽀援

が⾏われているか 。

15

こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを⽤いたフォーマ

ルなアセスメントや、⽇々の⾏動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使⽤する等により確認しているか。

○ 本評価表は、放課後等デイサービスに従事する従業者の⽅に、事業所の⾃⼰評価していただくものです。

「はい」⼜は「いいえ」のどちらかに〇を記⼊するとともに、従業者の視点で、「事業所が⼯夫していると思う点」や「改善が必要だと思われる点」などについて記⼊してくだ

さい。
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16

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドライ

ンの「放課後等デイサービスの提供すべき⽀援」の「本⼈⽀援」、

「家族⽀援」、「移⾏⽀援」及び「地域⽀援・地域連携」のねらい

及び⽀援内容も踏まえながら、こどもの⽀援に必要な項⽬が適切に

設定され、その上で、具体的な⽀援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか。

18 活動プログラムが固定化しないよう⼯夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放

課後等デイサービス計画を作成し、⽀援が⾏われているか。

20

⽀援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われる⽀援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して⽀援を⾏ってい

るか。

21
⽀援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われた⽀援

の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

22
⽇々の⽀援に関して記録をとることを徹底し、⽀援の検証・改善に

つなげているか。

23
定期的にモニタリングを⾏い、放課後等デイサービス計画の⾒直し

の必要性を判断し、適切な⾒直しを⾏っているか。

24
放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組

み合わせて⽀援を⾏っているか。

25
こどもが⾃⼰選択できるような⽀援の⼯夫がされている等、⾃⼰決

定をする⼒を育てるための⽀援を⾏っているか。

26
障害児相談⽀援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

27
地域の保健、医療（主治医や協⼒医療機関等）、障害福祉、保育、

教育等の関係機関と連携して⽀援を⾏う体制を整えているか。

28

学校との情報共有（年間計画・⾏事予定等の交換、こどもの下校時

刻の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、トラブル発⽣時の連絡）

を適切に⾏っているか。

29
就学前に利⽤していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達⽀

援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。

30

学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所

等へ移⾏する場合、それまでの⽀援内容等の情報を提供する等して

いるか。

31
地域の児童発達⽀援センターとの連携を図り、必要等に応じてスー

パーバイズや助⾔や研修を受ける機会を設けているか 。

32
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動す

る機会があるか。
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33 （⾃⽴⽀援）協議会等へ積極的に参加しているか。

34
⽇頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

35

家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族⽀援プログ

ラム（ペアレント･トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を⾏っているか。 

36
運営規程、⽀援プログラム、利⽤者負担等について丁寧な説明を

⾏っているか。

37

放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意

思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こど

もや家族の意向を確認する機会を設けているか。 

38
「放課後等デイサービス計画」を⽰しながら⽀援内容の説明を⾏

い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。

39
家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、⾯談や必

要な助⾔と⽀援を⾏っているか。

40

⽗⺟の会の活動を⽀援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の⽀援をしているか。ま

た、きょうだい同⼠で交流する機械を設ける等の⽀援をしている

か。

41

こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するととも

に、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に

対応しているか。

42

定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活⽤することによ

り、活動概要や⾏事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対

して発信しているか。

43 個⼈情報の取扱いに⼗分留意しているか。

44
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

45
事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。

46

事故防⽌マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発⽣を想定した訓練を実施しているか。

47
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、⾮常災害の発⽣に備

え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を⾏っているか。

48
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し

ているか。

49
⾷物アレルギーのあるこどもについて、医師の指⽰書に基づく対応

がされているか。

50
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が⼗分された中で⽀援が⾏われているか。

保

護

者

へ

の

説

明

等

⾮

常

時

等

の

対



51
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全

計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

52
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防⽌に向けた⽅策について

検討をしているか。

53
虐待を防⽌するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。

54

どのような場合にやむを得ず⾝体拘束を⾏うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放

課後等デイサービス計画に記載しているか。

対

応



（別紙2）

チェック項⽬ はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意⾒

1 こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3

⽣活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境（※1）になってい

ると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフ

リー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
⽣活空間は、清潔で、⼼地よく過ごせる環境になっていると思いますか。

また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専⾨性のある⽀援

が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している⽀援プログラム（※2）は、事業所の提供する⽀援

内容と合っていると思いますか 。

7

こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、放課後等デイサービス計画（個別⽀援計画）（※3）が作

成されていると思いますか。

8

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの

「放課後等デイサービスの提供すべき⽀援」の「本⼈⽀援」、「家族⽀

援」、「移⾏⽀援 」で⽰す⽀援内容からこどもの⽀援に必要な項⽬が適切

に設定され、その上で、具体的な⽀援内容が設定されていると思います

か。

9 放課後等デイサービス計画に沿った⽀援が⾏われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラム（※4）が固定化されないよう⼯夫されていると

思いますか。

11
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会

がありますか。

12
事業所を利⽤する際に、運営規程、⽀援プログラム、利⽤者負担等につい

て丁寧な説明がありましたか。

13
「放課後等デイサービス計画」を⽰しながら、⽀援内容の説明がなされま

したか。

14

事業所では、家族に対して家族⽀援プログラム(ペアレント・トレーニン

グ（※5）等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏われて

いますか。

15
⽇頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に

ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助⾔等の⽀援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に⽀援をされていると思いますか。

（保護者の皆さまへ）

○本評価表は、放課後等デイサービスを利⽤するお⼦さんの保護者等の⽅に、事業所の評価をしていただくものです。

「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」のいずれかに〇を記⼊していただくとともに、「ご意⾒」についてもご記⼊ください。
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18

⽗⺟の会の活動の⽀援や、保護者会等の開催等により、保護者同⼠の交流

の機会が設けられるなど、家族への⽀援がされているか。また、きょうだ

い向けのイベントの開催等により、きょうだい同⼠の交流の機会が設けら

れるなど、きょうだいへの⽀援がされていますか。

19

こどもや家族からの相談や申⼊れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申⼊れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

21

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や⾏事予定、連絡体制

等の情報や業務に関する⾃⼰評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ

れていますか。

22 個⼈情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

23

事業所では、事故防⽌マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア

ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま

すか。また、発⽣を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、⾮常災害の発⽣に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓

練が⾏われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が⼗分に⾏われた上で⽀援が⾏われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発⽣した際に、事業所から速やかな連絡や事

故が発⽣した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安⼼感をもって通所していますか。 

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の⽀援に満⾜していますか。

満

⾜

度

※1 「本⼈にわかりやすく構造化された環境」とは、こども本⼈がこの部屋で何をするのかがわかりやすいよう、机や本棚の配置などを⼯夫することです。

※2 「⽀援プログラム」とは、事業所における総合的な⽀援の推進と事業所が提供する⽀援の⾒える化を図るため、事業所で⾏われている取組等について⽰し、公表することが求められています。

※3 「放課後等デイサービス計画（個別⽀援計画）」は、放課後等デイサービスを利⽤する個々のこどもについて、その有する能⼒、置かれている環境や⽇常⽣活全般の状況に関するアセスメントを通じて、

総合的な⽀援⽅針や⽀援⽬標及び達成時期、⽣活全般の質を向上させるための課題、⽀援の具体的内容、⽀援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、放課後等デイサービス事業所

の児童発達⽀援管理責任者が作成し、保護者等への説明を⾏うとともに同意を得ることが義務付けられているものです。

※4 「活動プログラム」は、事業所の⽇々の⽀援の中で、⼀定の⽬的を持って⾏われる個々の活動のことです。こどもの発達の状況や障害の特性等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されてい

ま。

※5 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり⽅を学ぶことにより、こどもの⾏動変容することを⽬標とします。
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（別紙３）

〜 年 ⽉ ⽇

（対象者数） （回答者数）

〜 年 ⽉ ⽇

（対象者数） （回答者数）

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

2

3

改善に向けて必要な取組や⼯夫が必要な点等

1

2

3

○事業所名

○保護者評価実施期間
年 ⽉ ⽇

○保護者評価有効回答数

年 ⽉ ⽇

○従業者評価有効回答数

○事業者向け⾃⼰評価表作成⽇
年 ⽉ ⽇

事業所の強み（※）だと思われること

※より強化・充実を図ることが期待されること
⼯夫していることや意識的に⾏っている取組等

○従業者評価実施期間

事業所の弱み（※）だと思われること

※事業所の課題や改善が必要だと思われること
事業所として考えている課題の要因等

事業所における⾃⼰評価総括表公表



（別紙４）

公表⽇ 年⽉⽇

利⽤児童数 年⽉⽇ 回収数

チェック項⽬ はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意⾒

1 こどもの活動等のスペースが⼗分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3

⽣活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思い

ますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や

情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
⽣活空間は、清潔で、⼼地よく過ごせる環境になっていると思いますか。

また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専⾨性のある⽀援

が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している⽀援プログラムは、事業所の提供する⽀援内容と

合っていると思いますか 。

7

こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、放課後等デイサービス計画（個別⽀援計画）が作成されて

いると思いますか。

8

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの

「放課後等デイサービスの提供すべき⽀援」の「本⼈⽀援」、「家族⽀

援」、「移⾏⽀援 」で⽰す⽀援内容からこどもの⽀援に必要な項⽬が適

切に設定され、その上で、具体的な⽀援内容が設定されていると思います

か。

9 放課後等デイサービス計画に沿った⽀援が⾏われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラムが固定化されないよう⼯夫されていると思います

か。

11
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会

がありますか。

12
事業所を利⽤する際に、運営規程、⽀援プログラム、利⽤者負担等につい

て丁寧な説明がありましたか。

13
「放課後等デイサービス計画」を⽰しながら、⽀援内容の説明がなされま

したか。

14

事業所では、家族に対して家族⽀援プログラム(ペアレント・トレーニン

グ等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏われています

か。

15
⽇頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に

ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助⾔等の⽀援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に⽀援をされていると思いますか。

18

⽗⺟の会の活動の⽀援や、保護者会等の開催等により、保護者同⼠の交流

の機会が設けられるなど、家族への⽀援がされているか。また、きょうだ

い向けのイベントの開催等により、きょうだい同⼠の交流の機会が設けら

れるなど、きょうだいへの⽀援がされていますか。

19

こどもや家族からの相談や申⼊れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申⼊れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。
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20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

21

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や⾏事予定、連絡体制

等の情報や業務に関する⾃⼰評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ

れていますか。

22 個⼈情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

23

事業所では、事故防⽌マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア

ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま

すか。また、発⽣を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、⾮常災害の発⽣に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓

練が⾏われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が⼗分に⾏われた上で⽀援が⾏われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発⽣した際に、事業所から速やかな連絡や事

故が発⽣した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安⼼感をもって通所していますか。 

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の⽀援に満⾜していますか。
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（別紙５）

公表⽇      年  ⽉  ⽇

チェック項⽬ はい いいえ ⼯夫している点 課題や改善すべき点

1 利⽤定員が発達⽀援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利⽤定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切である

か。

3

⽣活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や

情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
⽣活空間は、清潔で、⼼地よく過ごせる環境になっているか。また、

こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使⽤することが認められ

る環境になっているか。 

6
業務改善を進めるためのPDCA サイクル（⽬標設定と振り返り）

に、広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けて

おり、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につ

なげているか。

9
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている

か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法⼈内等で研

修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に⽀援プログラムが作成、公表されているか。 

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者の

ニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を

作成しているか。

13

放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達⽀援管理責任

者だけでなく、こどもの⽀援に関わる職員が共通理解の下で、こども

の最善の利益を考慮した検討が⾏われているか。 

14
放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った⽀援が

⾏われているか 。

15

こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを⽤いたフォーマル

なアセスメントや、⽇々の⾏動観察なども含むインフォーマルなアセ

スメントを使⽤する等により確認しているか。

16

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドライン

の「放課後等デイサービスの提供すべき⽀援」の「本⼈⽀援」、「家

族⽀援」、「移⾏⽀援」及び「地域⽀援・地域連携」のねらい及び⽀

援内容も踏まえながら、こどもの⽀援に必要な項⽬が適切に設定さ

れ、その上で、具体的な⽀援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか。
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18 活動プログラムが固定化しないよう⼯夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課

後等デイサービス計画を作成し、⽀援が⾏われているか。

20

⽀援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われる⽀援の内

容や役割分担について確認し、チームで連携して⽀援を⾏っている

か。

21
⽀援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われた⽀援の

振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

22
⽇々の⽀援に関して記録をとることを徹底し、⽀援の検証・改善につ

なげているか。

23
定期的にモニタリングを⾏い、放課後等デイサービス計画の⾒直しの

必要性を判断し、適切な⾒直しを⾏っているか。

24
放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組み

合わせて⽀援を⾏っているか。

25
こどもが⾃⼰選択できるような⽀援の⼯夫がされている等、⾃⼰決定

をする⼒を育てるための⽀援を⾏っているか。

26
障害児相談⽀援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、

そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

27
地域の保健、医療（主治医や協⼒医療機関等）、障害福祉、保育、教

育等の関係機関と連携して⽀援を⾏う体制を整えているか。

28

学校との情報共有（年間計画・⾏事予定等の交換、こどもの下校時刻

の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、トラブル発⽣時の連絡）を適

切に⾏っているか。

29
就学前に利⽤していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達⽀援

事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。

30

学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等

へ移⾏する場合、それまでの⽀援内容等の情報を提供する等している

か。

31
地域の児童発達⽀援センターとの連携を図り、必要等に応じてスー

パーバイズや助⾔や研修を受ける機会を設けているか 。

32
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する

機会があるか。

33 （⾃⽴⽀援）協議会等へ積極的に参加しているか。

34
⽇頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課

題について共通理解を持っているか。

35

家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族⽀援プログラ

ム（ペアレント･トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機会

や情報提供等を⾏っているか。 

36
運営規程、⽀援プログラム、利⽤者負担等について丁寧な説明を⾏っ

ているか。

37

放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思

の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや

家族の意向を確認する機会を設けているか。 

38
「放課後等デイサービス計画」を⽰しながら⽀援内容の説明を⾏い、

保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。
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39
家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、⾯談や必要

な助⾔と⽀援を⾏っているか。

40

⽗⺟の会の活動を⽀援することや、保護者会等を開催する等により、

保護者同⼠で交流する機会を設ける等の⽀援をしているか。また、

きょうだい同⼠で交流する機械を設ける等の⽀援をしているか。

41

こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するととも

に、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対

応しているか。

42

定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活⽤することによ

り、活動概要や⾏事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対し

て発信しているか。

43 個⼈情報の取扱いに⼗分留意しているか。

44
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮を

しているか。

45
事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。

46

事故防⽌マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染

症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発

⽣を想定した訓練を実施しているか。

47
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、⾮常災害の発⽣に備え、

定期的に避難、救出その他必要な訓練を⾏っているか。

48
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認して

いるか。

49
⾷物アレルギーのあるこどもについて、医師の指⽰書に基づく対応が

されているか。

50
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置

を講じる等、安全管理が⼗分された中で⽀援が⾏われているか。

51
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計

画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

52
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防⽌に向けた⽅策について検

討をしているか。

53
虐待を防⽌するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をし

ているか。

54

どのような場合にやむを得ず⾝体拘束を⾏うかについて、組織的に決

定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、放課後

等デイサービス計画に記載しているか。
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（別紙１）

チェック項⽬ はい いいえ ⼯夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など

1 訪問⽀援に使⽤する教具教材は適切であるか。

2 利⽤希望者に対して、職員の配置数は適切であるか。

3
業務改善を進めるためのPDCA サイクル(⽬標設定と振り返り)に、

広く職員が参画しているか。

4
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。

5
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか 。

6
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている

か。

7
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法⼈内等で

研修を開催する機会が確保されているか。

8

個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、保育所等訪問⽀援計画を

作成しているか。

9

保育所等訪問⽀援計画を作成する際には、児童発達⽀援管理責任者

だけでなく、こどもの⽀援に関わる職員が共通理解の下で、こども

の最善の利益を考慮した検討が⾏われているか 。

10
保育所等訪問⽀援計画を作成する際には、訪問先施設の担当者等と

連携し、訪問先施設や担任等の意向を盛り込んでいるか。

11
保育所等訪問⽀援計画が職員間に共有され、計画に沿った⽀援が⾏

われているか 。

12

こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを⽤いたフォーマ

ルなアセスメントや、⾏動観察なども含むインフォーマルなアセス

メントを使⽤する等により確認しているか。

13

保育所等訪問⽀援計画には、保育所等訪問⽀援ガイドラインの「保

育所等訪問⽀援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的

な⽀援内容が設定されているか。

14
保育所等訪問⽀援計画が職員間で共有され、計画に沿った⽀援が⾏

われているか。

15

⽀援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われる⽀援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して⽀援を⾏ってい

るか。

○ 本評価表は、保育所等訪問⽀援事業所に従事する従業者の⽅に、事業所の⾃⼰評価していただくものです。

○「はい」⼜は「いいえ」のどちらかに〇を記⼊するとともに、従業者の視点で、「事業所が⼯夫していると思う点」や「改善が必要だと思われる点」などについて記⼊してく

ださい。
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16
⽀援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その⽇⾏われた⽀援

の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

17
保育所等訪問⽀援を実施する際、訪問先の理念や⽀援⼿法を尊重し

て⽀援を⾏っているか。

18
毎回の⽀援に関して記録をとることを徹底し、⽀援の検証・改善に

つなげているか。

19

定期的に保護者や訪問先の意向の確認やモニタリングを⾏い、保育

所等訪問⽀援計画の⾒直しの必要性を判断し、適切な⾒直しを⾏っ

ているか。

20
障害児相談⽀援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

21
地域の保健、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して⽀援を

⾏う体制を整えているか。

22
就園・就学時の移⾏の際には、保育所等や学校との間で、⽀援内容

等の情報共有と相互理解を図っているか。

23
質の向上を図るため、積極的に専⾨家や専⾨機関等から助⾔を受け

たり、職員を外部研修に参加させているか。

24
(⾃⽴⽀援)協議会こども部会や地域の⼦ども・⼦育て会議等へ積極

的に参加しているか。

25
⽇頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

26

家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族⽀援プログ

ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を⾏っているか。

27 運営規程、利⽤者負担等について丁寧な説明を⾏っているか。

28
訪問先施設に対し、事業の趣旨や訪問⽀援の⽬的等について適切に

説明を⾏っているか。

29

保育所等訪問⽀援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の

尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや

家族の意向を確認する機会を設けているか 。

30
「保育所等訪問⽀援計画」を⽰しながら⽀援内容の説明を⾏い、保

護者から保育所等訪問⽀援計画の同意を得ているか。

31
定期的に、家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応

じ、⾯談や必要な助⾔と⽀援を⾏っているか。

32

⽗⺟の会の活動を⽀援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の⽀援をしているか。ま

た、きょうだい同⼠で交流する機会を設ける等の⽀援をしている

か。

33

こどもや保護者からの相談や申⼊れについて、対応の体制を整備す

るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申⼊れがあった場合

に迅速かつ適切に対応しているか。
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34

定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活⽤することによ

り、活動概要や連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信し

ているか。

35 個⼈情報の取扱いに⼗分留意しているか。

36
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

37
訪問⽀援に加え、訪問先からの相談等に適切に応じる体制を整え、

必要な助⾔や⽀援を⾏っているか。

38
保育所等訪問⽀援の実施後に、訪問先施設とカンファレンスを⾏っ

ているか。

39
保育所等訪問⽀援の実施後に、家族等へ適切に⽀援内容等の共有を

⾏っているか。

40 個⼈情報の取扱いに⼗分留意しているか。

41
訪問先施設からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きながら、専⾨

的な助⾔を⾏っているか。

42

事故防⽌マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発⽣を想定した訓練を実施しているか。

43
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が⼗分された中で⽀援が⾏われているか。

44
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防⽌に向けた⽅策について

検討をしているか。

45
虐待を防⽌するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。

46

どのような場合にやむを得ず⾝体拘束を⾏うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、児

童発達⽀援計画に記載しているか。
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（別紙２）

チェック項⽬ はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意⾒

1 訪問⽀援に使⽤する教具教材が整えられていますか。

2 プライバシーに配慮された⾯接室等が整えられていますか。

3 事業の⽬的が適切に説明されていると思いますか。

4 保育所等訪問⽀援の頻度や時間について、相談の上決定されていますか。

5
こどもの状態に応じた⽀援が提供できる職員（職種や⼈数）体制だと思い

ますか。

6
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専⾨性のある⽀援

が受けられていると思いますか。 

7

こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、保育所等訪問⽀援計画（個別⽀援計画）（※１）が作成さ

れていると思いますか。

8
保育所等訪問⽀援計画（個別⽀援計画）には、訪問先施設や担任等の意向

が盛り込まれていると思いますか。

9

保育所等訪問⽀援計画には、保育所等訪問⽀援ガイドラインの「保育所等

訪問⽀援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な⽀援内容が

設定されていると思いますか。

10 保育所等訪問⽀援計画に沿った⽀援が⾏われていると思いますか。

11
保育所等訪問⽀援を実施する際、訪問先施設に配慮した⽀援が⾏われてい

ると思いますか。

12
事業所を利⽤する際に、運営規程、利⽤者負担等について丁寧な説明があ

りましたか。

13
「保育所等訪問⽀援計画」を⽰しながら、⽀援内容の説明がなされました

か。

14

事業所では、家族に対して家族⽀援プログラム(ペアレント・トレーニング

（※２）等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏なわれて

いますか。

15
必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状

況、課題について共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助⾔等の⽀援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に⽀援をされていると思いますか。

18

こどもや家族からの相談や申⼊れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申⼊れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

（保護者の皆さまへ）

 ○ 本評価表は、保育所等訪問⽀援事業所を利⽤するお⼦さんの保護者等の⽅に、事業所の評価をしていただくものです。

  「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」のいずれかに〇を記⼊していただくとともに、「ご意⾒」についてもご記⼊ください。
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保育所等訪問⽀援評価表保護者向け



19
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

20
事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助⾔と⽀援が⾏

われていると思いますか。

21
保育所等訪問⽀援を実施した際に、訪問先施設と訪問⽀援の内容について

話し合いが⾏われていると思いますか。

22
保育所等訪問⽀援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされて

いると思いますか。

23

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や連絡体制等の情報や

業務に関する⾃⼰評価の結果をこどもや保護者に対して発信されています

か。

24 個⼈情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

25
事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるよう

にしていると思いますか。

26
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が⼗分に⾏われた上で⽀援が⾏われていると思いますか 。

27 こどもは訪問⽀援を嫌がっていませんか。

28 事業所の⽀援に満⾜していますか。

⾮

常

時

等

の

対

応

満

⾜

度

※1 「保育所等訪問⽀援計画（個別⽀援計画）」は、保育所等訪問⽀援を利⽤する個々のこどもについて、将来に対する⾒通しを持った上で、その有する能⼒、訪問先の⽇常⽣活全般の状況に関するアセスメ

ントを通じて、「利⽤児と家族の⽣活に対する意向」、「総合的な⽀援の⽅針」、「⻑期⽬標」、「短期⽬標」、「⽀援⽬標及び具体的な⽀援内容等」（「⽀援⽬標」、「⽀援内容」、「達成時期」、「担当

者・提供機関」、「留意事項」）を記載する計画のことです。これは、保育所等訪問⽀援事業所の児童発達⽀援管理責任者が作成し、保護者等への説明を⾏うとともに同意を得ることが義務付けられているも

のです。

※２ 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり⽅を学ぶことにより、こどもの⾏動変容することを⽬標とします。

明

等



（別紙３）

チェック項⽬ はい
どちらとも

いえない
いいえ ご意⾒

1
訪問⽀援員からの助⾔や説明は、具体的でわかりやすく、取

り⼊れやすいものですか。

2
訪問⽀援員の⽀援に対する知識・技術等に満⾜しています

か。

3
訪問⽀援員は質問に対して、適時・適切に回答してくれてい

ますか。

4
保育所等訪問⽀援を利⽤したことで、課題や困りごとが解消

または軽減されましたか。

5 事業所からの⽀援に満⾜していますか。

その他、お気付きの点をご記⼊ください。

（訪問先施設の皆さまへ）

 ○ 本評価表は、保育所等訪問⽀援事業所を受け⼊れている訪問先施設の⽅に、保育所等訪問⽀援事業所の評価をしていただくものです。

  （詳細につきましては、別紙「保育所等訪問⽀援における評価制度（⾃⼰評価・保護者評価・訪問先施設評価）の導⼊について」をご参照ください。）

 ○「はい」「どちらともいえない」「いいえ」のいずれかに〇を記⼊するとともに、「ご意⾒」についてもご記⼊ください。

保育所等訪問⽀援評価表訪問先施設向け



（別紙４）

〜 年 ⽉ ⽇

（対象者数） （回答者数）

〜 年 ⽉ ⽇

（対象者数） （回答者数）

〜 年 ⽉ ⽇

（対象数） （回答数）

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

2

3

改善に向けて必要な取組や⼯夫が必要な点等

1

2

3

事業所の弱み（※）だと思われること

※事業所の課題や改善が必要だと思われること
事業所として考えている課題の要因等

年 ⽉ ⽇

○従業者評価有効回答数

○事業者向け⾃⼰評価表作成⽇ 年 ⽉ ⽇

事業所の強み（※）だと思われること

※より強化・充実を図ることが期待されること
⼯夫していることや意識的に⾏っている取組等

○従業者評価実施期間

○訪問先施設評価有効回答数

○訪問先施設評価実施期間 年 ⽉ ⽇

○事業所名

○保護者評価実施期間 年 ⽉ ⽇

○保護者評価有効回答数

事業所における⾃⼰評価総括表公表



（別紙５）

公表⽇      年   ⽉   ⽇

利⽤児童数      年   ⽉   ⽇ 回収数

チェック項⽬ はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意⾒

1 訪問⽀援に使⽤する教具教材が整えられていますか。

2 プライバシーに配慮された⾯接室等が整えられていますか。

3 事業の⽬的が適切に説明されていると思いますか。

4 保育所等訪問⽀援の頻度や時間について、相談の上決定されていますか。

5
こどもの状態に応じた⽀援が提供できる職員（職種や⼈数）体制だと思い

ますか。

6
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専⾨性のある⽀援

が受けられていると思いますか。 

7

こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分

析された上で、保育所等訪問⽀援計画（個別⽀援計画）が作成されている

と思いますか。

8
保育所等訪問⽀援計画（個別⽀援計画）には、訪問先施設や担任等の意向

が盛り込まれていると思いますか。

9

保育所等訪問⽀援計画には、保育所等訪問⽀援ガイドラインの「保育所等

訪問⽀援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な⽀援内容が

設定されていると思いますか。

10 保育所等訪問⽀援計画に沿った⽀援が⾏われていると思いますか。

11
保育所等訪問⽀援を実施する際、訪問先施設に配慮した⽀援が⾏われてい

ると思いますか。

12
事業所を利⽤する際に、運営規程、利⽤者負担等について丁寧な説明があ

りましたか。

13
「保育所等訪問⽀援計画」を⽰しながら、⽀援内容の説明がなされました

か。

14

事業所では、家族に対して家族⽀援プログラム(ペアレント・トレーニン

グ等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏なわれていま

すか。

15
必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状

況、課題について共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助⾔等の⽀援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に⽀援をされていると思いますか。

18

こどもや家族からの相談や申⼊れについて、対応の体制が整備されている

とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周

知・説明され、相談や申⼊れをした際に迅速かつ適切に対応されています

か。

19
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると

思いますか。

20
事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助⾔と⽀援が⾏

われていると思いますか。

保
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ご意⾒を踏まえた対応

保護者からの事業所評価の集計結果公表



21
保育所等訪問⽀援を実施した際に、訪問先施設と訪問⽀援の内容について

話し合いが⾏われていると思いますか。

22
保育所等訪問⽀援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされて

いると思いますか。

23

定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や連絡体制等の情報や

業務に関する⾃⼰評価の結果をこどもや保護者に対して発信されています

か。

24 個⼈情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

25
事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるよう

にしていると思いますか。

26
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、

安全の確保が⼗分に⾏われた上で⽀援が⾏われていると思いますか 。

27 こどもは訪問⽀援を嫌がっていませんか。

28 事業所の⽀援に満⾜していますか。

⾮

常

時

等

の

対

応

満

⾜

度



○ 本評価制度は、保護者評価や訪問先施設評価、自己評価の機会を通じて、全従業者による共通理解の下、事業所の強みや弱み等の分析を行うとと

もに、課題の改善に向けた具体的な取組や支援の質の向上に向けた具体的な取組等の検討を行い、日々の支援に反映することで、より良い支援提供

及び事業運営につなげていくことを目的としている。

○ 保護者評価・訪問先施設評価の結果は、事業者が自己評価を行う際に、客観的な視点による評価として活用するものである。

〇 保育所等訪問支援の効果的な実施やより良い支援の促進のため、令和６年４月より、指定保育所等訪問支援事業者には、以下①～③の取組の実施

が義務付化。

① 保育所等訪問支援を利用する保護者による支援の提供状況等についての評価「保護者評価」

② 実際に訪問支援を受け入れる保育所等による支援の提供状況等についての評価「訪問先施設評価」

③ 保護者評価・訪問先施設評価の結果を踏まえた事業者自身による運営状況や支援の提供状況の振り返り・評価「自己評価」

〇 自己評価・保護者評価・訪問先評価の結果及び改善内容については、概ね１年に１回以上保護者・訪問先施設に示すとともに、インターネット等

により公表することを要する。

保育所等訪問支援における評価制度（自己評価・保護者評価・訪問先施設評価）の導入について

評価制度の導入について

① 保護者及び訪問先施設による評価

② 事業所全体での自己評価

③ 改善・充実に向けた取組
・分析結果を踏まえて、今後の改善・充実に向けた具体的な取組を検討

・評価及び分析結果等を公表

・各評価の結果を踏まえて、事業所全体で課題の分析等を実施

・評価の結果を踏まえて、事業所の「強み」や「弱み」について分析

・アンケート調査を実施

取組の流れ

※ 保育所等訪問支援事業所の従業者への評価も同時に実施

評価制度の目的等

※児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号）に基づき実施



事 務 連 絡 

令和６年８月９日 

都 道 府 県 

    指 定 都 市       

中 核 市      

    児童相談所設置市 

 

こども家庭庁支援局障害児支援課 

 

 

「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の 

優先考慮の手引き」について 

 

障害児支援行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

こども家庭庁の発足と同時に施行されたこども基本法においては、全てのこどもに

ついて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が

優先して考慮されることが基本理念として掲げられています。 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、障害児支援におけるこどもの

最善の利益を保障するため、運営基準（※）において、障害児通所支援事業所や障害

児入所施設（以下「事業所等」という。）に対し、こどもや保護者の意思の尊重、こど

もの意見の尊重と最善の利益の優先考慮の下での個別支援計画の作成や個別支援会

議の実施、支援の提供を進めていただくこととしたところです。 

具体的には、事業所等は、①こどもが自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、適時に、日々の支援の内容や将来の生活に関して、こどもや保護者の意

向を丁寧に把握し、その意思をできる限り尊重するための配慮をするとともに、②個

別支援計画の作成に当たっては、例えば、個別支援会議の場にこどもや保護者を参加

させたり、個別支援会議の開催前に担当者等がこどもや保護者に直接会ったりするな

ど、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、こどもや保護者の意見を聴くことが求め

られています。 

 また、令和４年度障害者総合福祉推進事業「障害児入所施設及び障害児通所支援事

業所を利用する障害のある子どもの権利擁護の在り方に関する調査研究」においては、

「障害児入所施設及び障害児通所支援事業所を利用する子どもの意見形成支援・意見

表明支援のための手引き（案）」（以下「手引き案」という。）が作成されています。 

 こうした動きも踏まえ、今般、事業所等における日々の支援の場面において、こど

もの意思を尊重し、こどもの意見を聴き、最善の利益を優先考慮した取組がより一層

図られるよう、手引き案の内容を踏まえ、「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・

各 障害児支援主管部(局) 御中 



最善の利益の優先考慮の手引き」（別添）を作成しました。 

 各事業所等において、こどもの意思を尊重し、最善の利益を優先考慮した取組を進

めるに当たって参考としていただくよう、各都道府県におかれては、当該内容を十分

御了知の上、貴管内の市町村及び事業所等に対して、各指定都市、中核市及び児童相

談所設置市におかれては、当該内容を十分御了知の上、貴管内の事業所等に対して、

遺漏なく周知していただくようお願いします。 

 なお、本手引きは、事業所等に限らず、保育所や医療機関など、障害のあるこども

の支援に当たる関係機関・関係者においてもご活用いただける内容となっております

ので、適宜、必要な関係機関・関係者にも周知いただくようお願いいたします。 

 

（※） 下記の３府令 

・ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 24年厚生労働省令第 15号） 

・ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 24年厚生労働省令第 16号） 

・ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基

準（平成 24年厚生労働省令第 29号） 

 

（別添資料） 

障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き 

 

（参考） 

  「障害児入所施設及び障害児通所支援事業所を利用する障害のある子どもの権利

擁護の在り方に関する調査研究報告書」（厚生労働省 令和４年度障害者総合福

祉推進事業） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001113514.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001113514.pdf


1 

 

  
障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き 

（令和６年８月） 

 

目次 
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１．こどもの権利擁護に関する基本的な考え方 
児童の権利に関する条約（以下「子どもの権利条約」という。）は、こどもの基本的人権を国際的

に保障するため 1989 年に定められており、 現在では、日本を含めた世界 196 の国・地域が締約し

ている世界的な条約である。18歳未満の児童（こども）を権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、

ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもなら

ではの権利も定めている。子どもの権利条約は、「生命、生存及び発達に対する権利」「子どもの最善

の利益」「子どもの意見の尊重」「差別の禁止」の４つを原則としている。また第 12 条第 1 項では、

「その児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」と

規定されている。 

令和５年４月、こども家庭庁が発足し、あわせて、こども政策を総合的に推進するための「こども

基本法」が施行された。こども基本法では、基本理念として、子どもの権利条約の４原則にもあるよ

うに、①差別的取扱いを受けることがないようにすること、②福祉に関する権利が等しく保障される

こと、③自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する

機会が確保されること、④意見の尊重・最善の利益の優先考慮等、こどもの権利擁護に関することが

明記された。 

また、こども基本法では、こども施策をしっかり進めていくため、こども施策の基本的な方針とな

る「こども大綱」を策定することが定められた。こども大綱により、すべてのこども・若者が、身体

も心も元気に、周りの人とよい関係で、将来にわたって幸せに生活できる「こどもまんなか社会」を

目指していくこととなった。 

令和４年に改正・令和６年４月に施行された改正児童福祉法（以下「令和４年改正児童福祉法」と

いう。）においては、社会的養護の下にあるこどもの権利擁護に係る取組として、こどもの権利擁護

の環境整備を行うことを都道府県の業務として位置づけ、都道府県知事又は児童相談所長が行う措

置等の決定時において、こどもの意見聴取等を行うことが規定された。また、こどもの意見表明等を

支援するための事業（意見表明等支援事業）を制度に位置づけ、都道府県はその体制整備に努めるこ

ととされた。さらに、これらの取組を進めるに当たって、令和５年 12月に「こどもの権利擁護スタ

ートアップマニュアル」（以下「スタートアップマニュアル」という。）が策定されており、こどもの

意見形成や意見表明の支援に関する取組や方法について示されているところである。 

障害児支援の分野においても、令和６年４月から、障害児通所支援事業や障害児入所施設の運営基

準において、事業所・施設に対し、こどもの意思の尊重、こどもの意見の尊重とこどもの最善の利益

の優先考慮の下での個別支援計画の作成や個別支援会議の実施、支援の提供を求めている。障害のあ

るこどもは、障害の特性等により自分の意見を表明することが難しい場合も多いことから、スタート

アップマニュアルに加え、障害のあるこどもの特性等を踏まえたこどもの意見形成や意見表明の支

援に関する取組や方法について示し、日々の障害児支援の場面において、こどもの意思や意見の尊

重、こどもの最善の利益の優先考慮が適切になされるよう、「障害児支援におけるこどもの意思の尊

重・最善の利益の優先考慮の手引き」を作成した。 

また、障害のあるこどもの支援に当たっては、保護者の意見や意向を優先・尊重した支援になりや

すいことも想定される。保護者の意見や意向を丁寧に把握し、尊重することは非常に重要であるが、

権利の主体はあくまでこどもであることを十分に理解し、こどもに寄り添い、こどもの意思をくみ取

り、こどもの意見を聴き、こどもの最善の利益の実現を目的として支援していくことが必要である。 
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こどもの支援に関わる事業所・施設の職員は、このことを十分に理解し、こどもの権利擁護に関す

る学びを続けていくことが必要である。 

各事業所・施設において、障害のあるこどもの意思や意見の尊重、こどもの最善の利益を優先考慮

した支援の提供がより一層図られるよう、本手引きを参考に、取組を進めていただきたい。 

 

２．障害児支援に求められるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の実

現に向けた取組 
障害児支援事業所・施設においては、障害児支援におけるこどもの最善の利益を保障するため、運

営基準により、こどもの意見の尊重と最善の利益の優先考慮の下での個別支援計画の作成や個別支

援会議の実施、支援の提供が求められている。 

具体的には、事業所・施設は、①こどもが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、個別支援計画の作成時をはじめ、適時に、日々の支援の内容や将来の生活に関して、こどもや保

護者の意向を丁寧に把握し、その意思をできる限り尊重するための配慮をするとともに、②個別支援

計画の作成に当たっては、例えば、個別支援会議の場にこどもや保護者に参加してもらったり、個別

支援会議の開催前に担当者等がこどもや保護者に直接会ったりするなど、こどもの年齢や発達の程

度に応じて、様々な形でこどもや保護者の意見を聴くことが考えられる。 

なお、その際は、言葉だけでなく、身体の動きや表情、発声なども観察し、こどもの意見を尊重す

ることが重要である。 

事業所・施設の職員が、これらの取組を含め、日々の支援を行うに当たっては、３．以降に記載す

る様々な留意点や取組例を参考に、こどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の実現に向けて実践

していくことが必要である。 

 

３．障害児支援に求められるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の実

現に向けた取組の進め方 
こどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の実現に向けては、「こどもとの信頼関係の構築」―

「意思形成支援」―「意思表出支援」―「意見形成支援」―「意見表明支援」―「意見実現支援」を

丁寧に進めていくことが重要であり、日常生活や個別面談等を通じてこどもと関わりながら、個別に

コミュニケーションをとっていくことが想定される。 

障害のあるこどもにおいては、必ずしも言語的なコミュニケーションが可能ではないことや、様々

な事情で余暇や文化的活動の経験が限られてきた場合がある。また、こどもによっては、これまでの

育ちの中で主体性が育っておらず、意思の表出に関わる意欲が委縮している場合等もある。 

支援に当たる事業所・施設の職員は、こうした場合があることにも留意しながら、まずはこどもの

育ちについて理解した上で、こどもとの信頼関係を構築し、愛着を土台として、安全・安心な環境の

中でこどもの自己肯定感を育んでいくことが重要である。 

また、こどもが、遊びや豊かな活動等を通じて様々な経験を積み重ねながら、自分が権利の主体で

あることを理解するとともに、様々な選択肢があることを学ぶことや、自分で選択する経験を増やし

ていくことが土台となることを認識して「意思形成支援」をしていくことが重要である。 
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その上で、日常の遊びや活動、生活場面の中で、こどもが表出したことに応答し、こどもが受け止

められたと実感し、また表出したいと思えるようなコミュニケーションの繰り返しの中で、こどもの

自己肯定感を育んでいくことが重要である。それぞれのこどもの独自の意思表示の方法を理解し、育

まれた意思が、言葉やそれ以外の方法で表出されるように工夫し、「意思表出支援」をしていくと同

時に、様々な経験を通して「意見形成支援」を積み重ねていくことが大切である。 

さらに、こどもの形成された意見を言語化し、こどもにその内容を必ず確認した上で、こどもが思

っていることを他の人にも伝わるように言語化・通訳し伝えていくことなどによって「意見表明支

援」を行っていくとともに、こどもが表明した意見を反映していくよう「意見実現支援」に努め、こ

どもが自ら判断し行動することを支えていくことが重要である。 

この際、年齢や発達の特性等により、言葉による意思の表出が困難であるこどもに対しては、手話

やトーキングエイド、文字盤や絵カードなどの様々なコミュニケーションツールの活用など適切な

合理的配慮の実施により、意思表出を支援していくことが重要である。また、意見を言えないと決め

つけるのではなく、こどもとともに時間を過ごしている事業所・施設の職員が、こどもとの間で信頼

関係を構築する過程で、こどもの生活スタイルや選好等を理解し、それらをもとにそのこどもの意思

を推察することや、言葉のみならず、その態様や行動変化など客観的な状況をくみ取ることにより意

見形成や意見表明を支援していくことが重要である。 

また、こどもが表明する意見と職員がそのこどもの最善の利益と考えることに相違が生じる場合、

将来も見据えたこどもの最善の利益を考え、こどもの意見や希望を実現できないこともある。そのよ

うな場面においては、こどもの意見を否定せず、意見を受容し傾聴することが重要であり、事業所・

施設の各職員が役割分担を行い対応することや、事業所・施設の職員以外の意見表明等支援員1（※）

を活用することも考えられる。 

障害のあるこどもの中には表現することが難しいこどももいる。また、表現をしていても本人の意

図とは違う言葉遣いになってしまうこどももいる。そのため、その都度こどもに意思を確認すること

が必要である。その際、大人主導の誘導的な関わりになりやすいことを職員が意識した上で、こども

に確認を行っていくことが重要である。 

これらの「信頼関係構築」から「意見表明支援」までのプロセスが常に繰り返されることで、こど

もの自己肯定感や自尊心の向上につながり、こども自身が困難な課題に直面した際にも、「自分なら

できる」という自己効力感をもって対応することができる。こどもが本来持っている力が湧き出さ

れ、自分らしく生きていくというエンパワメントにつながっていく。これらが、こども自身の意見形

成や意見表明の実現、こどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の実現につながっていくものであ

る。 

上述した流れを下図に示すとともに、これらの取組の実施に当たっての基本的な考え方や方法等

について、以下（１）から（８）までに示す。 

 

 

 

 

 

1 独立性を担保するとされており、あくまでもこども主導で、こども側だけに立って、その真のニーズが達成できるようにこどもをエンパワメントしていく役割を担

う。 
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（１）こどもの育ちについての理解 
乳幼児期に必要な支援は、大人とこどもの安定した愛着関係の構築である。大人との安定した愛着

関係が構築されることで、人への期待や信頼感が育ち、こどもが自分の存在を肯定し、他者との適切

な関係を形成するための基礎となる。 

そのため、こどもの思いや要求を受け止め、こどもの状態や経緯を捉えてこどもの気持ちに寄り添

い、共感し、また時には励ますなど、こどもと受容的・応答的に関わることで、こどもは安心感や信

頼感を得て、甘えたいときに甘えられる、嫌なときは嫌と言える、怒りたいときは怒ることができる

等の自己主張ができるようになっていく。 

その上で、こども自身がより多くの体験・経験を積み、自分らしく生活できるよう、こどもが自分

でできそうなことに取り組み、成功体験を増やすことも重要である。大人に支えられながら「自分で

できた」という経験を積み重ねることで、達成感につながり、もっと色々なことをしたいというこど

もの意欲を引き出し、ひいては自分に自信が持てるようになり人生を前向きに進んでいけるように

なる。 

また、年齢や発達の段階に応じて、こどもが自ら判断し行動することを保障することも重要であ

り、その際、大人は、こどもの力を信じて見守るという姿勢で、こどもの主体的な活動を大切にする

ことが重要である。つまずきや失敗の体験も経ながら、自己決定・自己責任の経験を重ねて大人にな

っていく。 

こうした経験を積み重ねることで、こども自身が自らをエンパワメントし、本来の自分の力を発揮

していこうとする力を引き出していくことが重要である。 

 

（２）信頼関係の構築 
こどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の実現に向けた取組の前提として、支援を行う事業

所・施設の職員等とこども本人に十分な信頼関係が構築できていることが重要である。 

職員は、こどもが気持ちを素直に出せる関係性を作っていける存在となるよう、こどもが安心でき

る人間関係を形成するように努める必要がある。 
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こどもとの信頼関係を構築していくに当たっては、まずは何よりも「傾聴」することが重要であ

る。 

「傾聴」するに当たっては、こどもの存在そのものを認め、こどもが表出する感情や言動をしっか

り受け止め、こどもを理解する必要がある。一見表出が非常に乏しいこどもであっても、こども一人

一人の成育環境、性格、心身の状況、成長・発達の状況、特性等を踏まえ、そのこどもの感情や意思

の表出方法に合わせ、こどもの表出することを傾聴する。たとえ、耳をふさぎたくなるような話であ

っても、職員はそのこどもの心情に想いを馳せながら傾聴し、一見実現不可能と考えられる意見でも

「そう考えているんだ」といった受容の姿勢が必要である。 

こどもの意見や気持ちを傾聴する際、職員は、こどもが安心して自分のペースで本音を話せるよう

に、安全な場所を選定して、こどもから表出される意見を丁寧に確認しながら、こどもが不安な気持

ちを軽減できるように、あるいは受け止められたと実感できるようにじっくりと傾聴する姿勢が大

切である。 

こどもが表明した内容を理解できない場合、職員は、聴き返すことはもとより、図や絵を描いたり

人形を用いて遊んだりしながらコミュニケーションを図る等の創意工夫が求められる。そのこども

に一番適したコミュニケーション方法を見つけ、その内容を理解できるまで諦めずに理解しようと

することが重要になる。 

「今日はどんな遊びをして楽しむか」など、小さなことであっても、こどもの思いや意見を丁寧に

傾聴しながらこどもの意思表示や自己決定を促し続けること、そしてこどもが成功体験などを積み

重ねることを通して、自己肯定感や自尊感情、自己効力感や自己責任感などを形成しながら自己実現

を図っていけるよう、取り組んでいくことが求められる。 

以下、こどもとの信頼関係の構築に関する取組例を示す。 

 

ア．こどもと信頼関係を築くコミュニケーション 

・ 親しみをもって日常の挨拶を交わす。 

・ こどもと目線を合わせて、表情を読み取りながらコミュニケーションをとる。 

・ 何気ない会話や、眼差しなどの非言語コミュニケーションを通して「大切な存在である」とい
うメッセージを伝え続ける。 

・ 遊びを通して信頼関係が構築されることや、こどもが身体や表情を用いて意思を表出するこ
とにつながることを理解し、こどもと一緒に遊びを楽しむ。 

・ 握手をする、肩に手をかけるなど、こどもの状態や年齢に応じたスキンシップをする。 

・ 職員からの働きかけに応答してくれたら、喜んだり、感謝の気持ちを表現したりする。 

・ こどもの困りごとについて、適切な援助を行い、一緒に問題の解決を図る。 
・ 対人コミュニケーションの楽しさを感じられるよう、こどもの発言に同意したり、笑いやユ
ーモアを交えながら笑顔で明るく関わったりするなど、肯定的な関わりを心がける。 

・ 小さな訴えでもしっかり聞く姿勢を持つなど、こどもと向き合う・寄り添う姿勢や意思を表
情と言動・行動で伝えていく。 

・ こども自身が大変な状況にある時、辛い時などは周囲に助けを求めてよいことや、その場合
どのように助けを求めればよいかを教える。 

・ こどもの欲求、思いや願いを敏感に察知し、その時々の状況やこれまでの経緯を捉えながら、
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時にはあるがままを温かく受け止め、共感し、また時には励ますなど、こどもと受容的・応答

的に関わる。 

・ 職員がこどもとの活動や生活を楽しむ。 

・ こどもが表出する感情や言動のみを取り上げるのではなく、理由や背景を理解する。 

・ こどもが意見を表明しても受け止められないと、「言っても仕方がない」となり、意見を表明
すること自体を諦めてしまう可能性があるため、どんな些細なことでも、こどもが表明した

ものを可能な範囲で実現できるよう支援する。 

 

イ．生活の中における意識 

・ いつでも安心して休息できる雰囲気やスペースを確保し、静かで心地よい環境の下で、こども
が心身の疲れを癒すことができるようにする。 

・ 一日の生活全体の流れを見通し、発散・集中・リラックスなど、静と動の活動のバランスや調
和を図る。 

・ 可能であれば、一人のこどもに特定・少数の職員が関わる体制とすることや、事業所・施設の
職員によるこどもの受け持ち制にすること等により、それぞれのこどもが「自分のことをしっ

かり気にかけてもらえている」という安心感を得られたり、職員との信頼関係を形成しやすく

したりする。 

・ こども一人一人の居場所が確保されている。 

・ 生活する場所が脅かされない安全な場であることを、こどもが意識できるようにする。 

 

ウ．遊びの工夫 

・ こどもの気持ちは、遊びや生活の様々な場面で表出されているものであることから、それら
を積極的に受け止め、様々な表現の仕方や感性を豊かにする経験となるようにする。 

・ こどもが試行錯誤しながら様々な表現を楽しむことや、自分の力でやり遂げる充実感などに
気付くことができるよう、温かく見守るとともに、適切に援助を行う。 

・ こどもが遊びの中で満足感や達成感を得られ、時には疑問や葛藤を感じ、さらに自発的に身の
回りの環境に関わろうとする意欲や態度の源となるよう、こどもの年齢や発達の段階に応じて、

こどもが夢中になって楽しむことができる遊びを提供する。 
・ こどものリズムやペースに合わせたレクリエーションや運動を行うとともにこどもの年齢や発達
の段階に応じた図書や玩具などの遊具、遊びの場を用意する。 

・ 遊びの時間や自然と触れ合える外遊びを職員との十分な交流を交えて提供する。  
エ．おやつや食事場面における工夫 

・ おやつや食事場面を通して、こどもが居場所や親密感を感じられるようにするため、楽しんでお
やつや食事ができるよう心がける。 

・ 一人一人のこどもが食べやすい環境や食べ方、食器等に配慮するとともに、こどもの嗜好に合
わせ、食器を選んで購入する、リクエストされたメニューを準備する等、こどもの希望に沿うよう

心がける。 
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・ 準備や片付け等、一人一人のこどもに合った役割を準備し、その役割を果たした際には、感謝の
言葉を伝える。 
 

オ．環境の整備 

・ 活動スペースや居室をはじめ、建物の内外装、設備、家具什器、庭の樹木、草花など、こどもを取
り巻く環境を綺麗に保つとともに、綺麗で適切な環境を常に維持するために、軽度の修繕は迅

速に行う。 
・ 壁にこどもの作品や写真、賞状を飾ることで、こどもが「自分が大切にされている」と感じるよう
にする。 

 

カ．こどもの自己領域と所有物の確保（主に障害児入所施設） 

・ でき得る限り他のこどもとの共有の物をなくし、個人所有とし、こどもが「自分の所有物」と
いう認識や喜びを得られるようにする。 

・ 食器や日用品など、一人一人のこどもの好みに応じて個々に提供する。 

・ 個人の所有物について記名する場合は、こどもの年齢や意向に配慮する。 

・ 個人の所有物が保管できるよう、個々にロッカーやタンス等を整備する。 

・ こどものパーソナルスペースには、こどもの意向が反映されるようにする。 

 

（３）豊かな経験を通じた選択肢と選択の機会の提供（意思形成支援） 
こどもが、多くの経験をすることで選択肢を拡げられるように、生活場面や活動等においてより多

くの体験の場を準備することが重要である。 

また、障害のあるこどもは、障害の特性等により、自分の気持ちを表現することが難しい場合も多

いことから、大人側の想いに基づく機会を一方的に提供してしまうことがあるため、こども時代に自

分で選ぶ機会を失いやすい。このため、こどもから選ぶ機会を奪わず、日常生活や社会生活の中でそ

の機会を創出し、こどもが選ぶ機会に参画できるよう働きかけていくことが重要である。 

こどもがより多くの体験をすることができるよう、まずは、「この支援者とだったらやってみたい」

というようなこどもの安心感と信頼感を育み、様々な体験の機会を準備することが重要である。そし

て、こどもが参加したい体験を自ら選び、支援者と一緒に参加し、肯定的な体験を積み重ねていくこ

とで、こども自身が「自分で選び、自分で決めた」と思えるような機会を設定し、やり遂げることに

より自己を肯定できるよう、支援を行うことが重要である。その際、こどもが選ぼうとする、チャレ

ンジしようとする体験に関する情報を、そのこどもの年齢や発達の段階、障害の特性等に応じて、こ

どもにわかりやすく伝えることが大切である。 

具体的には、以下のような働きかけや支援が考えられる。 

 

ア．活動場面における配慮事項や選ぶ機会の提供 

・ こどもの意向や発達の段階に合わせた活動や、個別・集団での活動を織り交ぜた活動を準備
し、自発的に活動ができるように支援する。 
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・ つまずきや失敗の体験を大切にし、こどもが主体的に解決していくプロセスを通して、自己
肯定感を形成しながら､自己実現を図ることができるよう支援する。 

・ こども一人一人に役割を与え、活動の中で成功体験などを積み重ね、責任感を形成しながら
活躍できるよう支援する。 

・ 障害種別や特性により、歩行や移動など活動に参加するに当たって必要となる用具や支援内
容が大きく異なることを前提に、用具や支援内容が本人の状況や意向に合うものとなるよう

配慮する。 

・ 苦手な音や他者の動き等の刺激を考慮し、利用する交通機関や座る位置等に配慮する。また、
こどもの特性に応じ、公共の場でこどもが困らないよう必要な用具を検討し使用する。 

・ こどもが様々な活動を選択して取り組む経験を積んでいくために、こどもの希望に応じた活
動や多彩な活動を用意するとともに、こどもがリラックスした雰囲気の中で自ら選択した活

動を行うことができるよう活動環境を工夫する。 

・ 行事などの企画・運営にこどもが主体的に関わり、こどもの意見を反映しながら、こどもと一
緒に行事を作り上げていく。 

・ 行事の開催に当たっては、行事当日だけでなく、事前の準備や行事後の振り返りをこどもと
一緒に行うとともに、行事の後には、写真を一緒に見ること等を通じて、思い出が残るような

工夫をする。 

・ 創作活動では、表現する喜びを体験できるようにするとともに、日頃からできるだけ自然に
触れる機会を設け、季節の変化に興味を持つことができるようにするなど、豊かな感性を養

えるよう支援する。 

・ 身近な自然や身の回りの事物に関わる中で、発見や心が動く経験が得られるよう、いろいろ
な感覚を働かせることを楽しむ遊びや素材を用意するなどの環境を整える。 

・ 公共交通機関の活用や公共の場での活動など、施設外の活動も実施する。 

 

イ．生活場面における配慮事項や選ぶ機会の提供（主に障害児入所施設） 

・ 日課を含めた生活全般について、こどもの意思を尊重するとともに、日常的にこどもと話し
合う機会を設け、生活改善に向けての取組を行う。 

・ こども自身が自分の生活について主体的に考えて、自主的に改善していくことができるよう
な活動（施設内のこども会、ミーティング等）を行うことができよう支援する。 

・ 生活の中で様々な音、形、色、手触り、動き、味、香りなどに気付いたり、感じたりできるよ
うな環境を整備する。 

・ こどもが好みに応じて衣服やシャンプー、タオル等を選び、購入することができるよう配慮
する。 

・ 季節や生活場面に応じた衣服の選択や整理、衣替えを含む保管等ができるよう支援する。 
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（４）意思表出支援 
「意思表出支援」は、形成された意思が言葉やそれ以外の方法で表出されるように工夫した支援を

行うことである。「意思表出支援」に当たっては、支援者が、こどもが日常的に表出している様々な

意思を見落とさずに汲み取ることが重要である。 

傾聴やその他の関わりで得たこどもとの信頼関係と、心理的・物理的に安全な環境を前提とし、こ

どもが表出する感情や言動をしっかり受け止め、こどもを理解するように努めることが必要である。 

障害のあるこどもについては、こどもの障害の特性や発達の段階等をよく理解し、職員間で共有し

たうえで、こどもが発する日々の小さなサインから心身の些細な変化まで気付けるよう、一人一人の

こどもの意思の表出を理解する必要がある。また、こども一人一人に合わせた環境の配慮も必要であ

る。 

こうした、こどもの目の動き、開き方、口元の緩み、声の出し方（声音、声質）、繰り返す、何度

も要求する、泣く、その場から離れる、ずっと居続ける、自ら見に行く、触りに行くといった細やか

な変化や行動を捉え、事業所・施設の職員は、以下のような方法により、こどもの考えや思いを汲み

取ることが求められる。 

また、事業所・施設の職員は、こどもの障害特性や状態に合わせ、配慮や工夫をしながら、こども

の意思表出を支援していくことが求められる。以下に、こどもの障害特性や状態に応じた配慮事項を

示しているが、これらはあくまでも一例であり、障害の種類は同じであっても、その程度や必要とす

る配慮・ニーズは一人一人異なるため、柔軟に対応していくことが重要である。 

＜こどもの日々の小さなサインや心身の些細な変化の例＞ 

〇 好きな音楽が流れると親指の先がぴくぴく動く。 

〇 声がすると、目で声のする方を追っている。 

〇 オムライスを食べるときは進みが早く、カレーライスを食べるときは進みが遅い。 

〇 大きな音がする部屋には入りたがらない。 

〇 散歩している時、犬が見えたら、口元や目元が緩んだ。 

〇 表情は変わらなかったが、クリスマスツリーの電飾の方に顔を向けており、電飾が消えると顔を

別の方に向けていた。 

＜こどもの考えや思いを汲み取る方法の例＞ 

〇 声の調子や雰囲気、行動などのわずかな違いから、こどもの気持ちを探る。 

〇 言葉を発することができないこどもの健康状態や精神状態を常に意識しながら支援に当たる。 

〇 指先、呼吸の速度、力のゆるみ等、わずかな動きであっても表現として汲み取り、こどもの感情を

推測する。 

〇 表情や目の輝き、雰囲気から、こどもの喜怒哀楽の感情を推測する。 

〇 「絵カード」「写真」「現物」「言葉で表示」「指さし」等の様々な手段を用意し、こどもが自分

で意見の表出ができるよう工夫を行う。 

〇 複数・多職種の職員間で、一つ一つの場面におけるこどもの表現や言葉を共有し、こどもの表現や

言葉の真意を推測し、考えや思いを汲み取る意思を推測。 

＜障害特性に応じた配慮事項＞ 
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〇 知的障害のあるこどもに対しては、非言語的な「絵カード」や身振り手振りといった「サイン」等

でこどもが意思を表出できるよう配慮する。具体的には、こどもに何かを伝える場合は、言葉で伝え

られると覚えられないことがあるため、「絵カード」や「サイン」のほか、模倣をするなどして伝え

る。言葉で伝えるときは、具体的に一つずつ伝える。また、「絵カード」や「サイン」については、

こどもが安心してリラックスしている場面で、遊びながら、身に付けられる機会を設けることが望ま

しい。 

〇 発達障害のあるこどもに対しては、予定等の見通しを分かりやすく伝えることや、感覚の特性（感

覚の過敏や鈍麻）に留意し、安心できる環境をつくることが必要である。見通しを持つためには、一

つずつ伝えたり、１番目・２番目というように順番に伝えたりするよう心がける。また、言葉で伝え

られると覚えられないことがあるため、メモ等を用いて常に確認できる形で伝えたりするよう配慮

する。気になる予定や視覚や聴覚等の感覚から入る情報がある場面は避け、話していることに集中で

きる場を準備する。 

〇 視覚障害のあるこどもに対しては、聴覚、触覚及び保有する視覚等を十分に活用しながらコミュニ

ケーションが行われるように配慮する。仕草、ジェスチャー、点字等、こどものコミュニケ－ション

手段に合わせて配慮する。 

〇 聴覚障害のあるこどもに対しては、視覚的な情報や保有する聴覚等を十分に活用しながらコミュ

ニケーションが行われるように配慮する。サイン、ジェスチャー、手話等、こどものコミュニケーシ

ョン手段に合わせる配慮をする。 

〇 精神的に強い不安や緊張を示すこどもに対しては、活動内容や環境の設定を創意工夫する必要が

ある。こどもにとって信頼できる職員が一緒に活動しながら、少しずつ場に慣れていったり、人間関

係を広げていったりする等の配慮が必要である。少人数でゆったりと落ち着いた受容的な環境を用

意することや、事前に一緒に練習すること等の配慮も必要である。 

〇 病弱・身体虚弱のこどもや医療的ケアが必要なこども、重症心身障害のあるこどもに対しては、病

気の状態等に十分に考慮し、適宜休息等を取り入れるなど、こどもの心身に負担がないような配慮が

必要である。 

〇 重症心身障害のあるこどもに対しては、意思表示の困難さに配慮し、こどもの小さなサインを読み

取るよう努める必要がある。音声のほか、目の動きや表情、筋緊張の状態変化など、かすかな表出と

なる場合が多く見られることから、生理的指標（酸素飽和度・心拍数・血圧・体温・脳波・筋電図な

ど）を利用してそのこどもの意思を捉えたり、視線入力意思伝達装置やバイタルサインによる会話

等、ICTを活用して表現を促したり、遊び等を通じて表出されるサインを読み取ったりするなど、様々

な工夫によりこどもの意思を汲み取ることが重要である。 

〇 複数の種類の障害を併せ有するこどもに対しては、それぞれの障害の特性に配慮した支援が必要

である。 

＜トラウマを受けたこどもに対する配慮事項＞ 

〇 トラウマを受けたこどもに対しては、強いストレス経験や衝動的な経験をしてきたことにより、生

じているかもしれない不穏状態や不安・緊張状態に注意を向け、こどもにとって安全・安心な環境を

整えることが必要である。 
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事業所・施設において大事なことは、こどもが意思を表出しやすい場づくりや雰囲気づくりであ

る。日常的なコミュニケーションの中で、聴かれる権利を保障したコミュニケーションが取られてい

ることや、当たり前に聴かれる状況をいかに作っていくかが、意見形成や意見表出につながってい

く。 

こどもが意思を表出し、表出した意思が受け止められたと実感し、また表出したいと思うことを繰

り返していくことが重要であり、これがこどもの自己肯定感を育んでいくことにもつながっていく

ものである。 

一見反応が乏しいと思われるこどもであっても、こうした取組や支援を通じて、周囲からの働きか

けを受け止め、意識し、感じ、意思の表出につながっていく可能性があることから、日々の支援の場

面において、こどもの小さなサインや心身の些細な変化を見落とさず、こどもと関わっていくことが

重要である。  
（５）意見形成支援 

こどもが何らかの意見表明をしたいと考えた場合に、誰かに伝えたいことを意識化したり言葉に

したりできるようにするのが「意見形成支援」である。表明したい気持ちの言語化を苦手としている

こどもは少なくないことから、こどもが納得のいくまで十分に時間をかけてじっくり話を聴き、意見

をまとめる手助けをする必要がある。 

その際は、こどもと普段の生活を共にしたり、一緒に遊んだりするなどの方法により、こどもが自

分の関心や好き嫌いを自由に表現できる関係性を構築すること等を通し、意見形成を支援すること

が重要である。 

〇 こどもの目の前の言動は、そのこどもが出さざるを得ない言動であり、こどもの言動の背景にある

考えや気持ちを理解する必要があるが、簡単なことではないため、職員間や外部の専門家を招いてケ

ースカンファレンス等を開き、チームでこどもの状態像の検討や理解を進めるように心がけるなど

の仕組みが必要である。職員は、こどもを理解し、支援技術を身に付けるとともに、こどもとの肯定

的な関わりや、こどもの長所を褒めるなどストレングスの視点でのコミュニケーションを心がける

ことが重要である。 

＜意見形成支援の例＞ 

〇 こどもが悩みごとや話したいことがあった際に気軽に話せるように「話を聞いてくださいカード」の

設置を行う。 

〇 こどもたちが司会進行や書記を務めるこども会議を定期的に開催し、活動計画（やりたいこと・食べた

い物・行きたい場所）を話し合うなどの取組を実施する。 

〇 発語はあるものの、自分の気持ちを言葉にすることに抵抗感があるこどもに対して、「意思表示カー

ド」を用意し、カードを見せれば伝えられるように支援する。 

〇 言語によるコミュニケーションが苦手なこどもに対しては、SNSやアプリを使い、文字によるコミュニ

ケーションを行う。 

〇 「写真」や「絵カード」をこどもの目線に合わせて、手の届きやすいところに掲示し、「〇〇がやりた
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（６）意見表明支援 

「意見表明支援」は、「意思表出支援」や「意見形成支援」等を通して把握できたこどもの関心や好き嫌

い等を踏まえ、こどもがその思いや気持ちを言語化したり表現したりすることを支援するものである。

また、意見を表明したいものの、言語的な表出をすることが困難なこどもについては、事業所・施設の職

員が、こどもの求めに応じて、その内容をこどもに確認した上で、その意見を代弁することも必要であ

る。 

 

〈意見表明支援の例〉 

〇 特別支援学校への進学を進められていたこどもが、本心では、普通校に進学した後、専門学校に進学

したいと考えており、その旨を里親と放課後等デイサービスの職員には伝えることができた。その後、

里親と放課後等デイサービス職員が、そのこどもの意見を学校教員に伝え、希望通りに普通校に進学す

ることができた。 
 

（７）意見実現支援 
こどもは、自分が表明した意見を大人が傾聴してくれた経験や、表明した意見が実現する肯定

的な体験を積み重ねることによって、「意見を表明してよかった」「また表明してみたい」という

気持ちを育んでいく。 

しかしながら、こどもが表明した意見（主観的な最善の利益）と、大人がこどもの将来を考慮し最

善と考える対応（客観的な最善の利益）が必ずしも一致するとは限らない。こどもの発達にとって明

らかに不利益だと考えられる場合には、周りの大人が抑止しなければならず、「こどもの最善の利益」

という観点から、判断能力や経験が十分に備わっていないこどもの意見が必ずしも「客観的な最善の

利益」とはならないケースにおいては、こどもの不利益につながらないよう大人が回避する必要があ

る。 

こうした「こどもの最善の利益」と、こどもが自分のことを自分で決める権利をどこまで尊重する

かは、こどもの意向や年齢、発達の段階や判断能力、意見の内容など様々な要素を勘案し、考えてい

くことが必要である。 

   事業所・施設の職員は、常にこどもの言動を受け止め、傾聴し、こどもの自分で自分のことを

決める権利を大切にしながら、こどもが表明した意見を実現できるよう努めるとともに、こど

もの最善の利益を考慮した場合、実現できない場合があっても、こどもに丁寧に説明し理解を

求めるなど、こどもが「自分の意見を最大限尊重してくれた」と思えるような支援に努めること

が重要である。 

 

い」という要求をこどもから訴えられるよう環境設定を行う。 

〇 発語がないこどもや、「自分の気持ちを察してほしい」と待ちの姿勢が強いこどもに対しては、「絵

カード」や「写真」をこどもの手の届きやすいところに用意し、「〇〇がやりたい」という要求を伝

えられるよう工夫する。 
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４．こどもの権利擁護に関する取組を進めるに当たっての事業所・施設の組織

運営における留意点 
（１）職員のこどもの権利擁護に関する意識の向上 

こどもの「意思形成支援」「意思表出支援」「意見形成支援」「意見表明支援」などを行うに当たっ

ては、まずは、職員がこどもの権利擁護の意義や重要性を理解し、なぜこどもの意思形成や意思表

出、意見形成や意見表明などを支援する必要があるのか、それにより何が実現されるのか等の基本的

な意識を向上させることが求められる。 

（２）「職員の知識・技術等の向上」とあわせ、研修等で理解を深めていくとともに、研修等の受

講の動機づけや、日々の支援の場面において常にこどもの権利を意識した関わりができるようにす

ることをねらい、法人や事業所・施設の基本理念や運営方針への明記、こどもの権利擁護の重要性を

記した掲示物の掲示、施設長やスーパーバイザー等による日頃からの権利擁護の重要性の発信等を

進めることも非常に効果的である。 

 

（２）職員の知識・技術等の向上 
職員にこどもの権利擁護を大切にする意識があっても、これを実現するには一定の知識・技術等の

向上が必要となる。 

本手引きも活用して研修を実施するとともに、「意思形成支援」「意思表出支援」「意見形成支援」

「意見表明支援」に関する事例検討を積み重ねることが重要である。また、書籍による文献学習、事

業所・施設内部の勉強会、実地研修（ＯＪＴ）や外部研修の受講等、具体的な研修計画を立て、これ

に基づき取組を進めていくことも重要である。こうした取組は、事業所・施設全体の権利擁護の意識

醸成や支援力の向上にも効果的である。 

こうした研修や学習機会の提供が個々の事業所・施設、法人のみでは難しい場合は、市区町村や都

道府県、社会福祉協議会といった公的機関が実施する研修を活用することも有用である。 

 

（３）こどもの権利擁護に関する組織体制の整備 
事業所・施設において、こどもの権利擁護の取組をより組織的に進めるため、責任者の配置や会議

の設置等の仕組みを構築することにより、個々の職員の意識や判断に過度に依存せず、どのこどもに

も一定・同様に権利擁護に関する支援を提供できるようになることが期待できる。 

例えば、こどもの権利擁護に関する責任者を配置し、責任者を中心として、個々のこどもの意思の

確認方法やこどもの意見の実現に向けたプロセスについて検討したり、このような権利擁護に関す

る事項について検討する会議を定期的に開催したりすることなどが考えられる。 

また、事業所・施設は、こどもや家族からの苦情について、迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口の設置や第三者委員の配置等の必要な措置を講じることが求められている。

こどもの権利擁護に関する苦情についても、こどもの権利擁護に関する支援を行う職員と、苦情受付

担当者、苦情解決責任者、第三者委員とが協働して対応することが必要である。 
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（４）こどもに対する権利擁護に関する説明等 
事業所・施設の職員は、こどもに対し、こどもが意見を表明しその意見が尊重される権利の主体で

あることや、権利擁護に関する苦情解決の手順等について、可能な限り分かりやすい方法で説明する

必要がある。 

 

（５）こどもの権利擁護に関する支援の記録の作成・保存・活用 
こどもの「意思形成支援」「意思表出支援」「意見形成支援」「意見表明支援」を進めるためには、

こどものこれまでの生活環境や家族関係、人間関係や嗜好等の情報を把握しておくことが重要であ

り、これらの情報が本人の意向を推定する手がかりとなる。 

また、こどもの日常生活における意見表明の方法や、こどもの特定の表情や行動から読み取れる意

向、感情等について記録・蓄積し、本人の意向を推定する際の根拠とすることが重要である。意見形

成・意見表明が難しい場合でも、「このときのエピソードには、こどもの意向を読み取る上で重要な

『様子』が含まれている」という場合がある。そういった、客観的に整理や説明ができないような

「様子」を記録に残し、積み上げることは、こどもの理解と適切なアセスメントにつながり、また

「意思形成支援」「意思表出支援」「意見形成支援」「意見表明支援」における重要な参考資料にもな

る。 

また、今後の支援において役立て、よりこどもの権利擁護の取組の充実を図るため、なぜそのよう

な「意思形成支援」「意思表出支援」「意見形成支援」「意見表明支援」を行ったのかについての判断

の根拠や支援の結果について記録しておくことも重要である。 

なお、こうした記録の際には、その意見がこども本人のものであるか、保護者のものであるかを明

記しておくことが、こどもを権利の主体とした支援を行うに当たり重要である。 

また、これらの記録の作成・保存や活用については、組織全体として進めることが大切である。 

 

 

（６）関係機関・関係者との連携 
事業所・施設は、保護者のほか、他の関係機関・関係者と連携して、こどもの権利擁護に関する取

組を進めることが重要である。関係機関・関係者等との連携に当たっては、（２）の研修等の機会や

（自立支援）協議会の場の活用などを通じて、連携の体制を構築していくことが重要である。 

 

＜記録の作成・保存・活用の例＞ 

〇 アイコンタクトや視線、表情、仕草、身体の動き、行動等の感情の表出方法や、快・不快の反応や

好みなど、些細なものであってもを記録として残し、会議等の場も活用し、職員間で共有する。 

〇 記録を作成する際は、こどもの反応だけでなく、学校行事や天候の情報もあわせて記録を行い、多

角的にこどもの様子を分析できるように工夫する。 

〇 こども本人及び保護者の承諾を得た上で、画像や動画で本人の様子を記録し、こどもの表情や様子

をより正確かつ客観的に記録し、関係者間で共有する。 
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（７）事業所・施設の運営へのこどもの参画 
事業所・施設で行われる活動や、事業所・施設の運営に関する事項は、管理者や職員が様々な要素

を考慮し決めていくことが前提である。一方で、特にこどもへの支援に関することは、主体であるこ

ども自身の意見を取り入れていくという観点や、こどもが「自分の意見が取り入れられ役に立った」

という自己肯定感を得たり、意見を表明することの大切さや有意義さを体感できたりするという観

点から、事業所・施設の運営に関する事項の検討の場に、こどもを参画させ、一緒に検討することも

考えられる。 

例えば、職員等で構成される会議等の場に、こどもも参加し意見を言ってもらうことや、こどもが 

集まって意見を言い合う会を定期的に開催し、そこで出た意見のフィードバックを職員が受けるな

どといった方法が考えられる。 

 

（８）障害児入所施設の生活単位・活動単位の小規模化 
こどもの権利擁護の取組を適切に進めるには、その前提として、こどもとの信頼関係の構築が極め

て重要である。そして、信頼関係の構築のためには、「この職員・この大人なら信頼できる」「話を聞

いてくれる」「自分の身近なところで一緒にいてくれる」という、特定の大人を中心とした継続的で

安定した関係性を築くことが大きな一助になると考えられる。 

上記の観点から、障害児入所施設おいては、生活単位をより小規模なユニット単位としたり、本体

施設とは別の建物・敷地にサテライトを設置したりすること等により、こどもと大人（職員）がより

密接な関係性を構築できる環境を整え、こどもが意見や気持ちを表現しやすくなるように対応して

いくことが考えられる。 

なお、この点は、障害児入所施設が、こどもができる限り良好な家庭的環境において支援を受ける

ことができるよう努めなければならないとされているとともに、より家庭的な環境による支援を促

進する観点から小規模グループケアやサテライト型について報酬上評価が行われていることも踏ま

え、取組を進めていくことが大切である。 

 



こ 支 障 第 1 6 6 号 

令和６年７月２日 

 

 

各            殿 

 

                   こども家庭庁支援局障害児支援課長 

 

 

障害児入所施設に入所する障害児等の移行支援・移行調整について 

 

 

 障害児入所施設に入所する障害児等が円滑に成人期に相応しい環境へ移行できる

ようご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 障害児入所施設に入所する障害児等の移行調整については、令和３年 12月 23日障

発 1223 第３号「障害児入所施設に入所する障害児等の新たな移行調整の枠組みの構

築について」において「障害児の新たな移行調整の枠組みの構築に係る手引き」をお

示しし、当該手引きも踏まえて移行支援・移行調整のための体制の構築や具体的な取

組を進めてきていただいたところです。 

 こうした中で、令和６年４月施行の児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年

法律第 66 号）により、移行調整の責任主体を都道府県・指定都市に明確化するとと

もに、必要な場合に 23 歳に達するまで障害児等の入所継続を可能とする制度的枠組

みが構築されました。また、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定では、障害児入

所施設に移行支援計画の作成等を求めるとともに、移行支援計画の作成・更新時の関

係機関の連携や、宿泊や日中活動の体験利用の取組等に対し新たな加算が創設されま

した。 

こうした動向等を踏まえ、今般、改めて、都道府県・指定都市や障害児入所施設を

はじめとする関係機関における、障害児入所施設に入所する障害児等の移行支援・移

行調整に当たっての基本的考え方や取り組むべき内容等について整理を行い、別紙の

通り「入所児童等の移行支援及び移行調整の手引き」を作成しました。（別紙１：手

引き本体、別紙２：概要版） 

 各都道府県・指定都市におかれては、管内の障害児入所施設、児童相談所、市町村、

基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、障害福祉サービス等事業所、保健・医

療・教育分野の関係機関、発達障害者支援センター、医療的ケア児支援センター等の

関係者に周知いただくとともに、別紙の手引きをよくご参照いただき、障害児入所施

設に入所する障害児等が成人期に相応しい環境へ円滑に移行できるよう、関係者との

連携・協働による引き続きの移行支援・以降調整の取組をお願いします。 

 なお、令和３年 12月 23日障発 1223 第３号「障害児入所施設に入所する障害児等

の新たな移行調整の枠組みの構築について」は廃止します。 

都 道 府 県 知 事 

指 定 都 市 市 長 



－1－ 

 

入所児童等の移行支援及び移行調整の手引き 
 

＜ 目次 ＞ 

  

Ⅰ．はじめに --------------------------------------------------------- 2 

１ 入所児童等の移行支援・移行調整に係るこれまでの取組 -------------- 2 

２ 本手引きの趣旨・目的 ------------------------------------------- 4 

Ⅱ．移行支援・移行調整の枠組み・取組の全体像 -------------------------- 5 

１ 移行支援・移行調整に関する制度の概要 ---------------------------- 5 

（１）都道府県等による協議の場の設置 ------------------------------ 5 

（２）19歳まで（満 20歳に達するまで）の入所延長 ------------------ 5 

（３）22歳まで（満 23歳に達するまで）の入所延長 ------------------ 5 

（４）指定障害児入所施設等による移行支援 -------------------------- 6 

２ 移行支援・移行調整の基本的な考え方 ------------------------------ 8 

３ 移行支援・移行調整の基本的な枠組み・流れ ----------------------- 10 

（１）関係機関の役割・関わり ------------------------------------- 10 

（２）移行支援・移行調整の枠組み・流れ --------------------------- 10 

Ⅲ．移行支援・移行調整の具体的な取組 --------------------------------- 12 

１ 都道府県・指定都市の移行支援・移行調整の具体的な取組 ----------- 12 

（１）移行対象者の状況把握・進捗管理 ----------------------------- 12 

（２）「協議の場」の開催 ------------------------------------------ 13 

（３）広域調整・広域連携 ----------------------------------------- 16 

（４）満 18歳、あるいは満 20歳までの移行が困難な場合の対応 ------- 17 

２ 障害児入所施設の移行支援・移行調整の具体的な取組 --------------- 18 

（１）15歳以前からの本人の意思形成支援・意見表明支援 ------------ 18 

（２）移行支援計画の作成 ----------------------------------------- 18 

（３）移行支援計画に基づく支援 ----------------------------------- 20 

（４）移行調整が困難なケースへの対応 ----------------------------- 25 

３ 児童相談所 ---------------------------------------------------- 26 

４ 市町村 -------------------------------------------------------- 26 

５ 基幹相談支援センター ------------------------------------------ 27 

６ 相談支援事業所 ------------------------------------------------ 28 

７ 地域生活支援拠点等 -------------------------------------------- 28 

８ 障害福祉サービス事業所 ---------------------------------------- 29 

９ 保健・医療分野の関係機関 -------------------------------------- 29 

10 教育分野の関係機関 -------------------------------------------- 29 

11 発達障害者支援センター・医療的ケア児支援センター等 ------------- 30 

12 当事者団体 ---------------------------------------------------- 30 

Ⅴ．その他 ---------------------------------------------------------- 31 

１ 障害福祉計画・障害児福祉計画と連動させた取組の推進 ------------- 31 

２ （自立支援）協議会と連携した取組の推進 ------------------------- 32 

３ 障害児入所施設の障害者支援施設への転換や併設等の留意点 --------- 32 

 

別紙１ 



－2－ 

 

Ⅰ．はじめに 

１ 入所児童等の移行支援・移行調整に係るこれまでの取組 

○ 障害児入所施設における入所児童等（障害児及び障害者。以下同じ。）の移行

調整については、これまで、平成 24年４月施行の「障がい者制度改革推進本部

等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者

等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」（平成 22 年法律

第 71 号）による改正後の児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）において、18

歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を行っていく

こととしたが、進捗が十分でなく、多くの 18歳以上の者が障害児入所施設に留

まっている状況があった。 

 

○ このため、現入所者が移行先が見つからないまま退所させられることがないよ

う、累次にわたり、障害児入所施設の指定をもって、障害者支援施設の基準を満

たすとする「みなし規定」を延長し、経過的な入所を継続してきた。 

 

○ しかしながら、児者混在等により、それぞれに相応しい環境（子どもとして安

心して過ごせる／成長に相応しい大人として尊重される等）が確保されない状

況があり、こうした現状をできる限り速やかに解決する必要があった。 

また、移行支援が障害児入所施設の努力で行われている現状があり、移行支援

の主体を明確にし、関係機関が連携し移行を進めていく仕組みづくりが急務であ

った。 

 

○ これらのことから、「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」

の報告書（令和３年８月）を踏まえ、令和３年 12月に「障害児の新たな移行調

整の枠組みの構築に係る手引き」をお示しし、みなし規定の延長をこれ以上行わ

ないことを前提に、都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）、市町

村、児童相談所、障害児入所施設及び基幹相談支援センター等の相談支援事業所

に対して、移行支援の取組の強化をお願いするとともに、都道府県等には、管内

の障害児入所施設の移行対象者の把握や移行調整の進捗管理を行っていただい

た。 

  これらの対応の結果、みなし規定の対象とされる、障害児入所施設に在籍する

18 歳以上の者で移行先が未定であった全ての者について、令和６年４月１日以

降の対応が決定し、みなし規定は同年３月 31日をもって終了した。 

 

○ また、令和６年４月施行の児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第 66号。以下「令和４年改正法」という。）により、移行調整の責任主体の明

確化と、必要な場合に 23歳に達するまで入所継続を可能とする制度的枠組が構

築された。改正後の児童福祉法においては、都道府県等は、入所児童等の移行に

ついて、市町村その他の関係者との協議の場を設け、市町村その他の関係者と

の連携及び調整を図ることその他の必要な措置を講ずることとされており、都

道府県等を中心に、関係機関が連携して移行支援・移行調整にあたることが求

められる。 
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○ 障害児入所施設の移行状況に関する調査（令和５年こども家庭庁障害児支援課）

では、全国で年間約 700 名の者が障害児入所施設から成人の福祉サービスへ移

行しており、引き続き、成人期の生活に向けて、関係者による早期からの連携調

整を進めるとともに、障害児入所施設から成人期に相応しい環境への移行に向

けた支援の充実を図る必要がある。 

各関係機関におかれては、当事者一人一人の意思を尊重しながら、本手引きを

参考に着実な移行支援及び移行調整を進めていただきたい。 
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２ 本手引きの趣旨・目的 

○ 本手引きは、都道府県等、市町村、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事

業所等における障害児入所施設の入所児童等への移行支援・移行調整に当たっ

ての基本的考え方や取り組むべき内容等について整理したものである。 

令和５年度末でのみなし規定終了や、令和４年改正法の施行（令和６年４月）、

及び令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等を踏まえて、「障害児の新たな移

行調整の枠組みの構築に係る手引き」（令和３年 12 月 23 日付障発 1223 第３号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）を全面改定したものである。 

 

○ 本手引きは、入所児童等の移行に関わる各主体が、移行支援・移行調整の全体

像を把握した上で、役割分担・連携しながら取り組んでいただく観点から、移行

支援・移行調整の全体の枠組み・流れとあわせて、各関係機関の役割及び連携に

ついて記載する構成としている。 

 

○ 各関係機関におかれては、本手引きを参考に、移行支援・移行調整の全体像を

把握いただくとともに、それぞれの役割を果たしながら連携し、入所児童等の成

人期に相応しい環境に向けた円滑な移行を図っていただきたい。 

 

○ なお、障害児入所施設に入所する障害児は、 

・ 都道府県等及び児童相談所設置市が、当該障害児の保護者に障害児入所給付

費を支給する旨の決定（入所給付決定）を行い入所した児童 

・ 都道府県等及び児童相談所設置市が、児童福祉法（以下「法」という。）第

27条第１項第３号に基づく措置を採って入所させる児童 

の２つの入所形態に分かれているところであるが、移行支援・移行調整におい

ては、その取扱は異ならず、障害児入所施設に入所する全ての入所児童等が本

手引きの対象であることに留意すること。また、指定発達支援医療機関に入所

する入所児童等についても対象となることに留意すること。 

令和４年改正法において、給付決定・措置の別に関わらず入所児童等の移行

支援・移行調整の関係規定が整備されたことも踏まえ、円滑な移行に向けた一

層の取組をお願いしたい。 
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Ⅱ．移行支援・移行調整の枠組み・取組の全体像 

１ 移行支援・移行調整に関する制度の概要 

（１）都道府県等による協議の場の設置 

○ 都道府県等は、障害児入所施設の入所児童等の移行について、市町村その他の

関係者との「協議の場」を設け、市町村その他の関係者との連携及び調整を図る

ことその他の必要な措置を講じなければならず、都道府県等の責務において、入

所児童等の移行に係る連携及び調整を行うこととされている。（法第 24 条の 19

第４項） 

同規定は、障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議報告書（令和

３年８月 12日）において、「都道府県等（都道府県及び政令市）が移行調整の責

任主体となり、退所後の給付決定主体となる市町村等の関係者と連携しながら移

行調整を進める必要がある。」とされたことを踏まえ、令和４年改正法において

整備されたものである。 

 

 

（２）19歳まで（満 20歳に達するまで）の入所延長 

○ 指定障害児入所施設等（指定障害児入所施設又は指定発達支援医療機関）に入

所等をした障害児（入所者）が、引き続き指定障害児入所施設等において指定入

所支援を受けなければその福祉を損なうと認められる場合は、当該入所者が満

18歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、満 20歳に達するま

で、引き続き指定障害児入所施設等に入所する（都道府県等が障害児入所給付費

等を当該入所者に支給する）ことが可能とされている。（法第 24条の 24第１項） 

 

○ これは措置児童についても同様であり、措置によって障害児入所施設等（障害

児入所施設又は指定発達支援医療機関）に入所した児童について、都道府県等が、

満 20歳に達するまで、引き続き措置により在所させることが可能とされている。

（法第 31条第２項及び第３項） 

 

 

（３）22歳まで（満 23歳に達するまで）の入所延長 

○ さらに、指定障害児入所施設等に入所する（２）の入所者であって、障害者サ

ービスを利用しつつ成人期に相応しい環境で生活することが著しく困難なもの

（※①又は②に該当する者）については、当該者が満 20歳に達しても、なお引

き続き指定障害児入所施設等において指定入所支援を受けなければその福祉を

損なうと認められる場合は、当該者が満 20歳に達した後においても、当該者か

らの申請により、満 23歳に達するまで、引き続き指定障害児入所施設等に入所

する（都道府県等が障害児入所給付費等を当該者に支給する）ことが可能とされ

ている。（法第 24条の 24第２項） 

 

○ 措置児童についても、障害児入所施設等に入所・入院する②の入所者であって、

障害者サービスを利用しつつ成人期に相応しい環境で生活することが著しく困

難なもの（※①又は②に該当する者）については、当該者が満 20歳に達しても、
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なお引き続き障害児入所施設等に在所させる措置を採らなければその福祉を損

なうと認められる場合は、当該者が満 23歳に達するまで、都道府県等が引き続

き障害児入所施設等に在所させる措置を採ることが可能とされている。（法第 31

条の２第１項及び第２項） 

※①自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有す

る者 

②入所等の開始から満 20歳に達するまでの期間が、障害者サービスを利用し

つつ成人期に相応しい環境で生活することができるようになるまでの期間

として十分な期間であると認められない者等 

（児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号）第 25条の 26の２の２、 

第 35条及び第 35条の２） 

 

○ これらの入所延長の規定は、強度行動障害が顕在化したことにより移行先の確

保が特に困難である児や、満 18歳に達する直前で入所した情緒障害で精神状態

が安定しない児など、支援の必要性が高い児について、満 20歳に達するまでに

移行を調整することが困難であるケースが見られるところ、令和４年改正法に

おいて整備されたものである。 

 

 

（４）指定障害児入所施設等による移行支援 

○ 指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県等の条例で定める指定障害児入所

施設等の設備及び運営に関する基準に従って、指定入所支援を提供しなければ

ならないこととされている。（法第 24条の 12第２項） 

また、指定障害児入所施設等は、 

・ 入所支援計画（入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害

の特性その他の事情を踏まえた計画）及び 

・ 移行支援計画（障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生

活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画。15歳以上の障害

児に限る。） 

を作成し、これに基づいた指定入所支援を提供しなければならないこととされ

ている。（児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関

する基準（平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定基準」という。）第３条） 

 

○ 移行支援計画の作成については、入所支援計画と同様、児童発達支援管理責任

者が担うこととされており、 

・ 障害児へのアセスメント及び支援内容の検討結果に基づいて原案を作成す

る 

・ 障害児への移行支援の提供に当たる担当者（児童指導員、保育士、ソーシャ

ルワーカーなどを想定）等を招集して原案について意見を求める 

・ 障害児の保護者及び本人に対し、移行支援計画について説明し、文書により

その同意を得る 

等の取組を行う必要がある。（指定基準第21条の２第５項で準用する第20条第３

項及び５項～７項） 
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○ 移行支援計画の作成後は、児童発達支援管理責任者が当該移行支援計画を障害

児の保護者に交付するとともに、当該移行支援計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）を行い、少なくとも６月に１回以上、移行支援計画の見直しの検討を行う。

（指定基準第 21条の２第４項） 

モニタリングに当たっては、障害児の保護者との連絡を継続的に行うこととさ

れており、具体的には、定期的に障害児の保護者及び障害児に面接を行い、その

結果を記録しなければならない。変更に当たっては、上記の移行支援計画の作成

時の取組を同様に行うこととされている。（指定基準第 21条の２第６項で準用す

る第 20条第３項、第５項～第７項及び第９項） 
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２ 移行支援・移行調整の基本的な考え方 

○ 障害児入所施設は、家庭において養育されることが困難な障害児に対し、家庭

復帰まであるいは成人に至るまでの間、できる限り良好な家庭的環境の中で、継

続的で安定した愛着関係のもとで発達を支援し、育成する役割を有している。 

一方、障害児が成人を迎えた後には、ひとりの大人として尊重され、日中活動

の場の確保等を含め、成人期に相応しい環境の中で過ごすことができるようにす

ることが求められる。 

 

○ 障害児入所施設に入所しているすべての障害児が、自らが希望する、大人とし

て尊重され、成人期に相応しい環境の中で過ごすことができるよう、都道府県等

を中心に、障害児入所施設、児童相談所、移行後の支給決定主体となる市町村、

相談支援事業所、障害者支援施設やグループホーム等の成人向けの障害福祉サ

ービス事業所、保健・医療、特別支援学校等の教育等の関係機関がそれぞれの役

割を果たしながら連携し、青年期の障害児（具体的には 15歳以上に達した障害

児）に対して計画的に移行支援・移行調整を進め、当該障害児が成人に達した際

の円滑な移行を図っていく必要がある。 

 

○ 障害児の移行を円滑に進めるに当たっては、以下の移行支援と移行調整を一体

的に進めていくことに留意が必要である。なお、「移行支援」という表現は、移

行支援及び移行調整の両方の意味を包含して用いられる場合もある。 

 

・移行支援…入所児童等が成人期に相応しい環境で生活できるようになること

を目的に、主に障害児入所施設において行う日々の支援のこと。具

体的には、コミュニケーションや日常生活動作の獲得支援、居住や

日中活動の見学・体験、移行先での暮らしを想定した支援など、入所

児童等の将来の選択肢を増やすような支援や移行先での安定した暮

らしに向けた支援が想定される。 

 

・移行調整…入所児童等の成人期の暮らしの場を定め、整えることを目的に行う

関係機関との連携・調整などのこと。具体的には、移行先となる社会

資源を探すことや、移行先の選定、移行先の決定、移行先決定後の支

援の各段階において、関係機関との間で行う連携・調整等が想定さ

れる。 

 

○ 移行支援・移行調整を行うに当たっては、本人の意向が真に尊重されているか

について常に意識を持って対応することが必要であり、障害児本人の意思（意向）

が形成されるための支援（意思形成支援）、形成された意向が意見表明されるた

めの支援（意見表明支援）が重要である。障害児が成人になる際の意思形成、意

見表明を支援し、保護者の意向とも調和を図りながら、障害児の選択を最大限に

尊重することが重要である。 

関係機関におかれては、障害児の意思形成・意見表明に配慮し、当事者一人一

人の意向を尊重しながら、移行支援・移行調整を進めていただきたい。障害児の

意思形成支援、意見表明支援を行うに当たっては、別途発出する「支援における

こどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」も参考にされたい。 
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○ 障害児の入所後、早い段階から移行について考えていくことは重要であるもの

の、まずは、現時点の育ちと暮らし（愛着関係の形成や通学の確保等）を充実さ

せることが疎かになってはならず、日々の生活を通じて将来どのように社会に

出ていくかを少しずつ考えながら、徐々に移行先（居所）やそこでの暮らし方（日

中活動等）を考えていくことが重要である。移行支援・移行調整に当たっては、

障害児の生活を豊かにさせながら、大人になっていくことを支援し、ウェルビー

イング1を実現していくという観点を持つことが重要である。 

 

  

 

1 「ウェルビーイング」は、身体的・精神的・社会的（バイオサイコソーシャル）に幸せな状態にあることを指

す。また、ウェルビーイングは、包括的な幸福として、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など生

涯にわたる持続的な幸福を含む。（「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」（令和５年１２月２２

日閣議決定）より引用） 
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３ 移行支援・移行調整の基本的な枠組み・流れ 

（１）関係機関の役割・関わり 

○ 障害児入所施設に入所する全ての児童が、自らが希望する成人期に相応しい環

境の中で過ごすことができるよう、都道府県等を中心に、障害児入所施設、児童

相談所、市町村、基幹相談支援センター、相談支援事業所、地域生活支援拠点等、

障害福祉サービス事業所、保健・医療、教育等の関係機関が、それぞれの役割を

果たしながら連携し、計画的に移行支援・移行調整を進め、円滑な移行を図って

いく。 

 

○ この際、都道府県等は移行の責任主体として、また、障害児入所施設は移行支

援計画に基づく移行支援・移行調整の実施主体として、入所児童等への移行支援・

移行調整において大きな役割を果たす。 

 

○ また、児童相談所は、入所児童等の措置等に関わり入所児童等の状況や支援を

フォローする立場から、入所後から退所後に至るまで、都道府県等とともに積極

的に支援に関わることが求められる。 

 

○ 市町村や基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等は、障害児者の地域生活

を支え、また、地域の資源をよく知る立場から、移行支援・移行調整を積極的に

サポートするとともに、移行先決定後は、円滑な移行と移行後の定着に向けて、

必要な調整や支援を進めることが求められる。 

 

○ 地域の相談支援事業所や障害福祉サービス事業所は、移行支援・移行調整にお

いて積極的に障害児入所施設と連携し、見学や体験の機会を提供するとともに、

移行先として必要な支援を調整し提供するなど、適切なコーディネートと質の高

い支援により地域で退所後（移行後）の障害者の暮らしを支えていくことが期待

される。 

 

○ 保健・医療分野の関係機関には、入所後から退所後（移行後）に至るまで、保

健・医療面での助言援助・取組を進めること、また、教育分野の関係機関には、

学校の教育・支援とも連携させながら助言援助・取組を進めることが期待される。 

 

○ さらに、発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センター等には、それぞ

れの専門的見地から助言援助・取組を進めることが期待される。 

 

○ 当事者団体には、権利擁護をはじめ、当事者の視点から助言援助・取組を行っ

ていただくことが期待される。 

 

 

（２）移行支援・移行調整の枠組み・流れ 

○ 入所児童等の移行支援・移行調整においては、 

・ 障害児入所施設が、個々の入所児童等について、移行支援計画を作成し、当

該計画に基づき、自立支援や見学・体験、移行先との調整や移行後のフォロー

に都道府県等や関係機関と連携しながら取り組むとともに、 
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・ 都道府県等が、移行対象者の状況把握・進捗管理を行うとともに、「協議の

場」を設置・開催し、この場も活用しながら、関係機関が連携した個別の困難

ケースへの対応と、地域の体制・支援の仕組み等の整備・充実を進めていく 

ことが大きな柱となる。 

 

○ 個々の入所児童等の移行支援・移行調整については、障害児入所施設において、

関係機関と連携しながら日々の入所支援とあわせて取組を進めていくこととな

るが、都道府県等は、全体の進捗管理を行うとともに、「協議の場」（個別事案の

担当者等が困難ケースについて協議する「個別の協議の場」）を設置・活用し、

困難ケースをはじめ、関係機関の連携を強化しながら対応を推進していく。ま

た、都道府県等は、広域調整・広域連携や給付決定・措置の延長にも対応してい

く。 

 

○ あわせて、都道府県等は、「協議の場」（関係機関の代表者等が全体の進捗管理

とあわせて、地域の体制・支援の仕組み等を協議する「全体の協議の場」）を設

置・活用し、地域の支援体制や支援の流れ・取組の確認や地域資源の把握・共有

を行うとともに、これらの充実や開発の方針・取組を検討し、地域の支援体制の

整備・充実を推進していく。 

 

○ 都道府県等、障害児入所施設以外の関係機関は、「全体の協議の場」や「個別

の協議の場」、さらには障害児入所施設が開催する「移行支援関係機関連携会議」

に参画するとともに、都道府県等・障害児入所施設と連携・協働し、それぞれの

役割に応じて助言援助や日々の取組を進め、個々の入所児童等の移行支援・移行

調整と、地域の支援体制の整備・充実を推進していく。 

 

○ 関係機関が連携した入所児童等の移行支援・移行調整の取組の枠組み・流れの

全体像（上記（１）及び（２）を図示したもの）について、別添１を参照された

い。また、関係機関の取組の具体的な内容や留意点等について、Ⅲでお示しする。 
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Ⅲ．移行支援・移行調整の具体的な取組 

都道府県等、障害児入所施設及び各関係機関の移行支援・移行調整の具体的な取

組や留意点等について、以下の通りお示しする。ここで示した取組に留まらず、状

況に応じて各機関が入所児童等の円滑な移行に向けてそれぞれの専門性を発揮し

ながら主体的に取り組むことが期待される。 

 

１ 都道府県・指定都市の移行支援・移行調整の具体的な取組 

○ 都道府県等は、移行に係る責任主体として、移行対象者の状況把握・進捗管理

（（１））と「協議の場」の開催による関係機関の連携・調整（（２））を図るとと

もに、必要な広域調整・広域連携（（３））を進める。また、満 18歳・満 20歳ま

での移行が困難な場合の給付決定・措置の延長の対応（（４））を行う。 

 

○ 都道府県等が移行支援・移行調整を行う入所児童等の対象は、当該都道府県等

が給付決定・措置を行っている入所児童等となる。当該入所児童等の入所先の施

設が他の都道府県等に所在する場合も含まれる点に留意すること。 

また、管内の障害児入所施設に入所する入所児童等のうち、他の都道府県等が

給付決定・措置を行っているものについても、将来の移行先として、管内のグル

ープホームや障害者入所施設等が選択肢となりうることから、当該入所児童等に

ついても、給付決定・措置を行った都道府県等と連携しながら、移行調整に取り

組まれたい。 

なお、福祉型障害児入所施設だけでなく、医療型障害児入所施設、指定発達支

援医療機関の入所児童等についても対象となることに留意すること。 

 

（１）移行対象者の状況把握・進捗管理 

○ 都道府県等は、給付決定・措置を行った児童について、現在の状況及び移行支

援・移行調整の状況を適時に把握・確認するとともに、円滑な移行に向けて、移

行支援・移行調整の進捗管理を行う。 

なお、管内の障害児入所施設等（福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施

設、指定発達支援医療機関）に入所する他の都道府県等が給付決定・措置を行っ

た児童についても、あわせて状況の把握・確認と進捗管理を行うとともに、都道

府県等の間で連携して円滑な移行に向けた移行支援・移行調整の取組を進めるこ

と。 

 

○ 都道府県等は、管内の障害児入所施設等に対して、別添２の参考様式「障害児

入所施設の移行状況調査（全体票・個票））」も参考に、概ね半期に一度以上の頻

度で調査を実施し、15 歳以上の入所児童等の移行支援・移行調整の状況等を把

握すること。 

また、自都道府県等が給付決定・措置を行って他の都道府県等に所在する障害

児入所施設等に入所する 15歳以上の児童の状況等についても、当該都道府県等

又は当該障害児入所施設等に対して調査等を行い、把握すること。 

 

○ 調査の回答を踏まえ、都道府県等は、管内の障害児入所施設等の状況並びに当

該施設等に入所する 15歳以上の児童及び自都道府県等が給付決定・措置を行っ
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た他の都道府県等に所在するこれらの施設等に入所する 15歳以上の児童につい

て、 

・児童及び保護者の移行に係る希望の状況 

・児童の障害に関する特性や状況 

・移行支援・移行調整の状況 

・移行に向けた課題 

等の情報を適時に整理・確認し、移行支援・移行調整の全体の進捗管理を行う

とともに、「協議の場」も活用しながら、障害児入所施設等や関係機関と連携

した地域の移行支援・移行調整の体制づくり及び具体の移行支援・移行調整の

取組を進めること。 

 

○ 特に、当該年度末までに18歳を超えることとなる障害児及び18歳を超えて給付

決定・措置の延長により入所を継続している者の状況については注視し、円滑な

移行に向けて必要な対応を行うこと。 

 

 

（２）「協議の場」の開催 

【「協議の場」の趣旨・概要】 

○ 障害児入所施設に入所する障害児が円滑に成人期に相応しい環境へ移行でき

るよう、令和４年改正法により、都道府県等は、入所児童等の移行について市町

村その他の関係者との「協議の場」を設け、市町村その他の関係者との連携及び

調整を図ることその他の必要な措置を講ずることとなった。改正の背景として、

従来、障害児入所施設からの移行調整が、関係者の役割が明確でないために障害

児入所施設の自助努力に頼る面が大きく、その結果として、必ずしも十分に進ん

でこなかったことが挙げられる。 

入所児童等の給付決定・措置を行った都道府県等が移行調整に責任を持ち、

「協議の場」を設置した上で、関係者がそれぞれの役割を果たし連携して対応

していく体制を確保するとともに、全体の進捗を確認しながら取組を進めてい

くことが求められる。 

 

○ 協議の場は、「全体の協議の場」と「個別の協議の場」の２つの場を設置する

ことが考えられる。 

 

○ 「全体の協議の場」では、管内の移行支援・移行調整に関する状況や進捗の確

認を行うとともに、移行支援・移行調整の体制や仕組みの検討、地域資源の開発

の検討等を行い、全体の進捗管理と地域の連携や支援の体制・仕組みの整備・充

実を図っていくことが期待される。 

構成員は各関係機関や事業所（事業者団体）の代表者等とすることが想定され

る。 

 

○ 「個別の協議の場」では、障害児入所施設より個別の相談があったケースをは

じめ、全体の進捗管理の中で、移行調整が難しいと判断されたケース（例えば、

強度行動障害を有する児や医療的ケア児、17 歳での入所など移行調整・移行支

援のための時間が十分確保できないケース等）について、具体的な対応の検討を

行い、方針と役割分担を定めて、関係機関の緊密な連携の下、移行支援・移行調
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整を強力に進めていくことが期待される。 

構成員は、当該ケースの関係者と全体の協議の場の一部構成員等とし、個別

ケース毎に召集することが想定される。 

 

○ 全体の協議の場（①）と個別の協議の場（②）の関係性や、設置の形態につい

ては、都道府県等に置かれている既存の会議体との関係性や地域の実情を踏ま

えて検討いただきたい。 

例えば、 

ⅰ）①及び②を設置・開催する方法 

ⅱ）移行対象者が少ないため②の設置・開催を基本とし、必要に応じて①の目的・

構成で開催する方法 

ⅲ）②の目的・構成による会議は既に実行上開催されているため、①を新たに設

置・開催する 

等が考えられる。 

また、（自立支援）協議会に新たな部会（例：障害児入所施設からの移行調整

部会（仮称））を設ける等、既存の会議体も活用しつつ、地域の関係機関の連携

が効率的かつ効果的に機能する場を設置すること。 

 

○ なお、移行支援・移行調整に係る関係機関の連携については、協議の場での活

動に限らず、日頃より様々な場面を通じて体制の構築と連携した取組を進める

こと。 

 

【「全体の協議の場」における協議の内容、構成メンバー】 

○ 「全体の協議の場」においては、地域の移行支援・移行調整に係る全体の進捗

管理を行うとともに、地域の支援や連携の体制・仕組み、資源の状況を確認し、

その充実・強化等を検討する。また、地域の企業や住民への情報発信を行ってい

くことも期待される。 

＜考えられる協議事項＞ 

①移行対象者や移行支援・移行調整の状況の共有・進捗管理 

管内の移行対象者や移行支援・移行調整の状況を調査等により把握・整理し、

関係機関間で情報共有や進捗確認を行う。 

②地域資源の把握・共有 

管内の移行支援や移行調整、移行後の居住や日中活動等に係る地域資源に

ついて、把握・整理し、関係機関間で情報共有を行う。 

③個別の協議の場における協議内容の共有・助言  

個別の協議の場で協議した個別ケース（管内全体の困難事例の状況や対応 

方針等）について整理し、関係機関間で情報共有を行う。また、個別の協議の

場で対応方針が定まらなかった事案等、必要に応じて事案を提示し関係機関

から専門的見地からの助言を得る。 

④地域の支援体制や支援の流れの確認・充実の検討  

移行支援・移行調整に関わる関係機関の役割と連携体制、移行支援・移行調

整のコーディネートを含めた流れや仕組みの確認・検討を行う。 

また、③における事案も含め、課題や対応の好事例の整理・共有を進めなが

ら、移行支援・移行調整の体制や支援・調整の流れ・仕組みや取組の検証・充

実の検討を行う。 
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⑤地域資源の調整・開発 

①～④も踏まえて、必要な地域資源について中長期的な視点も含めて検討

し、調整・開発を進める。なお、障害福祉サービス等の資源については、障害

者福祉計画等にニーズや供給等について記載し、計画的に確保を進める。（Ⅳ

１参照） 

⑥関係機関や地域への情報発信 

管内の市町村や障害児入所施設をはじめ、移行支援・移行調整に関わる地域

の関係機関への支援・調整に関する情報の共有や、地域の企業・住民等への周

知啓発について検討・実施する。 

 

○ 「全体の協議の場」の構成メンバーとして、主に以下の関係者が想定されるが、

地域の支援体制や支援の仕組みなどの実情に応じて相応しい構成員を選任いた

だきたい。 

①都道府県等 

②市町村の代表者 

③児童相談所の代表者 

④障害児入所施設（福祉型・医療型ともに）の団体、協議会等の代表者 

⑤基幹相談支援センター又は相談支援事業所の団体、協議会等の代表者 

⑥地域生活支援拠点等の代表者 

⑦移行先施設等（グループホーム・障害者入所施設等）の団体、協議会等の代表

者 

⑧当事者団体の代表者 

⑨学校関係の代表者（特別支援学校の代表等） 

⑩保健・医療分野の関係団体、協議会等の代表者 

⑪発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センター等の代表者 

⑫その他 

①～⑪のほか、障害児者支援に係る学識経験者や、労働関係（労働局等）の

代表者、企業関係（経済団体等）の代表者、地域で活動する支援者（NPO等）

等を構成員とすることも考えられる。 

 

【個別の協議の場における協議の内容、構成メンバー】 

○ 「個別の協議の場」においては、移行調整が難しいと判断されたケース（個別

事案）について、状況や課題を共有し、それを踏まえた今後の方針と関係者それ

ぞれの具体的な役割・取組等を検討する。 

＜考えられる協議事項＞ 

①当該事案の入所児童等の状態像や、移行支援・移行調整の取組状況・課題の確

認・共有 

②移行支援・移行調整や移行先に係る地域資源の状況の確認 

③今後の支援方針と具体の取組 

④③を進める上での関係者の役割分担と連携体制 

⑤障害児入所施設の移行支援計画への反映の方針 

⑥「全体の協議の場」への報告や相談事項 

 

○ 「個別の協議の場」の構成メンバーとして、主に以下の関係者が想定されるが、

個別ケース毎に、当該ケースの課題に係る関係機関や専門性のある支援者等、課
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題解決や具体の支援に資する構成員を招集されたい。 

   ①都道府県等の担当者 

②市町村の担当者 

    ※移行先決定前は、保護者の居住市町村、障害児入所施設の所在市町村、移

行候補先の居住市町村。移行先決定後は、移行後居住する市町村（障害者

入所施設やグループホームに入居する場合は、これに加えて18歳となる前

日の保護者の居住市町村）が想定される。 

③児童相談所の担当者 

④障害児入所施設の担当者（管理者、児童発達支援管理責任者、ソーシャルワ

ーカー等） 

⑤基幹相談支援センター（又は地域の中核的な相談支援事業所）の担当者（相

談支援専門員、相談支援員等） 

※移行先決定前は、保護者の居住市町村、障害児入所施設の所在市町村、移

行候補先の居住市町村のセンター等、移行先決定後は、移行後居住する市

町村のセンター等が想定される。 

   ⑥相談支援事業所の担当者（相談支援専門員、相談支援員） 

   ⑦地域生活支援拠点等の担当者 

⑧移行（候補）先施設等（グループホーム・障害者入所施設等）の担当者 

※見学や体験利用（候補）先、移行（候補）先の事業所等を想定 

⑨当事者団体等の担当者 

⑩学校の担当者（特別支援学校の進路担当者等） 

⑪保健・医療分野の担当者（支援に当たる医療機関の担当者等） 

⑫発達障害者地域支援マネジャー、医療的ケア児等コーディネーター等 

⑬その他 

①～⑫のほか、事案に応じて、労働関係（労働局等）の担当者、見学・体験

や移行先に係る企業の担当者、地域で活動する支援者（NPO等）、市町村の成年

後見担当部局や生活保護担当部局の担当者を招集することも考えられる。 

 

 

（３）広域調整・広域連携 

○ 移行に向けての体験利用や移行後の居住・生活を支える障害福祉サービスの給

付決定（※）は、市町村（保護者の居住市町村）が行うこととなる。都道府県等

は、障害児入所施設の移行支援・移行調整の対応をフォローし、管内の関係市町

村への情報提供や調整等を行うこと。 

（※）18歳未満の障害児に対しては障害者総合支援法附則に基づくいわゆる「者

みなし」を行った上で給付決定を行う 

 

○ なお、保護者が居住地を転々とし行方不明である場合など、18 歳前日の保護

者の居住地が不明である場合は、居住地特例上は、障害児入所施設の所在地（＝

18 歳前日の入所者の所在地）の市町村が給付決定主体となる（障害者総合支援

法第 19条第４項）。 

居住地特例を踏まえた給付決定主体となるべき市町村について別添３で整理

しており、これも参考に、関係市町村に対して居住地特例に係る制度説明や情報

提供等を行うこと。 
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○ 給付決定・措置を行った児童が他の都道府県等に所在する障害児入所施設に入

所している場合には、移行支援・移行調整において、当該都道府県等とも連携し

て対応することが必要となる。また、児童及び保護者の状況や希望、地域資源の

状況等により、体験利用先や移行（候補）先が他の都道府県等となることも想定

される。 

都道府県等は、他の都道府県等とも日頃から情報共有を行い、移行支援・移行

調整において相互に資源の活用を図るなど、入所児童等の希望に沿った適切な移

行が図られるよう、広域連携・広域調整を進めること 

 

 

（４）満 18歳、あるいは満 20歳までの移行が困難な場合の対応 

○ 入所児童等のうち、虐待などで中・高生年代で入所した場合は、本人の精神状

態へのケアを重ねる必要があり、移行可能な状態に至るまで長期間を要する可

能性があることや、強度行動障害や情緒障害などの精神症状が 18歳近くになっ

て強く顕在化してきたケースでは、それまでに調整してきた移行先の変更の必

要性が生じうること等に十分配慮する必要がある。 

 

○ 障害児が、引き続き障害児入所施設等において支援を受けなければ福祉を損な

うと認められる場合は、満 20歳に達するまで、引き続き障害児入所施設等に入

所することが可能である。（Ⅱ１（２）を参照） 

都道府県等は、（１）及び（２）の取組等を通じて、入所児童の 18歳に達する

までの円滑な移行に向けて関係機関の連携の下で移行支援・移行調整を進めると

ともに、18 歳到達時までに移行することが困難と判断した場合には、当該児童

に不利益が生じないよう適時に給付決定・措置の延長を行う。 

 

○ 入所延長を行った児童に関しては、全体の協議の場・個別の協議の場を活用し、

関係機関が一層緊密に連携して移行支援・移行調整にあたり、20 歳に達するま

での円滑な移行を図ること。 

 

○ 入所延長を行った児童が満 20 歳に達しても、なお引き続き障害児入所施設等

において支援を受けなければ福祉を損なうと認められる場合は、満 23歳に達す

るまで、引き続き障害児入所施設等に入所することが可能である。（Ⅱ１（３）

を参照） 

この延長の仕組みは、入所児童が強度行動障害を有する場合や、18 歳に近い

年齢で入所して移行支援・移行調整に十分な期間が確保できない場合など、移行

が困難なケースを想定して設けられたものであり、年齢に相応しい生活の環境を

適切に提供する観点からも、まずは 20歳に達するまでを一つの区切りとして移

行支援・移行調整を進めた上で、やむを得ず移行できなかった場合に、給付決定・

措置の延長の判断を行うこと。 

 

○ 入所延長を行った児童に関しては、個別の協議の場・全体の協議の場で議論を

行い満 23歳に達するまでの確実な移行に向けて対応方針を定めるとともに、障

害児入所施設等の移行支援計画について関係機関の参画の下で適時にモニタリ

ング・見直しを行うなど、関係機関による連携体制を強化の上、計画的・集中的

に移行支援・移行調整を進めること。 
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２ 障害児入所施設の移行支援・移行調整の具体的な取組 

障害児入所施設は、入所支援計画に基づき入所児童の暮らしや育ちの支援を行う

こととあわせて、本人への意思形成・意見表明の支援を進める（（１））とともに、

移行支援計画に基づく移行支援・移行調整の実施主体として、15歳以降、移行支援

計画を作成し（（２））、移行支援計画に基づき、移行後の生活を見据えた自立支援

（（３）①）や、居住や日中活動の見学・体験（（３）②）、移行希望先との調整や

体験利用（（３）③）、移行先決定後の相談支援事業所等との調整など移行までの支

援（（３）④）、移行後の本人や移行先へのフォロー（（３）⑤）を行う。あわせて、

家族への支援（（３）⑥）も進める。 

 

（１）15歳以前からの本人の意思形成支援・意見表明支援 

○ 障害児入所施設においては、日頃から、入所児童等が、遊びや活動等を通じて

日常生活に必要な動作やコミュニケーション等を学びながら、様々な体験を積み

重ねるとともに、将来の生活をイメージできるよう支援を行い、将来の暮らしに

ついての意向が形成できるよう取り組むこと（意思形成支援）が必要である。ま

た、入所児童等に対して日々の生活の中で傾聴・応答などのコミュニケーション

を丁寧に繰り返すことにより、本人が意見を表明し、選択・判断していく環境・

習慣を整えていくこと（意見表明支援）が必要である。 

 

○ 日常の生活・支援の中で表明された意見（意向）については、障害の特性も踏

まえながら、丁寧に確認を行うとともに、その実現を図り、本人が「受け止めら

れた」と実感し、「また意見を表明したい」と思える環境を整えていくことが重

要である。 

 

○ 障害の特性や状況などから、言語による意見の表明が困難な場合にあっては、

表情や身振り・手振り、わずかな動作などから本人の意思を汲み取ることができ

るよう、取組を積み重ねることが重要である。また、こうして汲み取った意思を、

必要に応じて言語化して代弁し、職員間で共有して、その実現を図っていくこと

が重要である。 

 

○ 入所児童等の意思形成支援・意見表明支援については、別途発出する「支援に

おけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」も参考に、早期か

ら日々の生活・支援の中で取組を進められたい。 

 

 

（２）移行支援計画の作成 

○ おおむね 15歳頃からは、少しずつ、居住の場（グループホーム等）と日中活

動の場（就労系障害福祉サービス等）について、本人の状態像も踏まえながら、

障害児入所施設が見学や体験なども通じて具体的な選択肢を情報提供しつつ、

成人後に本人が希望する生活のイメージを確認する取組を続け、意思形成の支

援を進めていくとともに、児童発達支援管理責任者やソーシャルワーカーを中

心に、本人の希望に沿った移行に向けて、具体的な移行支援・移行調整を進めて

いく。 
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○ 早期からの計画的な移行支援を促進する観点から、障害児入所施設は、15 歳

に達した障害児について移行支援計画を作成し、一人一人の状況に応じた丁寧・

着実な移行支援・移行調整を進めていくこととされている。 

 

○ 移行支援計画の作成については、入所支援計画と同様、児童発達支援管理責任

者が担うこととされており、 

・ 障害児へのアセスメント及び支援内容の検討結果に基づいて原案を作成す 

る 

・ 障害児への移行支援の提供に当たる担当者（児童指導員、保育士、ソーシャ

ルワーカーなどを想定）等を招集して原案について意見を求める 

・ 障害児の保護者及び本人に対し、移行支援計画について説明し、文書により

その同意を得る 

等の取組を行う必要がある。（Ⅱ１（４）再掲） 

 

○ また、移行支援計画の作成後は、児童発達支援管理責任者が当該移行支援計画

を障害児の保護者に交付するとともに、当該移行支援計画の実施状況の把握（モ

ニタリング）を行い、６月に１回以上、移行支援計画の見直しの検討を行う。 

モニタリングに当たっては、障害児の保護者との連絡を継続的に行うこととさ

れており、具体的には、定期的に障害児の保護者及び障害児に面接を行い、その

結果を記録しなければならない。変更に当たっては、上記の移行支援計画の作成

時の取組を同様に行うこととされている。（Ⅱ１（４）再掲） 

 

○ 移行支援計画の基本フォーマットについて、別添４のとおりお示しする。また、

記載例を別添５のとおりお示しするので参考とされたい。（令和６年４月 26 日

こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡「障害児入所施設における移行支援

計画の作成について（周知）」の様式・記載例と同様） 

 

○ 移行支援計画については、入所支援計画と合わせて、入所児童等の支援に関わ

る職員に周知し、それぞれの役割が果たされるよう、職員が連携して支援にあた

るとともに、適時に振り返りを行い、計画の進捗を確認しながら、着実に支援を

進めていくことが重要である。 

 

○ 移行支援・移行調整については、障害児入所施設のみならず、関係機関がそれ

ぞれの機能を発揮しながら連携して取り組んでいくことが重要であり、移行支

援計画についても、関係機関との連携の下、作成・変更に当たることが望ましい。 

 

○ この点、障害児入所施設が、移行支援計画を作成・更新する際に、関係者（※）

が参画する会議（移行支援関係機関連携会議）を開催し、移行支援に関して連携・

調整を行った場合に「移行支援関係機関連携加算」（障害児入所給付費の場合、

250単位/回（月１回を限度））の対象となるので、活用されたい。 

（※）関係者：都道府県等、移行予定先（未定の場合は保護者の居住地又は入所

施設の所在地）の市町村及び基幹相談支援センター（未設置の場

合は相談支援事業所）、障害児が所属する教育機関の出席を基本

とし、このほか必要に応じて障害児本人及びその家族、児童相談
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所、移行予定先の障害福祉サービス事業者（居住系・日中活動系

等）、居住施設、医療機関等の関係者、発達障害者支援センター

（発達障害者地域支援マネジャー等）、医療的ケア児等支援コー

ディネーター等 

同加算においては、会議の開催とあわせて、関係機関との日常的な連携体制

を構築し、障害児等の意向、支援内容、移行に向けた課題等について状況共有

を行うことが要件とされており、移行支援計画の作成等とあわせて連携体制の

強化を図られたい。 

また、会議はオンラインを活用して実施することも可能であるとともに、都

道府県等による「個別の協議の場」を活用し同様の取組を行った場合にも加算

の対象となるものであり、状況に応じて効率的・効果的な運用を図られたい。 

 

○ 移行支援計画の作成・変更に当たっては、入所児童等の意見を尊重しながら、

入所児童等の最善の利益を保障することが重要であり、当該入所児童等の年齢

や発達の程度に応じて、入所児童等本人や保護者の意見を聴くことも考えられ

る。その方法として、例えば、担当者会議や移行支援関係機関連携会議の場に入

所児童等と保護者を参加させることや、会議の開催前に担当者等が入所児童等

や保護者に直接会うことなどが想定される。その際は、年齢や発達の程度により

意見を表明することが難しい入所児童等がいることを考慮し、言葉による表現

だけでなく、身体の動きや表情、発声なども観察し、意見を尊重することが重要

である。 

 

○ なお、15歳未満の入所児童であっても、家庭に戻ることや里親に委託される

こと等、退所が決定している場合は、切れ目のない支援を継続する観点から、移

行支援計画を作成することが望ましい。 

  また、15歳以上であっても、有期有目的での短期間の入所の場合など、当該

施設における移行支援が明らかに不要と判断される場合には、入所支援計画に

退所に向けた支援の内容を盛り込むことで作成に代えることが可能である。 

 

 

（３）移行支援計画に基づく支援 

【全体の流れ】 

○ 移行支援計画の作成後は、当該計画に基づき、日々の入所支援の中で将来の生

活も見据えた自立支援を行う(①)とともに、居住や日中活動の見学や体験などを

進め、選択肢の拡大と希望の形成を図っていく（②)。 

 

○ また、関係機関と連携・調整し、移行先候補を定め、見学や体験利用等を行い、

本人の希望や状態、受入先の意向や環境等を確認しながら移行先を固めていく

（③）。 

 

○ 移行先決定後は、移行先の暮らしにより近い環境を設定しながら自立支援を進

めるとともに、相談支援事業所等との調整や移行先への支援内容の共有等、移行

後の生活のための環境整備を図っていく（④）。 

 

○ 移行後も、本人への相談援助や移行先への助言等を行い、生活が安定するまで
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の間、本人と移行先へのサポートを行っていく（⑤）。 

 

○ 移行支援・移行調整にあたっては、入所経緯や保護者・家族の状況も踏まえな

がら、入所児童等と保護者との関係構築を図るとともに、保護者の理解と協力も

得ながら進めていくことが重要であり、支援や調整の方針を共有するとともに、

必要に応じて相談援助などを行っていく（⑥）。 

 

○ これらについて、入所児童等の年齢や状態、移行支援・移行調整の進捗に応じ

て、適時に移行支援計画に記載・反映させながら、円滑な移行に向けて計画的に

取組を進めることが求められる。 

 

○ また、移行支援・移行調整に当たっては、移行支援計画の作成をはじめ、児童

発達支援管理責任者が重要な役割を果たすこととなるが、あわせて、関係機関と

の連携や調整を担う専任の担当者を配置して取り組んでいくことが重要である。

この点、障害児入所施設に当該役割を担うソーシャルワーカーを配置した場合

に「ソーシャルワーカー配置加算」の対象となるので、活用の上、障害児入所施

設における移行支援・移行調整の体制確保を図られたい。 

 

○ なお、関係機関との連携・調整にあたっては、以下の点に留意されたい。 

ａ）「役割分担」と「期限」を明確にした進捗管理を行う 

関係機関との会議等では、情報共有だけではなく、「誰が」「いつまでに」

「何をやるのか」について各関係機関の役割分担と期限を明確にし、進捗を管

理していくことが重要となる。 

障害児入所施設のソーシャルワーカーは、本人に最も近い立場として、常に

進捗状況を意識し、必要に応じ、都道府県等や「協議の場」へ働きかけていく

ことが重要である。 

ｂ） 必要な支援内容を明確にし、関係者へ伝える 

体験先や移行（候補）先の事業所等に対しては、本人の状態や課題等のみで

はなく、これらを踏まえた支援内容等を予め検討し、明確・具体的に伝えるこ

とが必要である。特に、本人がパニック等困難な状況になりやすい場合には、

そのような状況における環境調整等を含めた具体的対応について伝えること

が重要である。また、課題や弱みだけではなく、強みについても伝えて支援に

生かしていくことが重要である。 

 

○ 以下、①～⑥に当たっての具体的な取組内容や留意点等をお示しする。 

 

①移行後の生活を見据えた自立支援 

移行支援計画に基づき、日々の入所支援の中で将来の生活も見据えた自立支援を

行う 

 

○ 食事、入浴、排せつ、衣類の着脱、移動、日中活動や余暇の過ごし方、他者と

のコミュニケーション、外出、買い物、金銭管理等、日々の生活の中で、将来の

生活もイメージしながら、当該生活につながっていくよう、支援を行う。 

 

○ こうした支援は、日々の育ちと生活を支える入所支援計画に基づく入所支援と
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も重なることとなる。入所支援計画に基本的な支援内容を記載しつつ、移行支援

計画に将来の生活につなげていく観点からの目標や支援内容を記載するなど、

相互の計画を連動させながら支援を進めていくことが重要である。 

 

○ 移行先が定まってきた段階においては、障害児入所施設内で移行先を想定した

環境設定等を行い、移行後に求められるスキルの獲得等を含め、希望する移行先

への移行の実現に向けて、支援を進めることが求められる。 

 

○ 日々の生活の中で支援を進めていく上では、休日、祝日、長期休みを含めて様々

な活動を提供していくことが重要であるところ、福祉型障害児入所施設（主とし

て肢体不自由児に対し支援を行う施設を除く）においては、専任の職業指導員を

配置し、入所児童等の将来の日常生活・社会生活の見通しを考慮した日中活動計

画（日中活動のプログラム）を作成し、当該計画に基づき入所支援を行った場合

に「日中活動支援加算」の対象となるため、当該加算も活用の上、取組を進めら

れたい。 

 

②居住や日中活動の見学・体験 

居住や日中活動の見学や体験などを進め、選択肢の拡大と希望の形成を図っていく 

 

○ 移行先については、本人の意向を踏まえて調整していく必要があるが、その前

提として、入所児童等が将来の暮らしについて様々なイメージを持ち、その中か

ら選択して意向（意思）を形成していくことが重要である。 

 

○ 入所児童等が将来の暮らしについて様々なイメージを持つためには、居住の場

や日中活動等について実際に見学や体験をすることが重要である。様々な場を

見学・体験することで、具体的なイメージを持つことができ、希望の形成に繋が

るとともに、課題や実現に向けての必要な支援の把握にもつながる。 

 

○ 見学・体験については、具体的な移行先候補に限ることなく、「協議の場」も活

用しながら、関係機関の協力の下、広く情報を収集して調整を行い、取組を進め

ていくことが考えられる。グループホームや就労系サービス、生活介護等の障害

福祉サービスのみならず、地域の様々な団体や、民間企業などの協力を得ていく

ことも考えられる。また、障害児入所施設内での将来の暮らしを想定した環境設

定や、サテライト施設等の活用により、将来の暮らしのイメージを膨らませてい

くことも考えられる。 

 

○ 成人して退所した者や、グループホーム等に入居して地域で暮らす者を招いて

生活状況を聴く機会を設けるなど、先輩・ピアにより体験の共有を図る取組を進

めることも考えられる。 

 

③移行先候補との調整、体験利用 

関係機関と連携・調整し、移行先候補を定め、見学や体験利用等を行い、本人の希

望や状態、受入先の意向や環境等を確認しながら移行先を固めていく 

 

○ 移行に関する希望の形成も含めた本人の状況を踏まえながら、移行先の候補を
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固めていく。移行先候補については、移行支援関係機関連携会議や「協議の場」

も活用しながら、都道府県等や児童相談所、地域資源の状況をよく知る基幹相談

支援センターをはじめ、関係機関から居住の場（グループホーム等）や日中活動

の場等（就労系サービス等）の情報を収集し、暮らしの形や地域など、本人の希

望を踏まえて定めていく。 

 

○ 移行先候補が絞られてきたら、移行を前提とした見学や体験利用を行っていく。

障害児入所施設の担当者は、必要に応じて都道府県等や児童相談所等のサポー

トも得ながら、移行先候補の施設に対して、見学・体験利用の依頼や調整を行っ

ていく。 

 

○ 強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児

童等に対して、移行支援計画に基づき、宿泊や日中活動の体験利用を行う際に、

障害児入所施設の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体

験先施設への付き添い等により支援を行った場合には、「体験利用支援加算」の

対象となるため、当該加算も活用の上、取組を進められたい。 

※ 退所予定日から遡って１年間の期間において行う体験利用に限る。 

 

○ なお、18歳以上の入所児童等については、障害福祉サービスの給付決定を受け

て、グループホームの体験利用や将来の就労に向けた就労移行支援等を利用する

ことが可能である。この場合、給付決定市町村は、居住地特例により、18歳前日

の保護者の居住市町村となることに留意すること。また、移行先決定後の調整等

を見据え、この段階から給付決定を受けて、計画相談支援や地域移行支援による

サポートを受けることも考えられる。 

 

○ 移行先候補の見学・体験後は、本人及び家族と振り返りを行い、その都度障害

児の意向を確認し、希望に沿った調整・支援を進めていくことが重要である。 

 

④移行先決定から移行までの支援 

移行先決定後は、移行後の暮らしにより近い環境を設定しながら自立支援を進め

るとともに、相談支援事業所等との調整や移行先への支援内容の共有等、移行後

の生活のための環境整備を図っていく。 

 

○ 入所児童等の意向を踏まえながら、移行先候補との調整を進め、移行先を確定

させる。 

 

○ 移行先確定後は、移行先の地域の基幹相談支援センター等とも連携し、移行後

の地域での安定した生活に向けた障害福祉サービス等の調整を行う相談支援事

業所を定めるとともに、計画相談支援の下で必要な障害福祉サービスの調整と

給付決定の手続き等を進める。 

 

○ 障害児入所施設での日々の支援において、移行後の暮らしにより近い環境を設

定して支援を行うなど、新しい生活環境に円滑に移行し早期に馴染めるよう配

慮する。 
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○ 移行先の施設等に対して、入所児童等の特性や支援における配慮事項等、暮ら

しを支えていく上で必要な情報の共有を行うとともに、必要に応じて助言援助

を行っていく。 

  なお、障害児入所施設の職員が、入所児童等に対して退所後の生活について相

談援助を行うとともに、退所後生活する居宅（グループホーム等）を訪問し退所

後の生活についての相談援助・連絡調整を行った場合、「地域移行加算」の対象

となるため、活用されたい。 

 

○ 移行後の生活の環境を踏まえ、成年後見制度の利用をはじめ、権利擁護の観点

から必要な支援や対応を検討し、都道府県等や児童相談所、市町村とも連携し、

必要な支援の調整・確保を図る。 

 

○ これらについては、移行先が確定する以前の段階から、早期に取り組みを開始

し、準備を進めておくことが望ましい。 

 

⑤移行後のフォロー 

移行後も、本人への相談援助や移行先への助言等を行い、生活が安定するまでの

間、本人と移行先へのサポートを行っていく。 

 

○ 障害児入所施設は、移行後も、生活が十分に安定するまでの間、定期的に（特

に移行後まもなくは頻繁に）本人の状況を確認し、精神面のケアを行うとともに、

移行先施設等に対して、情報提供や必要な助言・援助を行うなど、丁寧なフォロ

ーアップを行うことが期待される。 

 

○ また、本人がこどもの時代に暮らした場所として、短期入所を活用して一時的

な里帰りの場を提供するなど、本人の人生に寄り添って、より長期に本人の暮ら

しをサポートしていくことも期待される。 

 

○ なお、障害児入所施設の職員が、退所後 30日以内に退所後生活する居宅（グ

ループホーム等）を訪問し退所後の生活についての相談援助・連絡調整を行った

場合、「地域移行加算」の対象となるため、活用されたい。 

 

⑥家族への支援 

移行支援・移行調整にあたっては、入所経緯や保護者・家族の状況も踏まえなが

ら、入所児童等と保護者との関係構築を図るとともに、保護者の理解と協力も得

ながら進めていくことが重要であり、支援や調整の方針を共有するとともに、必

要に応じて相談援助などを行っていく。 

 

○ 移行支援・移行調整については、保護者の理解と協力を得ながら進めていくこ

とが重要である。 

 

○ 入所支援計画と同様、移行支援計画の作成・更新に当たっては保護者の同意を

得ることが必要であり、そうした機会も活用しながら、支援や調整の方針を適時

に共有し、保護者の意向も確認の上、取組を進めていくことが重要である。 
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○ 入所経緯や保護者・家族の状況も踏まえながら、家族との面会や一時帰宅等も

活用し、日頃から入所児童等と家族との関係構築を進めていくことが重要である。

その際、移行後の暮らし（例えば、グループホームで生活し定期的に実家に帰宅

する等）も踏まえて取組を進めていくことが求められる。 

 

○ このほか、家族支援として、こどもとの関わり方等に関する相談援助や、ペア

レントトレーニング等の養育力向上の支援、障害児入所施設を利用する保護者同

士のつながりの場づくり、入所児童等のきょうだいへの相談援助などの支援を行

うことが考えられる。 

   これらの取組については、「家族支援加算」の対象となるため、当該加算も活用

の上、取組を進められたい。 

 

 

（４）移行調整が困難なケースへの対応 

① 個別の協議の場の活用 

○ 移行調整に困難が予想されるケース（※）については、都道府県等が設置す

る個別の協議の場において、状況や課題の整理・共有や支援方針の検討・決定

を行い、関係機関の一層の協力・連携の下で移行支援・移行調整を進めること

が必要である。 

移行調整に困難が予想されるケースほど、見学や体験利用の実施、移行先の

調整、また、本人や保護者の意向の整理等に時間を要することや、広域調整や

地域資源の整備が必要となることも想定されることから、移行支援計画作成

後、早めに都道府県等へ相談すること。 

（※）移行調整に困難が予想されるケースの例 

・ 強度行動障害を有する児や医療的ケア児など、支援ニーズの高い児童の

ケース 

・ 健康面・精神面・経済面など、保護者に課題があるケース 

・ 17歳での入所など、移行支援・移行調整のための時間が十分確保できな

いケース 

・ 家族の居住地が入所施設の所在地と異なる都道府県や市町村である場合

や、移行希望先が他の都道府県にある場合など、移行調整や移行に当たっ

て広域調整が必要となるケース 

 

② 18歳・20歳に達するまでに移行困難と見込まれる場合の対応 

○ 個別の協議の場等も活用しながら、関係機関の連携の下、計画的に移行支

援・移行調整を進める中で、18歳に達するまでに移行が困難と判断された場合

には、適時に都道府県等に19歳までの入所延長（Ⅱ１（２）参照）を相談する

こと。 

都道府県等により入所延長が行われ、その後、移行支援・移行調整を進める

中で、更に20歳に達するまでに移行が困難と判断された場合には、適時に都道

府県等に22歳までの入所延長（Ⅱ１（３）参照）を相談すること。 

なお、成人期に相応しい環境に早期に移行を図る観点から、入所延長につい

ては、段階的に行われることを基本とすること（19歳までの入所延長に際して

22歳までの入所延長を併せて行うのではなく、まずは19歳までの入所延長に
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より20歳に達するまでの移行を目指し計画的に支援を進めること）。 

 

③ 強度行動障害を有する児への支援について 

○ 強度行動障害を有する児であって状態の悪化等により移行調整が難しい場

合においては、 

・ 発達障害者支援センター等によるスーパーバイズ・コンサルテーションを

受けて環境調整等を進め、状態の安定を図ることや、 

・ 都道府県等が選定している広域的支援人材が障害児入所施設等を訪問し、

当該児童及び施設等の環境のアセスメントを行い、当該児童の状態及び状況

の改善に向けた環境調整等の必要な支援を行うための集中的支援実施計画

を作成し、当該計画に基づき支援を行う「集中的支援加算（Ⅰ）」（障害児

入所給付費の場合は、1000単位/日（１月に４回を限度・３月以内）の枠組み

による支援を受けること 

も考えられる。 

 

○ 強度行動障害を有する児者への支援については、「強度行動障害を有する児

者への地域支援体制整備の促進について」（令和６年６月27日こ支障第162号・

障障発0627第１号こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知）により、各地域における支援体制の

整備をお願いしているところ、当該体制や支援の資源とも連携しながら、移行

支援・移行調整を進められたい。 

 

 

３ 児童相談所 

○ 入所児童等の措置等に関わる児童相談所においては、給付決定・措置が行われ

た入所児童等の状況や支援のフォローを行うことが求められる。その立場から、

入所後から退所後に至るまで、都道府県等とともに積極的に移行支援・移行調整

に関わることが求められる。 

 

○ 都道府県等及び障害児入所施設と日頃から緊密に連携するとともに、「個別の

協議の場」や障害児入所施設が開催する「移行支援関係機関連携会議」等へ積極

的に参画し、入所児童等やその家族をよく知る立場から、助言・援助や具体的な

取組を行っていくことが求められる。 

  また、「全体の協議の場」に参画し、被虐待児や障害児を担当する立場から、

地域の体制づくりに関わっていくことが期待される。 

 

 

４ 市町村 

○ 市町村においては、障害児者の地域生活を支える立場から、都道府県等及び障

害児入所施設、地域の相談支援事業所等と日頃から緊密に連携し、体験利用や移

行後の居住・日中活動等に係る障害福祉サービスの給付決定を適時適切に行う

ことが求められる。これらの障害福祉サービス等の情報提供や調整等に係る援

助、必要な地域資源の開発等を進めることも期待される。 
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○ また、「個別の協議の場」や障害児入所施設が開催する「移行支援関係機関連携

会議」等へ積極的に参画し、助言・援助や具体的な取組を行っていくとともに、

「全体の協議の場」に参画し、地域の体制づくりに関わっていくことが期待され

る。 

 

○ さらに、市町村（障害福祉圏域）内の基幹相談支援センターや地域生活支援拠

点等、相談支援事業所や居住・日中活動系等の障害福祉サービス事業所、民間企

業をはじめ、地域の関係者に移行支援・移行調整に係る情報提供や助言・援助を

行うとともに、地域住民への周知・啓発等を進め、入所児童等の円滑な移行とそ

の後の地域での充実した暮らしに向けた環境整備を図っていくことも期待され

る。 

 

【給付決定の留意点】 

○ 移行先が居住地特例対象施設（障害者支援施設やグループホーム）である場合

には、18歳未満の場合は移行の前日、18歳以上の場合は18歳前日の保護者の居住

市町村が給付決定を行うこととなる。 

○これらの場合に、保護者が居住地を転々とし行方不明の場合など、保護者の

居住地が不明である場合は、障害児入所施設の所在地（＝18 歳前日の入所者の

所在地）の市町村が給付決定を行うこととなる。 

 

○ なお、グループホームや日中活動系の障害福祉サービスの体験利用については、

給付決定を行った上で実施することが考えられる。18 歳未満の場合は障害者総

合支援法附則に基づくいわゆる「者みなし」を行った上で、保護者の居住市町村

（18歳未満の場合は利用の前日、18歳以上の場合は 18歳前日の保護者の居住市

町村）が給付決定を行うこととなる。 

 

○ 障害児入所施設からの移行に係る障害福祉サービスの給付決定主体について、

障害児・保護者の居住地と給付決定主体との関係を別添３で整理しているので、

これを参考にしつつ、円滑な対応を図られたい。 

 

○ 給付決定にあたり、計画相談支援のモニタリング頻度については、移行後当面

の間は、一定期間集中的な支援を行う観点から、１月ごと（毎月）にするととも

に、障害者の状態像や地域での生活における課題等を踏まえて、標準よりも短い

期間とするなど、個々の状況を踏まえて適切に設定されたい（※）。 

（※）「介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）」（令和６

年４月厚生労働省障害保健福祉部）の第３（計画相談支援給付費の支給事務）

参照 

 

 

５ 基幹相談支援センター 

○ 基幹相談支援センターにおいては、都道府県等及び障害児入所施設と日頃から

緊密に連携するとともに、「個別の協議の場」や障害児入所施設が開催する「移行

支援関係機関連携会議」等へ積極的に参画し、地域の相談支援の中核的機関とし

て、体験利用先や移行先の選定、移行先決定後にサービスの調整等を担う地域の

相談支援事業所の選定に関する助言・援助や具体的な取組を行っていくことが期
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待される。 

 

○ 移行について、障害福祉サービス等の調整を行う相談支援事業所が定まるまで

の間、都道府県等や障害児入所施設からの要請に応じて相談援助を行うことや、

相談支援事業所が定まった後は、当該相談支援事業所へのサポートを行っていく

ことも期待される。 

  

○ 「全体の協議の場」に参画し、地域の課題をよく知る立場から、地域の体制づ

くりに関わっていくことが期待される。 

 

※ 入所児童等の移行先が定まるまでは、当該児童等の出身地（入所前）の市区町

村の基幹相談支援センター及び障害児入所施設が所在する市区町村の基幹相談

支援センターの対応を想定。移行先決定後は、移行先の基幹相談支援センターの

対応を想定。両者が異なる場合においては、「個別の協議の場」や「移行支援関

係機関連携会議」等の場も活用し、支援が途切れることのないよう、丁寧な引継

ぎが行われることが求められる。 

 

※ 基幹相談支援センター未設置の市区町村においては、地域で中核的な役割を担

う相談支援事業所が取組を行うことが期待される。 

 

 

６ 相談支援事業所 

 ○ 相談支援事業所においては、都道府県等及び障害児入所施設と積極的に連携し、

移行先決定後、移行後の地域での安定した生活に向けた障害福祉サービス等の利

用について調整を行うとともに、移行後も質の高い相談支援と適切な支援のコー

ディネートを提供し、地域での安定した生活を支えていくことが求められる。 

 

 ○ 都道府県等や障害児入所施設からの要請に応じ、「個別の協議の場」や障害児

入所施設が開催する「移行支援関係機関連携会議」等へ参画し、助言・援助やサ

ービス等調整等の具体的な対応を行っていくことが期待される。 

 

 ○ 事業者団体等においては、「全体の協議の場」に参画し、地域の体制づくりに関

わっていくことが期待される。 

 

 

７ 地域生活支援拠点等 

 ○ 地域生活支援拠点等においては、都道府県等及び障害児入所施設と日頃から緊

密に連携するとともに、「個別の協議の場」や障害児入所施設が開催する「移行支

援関係機関連携会議等」へ積極的に参画し、地域生活の支援（緊急時対応等）や

地域移行の推進（体験利用の提供等）の観点から、助言・援助や具体的な取組を

行っていくことが期待される。 

    

○ また、移行後に緊急時の対応等を行うなど、地域での安定した生活を支えてい

くことが求められる。 
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○ さらに、「全体の協議の場」に参画し、地域の体制づくりに関わっていくことが

期待される。 

 

 

８ 障害福祉サービス事業所 

 ○ 障害福祉サービス事業所においては、都道府県等及び障害児入所施設と積極的

に連携し、入所児童等へ見学や体験利用の機会を提供するとともに、移行後に質

の高いサービスを提供し、地域での安定した生活を支えていくことが求められる。 

  

○ 都道府県等や障害児入所施設からの要請に応じ、「個別の協議の場」や障害児

入所施設が開催する「移行支援関係機関連携会議」等へ参加し、体験利用先や移

行（候補）先として、具体的な対応を行っていくことが期待される。 

  

○ 事業者団体等においては、「全体の協議の場」に参画し、地域の体制づくりに関

わっていくことが期待される。 

 

 

９ 保健・医療分野の関係機関 

 ○ 入所児童等を支える医療機関等においては、都道府県等及び障害児入所施設と

日頃から緊密に連携するとともに、「個別の協議の場」や障害児入所施設が開催

する「移行支援関係機関連携会議」等へ積極的に参画し、保健・医療面での支援

の観点から、助言・援助や具体的な取組を行っていくことが期待される。 

    

○ また、都道府県等の保健・医療部局や医療機関・関係団体等においては、「全体

の協議の場」に参画し、地域の体制づくりに関わっていくことが期待される。 

 

 

10 教育分野の関係機関 

 ○ 入所児童が在籍する学校等においては、都道府県等及び障害児入所施設と日頃

から緊密に連携するとともに、「個別の協議の場」や障害児入所施設が開催する

「移行支援関係機関連携会議」等へ積極的に参画し、学校等での教育・支援とも

連携させながら、助言・援助や具体的な取組を行っていくことが期待される。 

 

○ また、都道府県等の教育部局や特別支援学校等においては、「全体の協議の場」

に参画し、地域の体制づくりに関わっていくことが期待される。 

 

 ○ なお、障害児の移行支援に関する連携や、学校等での支援内容等の個別の教育

支援計画を活用した情報共有等について、こども家庭庁・文部科学省・厚生労働

省より各都道府県等の教育委員会等に協力の依頼を行っているところであり、取

組の推進を図られたい。（「地域における教育と福祉の一層の連携等の推進につい

て（通知）」（令和６年４月 25日こ支障第 125号・６初特支第２号・障障発 0425

第１号こども家庭庁支援局障害児支援課長・文部科学省初等中等教育局特別支援

教育課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知）） 
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11 発達障害者支援センター・医療的ケア児支援センター等 

○ 発達障害者支援センターにおいては、地域における発達障害児者の支援の中核

拠点として、都道府県等及び障害児入所施設と日頃から緊密に連携するととも

に、強度行動障害を有する児への支援に関するスーパーバイズ・コンサルテーシ

ョンの実施や、「個別の協議の場」や障害児入所施設が開催する「移行支援関係

機関連携会議」等へ積極的に参画し、専門的な見地から、助言・援助や具体的な

取組を行っていくことが期待される。 

  また、「全体の協議の場」に参画し、発達障害者支援に関する協議の場の取組

とも連動させながら、地域の体制づくりに関わっていくことが期待される 

 

○ 医療的ケア児支援センターや地域のコーディネーターにおいては、地域におけ

る医療的ケア児支援の中核として、都道府県等及び障害児入所施設と日頃から

緊密に連携するとともに、医療的ケア児者に対する医療・福祉等の支援の確保の

調整や、「個別の協議の場」や障害児入所施設が開催する「移行支援関係機関連

携会議」等へ積極的に参画し、専門的な見地から、助言・援助や具体的な取組を

行っていくことが期待される。 

  また、「全体の協議の場」に参画し、医療的ケア児支援に関する協議の場の取

組とも連動させながら、地域の体制づくりに関わっていくことが期待される。 

   

 

12 当事者団体 

○ 障害者の当事者団体においては、都道府県等及び障害児入所施設と日頃から緊

密に連携するとともに、「個別の協議の場」や障害児入所施設が開催する移行支

援関係機関連携会議等へ参画し、当事者の権利擁護や障害特性を踏まえた移行・

暮らしの充実をはじめ、様々な観点から、助言・援助や具体的な取組を行ってい

くことが期待される。 

 

○ また、「全体の協議の場」に参画し、地域の体制づくりに関わっていくことが

期待される。 

  



－31－ 

 

Ⅴ．その他 

１ 障害福祉計画・障害児福祉計画と連動させた取組の推進 

○ 市町村及び都道府県が障害福祉計画・障害児福祉計画を定めるに当たっての基

本的な方針である国の基本指針（「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の

円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 395

号・令和５年こども家庭庁・厚生労働省告示第１号による改正後））においては、

以下のとおり規定されている。 

  

障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行

が図られるよう、都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、

障害児入所支援については、入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい

環境へ円滑に移行できるよう、都道府県及び指定都市は支援に携わる市町村、児

童相談所、障害児入所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整の

責任主体として「協議の場」を設けて移行調整を進めていく必要があるほか、管

内の移行状況を把握し、移行先として必要な地域資源について中長期的な見通し

のもと、障害福祉計画・障害児福祉計画へ反映させていく必要がある。併せて障

害児入所施設の今後の施設のあり方に関する方針を把握し、地域資源の中で障害

児入所施設としての受け皿が十分であるか「協議の場」等において議論を行う必

要がある。（第一の四の１） 

 

  また、計画で設定すべき成果目標として、「障害児入所施設に入所している児

童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、令和八年度

末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調整に係る協議の場を設置

することを基本とする」ことが規定されている。 

 

○ 都道府県等及び市町村においては、協議の場をはじめ、入所児童の移行調整及

び移行支援の取組について、障害福祉計画・障害児福祉計画に位置付けて、必要

な障害福祉サービス等の整備を含め、中長期的な見通しを持って計画的に進め

ていくことが重要である。 

 

○ 特に、移行後の居住や生活を支えるグループホームや短期入所、日中活動系サ

ービス等の社会資源の確保については、都道府県等は、障害児入所施設からの移

行によるニーズ（移行のために必要な資源の量）について、入所児童の動向等も

踏まえて中長期的に適切に見込み、市町村とも連携調整して都道府県・市町村の

計画における量の見込みと確保方策に含めて、その確保を進めていくことが必

要である。 

その際、強度行動障害や医療的ケアなど入所児童の特性をきめ細かく把握して、

その受入が可能な資源を確保していくことが重要である。 

都道府県等においては、給付決定・措置を行って他の都道府県等に所在する障

害児入所施設に入所する児童に関しても、移行調整の責任主体として、受入の資

源の確保を進める必要があることに留意すること。 
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２ （自立支援）協議会と連携した取組の推進 

○ 「協議の場」について、（自立支援）協議会に紐づけて設置・運営するなど、（自

立支援）協議会の場を活用することも考えられる。 

 

○ 「全体の協議の場」で確認された課題について、（自立支援）協議会の親会や関係

部会で報告し、地域の資源開発や障害福祉計画・障害児福祉計画への反映につなげ

ていくことも考えられる。 

 

 

３ 障害児入所施設の障害者支援施設への転換や併設等の留意点 

○ 移行支援に際しては、本人の意向を最大限に尊重し、本人の状態像や保護者の状

況等も踏まえつつ、入所児童等・保護者が望む生活への移行を十分に検討する必要

がある。こうした地域への移行が積極的に検討された上で、本人の意向や状態像等

によっては、障害者支援施設への移行となる場合も想定される。 

 

○ こうした中で、障害児入所施設の入所の状況や今後の移行の見込みを踏まえて、

障害児入所施設として、以下の対応を行うことも想定される。 

① 児者転換（障害児入所施設から障害者支援施設への転換） 

② 児者併設（障害児入所施設を分割した一方を障害者支援施設として併設） 

③ 児者併設施設として運営しているが、障害児の定員を減らし障害者の定員を増

やすなど定員変更を行う。 

 

○ これらを行う場合や、利用者が移行したことにより定員を調整する場合には、入

所児童等への適切な支援等の観点から以下の点に留意するとともに、地域から障害

児入所施設の定員が失われることとなるため、現に障害児が多数入所している児童

養護施設の状況も考慮しつつ、障害児入所施設としての地域の受け皿が十分である

か、「協議の場」や地域のこども・障害児支援を議論する場等において丁寧に議論

を行うことが求められる。 

 

【児者転換・児者併設・定員変更に当たっての留意点】 

① 併設の場合の障害児入所施設側に入所する障害児、また、転換・併設した障害

者支援施設へ移行する障害者それぞれに対するあるべき支援・ケアを考慮した上

で検討する必要があること。 

② 平成24年度以前より存在していた障害児入所施設の場合、改修等の困難性等を

踏まえ、当該施設の改修（増築を含む。）までの間は、障害者支援施設の施設基

準に達しなくても、障害児入所施設相当の施設基準で足りるとする経過措置が置

かれているが、本来的には、成人期には成人に相応しい環境を確保すべきであり、

できる限りの環境改善（既存居室の利用人数を減らして１人当たり居室面積を確

保する等）に努めるべきであること。 

③ ②の場合であっても、人員基準については、障害者支援施設の人員基準を満た

す必要があること。 

④ 児者併設の場合は、同一施設内で、できる限り動線を分ける等の措置を講じる

とともに、共用せざるを得ない施設設備（食堂等）については利用時間帯を分け
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る工夫を行うなどそれぞれに相応しい支援が確保されるような工夫を行うこと

が必要であること。 

⑤ 児者併設の場合で、併設後の障害児入所施設の定員が少なくなる場合は、障害

児入所施設としての運営の安定性を慎重に検討する必要があること。 

 



入所児童等の移行支援及び移行調整の手引き（令和６年７月）（概要）

〇障害児入所施設に入所する児童については、成人期の生活に向けて、関係者による早期からの連携調整を進めるとと

もに、成人期に相応しい環境への移行に向けた支援の充実を図る必要。

〇令和４年改正児童福祉法（令和６年４月施行）により、移行調整の責任主体の明確化（都道府県・指定都市）と必要な場合に

満23歳に達するまで入所継続を可能とする制度的枠組みを構築。

〇都道府県等を中心に、関係機関が連携して移行支援・移行調整が進められるよう、基本的考え方や取り組むべき内容

等について整理。（「障害児の新たな移行調整の枠組みの構築に係る手引き」（令和３年12月）を全面改定）

■都道府県・指定都市【移行の責任主体】

 〇移行対象者の状況把握・進捗管理
・調査等の実施、進捗確認等

 〇「協議の場」の開催による連携・調整

・関係機関の代表者等による「全体の協議の場」で

管内の体制や支援の仕組み等を議論

・個別事案の担当者等による「個別の協議の場」で

個別の困難ケースの対応を議論

〇広域調整・広域連携

・管内市町村への情報提供や障害福祉サービス等の

支給決定に係る広域調整

・他の都道府県等との情報共有、入所児童や移行先

に係る広域連携・広域調整

〇満18歳・満20歳までの移行が困難な場合の給付決定・

措置の延長の対応

（令和６年７月２日こ支障第166号こども家庭庁支援局障害児支援課長通知）

１．移行支援・移行調整の基本的な考え方

・障害児入所施設に入所するすべての児童が、自らが希望する成人期に相応しい環境の中で過ごすことができるよう、都道府県等

を中心に、障害児入所施設、児童相談所、市町村、児童相談所、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所、保健・医療、教育

等の関係機関がそれぞれの役割を果たしながら連携し、計画的に移行支援・移行調整を進め、円滑な移行を図っていく必要

・入所児童本人の意向が真に尊重されているかについて常に意識をもって対応する必要。意思形成・意見表明を支援し、保護者の

意向とも調和を図りながら、入所児童本人の選択を最大限に尊重することが重要

・現時点の暮らしと育ちを充実させながら、日々の生活を通じて徐々に移行先やそこでの暮らし方を考えていくことが重要。入所

児童の生活を豊かにさせながら大人になっていくことを支援し、ウェルビーイングを実現していくという観点を持つことが重要

２．関係機関の役割と移行支援・移行調整の具体的取組

・移行支援・移行調整の状況の共有・進捗管理
・地域の支援体制や支援の流れ・取組の確認・充実の検討
・地域資源の把握・共有と調整・開発
・個別の協議の場における協議内容の共有・助言
・関係機関や地域への情報発信

都道府県・政令市 児童相談所市町村

相談支援

障害児入所施設

障害者支援

保健医療

発達障害者支援ｾﾝﾀｰ

医療的ケア児支援ｾﾝﾀｰ 等
当事者団体

教育

全体の協議の場（代表者等の会議）

個別の協議の場
（担当者等の会議）

都道府県・政令市
市町村

相談支援・状況・課題の共有

・支援方針の検討・決定

児童相談所
障害児入所施設

障害者支援
当事者団体

発達障害者支援ｾﾝﾀｰ

医療的ケア児支援ｾﾝﾀｰ 等

学校

医療機関

全体の進捗管理／地域の体制・支援の仕組み等の整備・充実

個別の困難ケースの対応を推進

「協議の場」の開催イメージ
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入所児童等の移行支援及び移行調整の手引き（令和６年７月）（概要）（続き）

■障害児入所施設【移行支援計画に基づく移行支援・移行調整の実施主体】

〇15歳以前からの本人への意思形成支援・意見表明支援
 
〇移行支援計画の作成と当該計画に基づく移行支援・移行調整の実施

    本人の状態や希望を踏まえ、関係者が連携して「移行支援計画」を作成し、

当該計画に基づき支援・調整〔ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ配置加算、移行支援関係機関連携加算も活用〕

・移行後の生活を見据えた自立支援（生活、日中活動、外出、買い物、金銭管理等）

・居住や日中活動の見学・体験（選択肢の拡大と希望の形成）

・移行希望先（移行先候補）との調整、体験利用〔体験利用支援加算も活用〕

・移行先決定後の移行までの支援（相談支援事業所等との調整、移行先への支援内容の
 共有等、権利擁護の対応等）〔地域移行加算も活用〕

・移行後のフォロー（生活が安定するまでの間、本人への相談援助、移行先への助言等）

・家族への支援（本人との関係構築、相談援助、きょうだい支援等）
 

〇移行調整が困難なケースへの対応（個別の協議の場を通じ関係機関が緊密に連携して対応）

■児童相談所【入所児童の状況や支援のフォロー】■市町村【体験利用・移行後の生活を支える障害福祉サービスの給付決定、地域生活支援】

■基幹相談支援センター【移行先選定支援、相談援助】■相談支援事業所【移行後の生活を支える障害福祉サービスや支援の調整】

■地域生活支援拠点等【地域移行支援、緊急対応等の地域生活支援】 ■障害福祉サービス事業所【体験機会、移行後の居住・生活の支援】

■保健・医療の関係機関 ■教育の関係機関 ■発達障害者支援センター・医療的ケア児支援センター ■当事者団体 等

２．関係機関の役割と移行支援・移行調整の具体的取組（続き）

入所 入所支援計画に基づき支援

15歳～ 移行支援計画の作成

計画に基づき移行調整・移行支援

・移行後を見据えた自立支援

・見学・体験

・移行先候補と調整、体験利用

※移行が困難なケースは個別の協議の場も活用

移行先決定

〇本人支援（暮らしと育ちの支援）

〇家族支援

※意思形成支援・意見表明支援

～満18歳 退所（移行）

（最長でも満23歳に達するまで）

・相談支援事業所等との調整

・移行先への情報提供・助言等

※行政と連携し権利擁護に必要な対応も検討

・移行後のフォロー

（本人への相談援助/移行先への助言等）

障害児入所施設の対応の流れ（イメージ）

〔日中活動支援加算も活用〕

〔家族支援加算も活用〕

〔地域移行加算も活用〕

このほか、入所児童の現在と将来の暮らしに関わる関係機関が、協議の場をはじめ様々な場面で役割を果たすとともに、

緊密に連携して対応

３．その他

〇障害福祉計画・障害児福祉計画と連動させた取組の推進

・都道府県等及び市町村においては、協議の場をはじめ、入所児童の移行支援・移行調整の取組について、障害福祉計画・障害児

福祉計画に位置付けて、必要な障害福祉サービス等の整備を含め、中長期的な見通しを持って計画的に進めていくこと

〇（自立支援）協議会と連携した取組の推進（協議の場との連動、地域の資源開発や計画への反映）

〇障害児入所施設の障害者支援施設への転換や併設等の留意点

・児者転換・児者併設などの対応に際しては、障害児者への適切な支援や地域の受け皿の観点から「協議の場」等で丁寧に議論を

行うこと

※計画作成・更新時等に「移行支援関係機関連携会議」を開催し関係機関と連携・協働



 移行に向けた体験利用、地域生活支援（緊急時対応等）当事者の視点から助言援助・取組

地域生活を支える立場から、障害福祉サービスの給付決定、
地域の情報提供・調整の援助、地域資源の開発、管内の事業所
等への情報提供・助言援助、住民への啓発等地域の環境整備

入所児童等の移行支援・移行調整の全体像
（「入所児童等の移行支援及び移行調整の手引き」（令和６年７月２日））

〇障害児入所施設に入所するすべての児童が、自らが希望する成人期に相応しい環境の中で過ごすことができるよう、都道府県等
を中心に、障害児入所施設、児童相談所、市町村、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所、保健・医療、教育等の関係機関
がそれぞれの役割を果たしながら連携し、計画的に移行支援・移行調整を進め、円滑な移行を図っていく必要

障害児入所施設
【移行支援計画に基づく移行支援・移行調整の実施主体】

・移行支援・移行調整の状況の共有・進捗管理

・地域の支援体制や支援の流れ・取組の確認・充実の検討

・地域資源の把握・共有と調整・開発

・個別の協議の場における協議内容の共有・助言

・関係機関や地域への情報発信

全体の協議の場（代表者等の会議）

個別の協議の場
（担当者等の会議） ・状況・課題の共有

・支援方針の検討・決定

全体の進捗管理／地域の体制・支援の仕組み等の整備・充実

個別の困難ケースの対応を推進

入所 入所支援計画に基づき支援

15歳～ 移行支援計画の作成

計画に基づき移行調整・移行支援

・移行後を見据えた自立支援

・見学・体験 ・移行先候補と調整、体験利用

※移行が困難なケースは個別の協議の場も活用

移行先決定

〇本人支援（暮らしと育ちの支援）〇家族支援

※意思形成支援・意見表明支援

～満18歳 退所（移行）

（最長でも満23歳に達するまで）

・相談支援事業所等との調整

・移行先への情報提供・助言等

※行政と連携し権利擁護に必要な対応も検討

・移行後のフォロー

（本人への相談援助/移行先への助言等）

移行支援計画を作成し、当該計画に基づき、自立支援や見学・体験、
移行先との調整や移行後のフォローに、都道府県等や関係機関と
連携しながら取り組む

市町村

都道府県・指定都市【移行の責任主体】

教育

保健・医療

相談支援事業所

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ

地域生活支援拠点等当事者団体

発達障害者支援ｾﾝﾀｰ

医療的ケア児支援ｾﾝﾀｰ

移行対象者の状況把握・進捗管理を行うとともに、「協議の場」を設置・
開催し、関係機関が連携した、個別の困難ケースへの対応と、地域の体制・
支援の仕組み等の整備・充実を進める
※広域調整・広域連携や、入所の給付決定・措置の延長にも対応

個人の意向を最大限尊重

将来にわたるｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞの実現

児童相談所 入所児童の状況や支援をﾌｫﾛｰする立場から、助言援助・取組

  学校の教育・支援とも連携させながら助言援助・取組

保健・医療面での助言援助・取組

   専門的見地から助言援助・取組
  ※支援のｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ（発達）や調整（医ｹｱ）も

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所
         見学や体験機会の提供、

   移行後の支援提供

移行先決定後・移行後のサービス等調整

相談支援の中核的機関として、体験利用先・移行先等に
係る助言援助・取組、相談支援事業所が決まるまでの間
の相談援助、決まった後の相談支援事業所のサポート

連携・協働・参画

別添１

移行支援

関係機関

連携会議
＊施設主催



※ ⽔⾊のセルについて⼊⼒をお願いします。

【令和〇年４⽉１⽇現在】

※  施設の所在地の都道府県名（政令市の場合政令市名）を選択してください。

問１、令和〇年４⽉1⽇時点の⼊所者の状況（契約、措置）について記⼊して下さい。

 ※ ゼロ⼈のところは「０」を⼊⼒し、空欄がないようにして下さい。

男 ⼥ 男 ⼥ 男 ⼥ 男 ⼥ 男 ⼥ 男 ⼥

0 0 0 0

16

17

14

0現在員

措置

福祉型障害児⼊所施設の移⾏状況調査（全体票）

0

11

定員

19（契約・措置延

⻑）

20（契約・措置延

⻑）

7

#REF!

年齢

⼈数

年齢

⼈数

年齢

⼈数

契約 措置

施設名

5

6 15

合計

13

1

12

2

3

4
22（契約・措置延

⻑）

所在⾃治体名

21（契約・措置延

⻑）

18（契約・措置延

⻑）

現在員

契約 措置 契約

10

9

8

別添２



主たる障害
種別

※提出先となる都道府県、指定都市の名前を全て⼊⼒してください。

令和〇年４⽉１⽇時点において１５歳以上の⼊所者についての移⾏希望と進捗状況 

1

2

3

4

5

⾏が不⾜する場合はシートをコピーしてご記⼊下さい

※１ １．⼈⼯呼吸器 ２．気管切開 ３．⿐咽頭エアウェイ ４．酸素療法 ５．吸引 ６．ネブライザー ７．経管栄養 ８．中⼼静脈カテーテル ９．その他の注射管理（⽪下注射（インスリン、⿇薬など）、持続⽪下注射ポンプ使⽤、観⾎的⾎糖測定器、埋め込み式⾎糖測定器による⾎糖測定） 10．透析（⾎液透析、腹膜透析含む） 11．排尿管理（間⽋的導尿、持続的導尿） 12．排

便管理（消化管ストーマ） 13．痙攣時の管理（座薬挿⼊、吸引、酸素投与、迷⾛神経刺激装置の作動など） 14．その他

⑰移⾏の進

捗状況

⑱個別の協

議の場の開

催の必要性

⑰の回答で、５：移⾏に向けた課題があると回答した場合、⼜は移

⾏⽀援計画で1年以内に移⾏を予定しているが、現在、移⾏が困難

である理由を記⼊して下さい（⾃由記載）都道府県 市町村 施設名
主たる障害種

別
⽇中 ⽣活 療育

⑫⼊所時の

措置/契約

⑬現在の

措置/契約

⑭在学の

有無

⑮⾏動関連

項⽬合計点

数

⑮障害⽀援

区分

⑨重複している

障害名①

⑩重複している

障害名②

⑪⼿帳の等級

⾝体 精神

⓹ 保護者

住所地

（都道府県）

障害児⼊所施設の移⾏状況調査（個票）

施設名
提出する
都道府県等

⼊⼒

漏れ

確認

①施設所在地等 ② 移⾏希望先 ③⽀給決定権

者

（⽀給・措置

権者）

④移⾏後の⽀

給決定権者

⑯医療的ケ

アの有無
⑥性別 ⑦年齢 ⑧主たる障害名

別添２



てんかん １．年に1回以上 ２．⽉に1回以上 ３．週に1回以上

過⾷・反すう等 １．⽀援が不要 ２．希に⽀援が必要
３．⽉に1回以上の

⽀援が必要

４．週に1回以上の

⽀援が必要

５．ほぼ毎⽇（週５

⽇以上の）⽀援が必

要

５．ほぼ毎⽇（週５

⽇以上の）⽀援が必

要

不適切な⾏為 １．⽀援が不要 ２．希に⽀援が必要
３．⽉に1回以上の

⽀援が必要

４．週に1回以上の

⽀援が必要

５．ほぼ毎⽇（週５

⽇以上の）⽀援が必

要

突発的な⾏動 １．⽀援が不要 ２．希に⽀援が必要
３．⽉に1回以上の

⽀援が必要

４．週に1回以上の

⽀援が必要

５．ほぼ毎⽇（週５

⽇以上の）⽀援が必

要

⾃らを傷つける⾏為 １．⽀援が不要 ２．希に⽀援が必要
３．⽉に1回以上の

⽀援が必要

４．週に1回以上の

⽀援が必要

５．ほぼ毎⽇（週５

⽇以上の）⽀援が必

要

他⼈を傷つける⾏為 １．⽀援が不要 ２．希に⽀援が必要
３．⽉に1回以上の

⽀援が必要

４．週に1回以上の

⽀援が必要

５．ほぼ毎⽇（週５

⽇以上の）⽀援が必

要

多動・⾏動停⽌ １．⽀援が不要 ２．希に⽀援が必要
３．⽉に1回以上の

⽀援が必要

４．週に1回以上の

⽀援が必要

５．ほぼ毎⽇（週５

⽇以上の）⽀援が必

要

不安定な⾏動 １．⽀援が不要 ２．希に⽀援が必要
３．⽉に1回以上の

⽀援が必要

４．週に1回以上の

⽀援が必要

５．ほぼ毎⽇（週５

⽇以上の）⽀援が必

要

異⾷⾏動 １．⽀援が不要 ２．希に⽀援が必要
３．⽉に1回以上の

⽀援が必要

４．週に1回以上の

⽀援が必要

５．ほぼ毎⽇（週５

⽇以上の）⽀援が必

要

⼤声・奇声を出す １．⽀援が不要 ２．希に⽀援が必要
３．⽉に1回以上の

⽀援が必要

４．週に1回以上の

⽀援が必要

５．コミュニケー

ションできない

説明の理解 １．理解できる ２．理解できない
３．理解できている

か判断できない

コミュニケーション １．⽇常⽣活に⽀障がない

２．特定の者であれ

ばコミュニケーショ

ンできる

４．独⾃の⽅法でコ

ミュニケーションで

きる
３．会話以外の⽅法

でコミュニケーショ

ンできる

別 表

⾏動関連項⽬ 0点 1点 2点



【パターン②：移行先（Ａ市）と18歳前日の保護者の居住地（Ａ市）が同じ場合】

入所中から１８歳前日

本人
(Ａ市施設)

保護者
（Ａ市）

Ａ市のＧＨへ移行

本人
（Ａ市ＧＨ）

保護者
（Ａ市）

・支給決定
・給付費負担

Ａ市

【パターン③：移行先（Ｘ市）と18歳前日の保護者の居住地（Ｂ市）が違う場合】

入所中から１８歳前日

本人
（Ａ市施設）

保護者
（Ｂ市）

Ｘ市のＧＨへ移行

本人
（Ｘ市ＧＨ）

保護者
（Ｂ市）

・支給決定
・給付費負担

Ｂ市

居住地特例を踏まえた給付決定主体

● 移行先がアパート等の一般住居である場合は、移行先の市町村が支給決定主体

(例：パターン①）

● 移行先がＧＨ又は障害者支援施設である場合は、「18歳前日の保護者の居住地」の市町村

が支給決定主体（居住地特例）（例：パターン②～⑤）

【パターン①：移行先（Ｘ市）がアパート等の一般住居である場合】
入所中から１８歳前日

本人
(Ａ市施設)

保護者
（Ａ市）

Ｘ市で一人暮らししながら障害サービスを利用

本人
（Ｘ市アパート）

保護者
（Ａ市）

・支給決定
・給付費負担

Ｘ市

1

別添３



【パターン⑤：18歳前日の保護者の居住地が不明な場合】

入所中から１８歳前日

本人
(Ａ市施設)

Ｘ市のＧＨへ移行

本人
（Ｘ市ＧＨ）

保護者

？

・支給決定
・給付費負担

Ａ市
※ 18歳前日の保護者の居住地が
不明な場合は、18歳前日の本人
の居住地（＝障害児入所施設）
の市町村が支給決定権者となる

【パターン④:障害児入所施設（Ａ市）と18歳前日の保護者の居住地（Ｂ市）が違い、更に保護者が、
その後転居（Ｃ市）し、本人はＸ市へ移行する場合】

入所中から１８歳前日

本人
（Ａ市施設）

保護者
（Ｂ市）

Ｘ市のＧＨへ移行／保護者はＣ市に転居

本人
（Ｘ市ＧＨ）

保護者
（Ｃ市）

・支給決定
・給付費負担

Ｂ市
※Ｂ市には、保護者・本人ともに
居住せず、移行先(Ｘ市)とも異
なるが、居住地特例により、支
給決定主体となる。

保護者

？

2



障害児入所施設への入所（契約）における障害児・保護者の居住地と給付決定主体の関係

● 支給決定主体は、保護者の居住地の都道府県
入所前の居住地（例）

本人
(Ａ県)

保護者
（Ａ県）

・給付決定
・給付費負担

Ａ県

● 入所後、保護者が転居（Ｂ県）した場合も、保護者の居住地(転居先)の都道府県が支給決定を引き継ぐ

入所前の居住地（例）

本人
（Ａ県）

保護者
（Ａ県）

保護者がＢ県へ転居（例）

本人
（Ａ県）

保護者
（Ｂ県）

・給付決定
・給付費負担

Ｂ県

● 基本は、保護者の居住地の都道府県

入所前の居住地（例）

本人
（Ａ県）

本人
（Ａ県）

保護者
（Ｂ県）

保護者がＢ県へ転居

障害児入所施設への入所（措置）における障害児・保護者の居住地と措置決定主体の関係

入所前の居住地（例）

入所前の居住地（例）

・措置決定
・措置費負担

Ａ県

● 保護者の居住地が不明な場合、その子どもの現在地の都道府県

・措置決定
・措置費負担

Ａ県

子どもの福祉及び児童相談
所利用の利便等の事情を考
慮し、関係児童相談所と協
議の上、事例を管轄する児
童相談所を決定する。

● 入所後、保護者が転居した場合は、児童相談所（Ａ県・Ｂ県）が協議して、措置決定主体を維持又は変更

本人
(Ａ県)

保護者
（Ａ県）

保護者
（？）

本人
（Ａ県）

保護者
（Ａ県） 3

別添３
（参考）



移行支援計画フォーマット

生年月日

連絡先

療育

身体

精神

  年度

  年度

移行スケジュール（長期／年度）

年度 前期 後期

  年度

3

現状 支援目標 支援内容・方法 評価

【

短

期

目

標】
1

2

移行後の居住の場（予定） 移行後の日中の場（予定） 移行予定年月日 年  月  日

家族が移行に向け配慮
して欲しいこと

支援方針

長期目標

本児の強み

家族の強み

本児の移行に向けて解
決していくこと

入所経緯
と状態像

本人の意向

保護者等の意向

主たる
障害名

重複して
いる
障害名

手帳の
等級

支援区分
行動関連
項目合計
点数

別添４

作成日：　　　　年　　月　　日

作成者：　　　　　

フリガナ

性別

 年 月 日（ 歳）

氏名



備考

　　年　　月　　日 保護者氏名： 児童発達支援管理責任者：

担当

連絡先

支援内容

支援内容

機関名

担当

連絡先

3

移行において必要と思われる関係者・諸機関による具体的支援内容

機関名

2

月

1

NO 月 月 月 月 月

移行スケジュール（短期／６ヶ月）



移行支援計画フォーマット 記載例入り

生年月日

連絡先

療育 A

身体

精神

別添５

令和８年度
・関係者会議を開催し、移行へ向けた計画を立て、関係機関で同意する。
・移行先での実習を行う。

・移行先との引き継ぎを行う。

令和７年度
・関係者会議を開催し、生活の場、日中の場、それぞれの体験と実習につ
いての計画を立て、関係機関で同意する。
・体験や実習に対してサポートを行う。

・関係者会議を開催し、生活の場、日中の場、それぞれの移行先を絞り込
み、概ね方向性を決める。
・体験や実習に対してサポートを行う。

移行スケジュール（長期／年度）

年度 前期 後期

令和６年度
・関係者会議を開催し、情報の共有と移行先の方向性を定める。
・相談支援専門員を通じて、自立支援協議会、移行候補先に情報
の提供を行い、見学等の依頼をする。

・移行先の見学を行う。（３か所）（必要であれば関係者会議を実施する）
・施設内において自活訓練等を利用し移行した後の生活のイメージを持たせ
る。

ＧＨで生活することを想定し自分
の洋服を洗濯し、洗濯物を管理で
きるように取り組む。職員のサ
ポートがあると一つ一つの行為は
行うことができる。目に見える形
（シール等）で評価をしていく
と、行動のモチベーションが保て
る。

まずは、職員の模倣をしながら、洗濯
から洗濯したものの管理までの一連の
行為ができるようになる。

模倣と、絵カード、手順表を用いる。
より分かりやすいように洋服をしまう
位置等、構造化する。洗濯篭や洗剤
は、楽しみにもなり、本児のモチベー
ションにもなるので一緒に買いにい
く。（取組はＧＨでも行えるようにす
る。）

3

職員との距離感が近づきすぎる傾
向があり、自分の要求で一緒にい
たいため居続けてしまう。

職員といたくても、職員の声がけで自
分の部屋に行くことができるようにな
る。

職員から離れてどのように行動するか
を決めておく。
①職員が声をかけたら、自分の部屋へ
行く。
②部屋でＤＶＤ等を見て過ごす
離れて過ごすことが出来たら、後で職
員と一緒に過ごせる時間を保証する。

現状 支援目標 支援内容・方法 評価

【

短

期

目

標】

1

「〇〇したい」「〇〇しない」
等、意思を話すことができるが、
叶わないと騒いでしまう。また、
高い声や予想のつかない他の人の
動きが苦手である。苦手な場に居
続けると騒いだりしてしまうが、
模倣が出来るため落ち着くための
呼吸等の練習が出来る。落ち着け
ることで受け入れ先が広がる。

興奮した時には、深呼吸をして落ち着
くことが出来るようになる。

職員と一緒に深呼吸の練習をし、職員
が今だよと言ったら深呼吸をする。１
人の職員だけでなく、複数の職員と取
り組む（将来ＧＨの職員にも引き継
ぐ）

2

移行後の居住の場（予定） グループホーム 移行後の日中の場（予定） 生活介護 移行予定年月日 ●年  ●月  ●日

家族が移行に向け配慮
してほしいこと

・親戚や近所を頼ることができない。両親のみで子育てをして来た。特に母親は、本児との関わりについて、うまくいかないと感じると
一人で悩んでしまい、疲れて余裕がなくなることがあるため定期的に相談に乗ってほしい。初めて会う人と話すのは苦手である。信頼で
きる方に話し合いに参加してほしい。

支援方針

本人の状態像から、夜間も見守りがあり、常駐しているＧＨもしくは、施設入所での生活が必要である。家庭とは月一回の帰宅を継続し
ていくことが望まれる。高校１年時より、見学、体験を行い、高校２年末に進路決定。高校３年時は、慣れるための実習を行い、新たな
支援者への引継ぎの一年としたい。日中の場は、送迎が条件になる。本児の得意なところを生かし、支援学校と連携し実習を行い、進路
選択していく。金銭の管理も難しく、家庭の状況もあり、後見人制度の利用も検討したい。

長期目標

・ＧＨで生活し、日中は本人が集中できる木工作業に関わる活動が出来るようになる
・余暇では給料で、大好きな紙工作のキットを買う（壁一面作った作品を飾る）等、サポートを受けながらも自分の意思で過ごすことが
できるようになる。
・自宅に外泊する際は、保護者とのコミュニケーションで興奮せず落ち着いて過ごせるようになる。

本児の強み
・自分の主張を相手に伝えることや、困ったことがある際には人に助けを求めることが出来る。また挨拶が出来、お礼を言うことができ
る等、人への信頼感が高い。また、人を意識して模倣することができる。
・手先が器用でハサミ、カッター等の道具を使うことができる。

家族の強み 家族は、本児の主張を汲み取ろうという意思があり、月に１回の帰宅を欠かしたことはない。

本児の移行に向けて解
決していくこと

・納得がいかない等の際に落ち着かないときがあり、そのような時には、他者に影響を及ぼす行動（騒ぐ、叩く）がある。職員にも支援
してもらうが、少しでも自分で落ち着けるように取り組めるとよい。
・夜間、起きるときがある。（部屋から出てくるが、声をかければ、布団に入っている。）起きた場合は、皆が起床するまで静かに過ご
せるように出来るとよい。
・家に帰りたいと考えているが、家族はGHでの生活を望んでおり、家庭に帰るのは難しい。居住の場としてＧＨを移行先に考えており、
ＧＨでの生活に前向きに取り組めるように取り組めるとよい。

入所経緯
と状態像

小学２年時、本児の情緒が不安定になることが多く、家族から養育に不安があるとの訴えがあり、本児が大声を出したり、眠らない日が続くと、どう
しても本児を叩いてしまう時がある等の様子も見られたため、家族と相談の上、措置入所。月１回の帰宅をしているが、帰宅時は本児の要求が強く表
れており、家族も抑制出来ないため、日常家族と生活するのは困難である。ＡＤＬは、週１回程度職員が確認をしているが、おおむね自立している。
コミュニケーションは１～２語文で話すが、要求を伝えることができる。納得がいかなかったり、体調が悪かったりすると騒ぐ、叩く等せざる得ない
状況になる時があるが、予測できるため配慮することができる。

本人の意向 常に家に帰りたいと考えている。

保護者等の意向 親元から離れて、ＧＨ等で生活してほしい。日中は、本人の得意なところを活かせる場所がよい。

主たる
障害名

自閉症スペクトラム
重複して
いる
障害名

知的障害
手帳の
等級

支援区分
行動関連
項目合計
点数

18点

作成日：●●年●月●日

作成者：●　●　●　●

フリガナ

性別 男

●年●月●日（15歳）

氏名 Ａ君



支援内容
体験の支給決定
移行予定先の自治体

移行を見据えた支援への助言、環境の
設定

備考

●●年●月●日 保護者氏名：　●●　　●● 児童発達支援管理責任者：　●●　　●●　

担当 ○○ ○○

連絡先 ○○ ○○

支援内容
教育支援計画の実施
日中活動の場の模索
実習への準備・付き添い

自立支援協議会への提案
ＧＨの見学、体験の相談

各種会議の管理・運営
 受給者証の発行
保護者との連絡調整

見学・体験の受け入れ
事業者での受け入れの検討

機関名 ●●市 発達障害者支援センター

担当 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇

連絡先 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇

3
教育支援計画の面談

への参加
教育支援計画の面談への

参加

移行において必要と思われる関係者・諸機関による具体的支援内容

機関名 特別支援学校 相談支援事業所 児童相談所 グループホーム事業所

2

保護者との面談
（児童相談所も  参

加）

支援学校から日中の
施設見学

障害児入所から日中の施設
見学

保護者との面談
（児童相談所も   参

加）

９月

1
個別支援計画・
移行支援計画の立案

関係者会議の開催
（当施設、支援学校、
相談支援専門員、市町
村担当者、児童相談

所）

移行先候補
市町村自立支援協議会へ

の参加、
もしくは情報提供

ＧＨの見学、３か所
（施設と相談支援
専門員）

個別支援計画・
移行支援計画の
振り返り

NO ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

移行スケジュール（短期／６ヶ月）


